
  日
本
産
業
標
準
調
査
会 
標
準
第
一
部
会

発
行
  審
議

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z

8
3
0
1:

2
0
1
9

規格票の様式及び作成方法

Rules for the layout and drafting of Japanese Industrial Standards

令
和
元
年
七
月
二
十
二
日

改
正



一

日
本
産
業
標
準
調
査
会
　
標
準
第
一
部
会
　
構
成
表

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

日
本
産
業
標
準
調
査
会    

標
準
第
一
部
会    

構
成
表

 
氏名

所属

（

部会長

）

酒
井   

信
介

横
浜
国
立
大
学

（

委員

）

伊
藤   

弘

国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所

 

宇
治   

公
隆

国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所

 

大
石   

美
奈
子

首
都
大
学
東
京(

公
益
社
団
法
人
土
木
学
会)

 

大
瀧   

雅
寛

公
益
社
団
法
人
日
本
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザー

・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
・
相
談
員
協
会

 

奥
田   

慶
一
郎

お
茶
の
水
女
子
大
学

 

奥
野   

麻
衣
子

一
般
社
団
法
人
日
本
建
材
・
住
宅
設
備
産
業
協
会

 

鎌
田   

実

三
菱

U
F
J

リ
サー

チ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

 

河
村   

真
紀
子

東
京
大
学

 

佐
伯   

洋

主
婦
連
合
会

 

椎
名   

武
夫

一
般
社
団
法
人
日
本
鉄
道
車
輌
工
業
会

 

髙
田   

祥
三

千
葉
大
学

 

高
増   

潔

早
稲
田
大
学

 

千
葉   

光
一

関
西
学
院
大
学

 

寺
澤   

富
雄

東
京
大
学

 

長
田   

三
紀

一
般
社
団
法
人
日
本
鉄
鋼
連
盟

 

奈
良   

広
一

全
国
地
域
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会

 

西
江   

勇
二

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

 

福
田   

泰
和

一
般
財
団
法
人
研
友
社

 

星
川   

安
之

一
般
財
団
法
人
日
本
規
格
協
会

 

槇
徹   

雄

公
益
財
団
法
人
共
用
品
推
進
機
構

 

三
谷   

泰
久

早
稲
田
大
学

 

棟
近   

雅
彦

東
京
女
子
医
科
大
学

 

村
垣   

善
浩

国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

 

山
内   

正
剛

一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
車
工
業
会

 

和
迩   

健
二

東
京
都
市
大
学

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



二

ま
え
が
き

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

ま
え
が
き

こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
第
16 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
12 

条
第
1

項
の
規
定
に
基
づ
き
︐
一
般
財
団

法
人
日
本
規
格
協
会（
J
S
A）

か
ら
︐
産
業
標
準
原
案
を
添
え
て
日
本
産
業
規
格
を
改
正
す
べ
き
と
の
申
出
が
あ
り
︐

日
本
産
業
標
準
調
査
会
の
審
議
を
経
て
︐
経
済
産
業
大
臣
が
改
正
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

こ
れ
に
よ
っ
て
︐

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
1

は
改
正
さ
れ
︐
こ
の
規
格
に
置
き
換
え
ら
れ
た。

こ
の
規
格
は
︐
著
作
権
法
で
保
護
対
象
と
な
っ
て
い
る
著
作
物
で
あ
る。

こ
の
規
格
の
一
部
が
︐
特
許
権
︐
出
願
公
開
後
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
権
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
注

意  
 を

喚
起
す
る

。

経
済
産
業
大
臣
及
び
日
本
産
業
標
準
調
査
会
は
︐
こ
の
よ
う
な
特
許
権
︐
出
願
公
開
後
の
特
許
出
願

及
び
実   

用
新
案
権
に
関
わ
る
確
認
に
つ
い
て
︐
責
任
は
も
た
な
い。

注
記

工
業
標
準
化
法
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
申
出
︐
日
本
工
業
標
準
調
査
会
の
審
議
等
の
手
続
は
︐
不
正
競
争
防
止
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
9

条
に
よ
り
︐
産
業
標
準
化
法
第
12 

条
第
1

項
の
申
出
︐
日
本
産
業

標
準
調
査
会
の
審
議
等
の
手
続
を
経
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



三

目
次

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

目 　 次

ペ
ー
ジ

一

適
用
範
囲

五

二

引
用
規
格

五

三

用
語
及
び
定
義

六

四

規
格
の
目
的

九

五

一
般
原
則

十

六

主
題
及
び
規
格
の
区
分
け

十
二

七

記
述
事
項
の
表
現
形
式

十
四

八

用
字
︐
用
語
及
び
略
語

十
八

九

数
値
︐
量
︐
単
位
及
び
記
号

二
十

十

引
用
・
参
照

二
十

四

十
一

名
称

二
十

九

十
二

ま
え
が
き

三
十

二

十
三

序
文

三
十

四

十
四

適
用
範
囲

三
十

五

十
五

引
用
規
格

三
十

七

十
六

用
語
及
び
定
義

四
十

十
七

記
号
及
び
略
語

四
十

五

十
八

測
定
方
法
及
び
試
験
方
法

四
十

六

十
九

表
示
︐
包
装
及
び
添
付
文
書

五
十

二
十

附
属
書

五
十

一

二
十
一

参
考
文
献
一
覧

五
十

三

二
十
二

箇
条
及
び
細
分
箇
条

五
十

四

二
十
三

細
別

五
十

八

二
十
四

注
記

五
十

九

二
十
五

例

六
十

二
十
六

注

六
十

一

二
十
七

式

六
十

二

二
十
八

図

六
十

四

二
十
九

表

七
十

一

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



四

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

三
十

特
許
権
な
ど

七
十

九

三
十
一

商
標
名
及
び
商
標
の
使
用

七
十

九

三
十
二

著
作
権

七
十

九

三
十
三

適
合
性
評
価

八
十

三
十
四

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
︐
信
頼
性
及
び
抜
取
検
査

八
十

三
十
五

特
定
分
野
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
内
容
の
扱
い
方

八
十

三
十
六

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
に
し
て 

J
I
S 

を
作
成
す
る
場
合
の
特
別
の
補
足
事

項

八
十

一

三
十
七

追
補

八
十

四

三
十
八

規
格
票
の
大
き
さ
及
び
体
裁

八
十

四

附
属
書
A

（

参
考）

 

規
格
の
作
成
者
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

八
十

五

附
属
書
B

（

参
考）

 

量
及
び
単
位
の
表
記
方
法

八
十

八

附
属
書
C

（

参
考）

 

国
際
的
に
標
準
化
さ
れ
た
項
目
の
呼
び
方

九
十

一

附
属
書
D

（

規
定）

 

目
次

九
十

五

附
属
書
E

（

参
考）

 

ま
え
が
き
及
び
序
文
の
記
載
例

九
十

六

附
属
書
F

（

規
定）

 

用
語
規
格
の
作
成
方
法
並
び
に
表
形
式
の
用
語
及
び
定
義
の
表
記
方

法

九
十

九

附
属
書
G

（

規
定）

 

J
I
S

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
比
表
の
様
式
及
び
記
載
方

法

百
二

附
属
書
H

（

規
定）

 

文
章
の
書
き
方
並
び
に
用
字
︐
用
語
︐
記
述
符
号
及
び
数
字

百
五

附
属
書
I

（

規
定）

 

追
補

百
十

三

附
属
書
J

（

規
定）

 

J
I
S

の
規
格
票
の
体
裁

百
十

五

参
考
文
献

百
二

十
二

解 　
 

説

百
二

十
八

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



五

二
　
引
用
規
格

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

日
本
工
業
規
格

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

Rules for the layout and drafting of Japanese Industrial Standards

一 

適
用
範
囲

こ
の
規
格
は
︐
日
本
産
業
規
格（
J
I
S）

な
ど
の
規
格
票
の
構
成
及
び
規
格
の
作
成
方
法
に
つ
い
て
規
定
す
る。

ま

た
︐
こ   

の
規
格
は
︐
規
格
に
準
じ
る
文
書
に
も
適
用
可
能
で
あ
る。

注
記
 
1

規
格
に
準
じ
る
文
書
に
は
︐
我
が
国
独
自
の
標
準
仕
様
書（

T
S）

及
び
標
準
報
告
書（

T
R）

が
あ
る。

注
記
 
2

こ
の
規
格
は
︐
国
際
規
格
と
の
対
比
及
び
国
際
規
格
へ
の
提
案
を
容
易
に
す
る
た
め
に
︐
2
0
1
8

年
に
第
8

版
と
し
て
発
行
さ
れ
た
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

を
考
慮
し
て
作
成
し
た。

注
記
 
3

規
格
の
作
成
者
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
︐
附
属
書
A 

に
示
す。

二 

引
用
規
格

次
に
掲
げ
る
引
用
規
格
は
︐
こ
の
規
格
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︐
そ
の
一
部
又
は
全
部
が
こ
の
規
格
の
要
求
事

項   

を
構
成
し
て
い
る。

こ
れ
ら
の
引
用
規
格
は
︐
そ
の
最
新
版(

追
補
を
含
む。

)

を
適
用
す
る。

ISO/IEC Guide 21-1,
R
e
g
i
o
n
a
l

o
r

n
a
t
i
o
n
a
l

a
d
o
p
t
i
o
n

o
f

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

S
t
a
n
d
a
r
d
s

a
n
d

o
t
h
e
r

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

D
e
l
i
v
e
r
a
b
l
e
s 
— 
P
a
r
t

1
:

A
d
o
p
t
i
o
n

o
f

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

S
t
a
n
d
a
r
d
s

ISO 690,
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

a
n
d

d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n 

— 

G
u
i
d
e
l
i
n
e
s

f
o
r

b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
c

r
e
f
e
r
e
n
c
e
s

a
n
d

c
i
t
a
t
i
o
n
s

t
o

i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

r
e
s
o
u
r
c
e
s

ISO 7000,
G
r
a
p
h
i
c
a
l

s
y
m
b
o
l
s

f
o
r

u
s
e

o
n

e
q
u
i
p
m
e
n
t 

— 

R
e
g
i
s
t
e
r
e
d

s
y
m
b
o
l
s

ISO 80000-2,
Q
u
a
n
t
i
t
i
e
s

a
n
d

u
n
i
t
s 

— 

P
a
r
t

2
:

M
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s

IEC 60417 DB,
G
r
a
p
h
i
c
a
l

s
y
m
b
o
l
s

f
o
r

u
s
e

o
n

e
q
u
i
p
m
e
n
t 

— 

12
-

m
o
n
t
h

s
u
b
s
c
r
i
p
t
i
o
n

t
o

r
e
g
u
l
a
r
l
y

u
p
d
a
t
e
d

o
n
l
i
n
e

d
a
t
a
b
a
s
e

c
o
m
p
r
i
s
i
n
g

a
l
l

g
r
a
p
h
i
c
a
l

s
y
m
b
o
l
s

p
u
b
l
i
s
h
e
d

i
n

I
E
C

6
0
4
1
7

IEC 80000-13,
Q
u
a
n
t
i
t
i
e
s

a
n
d

u
n
i
t
s 

— 

P
a
r
t

13
:

I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

s
c
i
e
n
c
e

a
n
d

t
e
c
h
n
o
l
o
g
y

IEC 81346  (規格群) ,

JIS B 0001,
機
械
製
図

JIS C 0450,
電
気
及
び
関
連
分
野
―
信
号
指
定
及
び
接
続
指
定

JIS P 0138,
紙
加
工
仕
上
寸
法

JIS X 0121,
情
報
処
理
用
流
れ
図
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
網
図
・
シ
ス
テ
ム
資
源
図
記
号

JIS X 0807,
電
子
文
献
の
引
用
法

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



六

三
　
用
語
及
び
定
義

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

JIS Z 8002,
標
準
化
及
び
関
連
活
動
―
一
般
的
な
用
語

JIS Z 8201,
数
学
記
号

JIS Z 8210,
案
内
用
図
記
号

JIS Z 8401,
数
値
の
丸
め
方

JIS Z 8601,
標
準
数

JIS Z 9104,
安
全
標
識
―
一
般
的
事
項

JIS Z 8000-1,
量
及
び
単
位
―
第
１
部
︓
一
般

JIS B 0060  (規格群) ,
デ
ジ
タ
ル
製
品
技
術
文
書
情
報

JIS C 0617  (規格群) ,
電
気
用
図
記
号

JIS Z 8000  (規格群) ,
量
及
び
単
位

JIS Z 8313  (規格群) ,
製
図－
文
字

JIS Z 8617  (規格群) ,
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
用
図
記
号

三 

用
語
及
び
定
義

こ
の
規
格
で
用
い
る
主
な
用
語
及
び
定
義
は
︐
次
に
よ
る
ほ
か
︐
J
I
S 

Z 

8
0
0
2 

に
よ
る。

三
・
一 

規
格
の
種
類

三・一・一
規格（

s
t
a
n
d
a
r
d）

与
え
ら
れ
た
状
況
に
お
い
て
最
適
な
秩
序
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
的
に
︐
共
通
的
に
繰
り
返
し
て
使
用
す
る
た
め
に
︐

活
動
又
は
そ
の
結
果
に
関
す
る
規
則
︐
指
針
又
は
特
性
を
規
定
す
る
文
書
で
あ
っ
て
︐
合
意
に
よ
っ
て
確
立
し
︐
一
般
に

認
め
ら
れ
て
い
る
団
体
な
ど
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の

注
釈
1

︓
規
格
は
︐
科
学
︐
技
術
及
び
経
験
を
集
約
し
た
結
果
に
基
づ
き
︐
社
会
の
最
適
の
利
益
を
目
指
す
こ
と
が

望
ま   

し
い。

［

出
典
:

J
I
S 

Z 

8
0
0
2
,

3
.
2
︐
修
正
さ
れ
た

—

注
記
2
及
び
注
記
3

を
削
除］

三・一・二
規格群

一
つ
の
主
題
の
下
に
関
連
す
る
複
数
の
“

部
“

で
構
成
す
る
規
格
に
お
い
て
︐
こ
の
部
編
成
の
規
格
全
体
を
総
称
す
る

呼
び
名

三・一・三
国際規格（

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

s
t
a
n
d
a
r
d）

国
際
標
準
化
機
構（

I
S
O）

︐
国
際
電
気
標
準
会
議（

I
E
C）

な
ど
の
国
際
標
準
化
組
織
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
︐

公
開
さ
れ
て
い
る
規
格

［

出
典
:

J
I
S 

Z 

8
0
0
2
,

3
.
2
.
1
.
1

︐
修
正
さ
れ
た]

三・一・四
対応国際規格

規
定
内
容
の
相
違
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
︐
当
該
規
格
と
︐
適
用
範
囲
の
全
部
又
は
一
部
と
が
共
通
し
︐   

か
つ
︐
規
定

要
素
の
全
部
又
は
一
部
と
が
共
通
し
て
い
る
国
際
規
格

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

三・一・五
国際一致規格

適
用
範
囲
及
び
技
術
的
内
容
が
対
応
国
際
規
格
と
一
致
し
て
お
り
︐
か
つ
︐
規
格
の
構
成
︐
区
分
け（

箇
条
︐   

細
分
箇

条
︐
附
属
書
な
ど）

︐
図
︐
表
な
ど
も
対
応
国
際
規
格
か
ら
変
更
す
る
こ
と
な
く
作
成
し
た 

J
I
S

注
釈
1

︓
”

一
致
“

と
は
︐
対
応
国
際
規
格
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
は 

J
I
S 

で
も
全
て
受
け
入
れ
ら
れ
︐   

そ

の
逆
も
成
り
立
つ
状
態
を
い
う。

三・一・六
追補規

格
の
記
述
事
項
の
一
部
だ
け
を
改
正
す
る
場
合
に
︐
そ
の
改
正
部
分
だ
け
を
抜
き
出
し
て
示
す
規
格
注

注
釈
1

︓
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 
2 

で
は
︐
追
補
を
“
a
m
e
n
d
m
e
n
t
”

と
し
て
い
る。

三・一・七
規格票

こ
の
規
格
で
規
定
す
る
構
成
及
び
作
成
方
法
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
規
格
に
︐
必
要
に
応
じ
て
︐
表
紙
︐
解
説
な
ど
を

加
え
て
発
行
さ
れ
た
も
の

三
・
二 

規
格
の
構
造

三・二・一
本体規

格
の
構
成
要
素
の
う
ち
︐
附
属
書
及
び
参
考
文
献
を
除
く
部
分

注
釈
1

︓
表
2 

参
照。

三・二・二
附属書

内
容
と
し
て
は
︐
本
来
︐
規
格
の
本
体
に
含
め
て
よ
い
事
柄
で
あ
る
が
︐
規
格
の
構
成
上
︐
特
に
取
り
出
し
て
本
体
に

準
じ
て
ま
と
め
た
も
の

三・二・三
本文箇

条
︐
細
分
箇
条
及
び
段
落（

い
ず
れ
も
附
属
書
で
の
記
載
を
含
む。

）

の
主
体
と
な
る
文
章

注
釈
1

︓
例
︐
注
記
︐
注
釈
︐
注
︐
図
︐
表
な
ど
は
含
ま
な
い。

三・二・四
段落見

や
す
く
ま
と
め
ら
れ
た
文
の
塊

注
釈
1

︓
段
落
は
︐
改
行
に
よ
っ
て
区
分
け
す
る。

細
別
を
含
む
場
合
も
あ
る。

三・二・五
注記本

文
︐
図
︐
表
な
ど
の
内
容
に
対
し
て
︐
関
連
す
る
補
足
事
項
を
別
に
分
け
て
記
載
す
る
も
の

三・二・六
注釈用

語
及
び
定
義
の
箇
条
で
規
定
す
る
内
容
に
対
し
て
︐
関
連
す
る
事
柄
を
用
語
ご
と
に
規
定
・
補
足
す
る
も
の

注
釈
1

︓
十
六
・
五
・
八 

参
照。

注
釈
2
︓
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

で
は
︐
注
釈
を
“
n
o
t
e

t
o

e
n
t
r
y
”

と
し
て
い
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

三・二・七
注

本
文
︐
図
︐
表
な
ど
の
中
の
一
部
の
事
項
に
注
符
号
を
付
け
︐
そ
の
事
項
に
対
す
る
記
述
事
項
を
別
に
分
け
て
記
載
す

る
も
の

三
・
三 

構
成
要
素
の
種
別

三・三・一
規定要素（

n
o
r
m
a
t
i
v
e

e
l
e
m
e
n
t）

規
格
の
適
用
範
囲
及
び
技
術
的
内
容
を
規
定
す
る
構
成
要
素

注
釈
1

︓
規
格
の
名
称
は
︐
規
定
要
素
の
一
例
で
あ
る（

表
2 

参
照）

。

三・三・二
参考要素（

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e

e
l
e
m
e
n
t）

規
格
の
理
解
若
し
く
は
利
用
を
助
け
る
こ
と
を
意
図
す
る
構
成
要
素
︐
又
は
規
格
の
内
容
︐
背
景
若
し
く
は
他
の
規
格

な
ど
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
補
足
情
報
の
提
供
を
意
図
す
る
構
成
要
素

注
釈
1

︓
ま
え
が
き
は
︐
参
考
要
素
の
一
例
で
あ
る（
表
2 

参
照）

。

三・三・三
必須要素（

m
a
n
d
a
t
o
r
y

e
l
e
m
e
n
t）

規
格
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
構
成
要
素

注
釈
1

︓
適
用
範
囲
は
︐
必
須
要
素
の
一
例
で
あ
る（

表
2 

参
照）

。

三・三・四
条件付き要素（

c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l

e
l
e
m
e
n
t）

規
格
に
記
載
す
る
必
要
性
が
︐
そ
の
規
格
に
規
定
す
る
内
容
に
よ
っ
て
決
ま
る
構
成
要
素

注
釈
1

︓
記
号
及
び
略
語
は
︐
条
件
付
き
要
素
の
一
例
で
あ
る（

表
2 

参
照）

。

三・三・五
選択要素（

o
p
t
i
o
n
a
l

e
l
e
m
e
n
t）

規
格
に
記
載
す
る
か
否
か
を
︐
選
択
し
て
よ
い
構
成
要
素

注
釈
1

︓
附
属
書
は
︐
選
択
要
素
の
一
例
で
あ
る（

表
2 

参
照）

。

三
・
四 

記
述
事
項

三・四・一
要求事項（

r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t）

規
格
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
場
合
に
︐
満
た
す
べ
き
基
準
を
示
し
︐
か
つ
︐
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
を
許
容
し

な
い
こ
と
を
示
す
事
項

注
釈
1

︓
要
求
事
項
を
示
す
場
合
に
用
い
る
言
葉
の
表
現
形
式
に
つ
い
て
は
︐
表
3 

に
示
す。

三・四・二
推奨事項（

r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n）

他
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
言
及
も
排
除
も
せ
ず
︐
特
に
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︐
可
能
な
選
択
肢
又
は
行
動
指
針

を
示
す
事
項

注
釈
1

︓
推
奨
事
項
を
示
す
場
合
に
用
い
る
言
葉
の
表
現
形
式
に
つ
い
て
は
︐
表
4 

に
示
す。

注
釈
2
︓
否
定
形
の
場
合
︐
推
奨
事
項
は
︐
可
能
な
選
択
肢
又
は
行
動
指
針
の
選
択
を
勧
め
な
い （

緩
い
禁

止）

が
︐
こ
れ
ら
の
選
択
を
禁
止
し
な
い
事
項
で
あ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
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九

四
　
規
格
の
目
的

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

三・四・三
許容事項（
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n）

何
か
を
行
う
こ
と
の
許
諾
又
は
自
由
若
し
く
は
機
会
を
示
す
事
項

注
釈
1

︓
許
容
事
項
を
示
す
場
合
に
用
い
る
言
葉
の
表
現
形
式
に
つ
い
て
は
︐
表
5 

に
示
す。

三・四・四
可能性
・能力事項（
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
/
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y）

期
待
さ
れ
る
若
し
く
は
予
測
で
き
る
︐
物
質
的
若
し
く
は
物
理
的
な
結
果
を
示
す
事
項
︐
又
は
特
定
の
こ
と
を
実
行
す

る
若
し
く
は
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
︐
適
性
若
し
く
は
資
格
が
あ
る
こ
と
を
示
す
事
項

注
釈
1

︓
可
能
性
・
能
力
事
項
を
示
す
場
合
に
用
い
る
言
葉
の
表
現
形
式
に
つ
い
て
は
︐
表
6 

に
示
す。

三・四・五
外部の制約（

e
x
t
e
r
n
a
l

c
o
n
s
t
r
a
i
n
t）

規
格
で
は
規
定
し
な
い
が
︐
規
格
に
基
づ
い
て
製
造
︐
販
売
︐
試
験
な
ど
を
す
る
場
合
︐
規
格
の
利
用
者
に
課
さ
れ

る
︐
自
然
法
又
は
国
若
し
く
は
地
域
の
事
情
に
基
づ
く
︐
制
約
又
は
義
務

注
釈
1

︓
外
部
の
制
約
を
示
す
場
合
に
用
い
る
言
葉
の
表
現
形
式
に
つ
い
て
は
︐
表
7 

に
示
す。

三・四・六
補足事項（

s
t
a
t
e
m
e
n
t）

規
格
の
理
解
及
び
利
用
を
助
け
る
た
め
の
補
足
的
な
事
項

三
・
五 

そ
の
他

三・五・一
引用規格

あ
る
規
格
の
要
求
事
項
を
構
成
す
る
た
め
に
︐
一
部
又
は
全
部
が
引
用
さ
れ
る
︐
J
I
S 
並
び
に
国
際
規
格
及
び
こ
れ

に
準
じ
る
規
範
文
書

三・五・二
解説規

格
の
一
部
で
は
な
い
が
︐
本
体
及
び
附
属
書
に
記
載
し
た
事
柄
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
し
た
事
柄
に
つ
い
て
説
明
す

る
も
の

四 

規
格
の
目
的

規
格
の
目
的
は
︐
公
正
な
取
引
︐
国
内
外
の
商
取
引
︐
コ
ミ
ュ
ニ
ケー

シ
ョ
ン
な
ど
を
支
援
す
る
た
め
︐
規
定
す
る
技

術
的
内
容
を
曖
昧
で
な
く
明
瞭
に
す
る
こ
と
で
あ
る。

こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
︐
個
々
の
規
格
は
︐
次
の
条
件
を
満

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

a)

規
格
の
適
用
範
囲
に
規
定
す
る
範
囲
内
で
︐
必
要
な
事
項
を
規
定
し
て
い
る。

b)

一
貫
性
が
あ
り
︐
明
瞭
か
つ
正
確
で
あ
る。

c)

現
在
の
技
術
及
び
市
場
の
状
況
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
る。

d)

将
来
の
技
術
の
進
歩
に
配
慮
し
て
い
る。

e)

規
格
の
作
成
に
参
加
し
て
い
な
い
関
係
者（

例
え
ば
︐
製
造
業
者
︐
使
用
者
・
利
用
者
︐
認
証
機
関
︐  

 

行
政
機

関）

に
も
理
解
可
能
で
あ
る。

f)

契
約
に
関
す
る
要
求
事
項（

例
え
ば
︐
ク
レー

ム
︐
保
証
︐
経
費
負
担）

は
含
め
て
い
な
い。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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十

五
　
一
般
原
則

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

g)
法
規
に
関
わ
る
記
載
事
項
の
内
容
は
︐
法
規
と
調
和
を
図
っ
て
い
る。

 

ま
た
︐
法
規
を
法
規
名
︐
条
項
番
号
な
ど

で
直
接
引
用
し
て
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
又
は
許
容
事
項
の
一
部
と
は
し
て
い
な
い。

五 

一
般
原
則

五
・
一 

計
画
及
び
準
備

単
独
の
規
格
又
は
主
題
が
共
通
す
る
一
連
の
規
格（

規
格
群
を
含
む。

）

を
遅
滞
な
く
整
備
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
︐
規
格
作
成
に
着
手
す
る
前
に
︐
次
に
示
す
事
項
を
明
確
に
す
る。

－

意
図
す
る
規
格
の
体
系
及
び
位
置
付
け

－

国
内
外
の
規
格
及
び
／
又
は
法
規
と
の
相
互
関
係

－

主
題
の
構
成
及
び
区
分
け（

主
な
規
定
項
目）

（

箇
条
六 

参
照）

一
つ
の
主
題
に
対
し
て
︐
部
編
成
の
規
格
化
を
計
画
す
る
場
合
は
︐
想
定
す
る
部
の
一
覧
を
︐
規
格
の
名
称
及
び
適
用

範
囲
を
含
め
て
可
能
な
範
囲
で
作
成
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

五
・
二 

目
的
志
向
の
手
法

当
該
規
格
の
対
象
と
す
る
主
題
の
全
て
の
特
性
を
標
準
化
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
︐
そ
の
必
要
も
な
い。

当
該
規
格
の

目
的（

例
え
ば
︐
健
康
︐
安
全
︐
環
境
保
護
︐
イ
ン
タ
フ
ェー

ス
︐
互
換
性
︐
両
立
性
︐
品
種
の
管
理）

に
応
じ
て
︐
主

題
か
ら
必
要
な
特
性
を
選
択
し
︐
標
準
化
す
る。

製
品
な
ど
を
機
能
分
析
す
る
こ
と
は
︐
規
格
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な

特
性
を
特
定
す
る
上
で
助
け
と
な
り
得
る。

規
格
に
規
定
し
た
個
々
の
特
性
の
選
択
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
て
も
よ
い
が
︐
必
須
で
は
な
い。

よ
り
一
般
的
な
背
景

に
関
す
る
情
報
は
︐
序
文
な
ど
で
示
し
て
も
よ
い（

 

箇
条
十
三 

参
照）

。

五
・
三 

性
能
規
定
の
原
則

要
求
事
項
は
︐
技
術
の
進
歩
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
︐
可
能
な
限
り
性
能
に
関
す
る
要
求
事
項
と
し
て
規
定
し
︐
外
観
︐

形
状
な
ど
に
よ
る
設
計
上
の
要
求
事
項
︐
又
は
寸
法
︐
材
料
な
ど
に
よ
っ
て
記
述
的
に
示
す
特
性
と
し
て
規
定
し
な
い。

た
だ
し
︐
性
能
に
関
す
る
要
求
事
項
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
︐
設
計
上
の
要
求
事
項
な
ど
で
規
定
し

て
も
よ
い。

こ
の
場
合
︐
”

…
又
は
こ
れ
と
同
等
の
材
料
で
“

な
ど
の
規
定
を
含
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

五
・
四 

検
証
可
能
性

要
求
事
項
は
︐
客
観
的
に
検
証
が
可
能
な
も
の
だ
け
を
規
定
す
る。

”
十
分
に
強
い
“

︐
”

適
切
な
強
度
“

な
ど
の
表
現
は
︐
主
観
的
な
表
現
で
あ
る
た
め
︐
用
い
な
い
こ
と
が
望
ま
し

い。製
品
な
ど
の
安
定
性
︐
信
頼
性
︐
寿
命
な
ど
に
つ
い
て
は
︐
そ
の
特
性
を
適
切
な
期
間
で
検
証
可
能
な
試
験
方
法
が
既

知
で
な
い
場
合
に
は
︐
規
定
し
て
は
な
ら
な
い。

製
造
業
者
な
ど
に
よ
る
保
証
は
︐
そ
の
よ
う
な
要
求
事
項
の
代
わ
り
に

は
な
ら
な
い。

保
証
条
件
は
︐
本
来
︐
技
術
的
で
は
な
く
︐
商
業
的
な
理
由
又
は
契
約
上
で
定
ま
る
た
め
︐
含
め
て
は
な

ら
な
い。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



十一

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

五
・
五 

一
貫
性

個
々
の
規
格
の
中
及
び
主
題
が
共
通
す
る
一
連
の
規
格（

規
格
群
を
含
む。

）

の
中
で
は
︐
利
用
者
の
理
解
を
助
け
る

た
め
︐
一
貫
性
を
保
つ
こ
と
が
望
ま
し
い。

そ
の
た
め
︐
次
の
事
項
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

－

規
格
の
構
成
及
び
区
分
け
の
方
法
は
︐
同
じ
形
式
と
す
る。

－

同
一
の
記
述
事
項（
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
な
ど）

は
︐
同
じ
表
現
を
用
い
る。

－

既
に
定
義
さ
れ
て
い
る
個
々
の
用
語
の
概
念
に
対
し
て
は
︐
一
つ
の
用
語
を
用
い
︐
新
た
に
別
の
用
語 

（

同
義

語）

を
用
い
る
こ
と
は
避
け
る。

－

個
々
の
用
語
に
は
︐
一
つ
だ
け
の
意
味
を
も
た
せ
る。

規
格
は
︐
全
体
と
し
て
一
貫
性
を
保
つ
た
め
︐
関
連
す
る
基
本
規
格
及
び
／
又
は
そ
の
他
の
規
範
文
書
の
規
定
に
よ
っ

て
作
成
す
る。

参
考
と
な
る
基
本
規
格
を
︐
参
考
文
献
一
覧
に
示
す。

特
に
︐
次
の
事
項
に
つ
い
て
一
貫
性
を
保
つ
こ
と
が
望
ま
し
い。

－

標
準
化
さ
れ
た
用
語

－

用
語
の
定
義
及
び
用
法

－

量
︐
単
位
及
び
こ
れ
ら
の
記
号
並
び
に
数
学
記
号

－

略
語
及
び
略
号

－

製
図
及
び
線
図

－

図
記
号

五
・
六 

重
複
規
定
及
び
不
必
要
な
類
似
規
定
の
回
避

規
定
の
重
複
及
び
不
必
要
な
類
似
規
定
は
︐
避
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

こ
の
こ
と
は
︐
特
に
︐
試
験
方
法
な
ど
が
複

数
の
製
品
︐
品
種
な
ど
に
頻
繁
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
重
要
で
あ
る。

主
題
を
標
準
化
す
る
前
に
︐
適
用
可
能
な
規
格
が
既
に
存
在
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。

あ
る
箇
条
な
ど
で
規
定
し
た
事
項
を
異
な
る
箇
条
な
ど
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
︐
繰
り
返
し
て
記
載
す
る

の
で
は
な
く
︐
引
用
・
参
照
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い （

 

箇
条
十 

参
照）

。

あ
る
試
験
方
法
が
︐
2

種
類
以
上
の
製
品
な
ど
に
適
用
可
能
で
あ
る
か
︐
又
は
そ
の
可
能
性
が
高
い
場
合
は
︐
試
験
方
法
そ
の
も
の
に
関
す
る
規

格
を
作
成
し
︐
製
品
な
ど
を
取
り
扱
っ
た
個
々
の
規
格
で
︐
そ
の
試
験
方
法
を
引
用
す
る（

必
要
な
場
合
に
は
︐
修
正
し

て
適
用
す
る
内
容
を
明
記
す
る。

）

。

こ
れ
に
よ
っ
て
︐
同
じ
こ
と
を
規
定
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
規
格

で
︐
規
定
内
容
に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
る。

ま
た
︐
複
数
の
製
品
な
ど
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
試
験

装
置
の
仕
様
な
ど
は
︐
適
用
し
よ
う
と
す
る
製
品
規
格
な
ど
と
は
別
の
規
格
と
し
て
体
系
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

一
つ
の
主
題
に
関
す
る
要
求
事
項
は
︐
一
つ
の
規
格
に
ま
と
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

分
野
に
よ
っ
て
は
︐
主
題
の
グ
ルー

プ
に
適
用
す
る
共
通
的
な
要
求
事
項
を
抜
き
出
し
て
規
定
す
る
規
格
を
作
成
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い。

外
部
の
情
報
源
か
ら
技
術
的
内
容
を
要
求
事
項
と
し
て
そ
の
ま
ま
規
定
す
る
場
合
は
︐
正
確
に
転
載
す
る （

 

十
・
一

参
照）

。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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十二

六
　
主
題
及
び
規
格
の
区
分
け

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

五
・
七 

特
性
を
定
量
値
で
規
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
の
措
置

規
格
に
は
︐
一
律
に
特
性
値
を
規
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
な
ど
︐
製
造
業
者
な
ど
が
任
意
に
適
切
な
特
性
値
を
設

定
し
て
よ
い
と
す
る
特
性
項
目
を
規
定
す
る
場
合
が
あ
る。
こ
の
よ
う
に
規
定
し
た
特
性
に
つ
い
て
は
︐
そ
の
具
体
的
な

特
性
値
を
︐
例
え
ば
︐
銘
板
︐
ラ
ベ
ル
︐
添
付
文
書
な
ど
で
明
示
す
る
旨
を
規
定
す
る。

複
合
製
品
の
場
合
な
ど
は
︐
網
羅
的
に
性
能
の
要
求
事
項
を
規
定
す
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
多
い。

こ
の

よ
う
な
場
合
は
︐
性
能
の
要
求
事
項
を
規
定
す
る
代
わ
り
に
︐
必
要
に
応
じ
て
性
能
の
デー

 

タ
を
試
験
成
績
書
な
ど
に

よ
っ
て
製
品
に
添
付
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

こ
れ
ら
の
対
応
は
︐
健
康
及
び
安
全
性
に
係
る
要
求
事

項
の
場
合
に
は
︐
適
用
し
て
は
な
ら
な
い。

規
格
で
性
能
値
又
は
他
の
値
を
規
定
せ
ず
︐
製
造
業
者
︐
購
入
者
︐
使
用
者
な
ど
が
指
定
す
る
必
要
が
あ
る
特
性
項
目

を
規
定
す
る
場
合
に
は
︐
そ
れ
ら
の
値
の
測
定
方
法
及
び
明
示
方
法
に
つ
い
て
規
定
す
る。

六 

主
題
及
び
規
格
の
区
分
け

六
・
一 

一
般

主
題
は
︐
必
要
に
応
じ
て
規
格
群
に
区
分
け
し
︐
ま
た
︐
一
つ
の
規
格
の
中
を
表
1

に
よ
っ
て
区
分
け
す
る。

表
1 

—

主
題
及
び
規
格
の
区
分
け

主題及び規格の区分け

付番の例

部（

P
a
r
t）

X
X
X
X
-
1

箇
条（

C
l
a
u
s
e）

 

細
分
箇
条（

S
u
b
c
l
a
u
s
e）

 

細
分
箇
条

段
落（

P
a
r
a
g
r
a
p
h）

11
.
1

1
.
1
.
1

（
番
号
な
し）

附
属
書（

A
n
n
e
x）
A

六
・
二 

主
題
の
区
分
け
の
方
法

通
常
︐
一
つ
の
主
題
は
︐
一
つ
の
規
格
で
作
成
す
る。

た
だ
し
︐
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
︐
規
格
群
と
し
て
も
よ
い。

a)

ペー

ジ
数
が
多
く
な
り
す
ぎ
る
可
能
性
が
あ
る。

b)

規
定
内
容
が
相
互
に
関
連
し
て
い
る。

例
え
ば
,

規
定
内
容
が
製
品
の
規
定
と
試
験
方
法
の
規
定
と
に
分
か
れ
た
場
合。

c)

規
定
の
一
部
が
法
規
に
引
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る。

d)

規
定
の
一
部
が
認
証
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る。

規
格
群
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︐
必
要
に
応
じ
て
︐
各
部
の
規
格
を
個
別
に
制
定
︐
改
正
又
は
廃
止
で
き
る
利
点
が
あ

る。特
に
︐
特
定
の
製
品
な
ど
の
側
面
に
つ
い
て
︐
様
々
な
関
係
者
が
個
別
に
関
心
を
も
つ
︐
例
え
ば
︐
次
の
よ
う
な
対
象

項
目
は
︐
規
格
群
の
一
つ
の
部
又
は
個
別
の
規
格
と
し
て
︐
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

－

健
康
及
び
安
全
性
に
関
す
る
要
求
事
項

－

性
能
に
関
す
る
要
求
事
項

－

保
守
及
び
修
理
に
関
す
る
要
求
事
項

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

－
据
付
け
に
関
す
る
要
求
事
項

－
品
質
評
価
に
関
す
る
要
求
事
項

－

信
頼
性
に
関
す
る
要
求
事
項

六
・
三 

部
編
成
の
区
分
け
の
方
法

主
題
を
部
編
成
で
区
分
け
す
る
方
法
は
︐
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る。

a)

あ
る
主
題
に
つ
い
て
︐
各
部
が
主
題
の
個
々
の
側
面
を
規
定
す
る。

部
自
体
は
︐
他
の
部
と
は
独
立
の
関
係
に
あ

る。

例
 
1

第
1

部
︓
用
語

第
2

部
︓
要
求
事
項

第
3

部
︓
試
験
方
法

第
4

部
︓
〇
〇
〇
〇

例
 
2

第
1

部
︓
安
全
要
求
事
項

第
2

部
︓
電
磁
両
立
性（

E
M
C）
要
求
事
項

第
3

部
︓
性
能
及
び
試
験
要
求
事
項

第
4

部
︓
〇
〇
〇
〇

b)

あ
る
主
題
に
つ
い
て
︐
共
通
の
項
目
を
規
定
す
る
部（

通
常
︐
第

1

部）

と
個
別
の
内
容
を
規
定
す
る
部
と
に
区
分
け
す
る。

例
 
3

第
1

部
︓
一
般
要
求
事
項

第
2

部
︓
ブ
ル
ドー

ザ
の
要
求
事
項

第
3

部
︓
ロー

ダ
の
要
求
事
項

第
4

部
︓
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
の
要
求
事
項

c)

に
規
定
し
た
方
法
に
お
い
て
︐
共
通
の
項
目
な
ど
を
規
定
し
た
通
則
的
な
部
の
全
体
又
は
一
部
を
個
別
の
部
で
引

用
・
参
照
す
る
場
合
︐
通
常
︐
西
暦
年
を
付
記
し
な
い。

た
だ
し
︐
西
暦
年
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
︐
西
暦

年
を
付
記
し
て
引
用
・
参
照
す
る（

 

十
・
五 

参
照）

。

西
暦
年
を
付
記
し
な
い
場
合
︐
個
別
の
部
の
見
直
し
時
又

は
改
正
時
に
引
用
・
参
照
し
て
い
る
箇
所
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る。

規
格
群
で
構
成
す
る
各
部
の
規
格
は
︐
共
通
の
規
則
に
よ
っ
て
作
成
す
る。

各
部
の
番
号
は
︐
規
格
群
の
基
に
な
る
規
格
番
号
の
後
に
︐
ハ
イ
フ
ン
“
-
”

及
び
通
常
︐
1

か
ら
始
ま
る
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
付
け
て
表
す。

例
 
4

X
X
X
X
-
1

︐
X
X
X
X
-
2

部
は
︐
通
常
︐
更
に
区
分
け
し
な
い。

た
だ
し
︐
I
E
C 

規
格
の
付
番
方
法
に
倣
っ
て
︐
2

段
階
ま
で
区
分
け
し
て

も
よ
い。

例
 
5

X
X
X
X
-
1
-
1

︐
X
X
X
X
-
1
-
2

部
の
名
称
の
付
け
方
は
︐
箇
条
十
一 

に
よ
る。

あ
る
主
題
を
複
数
の
部
に
区
分
け
す
る
場
合
︐
第

1

部
は
“

用
語
及
び
定
義
“

な
ど
の
一
般
的
・
共
通
的
規
定
の
た
め
に
確
保
し
︐
第

1

部
の
ま
え
が
き
又
は
序
文
に
︐
規
格
群
の
区
分
け
の
説
明
を
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

六
・
四 

規
格
の
構
成
要
素

規
格
の
構
成
要
素
及
び
そ
の
一
般
的
な
記
載
順
序
を
︐
表
2 

に
示
す。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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十四

七
　
記
述
事
項
の
表
現
形
式

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

表
2 

—

規
格
の
構
成
要
素
及
び
記
載
順
序

規格の構成要素

規定要素又は参考要素

必須要素︐選択要素又は条件付き要素

名
称

規
定
要
素

必
須
要
素

目
次a)

参
考
要
素

選
択
要
素

ま
え
が
き

参
考
要
素

必
須
要
素

序
文

参
考
要
素

選
択
要
素
又
は
必
須
要
素b)

適
用
範
囲

規
定
要
素

必
須
要
素

引
用
規
格

参
考
要
素

必
須
要
素c)

用
語
及
び
定
義

規
定
要
素

必
須
要
素d)

記
号
及
び
略
語

規
定
要
素

条
件
付
き
要
素

専
門
的
内
容
例   

試
験
方
法

規
定
要
素
又
は
参
考
要
素

必
須
要
素
︐
選
択
要
素
又
は
条
件
付
き
要
素

附
属
書

規
定
要
素
又
は
参
考
要
素

選
択
要
素

参
考
文
献

参
考
要
素

条
件
付
き
要
素

索
引e)

参
考
要
素

選
択
要
素

注 a)

附
属
書
D 

に
よ
る

注 b)

十
三
・
三 

参
照。

注 c)

引
用
規
格
が
な
い
場
合
に
は
︐
十
五
・
五
・
二
・
一   

d)

に
示
す
前
置
き
文
を
用
い
る。

注 d)

定
義
す
る
用
語
が
な
い
場
合
に
は
︐
十
六
・
五
・
三   

d)

に
示
す
前
置
き
文
を
用
い
る。

注 e)

索
引
は
︐
必
要
な
場
合
に
設
け
る。

七 

記
述
事
項
の
表
現
形
式

七
・
一 

一
般

規
格
は
︐
規
定
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
の
要
求
事
項
を
利
用
者
が
識
別
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い。

推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
及
び
可
能
性
・
能
力
事
項
は
︐
要
求
事
項
と
は
明
確
に
区
別
で
き
る
よ
う
に
記
載
す

る。

文
末
の
表
現
形
式
は
︐ 

表
3～

表
6
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
の
表
現
形
式
と
す
る。

ま
た
︐
外
部
の
制
約
の
表
現
形

式
は
︐ 

表
7 

又
は
こ
れ
と
同
等
の
表
現
形
式
と
す
る。

な
お
︐
国
際
規
格
で
用
い
ら
れ
て
い
る
英
語
表
現（

単
数
形）

を
︐   

参
考
と
し
て
表
3～

表
7 

に
示
す。

注
記

表
3～

表
7 

の

“
国
際
規
格
で
用
い
ら
れ
て
い
る
英
語
表
現（

参
考）

”
に
示
す
表
現
は
︐ 
I
S
O
/

I
E
C 

D
I
R 

2 

の
第

8

版
の
記
載
内
容
で
あ
り
︐
こ
の
規
格
で
規
定
す
る
事
項
で
は
な
い。

七
・
二 

要
求
事
項

要
求
事
項
の
表
現
形
式
は
︐
表
3 

に
よ
る。表

3 

—

要
求
事
項
の
表
現
形
式

表現の区分
表現形式

説明

国際規格で用いられて

いる英語表現（（

参考））

要
求a)

,b)

…
す

る。

…

（

し

）

な
け
れ

ば
な

ら
な

い。

規
格
に
適
合
す
る
た
め
に
は
︐
厳
密
に
こ
れ
に
よ
っ
て
お
り
︐
こ
れ
か
ら
外
れ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す。

s
h
a
l
l

例
外
的
に
用

い
ら
れ
て
い
る
同
等
の
表
現

形
式
i
s

t
o

…

i
s

r
e
q
u
i
r
e
d

t
o

…

i
t

i
s

r
e
q
u
i
r
e
d

t
h
a
t

…

h
a
s

t
o

…

o
n
l
y

…

i
s

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
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十五

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

表現の区分
表現形式

説明

国際規格で用いられて

いる英語表現参考

…
と
す

る。

…
に
よ

る。

…
を
行

う。

c)

…
を
試

験
す

る。c)

p
e
r
m
i
t
t
e
d

i
t

i
s

n
e
c
e
s
s
a
r
y

…

禁
止

…（し）て
は

な
ら

な
い

。

…（し）な
い

。

s
h
a
l
l

n
o
t

例

外
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
同
等

の
表
現
形
式
i
t

i
s

n
o
t

a
l
l
o
w
e
d

…

i
t

i
s

n
o
t

p
e
r
m
i
t
t
e
d

…

i
t

i
s

n
o
t

a
c
c
e
p
t
a
b
l
e

…

i
t

i
s

n
o
t

p
e
r
m
i
s
s
i
b
l
e

…

i
s

r
e
q
u
i
r
e
d

t
o

b
e

n
o
t

…

i
s

r
e
q
u
i
r
e
d

t
h
a
t

…

b
e

n
o
t

…

i
s

n
o
t

b
e

…

d
o

n
o
t

…

“
s
h
a
l
l
”

の
代
わ
り
に

“
m
u
s
t
”

を
用
い
な
い（

規
格
の
要
求
事
項
と
外
部
の
制
約

と
の
混
同
を
防
ぐ
た
め）

（
七
・

六 

参
照）

。

禁
止
の
表
現
に
︐

”
s
h
a
l
l

n
o
t
”

の
代
わ

り
に
“

m
a
y

n
o
t
”

を
用
い

な
い。

例
 
1

高
周
波
同
軸
コ
ネ
ク
タ
は
︐
J
I
S

C

5
4
1
0 

で
規
定
す
る
電
気
的
特
性
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

例
 
2
…
の
前
に
装
置
を
作
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い。

例
 
3
レ
コー

ダ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る。

注
記

英
語
で
は
︐
手
順
又
は
試
験
方
法
の
要
求
事
項
を
表
現
す
る
と
き
︐
命
令
形
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

注 a)

要
求
を
示
す
表
現
形
式
と
し
て
︐
こ
と
止
め（

例
え
ば
︐
”

…
す
る
こ
と。

”
︐
”

…
に
よ
る
こ
と。

”）

は
︐
用
い
な
い。

注 b)

要
求
を
示
す
表
現
形
式
と
し
て
︐
”

物
“

又
は
“

者
“

を
規
定
し
な
い
場
合
に
“

…
も
の
と
す
る。

”
は
︐
用
い
な
い。

ま
た
︐

“

事
柄
“

を
規
定
し
な
い
場
合
に
“

…
こ
と
と
す
る。

”
は
︐
用
い
な
い。

注 c)

動
詞
の
終
止
形
の
例

七
・
三 

推
奨
事
項

推
奨
事
項
の
表
現
形
式
は
︐
表
4 

に
よ
る。

日
本
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規
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十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

表
4 

—

推
奨
事
項
の
表
現
形
式

表現の区分
表現形式

説明

国際規格で用いられて

いる英語表現（

参考）
推
奨a)
…
す
る

こ
と
が

望
ま
し

い。…
す
る

の
が
よ

い。…
す
る

こ
と
を

推
奨
す

る。

こ
の
ほ
か
で
も
よ
い
が
︐
こ
れ
が
特
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

。

s
h
o
u
l
d

例
外
的
に
用
い
ら
れ
て

い
る
同
等
の
表
現
形
式
i
t

i
s

r
e
c
o
m
m
e
n
d
e
d

t
h
a
t

…

o
u
g
h
t

t
o

…

緩
い
禁
止a)

…
望
ま

し
く
な

い。…
し
な

い
方
が

よ
い。

好
ま
し
く
は
な
い
が
︐
必
ず
し
も
禁
止
を
し
な
い
こ
と
を
示
す。

s
h
o
u
l
d

n
o
t

例
外
的
に
用
い
ら

れ
て
い
る
同
等
の
表
現
形
式
i
t

i
s

r
e
c
o
m
m
e
n
d
e
d

t
h
a
t

…

n
o
t

…

o
u
g
h
t

n
o
t

t
o

…

例

測
定
の
不
確
か
さ
の
完
全
な
評
価
は
︐
”

計
測
に
お
け
る
不
確
か
さ
の
表
現
の
ガ
イ
ド（

G
U
M）

”
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
望
ま

し
い。

注 a)

文
末
で
︐
推
奨
を
示
す
表
現
形
式
と
し
て
︐
”

…
す
べ
き
で
あ
る。

”
及
び
“

…
す
べ
き
で
な
い。

”
は
︐
用
い
な
い。

”
べ
き
”

は
︐
”

…
す
べ
き
事
項
“

の
よ
う
に
︐
名
詞
を
修
飾
す
る
と
き
だ
け
に
用
い
る。

七
・
四 

許
容
事
項

許
容
事
項
の
表
現
形
式
は
︐
表
5 

に
よ
る。表

5 

—

許
容
事
項
の
表
現
形
式

表現の区分
表現形式

説明

国際規格で用いられている英語表現（（

参考））

許
容a)

…（し）て
も

よ
い

。

…（し）て
よ

い。

…
差
し

支
え

な
い

。

規
格
の
立
場
に
立
っ
て
︐
こ
れ
を
許
し
て

い
る
こ
と
を
示
す。

m
a
y

例
外
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
同
等
の
表
現
形
式

i
s

p
e
r
m
i
t
t
e
d

…

i
s

a
l
l
o
w
e
d

…

i
s

p
e
r
m
i
s
s
i
b
l
e

…

“
p
o
s
s
i
b
l
e
”

及
び

“
i

m
p
o
s
s
i
b
l
e
”

は
用
い
な
い。

“
m
a
y
”

の
代

わ
り
に

“
c
a
n
”

を
用
い
な
い。

“
m
a
y
”

の
代
わ
り
に

“
m
i
g
h
t
”

を
用
い
な
い。

“
m
a
y
”

は
規
格
が
示
す
許
可（

p
e
r
m
i
s
s
i
o
n）

 

を
表
す
が
︐
”
c
a
n
”

は
規
格
の
利
用
者
に

実
現
の
余
地
が
あ
る
こ
と（

p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y）

又
は
規
格
の
利
用
者

が
特
定
の
こ
と
を
実
現
で
き
る
力
を
も
っ
て
い
い
る
こ
と（

a
b
i
l
i
t
y）

を
表
す。

 

文
意
に
よ
っ
て
︐
可
能
性
と
解
釈
す
る
の
が
適
切
な
場
合
が
あ
る（

例
え
ば
︐
”

場
合
が
あ
る
“

︐
”

こ
と
が
あ
る
“）

。

不
必

要b)

…
す

る
必

要
が

な
い

。

…

（

し

）

な
く
て

も
よ

い。

 

規
格
の
立
場
に
立
っ
て
︐
こ
れ
を
必
要
と

し
な
い
こ
と
を
示
す。

m
a
y

n
o
t

例
外
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
同
等
の
表
現
形
式

i
t

i
s

n
o
t

r
e
q
u
i
r
e
d

t
h
a
t

…

n
o

…

i
s

r
e
q
u
i
r
e
d

…

日
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十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

表現の区分
表現形式

説明

国際規格で用いられている英語表現参考

…
（

し
）

な
く
て

よ
い

。

注 a)

許
容
を
示
す
表
現
形
式
と
し
て
︐
”

…
で
き
る
“

及
び
“

…
で
き
な
い
“

は
︐
用
い
な
い。

注 b)

t
a
b
l
e
5
a

七
・
五 

可
能
性
・
能
力
事
項

可
能
性
・
能
力
事
項
の
表
現
形
式
は
︐
表
6 

に
よ
る。

表
6 
—

可
能
性
・
能
力
事
項
の
表
現
形
式

表現の区分
表現形式

説明

国際規格で用いられて

いる英語表現（（

参考））

可
能

性
・
能

力a)

…
可

能
性

が
あ

る。

…
場
合

が
あ

る。

…
こ
と

が
あ

る。

…
可
能

で
あ

る。

…
能
力

が
あ

る。

規
格
の
利
用
者
に
実
現
の
余
地
が
あ
る
こ
と
︐
又
は
規
格
の
利
用
者
が
特
定
の
こ
と
を
実

現
で
き
る
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す。

c
a
n

例
外
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
同
等

の
表
現
形
式

b
e

a
b
l
e

t
o

…
t
h
e
r
e

i
s

a

p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y

o
f

…

i
t

i
s

p
o
s
s
i
b
l
e

t
o

…
“
c
a
n
”

の
代
わ
り
に

“
m
a
y
”

を
用
い
な
い。

“
m
a
y
”

は
規
格
が
示
す
許

可（

p
e
r
m
i
s
s
i
o
n

）
 

を
表
す
が
︐
”
c
a
n
”

は
規
格
の
利
用
者
に
実
現

の
余
地
が
あ
る
こ
と（

p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y）
又

は
規
格
の
利
用
者
が
特
定
の
こ
と

を
実
現
で
き
る
力
を
も
っ
て
い
い

る
こ
と（

a
b
i
l
i
t
y）

を

表
す。

不
可
能b)

…
可

能
性

が
な

い。

…
場
合

が
な

い。

 …
こ
と

が
な

い。

 

規
格
の
利
用
者
に
実
現
の
余
地
が
な
い
こ
と
︐
又
は
規
格
の
利
用
者
が
特
定
の
こ
と
を
実

現
で
き
る
力
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す。

c
a
n
n
o
t

例
外
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
同
等

の
表
現
形
式

b
e

u
n
a
b
l
e

t
o

…

t
h
e
r
e

i
s

n
o

p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y

o
f

…

i
t

i
s

n
o
t

p
o
s
s
i
b
l
e

t
o

…

日
本
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十八

八
　
用
字
︐
用
語
及
び
略
語

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

表現の区分
表現形式

説明

国際規格で用いられて

いる英語表現参考

…
不
可

能
で

あ
る

。

 

…
能
力

が
な

い。

例
 
1
 
 
—
 （

可
能
性
の
例
 ）

－

こ
の
コ
ネ
ク
タ
は
︐
腐
食
性
大
気
条
件
で
用
い
る
場
合
︐
締
付
機
構
が
故
障
す
る
可
能
性
が
あ
る。

－

2次
モー

メ
ン
ト
直
径
を
用
い
︐
ガ
ウ
ス
ビー

ム
分
布
を
仮
定
し
て
計
算
す
る
場
合
︐
開
口
を
通
過
す
る
パ
ワー

は
︐
著
し
く
過
小

評
価
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る。

例
 
2
 
 
—
 （

能
力
の
例
 ）

－

こ
れ
ら
の
測
定
方
法
を
用
い
る
と
︐
噴
霧
器
の
異
な
る
設
定
方
法
を
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る。

－

E
.
3 

に
示
す
逆
計
算
手
法
だ
け
が
︐
エ
ネ
ル
ギー
性
能
の
計
算
に
適
用
可
能
で
あ
る。

－

ス
プ
リ
ン
グ
ワ
ッ
シ
ャ
又
は
こ
れ
と
同
等
の
も
の
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︐
適
切
な
固
定
が
可
能
で
あ
る。

注 a)

可
能
性
・
能
力
事
項
を
示
す
表
現
形
式
と
し
て
︐
“

…
で
き
る
”

及
び
“

…
で
き
な
い
”

は
︐
用
い
な
い。

た
だ
し
︐
能
力
を   

示
す
場

合
︐
文
の
途
中
で
は
用
い
て
も
よ
い。

注 b)

t
a
b
l
e
6
a

七
・
六 

外
部
の
制
約

外
部
の
制
約
の
表
現
形
式
は
︐
表
7 

に
よ
る。

外
部
の
制
約
は
︐
法
規
な
ど
で
定
め
ら
れ
て
い
る
規
則
︐
義
務
な
ど
で
あ
る ［

 

箇
条
四 
g) 

参
照］

。

規
格
で
は
︐
法

規
な
ど
の
名
称
︐
条
項
番
号
な
ど
を
直
接
引
用
し
て
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
又
は
許
容
事
項
の
一
部
と
し
て
は
な
ら
な

い。

表
7 

—

外
部
の
制
約
の
表
現
形
式

表現の区分

表現形式

説明

国際規格で用いられている英語表現（
参考）

外
部
の
制
約

…
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る。

 

…
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

と
定
め
ら
れ
て
い
る。

 

…
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ

れ
て
い
る。

法
規
な
ど
に
従
う
こ
と
に
な
る
旨
を
示
す。

m
u
s
t

“
s
h
a
l
l
”

の
代
わ
り
に

“
m
u
s
t
”

を
用
い
な
い（

規
格
の
要
求
事
項

と
法
的
義
務
な
ど
の
制
約
と
の
混
同
を
防
ぐ
た
め）

（
 

七
・
二 

参
照）

。

注
記

そ
の
他
の
場
合
は
︐
”

電
気
用
品
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
“

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る。

八 

用
字
︐
用
語
及
び
略
語

八
・
一 

用
字
及
び
用
語
の
表
記

用
字
及
び
用
語
の
表
記
方
法
並
び
に
文
章
の
書
き
方
は
︐
附
属
書
H 

に
よ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



十九

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

八
・
二 

組
織
の
名
称
及
び
略
称

組
織
の
名
称
は
︐
そ
の
組
織
の
正
式
な
名
称
で
表
す。

た
だ
し
︐
混
乱
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
︐
組
織
の
名
称
を
初

に
用
い
る
箇
所
で
︐
正
式
な
名
称
と
と
も
に
そ
の
組
織
が
用
い
て
い
る
略
称
を
括
弧
内
に
併
記
し
︐
そ
の
後
は
略
称
だ
け

を
表
記
し
て
も
よ
い。

例

一
般
財
団
法
人
日
本
規
格
協
会（

J
S
A）

八
・
三 

略
語

略
語
を
用
い
る
場
合
は
︐
混
乱
の
お
そ
れ
が
な
い
と
き
に
限
る。

略
語
を
用
い
る
場
合
は
︐
当
該
規
格
を
通
し
て
同
じ
略
語
を
用
い
る。

規
格
群
の
中
で
は
︐
同
じ
略
語
を
用
い
る
こ
と

が
望
ま
し
い。

当
該
規
格
の
中
で
略
語
の
一
覧（

箇
条
十
七 
参
照）

を
示
さ
な
い
場
合
︐
又
は
用
語
及
び
定
義
の
箇
条
で
略
語
を
規
定

し
な
い
場
合
は
︐
そ
の
略
語
に
関
わ
る
用
語
を
初
に
用
い
る
箇
所
で
用
語
を
略
さ
ず
に
記
載
し
︐
そ
の
後
に
括
弧
書
き
で

略
語
を
併
記
す
る。

例
 
1

中
央
処
理
装
置（

C
P
U）

と
は
︐
一
つ
以
上
の
処
理
機
構
と
内
部
記
憶
装
置
と
か
ら
成
る
機
能
単
位
を
い

う。

C
P
U

に
よ
っ
て
︐
…

あ
る
用
語
に
略
語
を
規
定
し
た
後
は
︐
当
該
規
格
を
通
し
て
略
語
を
用
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

た
だ
し
︐   

箇
条
︐
表

な
ど
の
題
名
な
ど
で
は
︐
分
か
り
や
す
さ
か
ら
︐
元
の
略
さ
な
い
用
語
を
用
い
て
も
よ
い。

略
語
の
表
し
方
は
︐
通
常
の
単
語
で
な
い
こ
と
が
容
易
に
分
か
る
よ
う
に
︐
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し

い。a)

全
て
を
ラ
テ
ン
文
字
の
大
文
字
と
し
︐
文
字
の
次
に
“
.
”

を
付
け
な
い。

例
 
2

［

相
対
湿
度（

r
e
l
a
t
i
v
e

h
u
m
i
d
i
t
y）

の
略
語］

    

R
H（

不
適
切
な
例
︓
R
.

H
.）

b)

日
本
語
の
文
字
を
用
い
る
と
き
は
︐
そ
の
分
野
に
お
い
て
普
及
し
て
い
る
略
語
に
限
る。

例
 
3

（

サ
行
変
格
活
用
の
略
語）

    

サ
変

長
い
名
詞（

修
飾
語
を
含
む。

）

を
短
く
表
す
場
合
な
ど
で
は
︐
そ
の
名
詞
を  

 初
に
用
い
る
箇
所
で
略
さ
ず
に
記
載

し
︐
そ
の
後
に
括
弧
書
き
で
“（

以
下
︐
〇
〇
と
い
う。

）

”
と
表
記
し
て
も
よ
い。

例
 
4

こ
の
規
格
は
︐
耐
食
用
︐
低
温
用
︐
高
温
用
︐
消
火
用
な
ど
の
配
管
に
用
い
る
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋼
管 （

以

下
︐
管
と
い
う。

）

に
つ
い
て
規
定
す
る。

八
・
四 

規
格
の
表
現
形
式

規
格
の
表
現
形
式
は
︐
利
用
者
が
規
格
を
正
し
く
理
解
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
︐
で
き
る
限
り
簡
単
か
つ
簡
潔
な
形

式
と
す
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



二十

九
　
数
値
︐
量
︐
単
位
及
び
記
号

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

九 
数
値
︐
量
︐
単
位
及
び
記
号

九
・
一 
一
般

数
値
及
び
物
理
量
の
表
し
方
は 

九
・
二
︐
規
定
値
の
表
し
方
は 

九
・
三
︐
量
の
表
し
方
は 

九
・
四
︐
並
び
に
単

位
の
表
し
方
は 
九
・
五 

に
よ
る

。

数
学
記
号
は
︐
J
I
S 

Z 

8
2
0
1 

に
よ
る

。

そ
の
他
の
事
項
は
︐

J
I
S 

Z 

8
0
0
0 (
規
格
群）

 

規
格
群
︐
I
S
O 

8
0
0
0
0
-
2 

及
び
I
E
C 

8
0
0
0
0
-

13 

に
よ
る。

規
格
に
用
い
る
量
及
び
単
位
の
表
記
方
法
を
確
認
す
る
場
合
に
は
︐
附
属
書 

B 

を
参
照
す
る。

九
・
二 

数
値
及
び
物
理
量
の
表
し
方

九
・
二
・
一

 

小
数
点

小
数
点
は
︐
”
.

”
を
用
い
て
表
す。

た
だ
し
︐
対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
規
格
で
︐
数
値
が
大
量
に
記
載
さ
れ
て
い
る
表
︐
式
な
ど

を
そ
の
ま
ま
転
載
す
る
場
合
に
は
︐
”
,

”
を
用
い
て
も
よ
い。

こ
の
場
合
に
は
︐
注
記
で
そ
の
旨
を
明
記
す
る。

ま
た
︐
1

未
満
の
数
値
を
十
進
法
で
表
す
場
合
は
︐
小
数
点
の
前
に
ゼ
ロ
を
置
く。

例
 
1

0
.

001（

不
適
切
な
例
︓
0
,

001
︐
0･

001
︐
.

001）

例
 
2

注
記
こ
の
表
は
︐
対
応
国
際
規
格
の
表
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
も
の
で
あ
り
︐
小
数
点
の
表
記
を
対
応
国
際
規

格
の
表
記
ど
お
り
“
,
”

の
ま
ま
と
し
て
い
る。

九
・
二
・
二

 

数
値
の
区
切
り

数
値
を
表
す
場
合
は
︐
3

桁
ご
と
に
ま
と
め
︐
間
に
半
角
ス
ペー

ス
を
入
れ
て
表
記
す
る。

半
角
ス
ペー

 

ス
の
代
わ

り
に
︐
コ
ン
マ
な
ど
で
区
切
っ
て
は
な
ら
な
い。

こ
れ
は
︐
小
数
点
の
後
の
数
値
に
も
適
用
す
る。

た
だ
し
︐
図
面
上
に

記
載
す
る
数
値
に
は
半
角
ス
ペー

ス
を
入
れ
な
く
て
も
よ
い。

ま
た
︐
こ
れ
ら
は
︐
2

進
数
︐
16 
進
数
︐
暦
年
を
表

す
数
字
︐
及
び
規
格
番
号
な
ど
を
表
す
数
字
に
は
︐
適
用
し
な
い。

例
 
1
 
 
—
 （

区
切
る
例
 ）

23

4
5
6
2

3
4
5
2
.

345

6
2
.

345

6
7

例
 
2
 
 
—
 （

区
切
ら
な
い
例
 ）

2
0
1
8

年 

J
I
S

Z

8
3
0
1

九
・
二
・
三

 

物
理
量

無
名
数
以
外
の
物
理
的
な
数
量
を
表
す
場
合
は
︐
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
後
に
国
際
単
位
系（

S
I）

に
よ
る
単
位
記
号
を

付
け
る（

 

九
・
五 

参
照）

。

平
面
角
の
度
︐
分
及
び
秒
の
単
位
記
号
は
︐
数
値
の
後
に
半
角
ス
ペー

ス
を
入
れ
な
い
で
記
載
す
る （

 

九
・
二
・
七

の
例
参
照）

。

そ
の
他
の
全
て
の
単
位
記
号
は
︐
数
値
と
の
間
に
半
角
ス
ペー

ス
を
入
れ
る［

 

九
・
二
・
六 

の 

a)

及
び

b)

並
び
に
九
・
三
・
二 

の
例

1 

及
び
例

2 

参
照］

。

九
・
二
・
四

 

数
値
の
掛
け
算
及
び
指
数
表
記

数
と
数
と
の
掛
け
算
を
表
す
場
合
及
び
数
値
の
指
数
表
記（

通
常
︐
10 

を
基
数
と
す
る

。

）

の
乗
算
記
号
に

は
︐
”

×
”

を
用
い
る。

例
 
11.8 xx 10^3  （

不
適
切
な
例
︓ 1.8 cdot 10^3 ）

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



二十一

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

数
値
と
量
記
号
と
の
掛
け
算
及
び
数
値
と
演
算
記
号（

対
数
記
号
な
ど）

と
の
掛
け
算
を
表
す
場
合
は
︐
乗
算
記
号
を

省
略
し
て
よ
い。

こ
の
場
合
︐
適
宜
︐
半
角
ス
ペー

ス
を
挿
入
し
て
も
よ
い。

例
 
23 ln 2

九
・
二
・
五

 
分
数

数
値
の
式
な
ど
で
分
数
を
表
す
場
合
に
は
︐
通
常
︐
分
子
と
分
母
と
の
間
に
横
線
を
用
い
て
表
す。

 

た
だ
し
︐
文
章
中

で
は
︐
半
角
の
斜
線
“
/
”

を
用
い
て
表
す
の
が
よ
い。

九
・
二
・
六

 

寸
法

形
状
の
寸
法
を
表
す
場
合
は
︐
次
の
よ
う
に
示
す。

a)

平
面
の
場
合
︓
80

m
m
×
25

m
m

（
80
×
2
5

m
m

及
び 

80
×
2
5

m
m

2 

と
は
し
な
い。

）

b)

直
方
体
の
場
合
︓
80

m
m
×
25

m
m
×
50

m
m（

80
×
2
5
×
50

m
m

及
び 

80
×
2
5
×
50

m
m

3 

と
は
し
な
い。

）

九
・
二
・
七

 

角
度

角
度
は
︐
10 

進
法
で
表
し
︐
小
数
点
で
区
切
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

た
だ
し
︐
機
械
製
図
︐
地
理
座
標
な
ど
の
場
合
に

は
︐
10 

進
法
で
表
さ
な
く
て
も
よ
い。

例

17
.
2
5
°（

推
奨
し
な
い
例
︓
17
°
1
5
′）

九
・
三 

規
定
値
の
表
し
方

九
・
三
・
一

 

一
般

規
定
値
は
︐
上
限
値
及
び
／
若
し
く
は
下
限
値
︐
又
は
基
準
値
及
び
そ
の
許
容
差
で
示
す。

上
限
値
及
び
／
若
し
く
は
下
限
値
︐
又
は
基
準
値
及
び
そ
の
許
容
差
を
規
定
す
る
場
合
に
は
︐
通
常
︐
一
つ
の
特
性
に

対
し
て
一
つ
の
値
を
規
定
す
る。

使
用
者
の
要
求
な
ど
に
よ
っ
て
︐
区
分
け
又
は
レ
ベ
ル
分
け
が
必
要
な
場
合
に
は
︐
複

数
の
値
を
規
定
し
て
も
よ
い。

九
・
三
・
二

 

範
囲
に
よ
る
表
し
方

範
囲
を
表
す
場
合
に
は
︐
”～

”（

H
・
四
・
四 

参
照

）

︐
”

…
か
ら
…
ま
で
”

（
 

H
・
三
・
二
・
八 

参

照）

︐
”

…
以
上
…
以
下
”

（
 

H
・
三
・
二
・
一 

参
照）

な
ど
を
用
い
る。

ま
た
︐
こ
れ
ら
の
場
合
︐
い
ず
れ
の
数

値
に
も
単
位
記
号
を
表
記
す
る。

例
 
1

10

k
P
a～

12

k
P
a（

不
適
切
な
例
︓
10～

1
2

k
P
a
︐
10－

1
2

k
P
a）

例

例
 
2

0

℃
か
ら 

10

℃
ま
で

九
・
三
・
三

 

許
容
差
に
よ
る
表
し
方

基
準
値
の
後
に
︐
プ
ラ
ス
側
の
許
容
差
に
は
“

＋
”

︐
マ
イ
ナ
ス
側
の
許
容
差
に
は
“－

”
︐
及
び
両
側
に
等
し
い
値

の
許
容
差
に
は
“pm

”
の
記
号
を
付
け
る。

た
だ
し
︐
許
容
差
が
ゼ
ロ
の
場
合
に
は
︐
記
号
を
付
け
な
い。

例
 
180 muF pm 2 muF

 

又
は (80 pm 2) muF

例
 
2lambda = 220 xx (1 pm 0.02) W//(m cdot K)

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



二十二

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

例
 
3

80_{0}^{+2} （

不
適
切
な
例
︓80_{-0}^{+2} ）

例
 
4

80_{+50}^{-25} mu m

許
容
差
を
百
分
率
で
表
す
場
合
は
︐
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
数
学
的
に
正
し
い
形
で
表
す。

百
分
率
の
範
囲   

を
表
す
場

合
に
は
︐
”

63

%～

67

%
”

の
よ
う
に
表
記
す
る。

基
準
値
に
対
す
る
許
容
差
を
表
す   

場
合
に
は
︐(65 pm 2)

%
の

よ
う
に
表
記
す
る。

“65 pm 2 %

”
又
は
“65 % pm 2 %

”
の
よ
う
に
表
記
し
て
は
な
ら
な
い。

注
記

65 pm 2 %
 

及
び65 % pm 2 %
の
表
記
は
︐
”
2

%
”

が

2
/

100 

か

2
/

65 

の
い
ず
れ
で
あ
る
か
︐
曖
昧
で
あ

る。

測
定
値
の
ば
ら
つ
き
に
対
す
る
許
容
差
は
︐
測
定
値
の
区
分
け
ご
と
に
対
応
す
る
ば
ら
つ
き
の
許
容
限
界
値
又
は
測
定

値
に
対
応
す
る
回
帰
式（

 

J
I
S

Z

8
1
0
1 

規
格
群
参
照）

の
形
で
表
す
許
容
限
界
値
を
記
載
す
る。

例
 
5

表
 
x－

分
析
精
度
の
許
容
差

単位
%

酸化アルミニウムの含有率

同一分析室内許容差

異分析室間許容差

0
.

42 

以
上

6
.

00 

未
満

0
.

008

0[

A
l

2
O
3

(

%)]

＋
0
.

006

7

0
.

011

4[

A
l

2
O
3

(

%)]

＋

0
.

016

8

九
・
三
・
四

 

数
値
の
丸
め
方

数
値
の
丸
め
方
は
︐
通
常
︐
J
I
S 

Z 

8
4
0
1 

に
よ
る。

九
・
三
・
五

 

選
択
値

規
定
値
は
︐
品
種
︐
イ
ン
タ
フ
ェー

ス
な
ど
の
目
的
に
よ
っ
て
︐
特
定
の
数
値
又
は
一
連
の
数
値
を
規
定
し  

 

て
よ

い。

数
値
は
︐
J
I
S 

Z 

8
6
0
1 

に
規
定
す
る
一
連
の
標
準
数（

R

標
準
数）
に
よ   
っ
て
選
ぶ
か
︐
又
は
他
の
決

定
要
素
に
よ
っ
て
選
ん
で
も
よ
い。

注
記

電
気
技
術
分
野
の
場
合
に
は
︐
推
奨
す
る
寸
法
シ
ス
テ
ム
が 

I
E
C 

G
u
i
d
e 

103 
に
示
さ
れ
て
い
る。

他
の
規
格
で
引
用
・
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
機
器
な
ど
を
規
定
す
る
た
め
の
選
択
値
を
規
定
し
て
い
る
規
格

は
︐
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
︐
基
本
規
格
と
み
な
す。

例

J
I
S

C

6
0
0
6
3［

こ
の
規
格
は
︐
電
子
技
術
に
関
す
る
標
準
数
列（

E

標
準
数）

を
規
定
し
て

い
る。

］

標
準
数
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
︐
端
数（

例
え
ば
︐
3
.

15）

の
採
用
に
よ
っ
て
数
値
の
処
理
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
あ
る。

 

そ
の
よ
う
な
場
合
は
︐
計
算
結
果
な
ど
の
数
値
を

丸
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

九
・
三
・
六

 

化
学
分
析
の
数
値
の
表
し
方

化
学
分
析
の
数
値
の
表
し
方
は
︐
J
I
S 

K 

0
0
5
0
,

5
.
1 （

数
値
の
表
し
方）

に
規
定
さ
れ
て
い
る。

九
・
四 

量
の
表
し
方

九
・
四
・
一

 

量
記
号
の
表
し
方

量
記
号
は
︐
可
能
な
限
り 

J
I
S 

Z 

8
0
0
0 (

規
格
群）

 

規
格
群
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

量
記
号
は
︐
斜
体
で
表
す。

量
記
号
は
︐
通
常
︐
1

文
字
で
表
す。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



二十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

同
じ
規
格
内
で
︐
同
一
の
記
号
を
異
な
る
量
を
表
す
た
め
に
用
い
て
は
な
ら
な
い。

た
だ
し
︐
や
む
を
得
ず
同
一
の
記

号
を
用
い
る
場
合
に
は
︐
記
号
の
説
明
を
加
え
︐
明
確
に
区
別
で
き
る
よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

関
連
す
る
概
念
の
量
記
号
を
区
別
す
る
た
め
に
︐
下
付
き
文
字
を
用
い
る
と
よ
い。

や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
︐
下

付
き
添
字
を
付
け
た
量
記
号
に
更
に
下
付
き
添
字
を
付
け
た
量
記
号
は
︐
用
い
な
い。

例

D_{1,"max"} （
通
常
︐
用
い
な
い
例
︓ D_{1"max"} ）

九
・
四
・
二

 

量
記
号
の
演
算

乗
算
記
号
及
び
除
算
記
号
の
詳
細
は
︐
J
I
S 

Z 

8
0
0
0
-
1 

及
び 

J
I
S 

Z 

8
2
0
1

に
よ
る。

ベ
ク
ト
ル
︐

テ
ン
ソ
ル
及
び
集
合
に
関
す
る
数
学
記
号
の
詳
細
は
︐ 

I
S
O 

8
0
0
0
0
-
2
に
よ
る。

こ
れ
ら
の
規
格
に
規
定
さ

れ
た
量
記
号
の
演
算
に
関
す
る
主
な
事
項
を
︐
次
に
示
す。

a)

乗
算
記
号
“

×
”

は
︐
ベ
ク
ト
ル
積
及
び
直
積（

デ
カ
ル
ト
座
標
積）

に
も
用
い
る。

例
 
1

vec I_G = vec I_1 xx vec I_2

b)

半
角
の
中
点
“･

”
は
︐
ベ
ク
ト
ル
な
ど
の
ス
カ
ラー
積
を
表
す
場
合
に
用
い
る。

ま
た
︐
半
角
の
中
点
は
︐
ス
カ

ラー

量
の
積
に
用
い
て
も
よ
い。

例
 
2U� R cdot I

c)

乗
算
記
号
は
︐
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
︐
省
略
し
て
よ
い。

－4c - 5d
－6ab
－7(a + b)

d)

量
記
号
に
よ
る
式
な
ど
で
除
算
を
表
す
場
合
に
は
︐
通
常
︐
分
数
で
表
し
︐
分
子
と
分
母
と
の
間
に
横
線
を
用
い

る（
 

二
十
七
・
五 

参
照）

。

た
だ
し
︐
文
章
中
で
は
︐
半
角
の
斜
線
“
/
”

を
用
い
て
表
す
の
が
よ
い。

九
・
五 

単
位
の
表
し
方

九
・
五
・
一

 

単
位
記
号

単
位
記
号
は
︐
J
I
S

Z

8
0
0
0 

規
格
群
に
規
定
す
る

S
I（

S
I

と
の
併
用
を
認
め
て
い
る
単
位
を
含

む。
）

 

に
よ
る

。

た
だ
し
︐
法
規
で
非

S
I

の
使
用
を
認
め
て
い
る
場
合
は
︐
そ
の
認
め
ら
れ
て
い
る
範
囲
内
で

用
い
て
も
よ
い。

そ
の
場
合
は
︐
S
I

単
位
を
併
記
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

な
お
︐
S
I

で
単
位
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
量
の
場
合
に
は
︐
当
該
規
格
の
関
連
分
野
で
用
い
ら
れ
て
い
る
単
位
を
用
い
て
も
よ
い。

使
用
の
期
限
が
あ
る
単
位
記
号
は
︐
そ
の
期
限
を
明
記
し
て
用
い
る。

p
p
m

な
ど
言
語
固
有
の
略
語
は
︐
で
き
る
限
り
用
い
な
い。

p
p
m

な
ど
言
語
固
有
の
略
語
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
︐
そ
の
意
味
を
説
明
す
る。

半
角
の
中
点
“･

”
及
び
半
角
の
斜
線
“
/

”
は
︐
そ
れ
ぞ
れ
複
合
単
位（

単
位
記
号
を
複
数
組
み
合
わ
せ
た
単
位）

の
積
及
び
商
に
用
い
て
も
よ
い。

例

r
a
d･

m
2

/
k
g

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



二十四

十
　
引
用
・
参
照

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

九
・
五
・
二

 

文
章
中
で
の
単
位
の
表
し
方

単
位
を
文
章
中
で
数
字
と
組
み
合
わ
せ
る
場
合
︐
単
位
記
号
を
用
い
る。

た
だ
し
︐
時
間
及
び
角
度
の
単
位
は
︐
漢
字

で
記
入
し
て
も
よ
い
が
︐
同
じ
規
格
の
文
章
中
で
は
︐
単
位
記
号
か
漢
字
か
の
い
ず
れ
か
に
統
一
す
る。

例
 
1

10

m
i
n

以
上
放
置
し
た
後
…

例
 
2

10 

分
以
上
放
置
し
た
後
…

単
位
を
文
章
中
で
数
字
と
組
み
合
わ
せ
な
い
場
合
に
は
︐
片
仮
名
及
び
／
又
は
漢
字
に
よ
る
︐
単
位
の
名
称
で
記
載
す

る（

例
3 

参
照）

。

た
だ
し
︐
説
明
の
た
め
に
︐
括
弧
を
付
け
て
単
位
記
号
を
付
記
し
て
も
よ
い（

 

例
4 

参
照）

。
例
 
3

重
量
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
ニ
ュー
ト
ン
へ
の
換
算

例
 
4

圧
力
は
︐
キ
ロ
パ
ス
カ
ル（

k
P
a）
で
示
す。

計
量
単
位
が
無
名
数

1

の
場
合
で
数
値
を
百
分
率
で
表
す
と
き
に
は
︐
”
%
”

を
用
い
て
表
記
し
て
も
よ
い。

九
・
五
・
三

 

図
中
・
表
中
で
の
単
位
の
表
し
方

図
及
び
表
で
の
単
位
の
表
記
方
法
は
︐
そ
れ
ぞ
れ 

二
十
八
・
五
・
二 

及
び
二
十
九
・
五
・
三 

に
よ
る。

た
だ
し
︐
時

間
及
び
角
度
の
単
位
は
︐
同
じ
規
格
の
図
中
及
び
表
中
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
︐
単
位
記
号
か
漢
字
か
の
い
ず
れ
か
に
統
一

す
る。計

量
単
位
が
無
名
数

1

の
場
合
で
︐
表
内
の
値
を
百
分
率
で
表
す
と
き
に
は
︐
”
%
”

を
用
い
て
表
記
し
て
も
よ
い。

十 

引
用
・
参
照

十
・
一 

一
般

規
格
は
︐
通
常
︐
全
て
の
規
格
が
相
互
に
関
連
し
て
お
り
︐
整
合
性
を
備
え
た
体
系
を
成
し
て
い
る。

し
た
が
っ
て
︐

別
の
規
格
全
体
又
は
別
の
規
格
の
特
定
の
内
容
を
繰
り
返
し
て
規
定
・
記
載
し
た
場
合
に
は
︐
文
章
が
不
必
要
に
長
く
な

り
︐
誤
り
を
招
く
又
は
一
貫
性
を
失
う
お
そ
れ
が
あ
る。

こ
の
た
め
︐
規
格
番
号
を
規
定
・
記
載
す
る
こ
と
で
規
格
全
体

を
︐
又
は
規
格
番
号
に
加
え
て
箇
条
番
号
な
ど
を
規
定
・
記
載
す
る
こ
と
で
そ
の
一
部
の
内
容
を
︐
引
用
・
参
照
す
る
の

が
よ
い。

当
該
規
格
内
の
他
の
部
分
の
引
用
・
参
照
の
場
合
に
も
︐
箇
条
番
号
な
ど
を
規
定
・
記
載
す
る
こ
と
で
引
用
・

参
照
す
る
の
が
よ
い。

次
の
い
ず
れ
か
が
︐
引
用
元
又
は
参
照
元
と
な
る
可
能
性
が
あ
る。

－

当
該
規
格
内
の
他
の
部
分（

例
え
ば
︐
箇
条
︐
図
︐
表
︐
附
属
書。

十
・
六 

参
照）

－

他
の
規
格
又
は
文
書
の
全
部
又
は
一
部（

十
・
二 

参
照）

引
用
・
参
照
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
︐
可
能
性
・
能
力
事
項
︐
外
部
の
制
約
又
は
補
足
事
項
の
い
ず

れ
を
意
図
し
て
引
用
・
参
照
す
る
か
を
書
き
分
け
て
記
載
す
る。

引
用
・
参
照
す
る
規
格
な
ど
を   

新
版
と
す
る
か
特
定
の
版
と
す
る
か
は
︐
次
に
よ
る。

－

新
版
と
す
る
場
合
︓
西
暦
年
を
付
記
し
な
い（

十
・
四 

参
照）

。

－

特
定
の
版
と
す
る
場
合
︓
西
暦
年
を
付
記
す
る（

十
・
五 

参
照）

。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



二十五

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

な
お
︐
発
効
年
は
︐
J
I
S 

の
制
定
・
改
正
が
官
報
に
公
示
さ
れ
た
年
を
示
し
︐
発
行
年
は
︐ 

J
I
S 

以
外
の
規
格

又
は
規
範
文
書
が
発
行
さ
れ
た
年
を
示
す。

規
格
の
利
用
上
の
利
便
性
な
ど
か
ら
︐
引
用
・
参
照
す
る
規
格
な
ど
の
内
容
を
転
載
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
︐
繰

り
返
し
た
内
容
の
後
に
“（

出
典
︓
〇
〇）

”
と
︐
出
典
元
を
正
確
に
記
載
す
る。

用
語
及
び
定
義
で
出
典
元
と
な
る
用
語
規
格
な
ど
が
あ
る
場
合
の
記
載
例
は
︐
十
六
・
五
・
九 

参
照。

他
の
文
献
か
ら
転
載
し
た
情
報
の
記
載
例
を
︐
次
に
示
す。

例
十
・
二 

引
用
し
て
よ
い
文
書
及
び
参
照
し
て
よ
い
文
書

十
・
二
・
一

 

引
用
し
て
よ
い
文
書

十
・
二
・
一
・
一

 

一
般

引
用
し
て
よ
い
文
書
は
︐
J
I
S 

並
び
に
国
際
規
格（

I
S
O
/
I
E
C 

規
格
を
含
む 

I
S
O 

規
格
及
び 

I
E
C 
規

格）

及
び
こ
れ
に
準
じ
る
規
範
文
書（

以
下
︐
規
格
・
規
範
文
書
と
い
う。

）

と
す
る。

次
の
も
の
は
︐
引
用
し
て
は
な
ら
な
い。

－

一
般
に
利
用
で
き
な
い
文
書（

”
無
料
又
は
商
業
的
に
妥
当
か
つ
非
差
別
的
な
条
件
で
誰
で
も
入
手
可
能
な
公
開
さ

れ
た
文
書
“

で
は
な
い
文
書）

－

我
が
国
独
自
の 

T
S 

及
び 

T
R

引
用
す
る
全
て
の
規
格
な
ど
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る。

十
・
二
・
一
・
二

 

対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
規
格
・
規
範
文
書

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
す
る 

J
I
S 

に
お
い
て
︐
対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
規
格
・
規
範
文
書
の

規
定
を
技
術
的
に
変
更
す
る
こ
と
な
く
適
用
す
る
場
合
の
扱
い
は
︐
通
常
︐
次
に
よ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



二十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

a)
対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
な
ど
に
対
応
す
る 

J
I
S 

が
あ
り
︐
対
応
国
際
規
格
で
引
用

さ
れ
て
い
る
規
定
内
容
と
対
応
す
る 

J
I
S 

で
規
定
し
て
い
る
該
当
箇
所
の
規
定
内
容
と
に
技
術
的
に
差
異
が
な

い
場
合
に
は
︐
当
該 

J
I
S 

を
引
用
す
る。

b)
対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格   

な
ど
に
対
応
す
る 

J
I
S 

が
あ
る
が
︐
対
応
国
際
規
格
で
引

用
さ
れ
て
い
る
規
定
内
容
と
対
応
す   

る 

J
I
S 

で
規
定
し
て
い
る
該
当
箇
所
の
規
定
内
容
と
に
技
術
的
に
差
異
が

あ
る
場
合
で
︐ 
J
I
S 

で
規
定
し
て
い
る
該
当
箇
所
の
規
定
内
容
と
技
術
的
に
差
異
が
な
い
別
の 

J
I
S 

が
あ
る

と
き
に
は
︐
通
常
︐
別
の 

J
I
S 

を
引
用
す
る1) 。
た
だ
し
︐
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
な
ど
の
該
当
箇
所
を
翻

訳
し
て
本
文
中
に
規
定
す
る
か
︐
又
は
国
際
規
格
な
ど
の
該
当
箇
所
が
長
い
と
き
に
は
附
属
書（

規
定）

と
し
て
記

載
し
︐
こ
れ
を
引
用
し
て
も
よ
い2) 。

c)

対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
な
ど
に
対
応
す
る 

J
I
S 

が
あ
る
が
︐   

対
応
国
際
規
格
で
引

用
さ
れ
て
い
る
規
定
内
容
と
対
応
す
る 
J
I
S 

で
規
定
し
て
い
る
該
当
箇
所   

の
規
定
内
容
と
に
技
術
的
に
差
異
が

あ
る
場
合
で
︐ 

J
I
S 

で
規
定
し
て
い
る
該
当
箇
所
の
規
定   

内
容
と
技
術
的
に
差
異
が
な
い
別
の 

J
I
S 

が
な
い

と
き
に
は
︐
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
な  

 ど
の
該
当
箇
所
を
翻
訳
し
て
本
文
中
に
規
定
す
る
か
︐
又
は
国
際
規

格
な
ど
の
該
当
箇
所
が
長
い
と
き
に
は   

附
属
書（
規
定）

と
し
て
記
載
し
︐
こ
れ
を
引
用
す
る2) 。

d)

対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
な
ど
に
対
応
す
る 

J
I
S 

が
な
い
が
︐   

対
応
国
際
規
格
で
引

用
さ
れ
て
い
る
規
定
内
容
と
技
術
的
に
差
異
が
な
い
事
項
を
規
定
し
て
い
る
別
の 

J
I
S 

が
あ
る
場
合
に
は
︐
通

常
︐
そ
の
別
の 

J
I
S 

を
引
用
す
る1) 。

た
だ
し
︐
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
な
ど
の
該
当
箇   

所
を
翻
訳
し
て
本

文
中
に
規
定
す
る
か
︐
又
は
国
際
規
格
な
ど
の
該
当
箇
所
が
長
い
と
き
に
は
附
属
書 

（

規
定）

と
し
て
記
載
し
︐

こ
れ
を
引
用
し
て
も
よ
い2) 。

e)

対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格   

な
ど
に
対
応
す
る 

J
I
S 
が
な
く
︐
対
応
国
際
規
格
で
引
用

さ
れ
て
い
る
規
定
内
容
と
技
術
的
に   

差
異
が
な
い
事
項
を
規
定
し
て
い
る
別
の 
J
I
S 

も
な
い
場
合
に
は
︐
引
用

さ
れ
て
い
る
国
際
規  

 格
な
ど
の
該
当
箇
所
を
翻
訳
し
て
本
文
中
に
規
定
す
る
か
︐
又
は
対
応
国
際
規
格
の
引
用
事

項
が
長
い
と
き   

に
は
附
属
書（

規
定）

と
し
て
記
載
し
︐
こ
れ
を
引
用
す
る2) 。

注 1)

こ
の
場
合
︐
当
該 

J
I
S 

と
そ
の
対
応
国
際
規
格
と
の
対
応
の
程
度
は
︐
”

一
致
し
て
い

る
“（

I
D
T）

と
は
な
ら
な
い。

注 2)

こ
の
場
合
︐
通
常
︐
構
成
が
変
更
さ
れ
る
た
め
︐
当
該 

J
I
S 

と
そ
の
対
応
国
際
規
格
と
の
対
応
の
程
度

は
︐
”

一
致
し
て
い
る
“（

I
D
T）

と
は
な
ら
な
い。

b)～

e)

の
中
で
︐
国
際
規
格
な
ど
の
該
当
箇
所
を
翻
訳
す
る
代
わ
り
に
︐
国
際
規
格
な
ど
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
も
よ
い。

な
お
︐
対
応
国
際
規
格
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
な
ど
に
対
応
す
る 

J
I
S 

が
あ
る
が
︐
対
応
国
際
規
格
で
引

用
さ
れ
て
い
る
規
定
内
容
と
対
応
す
る 

J
I
S 

で
規
定
し
て
い
る
該
当
箇
所
の
規
定
内
容
と
に
技
術
的
に
差
異
が
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
も
︐
対
応
す
る 

J
I
S 

を
引
用
す
る
こ
と
が
合
理
的
な
場
合
に
は
︐
対
応
す
る 

J
I
S 

を
引
用
す
る。

十
・
二
・
二

 

参
照
し
て
よ
い
文
書

参
照
し
て
よ
い
文
書
は
︐
規
格
又
は
他
の
ど
の
よ
う
な
種
類
の
文
書
で
あ
っ
て
も
よ
い。

規
格
を
改
正
す
る
場
合
に
は
︐
全
て
の
参
照
す
る
文
書
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る。

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
す
る 

J
I
S 

に
お
い
て
︐
対
応
国
際
規
格
の
中
で
参
照
し
て
い
る
規
格
・
規
範
文
書
の
扱

い
は
︐
通
常
︐
対
応
国
際
規
格
ど
お
り
に
記
載
す
る。

た
だ
し
︐
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
技
術
的
に
差
異
の
な
い 

J
I
S

が
あ
る
場
合
に
は
︐
J
I
S 

に
置
き
換
え
て
も
よ
い。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



二十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

十
・
三 

引
用
又
は
参
照
す
る
場
合
の
表
し
方

十
・
三
・
一

 

引
用

引
用
す
る
規
格
・
規
範
文
書
は
︐
そ
の
規
格
番
号
又
は
文
書
番
号
を
表
記
し
︐
必
要
な
場
合
に
は
そ
の
西
暦
年
を
付
記

す
る（

 

十
・
五 
参
照）

。

例
 
1

1
…
J
I
S

C

6
0
0
6
8
-
2
-
2
:
2
0
1
0

に
規
定
さ
れ
た
試
験
を
行
う
…

引
用
規
格
の
名
称
は
︐
引
用
規
格
の
箇
条
に
お
い
て
表
記
す
る（

箇
条
十
五 

参
照）

。

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
す
る 
J
I
S 

で
は
︐
技
術
的
な
差
異
を
伴
わ
な
い
次
の
よ
う
な
変
更
に
お
い
て
も
︐
変
更

箇
所
を
表
記
す
る。

a)

対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
な
ど
を 

J
I
S 

に
置
き
換
え
た
︐
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に

は
︐
引
用
す
る 

J
I
S 

番
号
な
ど
に
側
線
又
は
点
線
の
下
線
を
施
す。

(

一)

対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
な
ど
に
対
応
す
る 

J
I
S 

が
な
く
︐   

対
応
国
際
規
格
で
引

用
さ
れ
て
い
る
規
定
内
容
と
技
術
的
に
差
異
の
な
い
事
項
を
規
定
し
て
い
る
他
の 

J
I
S 

を
引
用
し
た
場
合

(

二)

対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
な
ど
に
対
応
す
る 

J
I
S
が
あ
る
が
︐
対
応
国
際
規
格
で

引
用
さ
れ
て
い
る
規
定
内
容
と
技
術
的
に
差
異
が
あ
り
︐
対
応
国
際
規
格
で
引
用
さ
れ
て
い
る
規
定
内
容
と
技

術
的
に
差
異
の
な
い
事
項
を
規
定
し
て
い
る
他
の 

J
I
S 
を
引
用
し
た
場
合

b)

対
応
国
際
規
格
の
引
用
事
項
を
翻
訳
し
て
規
定
し
た
場
合
︐
翻
訳
し
た
規
定
文
に
は
︐
側
線
又
は
点
線
の
下
線
を
施

す。

さ
ら
に
︐
国
際
規
格
の
引
用
事
項
を
具
体
的
に
規
定
し
た
旨
を
注
記
と
し
て
記
載
す
る
の
が
よ
い。

例
 
2

注
記

第

2

段
落
の
内
容
は
︐
対
応
国
際
規
格
で
引
用
し
て
い
る 
I
S
O

X
X
X
X
X 

の
引
用
箇
所

を
翻
訳
し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る。

十
・
三
・
二

 

参
照

参
考
と
し
て
参
照
す
る
規
格
・
規
範
文
書
な
ど
の
表
記
方
法
は
︐
通
常
︐ 

十
・
三
・
一 

と
同
様
と
す
る。

た
だ
し
︐

参
照
す
る
規
格
・
規
範
文
書
な
ど
の
数
が
少
な
い
な
ど
︐
参
考
文
献
一
覧
を
設
け
な
い
場
合
に
は
︐
そ
れ
ら
の
名
称
を
本

文
に
表
記
し
て
も
よ
い。

 

各
文
献
名
な
ど
を
本
文
で
表
記
す
る
場
合
の
表
記
方
法
は
︐
通
常
︐
参
考
文
献
一
覧
に
表
記

す
る
場
合
と
同
様
と
す
る（

 

二
十
一
・
五 

参
照）

。

例
 
1

J
I
S

B

0
6
0
1
:
2
0
1
3［

製
品
の
幾
何
特
性
仕
様（

G
P
S）

－

表
面
性
状
︓
輪
郭
曲
線
方
式

－

用
語
︐
定
義
及
び
表
面
性
状
パ
ラ
メー

タ］

は
︐
幅
広
い
調
査
を
行
い
︐
…
と
い
う
結
果
を
示
し
て
い
る。

参
照
す
る
参
考
文
献
の
情
報
は
︐
通
常
︐
参
考
文
献
一
覧
を
設
け
て
記
載
す
る （

 

箇
条
二
十
一 

参
照）

。

参
考
文
献

一
覧
で
付
番
し
た
場
合
に
は
︐
本
文
の
該
当
箇
所
に
︐   

そ
の
番
号
を
角
括
弧
に
入
れ
て
表
記
す
る
の
が
よ
い。

例
 
2

…
は
︐
参
考
文
献[

3]

の
図

2 

参
照。

例
 
3

…
が
知
ら
れ
て
い
る[

2] 。

例
 
4

…
と
い
わ
れ
て
い
る（

参
考
文
献[

4]）

。

十
・
四 

西
暦
年
を
付
記
し
な
い
規
格
・
規
範
文
書

引
用
す
る
規
格
な
ど
に
対
し
て
︐
次
の
場
合
︐
西
暦
年
は
付
記
し
な
い。

－

別
の
規
格
な
ど
の
全
体
を
引
用
す
る
場
合
で
︐
特
に
制
定
年
又
は
改
正
年
を
特
定
す
る
必
要
が
な
い
場
合

－

引
用
す
る
規
格
が
︐
そ
の
後
の
改
正（

追
補
を
含
む。

）

を
含
ん
で
当
該
規
格
の
目
的
の
た
め
に
適
用
可
能
で
あ
る

と
見
込
ま
れ
る
場
合

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



二十八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

例
 
1

J
I
S

Z

2
2
4
4 

に
規
定
す
る
試
験
方
法
に
よ
る。

西
暦
年
を
付
記
せ
ず
に
引
用
す
る
規
格
な
ど
が
︐
規
格
群
の
全
て
の
部
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
︐
規
格
番
号
な
ど
の

後
に
“

規
格
群
“

を
付
け
る。

例
 
2

J
I
S

Z

8
0
0
0 

規
格
群
に
規
定
さ
れ
た
単
位
記
号
を
用
い
る。

別
の
規
格
な
ど
の
一
部
を
引
用
す
る
場
合
で
︐
特
に
制
定
年
又
は
改
正
年
を
特
定
す
る
必
要
が
な
い
と
き
は
︐
通
常
︐

引
用
す
る
規
格
な
ど
の
番
号
及
び
引
用
事
項（

例
え
ば
︐
箇
条
の
番
号
・
題
名
︐  

 種
類
の
記
号
︐
図
・
表
の
番
号
・
題

名）

を
表
記
す
る。

例
 
3

J
I
S

G

4
0
5
1 

に
規
定
さ
れ
た

S
15
C

を
用
い
る。

例
 
4

J
I
S

B

1
0
5
1 

の 
9
.
8（

頭
部
打
撃
試
験）

に
よ
る。

西
暦
年
を
付
記
し
な
い
で
引
用
す
る
規
格
な
ど
は
︐
通
常
︐
引
用
し
た
規
格
な
ど
の
新
版
を
適
用
す
る。

 

な
お
︐
国
際

規
格
を
引
用
・
参
照
す
る
場
合
︐
西
暦
年
を
付
記
し
な
い
と
き
に
は
︐
当
該
国
際
規
格
に
対
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
追
補

も
含
め
て
適
用
す
る。

西
暦
年
を
付
記
し
な
い
で
参
照
す
る
規
格
な
ど
の
扱
い
は
︐
西
暦
年
を
付
記
し
な
い
で
引
用
す
る
規
格
な
ど
と
同
様
と

す
る。

十
・
五 

西
暦
年
を
付
記
す
る
規
格
・
規
範
文
書

当
該
規
格
以
外
の
別
の
規
格
な
ど
を
引
用
し
て
い
る
場
合
で
︐
特
に
制
定
年
又
は
改
正
年
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
と

き
に
は
︐
規
格
番
号
な
ど
に
西
暦
年
を
付
記
す
る。

こ
の
場
合
︐
西
暦
年
を
付
記
し
て
引
用
し
た
規
格
・
規
範
文
書
は
︐

特
定
の
発
効
年
又
は
発
行
年
の
文
書
を
示
す。

例
 
1

…
J
I
S

L

1
0
9
4
:
2
0
1
4

に
規
定
さ
れ
た
…

例
 
2

…
〇
〇
自
動
電
気
制
御
装
置
は
︐
I
E
C

6
0
7
3
0
-
1
:
2
0
1
3
＋
A
M
D
1
:
2
0
1
5

に
規

定
さ
れ
た
…

引
用
し
よ
う
と
し
て
い
る 

J
I
S 

が
同
じ
年
に

2

度
改
正
さ
れ
て
い
る
場
合
︐
2

度
目
に
改
正
さ
れ
た

J
I
S 

を
引
用
す
る
と
き
に
は
︐
改
正
年

（

西
暦
年）

に
加
え
て
“
R
”

の
記
号
を
表
記
す
る。

な
お
︐
同
じ
規
格
番

号
の
国
際
規
格
が
同
じ
年
に

2

度
発
行
さ
れ
た
場
合
に
は
︐
西
暦
年
に
加
え
て
発
行
月
を
表
記
す
る。

対
応
国
際
規
格
の
中
で
西
暦
年
を
付
記
し
て
引
用
し
て
い
る
国
際
規
格
な
ど
が
改
正
さ
れ
て
い
る
場
合
は
︐   
当
該
規
格

と
し
て
引
用
す
る
国
際
規
格
な
ど
を
更
新
す
る
の
が
よ
い
か
ど
う
か
検
証
す
る。

対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
し
て
い
る
国
際
規
格
に
追
補
が
発
行
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
︐
西
暦
年
を
付
記
し
た
基
に

な
る
規
格
及
び
西
暦
年
を
付
記
し
た
追
補
を
表
記
す
る。

例
 
3
 
 
—
 （

 
I
S
O

規
格
の
場
合
 ）

I
S
O

7
1
3
1
:
2
0
0
9
＋
A
m
d

1
:
2
0
1
7

に
基
づ
く
土
工
機
械
は
︐
…

例
 
4
 
 
—
 （

 
I
E
C

規
格
の
場
合
 ）

I
E
C

6
0
9
4
7
-
5
-
1
:
2
0
0
3
＋
A
M
D
1
:
2
0
0
9

に
基
づ
く
制
御
回
路
機
器
は
︐
…

J
I
S 

の
場
合
に
は
︐
基
に
な
る
規
格
番
号
に
︐
直
近
の
追
補
の
発
効
年
だ
け
を
付
記
す
る。

例
 
5

J
I
S

Z

8
3
0
1
:
2
0
1
1

は
︐
…（

不
適
切
な
例
︓
J
I
S

Z

8
3
0
1
:
2
0
0
8

及
び
追
補

1
:
2
0
1
1

は
︐
…）

西
暦
年
を
付
記
し
て
参
照
す
る
規
格
な
ど
の
扱
い
は
︐
西
暦
年
を
付
記
し
て
引
用
す
る
規
格
な
ど
と
同
様
と
す
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



二十九

十
一
　
名
称

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

十
・
六 

当
該
規
格
内
で
の
引
用
・
参
照
の
示
し
方

本
文
で
︐
当
該
規
格
の
箇
条
︐
細
別
︐
附
属
書
︐
注
記
︐
注
︐
図
︐
表
︐
式
な
ど
を
引
用
・
参
照
す
る
場
合
は
︐
通

常
︐
次
の
表
現
形
式
の
よ
う
に
︐
そ
の
番
号
な
ど
を
用
い
る。

－

引
用
の
場
合

・

箇
条
の
場
合
︓
”

箇
条 

9 

に
よ
る。

”（

”
9 

に
よ
る。

”
と
は
し
な
い。

）

・

細
分
箇
条
の
場
合
︓
”
5
.
1 

に
よ
っ
て
“（

”
細
分
箇
条 

5
.
1 

に
よ
っ
て
“

と
は
し
な
い。

）

・

細
別
の
場
合
︓
”

箇
条 
5 
の 

a)

に
よ
っ
て
…
”

・

細
別
の
場
合
︓
”
5
.
1
.
1 

の 

b)

に
規
定
す
る
…
”

又
は
“
5
.
1
.
1

b)

に
規
定
す
る
…
”

・

細
別
の
場
合
︓
”
a)

に
よ
っ
て
…
”（

同
じ
箇
条
・
細
分
箇
条
内
の
場
合）

・

附
属
書
の
箇
条
の
場
合
︓
”
B
.
1 

に
よ
っ
て
…
”（

”
附
属
書 

B 

の 

B
.
1 

に
よ
っ
て
…
”

︐
”

附
属
書

B
.
1 

に
よ
っ
て
…
”

な
ど
と
は
し
な
い。

）

・

式
の
場
合
︓
”

式(

3)

に
よ
っ
て
求
め
る。

”

－

参
照
の
場
合

・

細
分
箇
条
の
場
合
︓
”

…
の
平
均
値
を
求
め
る（

6
.
1
.
2 

参
照）

。

”

・

附
属
書
の
場
合
︓
”

附
属
書 

B 

参
照。

”

・

注
記
の
場
合
︓
”
4
.
2 

の
注
記 

2 

参
照。

”

・

注
の
場
合
︓
”

図 

3 

の
注 

a)

参
照。

”

・

図
の
場
合
︓
”

…
と
す
る（

図 

10 

参
照）

。

”

・

表
の
場
合
︓
”

表 

A
.
2 

に
示
す
…
”

・

表
の
場
合
︓
”

表 

A～

表 

C 

に
参
考
と
し
て
示
す
…
”

・

式
の
場
合
︓
”
3
.
1 

の
式(

3)

参
照。

”

ペー

ジ
番
号
に
よ
る
引
用
・
参
照
は
︐
行
わ
な
い。

”
以
下
の
箇
条
“

︐
”

上
記
の
図
“

な
ど
の
不
明
確
な
引
用
・
参
照
を
し
て
は
な
ら
な
い。

な
お
︐
当
該
規
格
自
身
を
示
す
場
合
︐
”

こ
の
規
格
“

と
表
記
す
る。

当
該
箇
条
自
身
︐
当
該
附
属
書
自
身
な
ど
を
表

す
場
合
も
同
様
と
す
る。

例

こ
の
規
格
は
︐
…
に
つ
い
て
規
定
す
る。

十
一 

名
称

十
一
・
一 

一
般

規
格
の
名
称
は
︐
規
格
の
適
用
範
囲
の
中
で
網
羅
し
て
い
る
主
題
を
明
確
か
つ
簡
潔
に
表
す
も
の
で
あ
る。

 

当
該
規
格

の
主
題
を
他
の
規
格
の
主
題
と
明
確
に
区
別
で
き
る
よ
う
に
︐
か
つ
︐
不
必
要
に
詳
細
な
表
記
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す

る。当
該
規
格
と
し
て
必
要
な
付
加
的
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
︐
適
用
範
囲
に
記
載
す
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



三十

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

十
一
・
二 

規
定
又
は
参
考

規
格
の
名
称
は
︐
規
定
要
素
と
す
る。

十
一
・
三 
必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

規
格
の
名
称
は
︐
必
須
要
素
と
す
る。

十
一
・
四 

付
番
及
び
区
分
け

十
一
・
四
・
一

 

名
称
の
区
分
け

規
格
の
名
称
は
︐
で
き
る
だ
け
短
い
要
素
に
区
分
け
し
て
構
成
し
︐
次
に
示
す
前
置
き
要
素
か
ら
主
要
素
︐   

補
完
要
素

へ
と
ハ
イ
フ
ン
“－

”
で
分
け
て
順
に
続
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い（

 

例
1 

参
照）

。

a)

前
置
き
要
素 

規
格
が
属
す
る
全
体
的
分
野
を
示
す
要
素

b)

主
要
素 

全
体
的
な
分
野
の
中
で
取
り
上
げ
る
主
題
を
示
す
要
素

c)

補
完
要
素 

主
題
の
特
定
の
側
面
を
示
す
要
素
︐
又
は
当
該
規
格
を
他
の
規
格
若
し
く
は
同
じ
規
格
群
の
他
の
部
と

区
分
け
す
る
た
め
の
詳
細
を
示
す
要
素

例
 
1

締
結
用
部
品－

 
（

前
置
き
要
素）

お
ね
じ
部
品－

 
（

主
要
素）

呼
び
長
さ
及
び
ね
じ
部
長
さ 

（

補
完
要
素）

主
要
素
は
︐
全
て
の
規
格
に
含
め
る。

部
編
成
の
場
合
︐
一
つ
の
規
格
群
の
中
で
の
各
部
の
名
称
は
︐
同
じ
方
法
で
作
成
し
︐
全
て
同
じ
前
置
き
要
素（

前
置

き
要
素
が
あ
る
場
合）

及
び
同
じ
主
要
素
と
す
る。

ま
た
︐
補
完
要
素
は
︐
各
部
を
明
確
に
区
分
け
す
る
た
め
︐
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
名
称
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

補
完
要
素
の
前
に
は
︐
そ
れ
ぞ
れ
“

第

X

部
︓
”

と
い
う
見
出
し
を
付
け
る。

例
 
2

J
I
S

B

0
1
6
2
-
1 

滑
り
軸
受－

用
語
︐
定
義
及
び
分
類－

第

1

部
︓
設
計
︐
軸
受
材
料
及

び
そ
の
特
性

J
I
S

B

0
1
6
2
-
2 

滑
り
軸
受－

用
語
︐
定
義
及
び
分
類－

第

2

部
︓
摩
擦
及
び
摩
耗

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
す
る
場
合
で
︐
部
を
更
に
主
部
と
副
部
と
に
区
分
け
す
る
と
き
に
は
︐
補
完
要
素
の
主
部
に

対
応
す
る
名
称
は
︐
同
一
の
部
で
同
じ
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

例
 
3

J
I
S

C

6
1
0
0
0
-
3
-
2 

電
磁
両
立
性－

第

3
-
2

部
︓
限
度
値 

— 

高
調
波
電
流
発
生
限

度
値（

1

相
当
た
り
の
入
力
電
流
が 

20

A

以
下
の
機
器）

J
I
S

C

6
1
0
0
0
-
4
-
2 

電
磁
両
立
性－

第

4
-
2

部
︓
試
験
及
び
測
定
技
術     

— 

静
電
気

放
電
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

J
I
S

C

6
1
0
0
0
-
4
-
3 

電
磁
両
立
性－

第

4
-
3

部
︓
試
験
及
び
測
定
技
術 

— 

放
射
無

線
周
波
電
磁
界
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

十
一
・
四
・
二

 

名
称
の
要
素

前
置
き
要
素
︐
主
要
素
及
び
補
完
要
素
は
︐
次
に
よ
る。

a)

前
置
き
要
素 

前
置
き
要
素
は
︐
そ
れ
が
な
け
れ
ば
主
要
素
に
示
す
規
格
の
主
題
を
明
確
に
表
現
で
き
な
い
場
合

に
︐
そ
の
適
用
分
野
を
示
す
た
め （

例
え
ば
︐ 

例

1 

の
“

締
結
用
部
品
“）

︐
又
は
当
該
規
格
の
主
題
が
属
す

る
技
術
若
し
く
は
物
品
の
分
野
を
表
す
た
め（

例
え
ば
︐ 

例

2 

の
“

製
図
“）

に
用
い
る。

例
 
1

締
結
用
部
品－

受
入
検
査

例
 
2

製
図－

幾
何
公
差
表
示
方
式－

位
置
度
公
差
方
式

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



三十一

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

補
完
要
素（

あ
る
場
合）

と
と
も
に
主
要
素
が
当
該
規
格
で
扱
う
主
題
を
明
確
に
表
す
場
合
に
は
︐
前
置
き
要
素
は

付
け
な
い。

例
 
3

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
製
品
の
評
価－

第

1

部
︓
品
質
モ
デ
ル

b)

主
要
素 
主
要
素
に
用
い
る
製
品
な
ど
の
名
称
に   

は
︐
基
本
名
称3)

を
用
い
る。

例
 
4

タ
ッ
ピ
ン
ね
じ   

キ
ャ
ブ
タ
イ
ヤ
ケー

ブ
ル   

フ
ェ
ロ
マ
ン
ガ
ン   

ば
ね
鋼   

パ
ッ
キ
ン
及
び
ガ
ス
ケ
ッ
ト

な
お
︐
必
要
に
応
じ
て
︐
用
途
別
︐
製
造
方
法
別
︐
材
料
別
︐
品
質
別（

等
級
別
を
含
む。

）

︐
寸
法
別 

（

大
き

さ
別
を
含
む。

）

︐
状
態
別
︐
構
造
別（

型
式
別
・
形
式
別
を
含
む。

）

︐
形
状
別
な
ど
の
区
分
を
基
本
名
称
の
前

に
加
え
る。

例
 
5

一
般
用
ボー

ル
ね
じ   

冷
間
成
形
リ
ベ
ッ
ト

規
格
が
主
要
素
に
示
す
主
題
の
幾
つ
か
の
項
目
を
扱
う
場
合
に
は
︐
こ
れ
ら
の
項
目
を
一
つ
ず
つ
列
記
し
な
い
で
︐

”
性
能
要
求
事
項
“

︐
”

機
械
の
要
求
事
項
及
び
試
験
方
法
“

な
ど
の
よ
う
に
一
般
化
し
て
規
定
す
る。

例
 
6

〇
〇
〇
粉
砕
機－

性
能
要
求
事
項

（

不
適
切
な
例
︓
〇
〇
〇
粉
砕
機－

用
語
︐
記
号
︐
材
料
︐
寸
法
︐
機
械
的
特
性
︐
格
付
基
準
値
︐
試
験
方
法

及
び
包
装）

注 3)

製
品
な
ど
の
本
質
的
な
特
性（

特
徴）

に
由
来
す
る
名
称。

c)

補
完
要
素  

 補
完
要
素
は
︐
当
該
規
格
が
主
要
素
に
示
す
主
題
の
側
面
の
一
部
だ
け
を
扱
う
場
合
︐
又
は
部
編
成
の

規
格
の
部
を
区
別
す
る
場
合
に
用
い
︐
規
格
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
付
け
な
い。

(

一)

主
要
素
に
示
す
主
題
に
必
須
な
側
面
を
全
て
含
め
て
い
る。

(

二)

そ
の
主
題
に
関
す
る
唯
一
の
規
格
で
あ
る（

ま
た
︐
そ
れ
を
意
図
し
て
い
る。

）

。

十
一
・
五 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

十
一
・
五
・
一

 

名
称
に
よ
る
適
用
範
囲
の
制
限
の
回
避

規
格
の
名
称
に
は
︐
規
格
の
適
用
範
囲
を
意
図
せ
ず
に
狭
め
る
よ
う
な
表
現
を
用
い
な
い。

十
一
・
五
・
二

 

用
字
・
用
語

用
字
・
用
語
は
︐
一
貫
性
を
も
た
せ
る。

用
語
だ
け
を
扱
う
規
格
で
は
︐
規
格
の
名
称
の
一
部
に
“

用
語
“

を
用
い
る。

例
 
1

J
I
S

Z

8
0
0
2 

標
準
化
及
び
関
連
活
動－

一
般
的
な
用
語

試
験
方
法
又
は
測
定
方
法
を
扱
う
規
格
で
は
︐
次
の
表
現
を
用
い
る。

－

”
試
験
方
法
“

又
は
“

…
の
試
験
“

－

”
測
定
方
法
“

又
は
“

…
の
測
定
“

代
わ
り
と
し
て
︐
次
の
よ
う
な
表
現
は
用
い
な
い。

－

”
試
験
の
方
法
“

－

“
…
を
測
定
す
る
方
法
“

－

“
…
の
計
測
の
た
め
の
試
験
基
準
“

－

“
…
に
関
す
る
試
験
“

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



三十二

十
二
　
ま
え
が
き

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

規
格
の
種
類
又
は
性
質
を
示
す
表
記（

例
え
ば
︐
日
本
産
業
規
格
︐
標
準
仕
様
書
︐
標
準
報
告
書）

は
用
い
な
い。

例
 
2

不
適
切
な
例
︓
…
の
試
験
方
法
に
関
す
る
日
本
産
業
規
格

“
…
の
国
家
試
験
方
法
“

な
ど
の
表
現
を
用
い
な
い。

”
指
針
“

︐
”

手
引
“

な
ど
の
表
現
を
用
い
て
も
よ
い
が
︐
指
針
と
い
う
意
味
で
“

ガ
イ
ド
“

と
い
う
表
現
は
︐
用
い

な
い。

十
二 

ま
え
が
き

十
二
・
一 

一
般

ま
え
が
き
に
は
︐
次
に
示
す
事
項
の
う
ち
︐
該
当
す
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る。

a)

規
格
を
作
成
し
た
手
順
及
び
規
則

b)

規
格
原
案
を
作
成
し
た
団
体
な
ど

c)

議
決
プ
ロ
セ
ス

d)

規
格
の
発
効（

発
行）

の
責
任
者

e)

当
該
規
格
の
制
定
・
改
正
に
伴
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
た
規
格
︐
廃
止
さ
れ
た
規
格
な
ど
と
の
関
係

f)

著
作
権
︐
特
許
権
な
ど
と
の
関
連

g)

関
連
規
格
と
の
関
係

h)

そ
の
他

な
お
︐
対
応
国
際
規
格
が
あ
り
︐
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
い
る
規
格
の
場
合
は
︐
当
該
規
格
と
し
て
必
要
が
な
い
対
応
国

際
規
格
の
ま
え
が
き
を
翻
訳
し
て
付
け
る
必
要
は
な
い。

十
二
・
二 

規
定
又
は
参
考

ま
え
が
き
の
記
載
事
項
は
︐
参
考
要
素
と
す
る。

要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
は
︐
含
め
て
は
な
ら
な
い。

十
二
・
三 

必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

ま
え
が
き
は
︐
必
須
要
素
と
す
る。

十
二
・
四 

付
番
及
び
区
分
け

ま
え
が
き
は
︐
付
番
し
て
は
な
ら
な
い。

十
二
・
五 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

十
二
・
五
・
一

 

定
型
文

ま
え
が
き
の
定
型
文
は
︐
次
に
よ
る。

該
当
す
る
定
型
文
を
基
に
記
載
す
る。

ま
え
が
き
の
記
載
例
を
E
・
一 

に
示

す。a)

制
定
又
は
改
正
の
根
拠 

制
定
又
は
改
正
の
根
拠
を
示
す
定
型
文
は
︐
次
に
よ
る

［

団
体
の
略

称
“（

A
B
C）

”
と
括
弧
書
き
で
表
記
し
た
以
外
の
括
弧
内
の
表
記
は
︐
改
正
の
場
合
に
置
き
換
え
又
は
追
加
す

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
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票
の
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及
び
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三十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

る
表
記
を
示
し
て
い
る。

］

。

ま
た
︐
制
定
又
は
改
正
に
伴
っ
て
︐
現
行
規
格
を
廃
止
す
る
場
合
な
ど
の
記
載
例

は
︐ 

E
・
一 

を
参
照
す
る。

”
こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
き
︐
日
本
産
業
標
準
調
査
会
の
審
議
を
経
て
︐
〇
〇
大
臣
が
制
定 

（

改

正）
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

（

こ
れ
に
よ
っ
て
︐ 

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

は
改
正
さ

れ
︐
こ
の
規
格
に
置
き
換
え
ら
れ
た。

）

”

な
お
︐
産
業
標
準
化
法
第 

12 

条
に
基
づ
く
申
出
に
よ
っ
て
︐
制
定

（

改
正）

し
た
場
合
の
定
型
文
は
︐
次
に
よ

る。”
こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法（

第 

16 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法）

 

第 

12 

条
第

1

項
の
規
定
に
基
づ

き
︐
〇
〇
〇
〇
法
人
〇
〇
〇
工
業
会（

A
B
C）

か
ら
︐
産
業
標
準
原
案
を
添
え
て
日
本
産
業
規
格
を
制
定（

改

正）

す
べ
き
と
の
申
出
が
あ
り
︐
日
本
産
業
標
準
調
査
会
の
審
議
を
経
て
︐
〇
〇
大
臣
が
制
定（

改
正）

し
た
日
本

産
業
規
格
で
あ
る。

”
こ
の
定
型
文
に
お
い
て
︐  

 申
出
人
が
組
織
の
場
合
は
︐
組
織
名
を
記
載
す
る

。

組
織
が
複

数
の
団
体
の
場
合
は
︐  

 団
体
名
を

“
及
び
“

で
つ
な
い
で
列
記
す
る。

ま
た
︐
こ
れ
ら
の
団
体
名
に
英
語
の
名
称

の
略
語
が
あ
る
場
合
に
は
︐
そ
の
略
語
を
団
体
名
の
後
に
括
弧
書
き
で
表
記
す
る。

ま
た
︐
産
業
標
準
化
法
第 

14 

条
に
基
づ
く
申
出
に
よ
っ
て
︐
制
定

（

改
正）

し
た
場
合
の
定
型
文
は
︐
次
に
よ

る。”
こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法（

第 

16 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法）

 

第 

14 

条
第

1

項
の
規
定
に
基
づ

き
︐
認
定
産
業
機
関
で
あ
る
〇
〇
〇
〇
法
人
〇
〇
〇
工
業
会 

（
A
B
C）

か
ら
︐
産
業
標
準
原
案
を
添
え
て
日
本

産
業
規
格
を
制
定（

改
正）

す
べ
き
と
の
申
出
が
あ
り
︐
〇
〇
大
臣
が
制
定（

改
正）

し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ

る。

”

b)

改
正
に
関
す
る
事
項 

改
正
の
場
合
に
は
︐
そ
の
改
正
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
規
格
番
号
︐   及
び
直
近
の
制
定

年
又
は
改
正
年
を
表
記
す
る。

改
正
に
関
す
る
定
型
文
は
次
に
よ
っ
て
︐ 

a)
に
示
し
た
場
所
に
表
記
す
る。

”
こ
れ
に
よ
っ
て
︐
J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

は
改
正
さ
れ
︐
こ
の
規
格
に
置
き
換
え
ら
れ
た。

”

c)

著
作
権
に
関
す
る
事
項 

J
I
S 

の
著
作
権
に
関
す
る
定
型
文
は
︐
次
に
よ
る。

”
こ
の
規
格
は
︐
著
作
権
法
で
保
護
対
象
と
な
っ
て
い
る
著
作
物
で
あ
る。

”

d)

特
許
権
な
ど
に
関
す
る
事
項   

全
て
の
規
格
に
は
︐
特
許   

権
な
ど4)

に
関
す
る
次
に
示
す
定
型
文
の
い
ず
れ
か
を
記
載

す
る。注 4)

特
許
権
︐
出
願
公
開
後
の
特
許
出
願
及
び
実
用
新
案
権

(

一)

特
許
権
な
ど
の
存
在
を

1

件
で
も
確
認
し
た
場
合
の
定
型
文

”
こ
の
規
格
に
従
う
こ
と
は
︐
次
の
者
の
有
す
る
特
許
権
等
の
使
用
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
︐  

 留
意

す
る5) 。

－

氏
名
︓

－

住
所
︓

上
記
の
特
許
権
等
の
権
利
者
は
︐
非
差
別
的
か
つ
合
理
的
な
条
件
で
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
当
該
特
許
権
等

の
実
施
の
許
諾
等
を
す
る
意
思
の
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る。

た
だ
し
︐
こ
の
規
格
に
関
連
す
る
他
の
特
許

権
等
の
権
利
者
に
対
し
て
は
︐
同
様
の
条
件
で
そ
の
実
施
が
許
諾
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る。

こ
の
規
格
に
従
う
こ
と
が
︐
必
ず
し
も
︐
特
許
権
の
無
償
公
開
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る

必
要
が
あ
る。

こ
の
規
格
の
一
部
が
︐
上
記
に
示
す
以
外
の
特
許
権
等
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る。

〇
〇
大
臣
及
び
日
本
産

業
標
準
調
査
会
は
︐
こ
の
よ
う
な
特
許
権
等
に
関
わ
る
確
認
に
つ
い
て
︐
責
任
は
も
た
な
い。

日
本
工
業
規
格
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I
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及
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三十四

十
三
　
序
文

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

な
お
︐
こ
こ
で
“

特
許
権
等

“
と
は
︐
特
許
権
︐
出
願
公
開
後
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
権
を
い
う。

”

特
許
権
な
ど
が
多
数
存
在
し
て
︐
ま
え
が
き
に
収
め
る
の
が
不
適
切
な
場
合
に
は
︐
”

氏
名
“

及
び
“

住

所
“

の
細
別
の
記
載
を
次
に
示
す
定
型
文
に
置
き
換
え
︐
附
属
書
に
参
考
と
し
て
個
々
の
特
許
の
情
報
を
記
載

し
て
も
よ
い。

”
こ
の
規
格
に
従
う
こ
と
は
︐
附
属
書
〇
に
示
す
特
許
権
等
の
使
用
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
︐
留
意

す
る。

附
属
書
〇
に
示
す
特
許
権
等
の
権
利
者
は
︐
非
差
別
的
か
つ
合
理
的
な
条
件
で
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
当
該

特
許
権
等
の
実
施
の
許
諾
等
を
す
る
意
思
の
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る。

た
だ
し
︐
こ
の
規
格
に
関
連
す
る

他
の
特
許
権
等
の
権
利
者
に
対
し
て
は
︐
同
様
の
条
件
で
そ
の
実
施
が
許
諾
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い

る。

”

注 5)

登
録
番
号
︐
名
称
な
ど
の
情
報
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
︐
そ
れ
ら
の
内
容
を
追
加   

し
て
記
載
し
て
も
よ

い。

た
だ
し
︐

(

二)

特
許
権
な
ど
の
存
在
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
定
型
文

”
こ
の
規
格
の
一
部
が
︐
特
許
権
︐
出
願
公
開
後
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
権
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る。

〇
〇
大
臣
及
び
日
本
産
業
標
準
調
査
会
は
︐
こ
の
よ
う
な
特
許
権
︐
出
願
公
開
後

の
特
許
出
願
及
び
実
用
新
案
権
に
関
わ
る
確
認
に
つ
い
て
︐
責
任
は
も
た
な
い。

”

十
二
・
五
・
二

 

特
定
の
文
章

十
二
・
五
・
二
・
一

 

部
編
成
に
関
す
る
事
項

規
格
が
部
編
成
の
場
合
に
は
︐
規
格
群
の
名
称
並
び
に
各
部
の
番
号
及
び
名
称
を
表
記
し
て
も
よ
い。

規
格
群
の
名
称

は
︐
前
置
き
要
素［

 

十
一
・
四
・
二 

a)

参
照］

及
び
主
要
素 ［

 

十
一
・
四
・
二 

b)
参
照］
を
表
記
し
︐
各
部
の
名
称

は
︐
各
部
の
番
号
及
び
補
完
要
素［

 

十
一
・
四
・
二 

c)

参
照］

だ
け
を
表
記
す
る
の
が
よ
い。

例
 
1

J
I
S

X

X
X
X
X 

規
格
群（

前
置
き
要
素－

主
要
素）

は
︐
次
に
示
す
部
で
構
成
す
る。

J
I
S

X

X
X
X
X
-
1 

第

1

部
︓
〇
〇
〇
〇（

補
完
要
素

1）

J
I
S

X

X
X
X
X
-
2 

第

2

部
︓
△
△
△
△（

補
完
要
素

2）

な
お
︐
制
定
予
定
の
も
の
を
含
め
て
表
記
し
て
も
よ
い。

例
 
2

J
I
S

X

X
X
X
X
-
3 

第

3

部
︓
△
△
△
△（

予
定）

十
二
・
五
・
二
・
二

 

そ
の
他

必
要
な
場
合
に
は
︐
当
該
規
格
を
適
用
す
る
場
合
の
注
意
事
項
な
ど
を
記
載
す
る。

十
三 

序
文

十
三
・
一 

一
般

序
文
は
︐
次
に
よ
る。

－

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
い
な
い
場
合 

通
常
︐
序
文
は
記
載
し
な
い

。

た
だ
し
︐
当
該
規
格
の
技
術
的
な
内

容
及
び
制
定
・
改
正
の
経
緯
・
理
由
に
関
し
て
︐
特
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
︐
こ
れ
ら
の
情
報
を
簡
潔

に
記
載
す
る。

－

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
用
い
た
場
合 

対
応
国
際
規
格
の
番
号 

（

発
行
さ
れ
た
年
・
版
と
と
も
に）

︐
対
応

国
際
規
格
と
の
対
応
の
程
度
︐
並
び
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
︐
そ
の
理
由（

必
要
な
場
合）

︐
変
更
箇
所
の
示
し

日
本
工
業
規
格
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三十五

十
四
　
適
用
範
囲

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

方
及
び
変
更
箇
所
に
関
す
る
“

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
比
表
“（

 

三
十
六
・
六 

参
照）

を
附
属
書
に

示
す
旨
を
記
載
す
る。

ま
た
︐
独
自
に
追
加
し
た
附
属
書
・
箇
条
・
細
分
箇
条
・
図
・
表
が
あ
る
場
合
に
は
︐
そ
の

旨
を
記
載
し
て
も
よ
い。

な
お
︐
必
要
が
な
い
対
応
国
際
規
格
の
序
文
は
︐
そ
の
全
て
又
は
一
部
を
翻
訳
し
て
付
け

る
必
要
は
な
い。

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
用
い
た 

J
I
S 

の
序
文
の
記
載
例
を
︐ 

E
・
二 

に
示
す。

十
三
・
二 

規
定
又
は
参
考

序
文
の
記
載
事
項
は
︐
参
考
要
素
と
す
る。

序
文
に
は
︐
要
求
事
項
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い。

十
三
・
三 

必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
い
な
い
場
合
に
は
︐
選
択
要
素
と
な
り
︐
通
常
︐
序
文
は
記
載
し
な
い。

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
場
合
に
は
︐
必
須
要
素
と
な
り
︐
序
文
を
記
載
す
る。

十
三
・
四 

付
番
及
び
区
分
け

序
文
は
︐
通
常
︐
区
分
け
せ
ず
︐
付
番
し
な
い。

た
だ
し
︐
付
番
し
て
区
分
け
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
︐  

 

箇
条

を
“
0
”

と
し
︐
細
分
箇
条
は
“
0
.
1

︐
0
.
2
︐
…
”

と
付
番
す
る。

注
︐
図
︐  

 表
及
び
式
は
︐

”
1
”

か
ら

付
番
す
る。

十
四 

適
用
範
囲

十
四
・
一 

一
般

適
用
範
囲
は
︐
当
該
規
格
が
取
り
扱
う
主
題
及
び
当
該
規
格
を
適
用
す
る
範
囲
を
規
定
す
る。

 

適
用
範
囲
は
︐
規
格
の

名
称
の
単
な
る
繰
返
し
と
は
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い。

ま
た
︐
適
用
範
囲
に
規
定
し
た
主
題
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る

も
の
の
う
ち
︐
適
用
対
象
と
は
し
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
︐
そ
れ
を
明
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

部
編
成
の
規
格
で
は
︐
各
部
の
適
用
範
囲
は
︐
そ
の
部
の
主
題
だ
け
に
つ
い
て
規
定
す
る。

適
用
範
囲
は
︐
当
該
規
格
の
要
約
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
︐
簡
潔
に
規
定
す
る。

詳
し
い
情
報
又
は
背
景
情
報
が
必
要
な
場
合
に
は
︐
序
文
な
ど
に
記
載
し
て
も
よ
い。

十
四
・
二 

規
定
又
は
参
考

適
用
範
囲
の
記
載
事
項
は
︐
規
定
要
素
と
す
る。

適
用
範
囲
に
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
含
め
て

は
な
ら
な
い。

十
四
・
三 

必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

適
用
範
囲
は
︐
必
須
要
素
と
す
る。

十
四
・
四 

付
番
及
び
区
分
け

適
用
範
囲
は
︐
通
常
︐
区
分
け
し
な
い。

た
だ
し
︐
必
要
な
場
合
は
︐
区
分
け
し
て
も
よ
い。

日
本
工
業
規
格
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三十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

十
四
・
五 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

適
用
範
囲
の
記
載
は
︐
一
つ
の
規
格
当
た
り

1

か
所
だ
け
と
し
︐
当
該
規
格
が
取
り
扱
う
主
題
及
び
当
該
規
格
を
適
用
す
る
範
囲
は
︐
次
の
よ
う
な
表
現
形
式
で
記
載
す

る。

－

取
り
扱
う
主
題

・

”
こ
の
規
格
は
︐
…
に
つ
い
て
規
定
す
る。

”

・

”
こ
の
規
格
は
︐
…
の
〇
〇
方
法
に
つ
い
て
規
定
す
る。

”

・

”
こ
の
規
格
は
︐
…
に
つ
い
て
の
指
針
を
示
す。

”

－

適
用
す
る
範
囲（

必
要
に
応
じ
て
記
載
す
る。

）

・

”
こ
の
規
格
は
︐
…
に
適
用
す
る。

”

・

”
こ
の
規
格
は
︐
…
に
適
用
可
能
で
あ
る。

”

・

”
こ
の
規
格
は
︐
…
に
も
適
用
可
能
で
あ
る。

”

ま
た
︐
適
用
除
外
が
あ
る
場
合
に
は
︐
適
用
範
囲
を
示
す
文
章
の
直
後
に
︐
次
の
よ
う
に
除
外
す
る
内
容
を
記
載
す
る

の
が
よ
い。

－

”
た
だ
し
︐
…
に
は
適
用
し
な
い。

”

－

”
た
だ
し
︐
…
は
除
く。

”

注
記

”
規
定
す
る
“

︐
”

適
用
す
る
“

︐
”

適
用
し
な
い
“

な
ど
の
表
現
形
式
は
︐ 

箇
条
七 

の
表
現
形
式
を
用
い
て

い
る
が
︐

”
適
用
範
囲
“

内
に
限
る
表
現
で
あ
り
︐
十
四
・
二 

に
規
定
す
る
要
求
事
項
︐
許
容
事
項
又
は
推
奨
事
項
に
は
該
当
し

な
い。対

応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
用
い
た
場
合
に
は
︐
適
用
範
囲
の
注
記
と
し
て
︐
対
応
国
際
規
格
の
番
号
︐   

西
暦
年
及

び
名
称（

英
文
の
ま
ま）

並
び
に
対
応
の
程
度
を
表
す
記
号
を
表
記
す
る。

対
応
国
際
規
格
に
追

補（

a
m
e
n
d
m
e
n
t）

な
ど
が
発
行
さ
れ
て
お
り
︐
こ
れ
も
含
め
た
場
合
に
は
︐
追
補

（

a
m
e
n
d
m
e
n
t）

な
ど
の
番
号
及
び
発
行
年
を
付
記
す
る。

対
応
の
程
度
は
︐ 
I
S
O
/

I
E
C 

G
u
i
d
e 

21
-
1 

に
よ
っ
て
“
I
D
T（

一
致
し
て
い
る）

”
︐

“
M
O
D（

修
正
し
て
い
る）
”

又

は
“
N
E
Q（

同
等
で
な
い）

”
と
す
る。

例
 
1

注
記　

こ
の
規
格
の
対
応
国
際
規
格
及
び
そ
の
対
応
の
程
度
を
表
す
記
号
を
︐
次
に
示
す。

I
S
O

128
-
2
0
:
1
9
9
6
︐
T
e
c
h
n
i
c
a
l

d
r
a
w
i
n
g
s 

— 

G
e
n
e
r
a
l

p
r
i
n
c
i
p
l
e
s

o
f

p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n 

— 

P
a
r
t

20
:

B
a
s
i
c

c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s

f
o
r

l
i
n
e
s（

I
D
T）

な
お
︐
対
応
の
程
度
を
表
す
記
号
“
I
D
T
”

は
︐
I
S
O
/
I
E
C

G
u
i
d
e

21
-
1

に
基
づ

き
︐
”

一
致
し
て
い
る
”

こ
と
を
示
す。

例
 
2

注
記　

こ
の
規
格
の
対
応
国
際
規
格
及
び
そ
の
対
応
の
程
度
を
表
す
記
号
を
︐
次
に
示
す。

I
E
C

6
0
2
8
2
-
1
:
2
0
0
9
︐
H
i
g
h
-
v
o
l
t
a
g
e

f
u
s
e
s－

P
a
r
t

1
:

C
u
r
r
e
n
t
-
l
i

m
i
t
i
n
g

f
u
s
e
s

＋
A
m
e
n
d
m
e
n
t

1
:
2
0
1
4

（

M
O
D）

な
お
︐
対
応
の
程
度
を
表
す
記
号
“

M
O
D
”

は
︐
I
S
O
/
I
E
C

G
u
i
d
e

21
-
1 

に
基
づ

き
︐
”

修
正
し
て
い
る
“

こ
と
を
示
す。

対
応
国
際
規
格
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
︐
こ
れ
ら
の
例
と
同
様
︐
該
当
す
る
全
て
の
対
応
国
際
規
格
の
番
号
︐
西
暦
年

及
び
名
称（

英
文
の
ま
ま）

を
表
記
し
︐
対
応
の
程
度
を
表
す
記
号
は
︐
そ
れ
ぞ
れ
の
国
際
規
格
ご
と
に
は
表
記
せ
ず
︐

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



三十七

十
五
　
引
用
規
格

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

全
体
評
価
の
記
号
を
一
つ
だ
け
表
記
し
︐  

 後
の
対
応
国
際
規
格
の
名
称
の
後
に
︐

”（

全
体
評
価
︓
M
O
D）

”
な

ど
と
表
記
す
る。

例
 
3

注
記　

こ
の
規
格
の
対
応
国
際
規
格
及
び
そ
の
対
応
の
程
度
を
表
す
記
号
を
︐
次
に
示
す。

I
S
O

3
4
0
8
-
1
:
2
0
0
6
︐
B
a
l
l

s
c
r
e
w
s－

P
a
r
t

1
:

V
o
c
a
b
u
l
a
r
y

a
n
d

d
e
s
i
g
n
a
t
i
o
n

I
S
O

3
4
0
8
-
2
:
1
9
9
1

︐
B
a
l
l

s
c
r
e
w
s－

P
a
r
t

2
:

N
o
m
i
n
a
l

d
i
a
m
e
t
e
r
s

a
n
d

n
o
m
i
n
a
l

l
e
a
d
s－
M
e
t
r
i
c

s
e
r
i
e
s

I
S
O

3
4
0
8
-
3
:
2
0
0
6
︐
B
a
l
l

s
c
r
e
w
s－

P
a
r
t

3
:

A
c
c
e
p
t
a
n
c
e

c
o
n
d
i
t
i
o
n
s

a
n
d

a
c
c
e
p
t
a
n
c
e

t
e
s
t
s（

全
体
評
価
︓
M
O
D）

な
お
︐
対
応
の
程
度
を
表
す
記
号
“

M
O
D
”

は
︐
I
S
O
/
I
E
C

G
u
i
d
e

21
-
1 

に
基
づ

き
︐
”

修
正
し
て
い
る
“

こ
と
を
示
す。

適
用
範
囲
の
箇
条
に
複
数
の
注
記
が
あ
る
場
合
︐
対
応
国
際
規
格
に
関
す
る
事
項
は
︐
後
に
記
載
す
る。

十
五 

引
用
規
格

十
五
・
一 

一
般

引
用
規
格
の
箇
条
に
は
︐
当
該
規
格
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︐
そ
の
一
部
又
は
全
部
が
当
該
規
格
の
要
求
事
項

を
構
成
す
る 

J
I
S 

並
び
に
国
際
規
格
及
び
こ
れ
に
準
じ
る
規
範
文
書
を
︐
情
報
と
し
て
列
記
す
る。

引
用
規
格
の
適
用
に
関
す
る
情
報（

部
分
引
用
の
場
合
の
箇
条
番
号
・
題
名
︐
図
・
表
の
番
号
・
題
名
な
ど）

は
︐   

引

用
規
格
の
箇
条
で
は
な
く
︐
引
用
規
格
の
箇
条
以
外
で
そ
れ
ら
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
に
表
記
す
る。

十
五
・
二 

規
定
又
は
参
考

引
用
規
格
の
箇
条
及
び
引
用
規
格
の
一
覧
は
︐
参
考
要
素
と
す
る。

引
用
規
格
の
一
覧
は
︐
規
格
の
利
用
者
が
引
用
箇
所
を
調
べ
︐
そ
の
適
用
を
理
解
・
評
価
す
る
た
め
の
助
け
と
な
る。

十
五
・
三 

必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

引
用
規
格
の
箇
条
は
︐
必
須
要
素
と
す
る。

注
記
当
該
規
格
で
引
用
規
格
が
な
い
場
合
の
前
置
き
文
の
書
き
方
は
︐
十
五
・
五
・
二
・
一 

d)

参
照。

十
五
・
四 

付
番
及
び
区
分
け

引
用
規
格
の
箇
条
は
︐
区
分
け
し
な
い。

引
用
規
格
の
一
覧
は
︐
付
番
し
な
い。

十
五
・
五 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

十
五
・
五
・
一

 

一
般

引
用
規
格
の
箇
条
は
︐
一
つ
の
規
格
で

1

か
所
だ
け
と
す
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



三十八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

十
五
・
五
・
二

 

記
載
方
法

十
五
・
五
・
二
・
一

 

前
置
き
文

引
用
規
格
の
箇
条
で
は
︐
前
置
き
文
と
し
て
︐
通
常
︐
次
の
い
ず
れ
か
の
定
型
文
を
用
い
る。

a)

全
て
の
引
用
規
格
に
西
暦
年
の
付
記
が
な
い
場
合

”
次
に
掲
げ
る
引
用
規
格
は
︐
こ
の
規
格
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︐
そ
の
一
部
又
は
全
部
が
こ
の
規
格
の
要

求
事
項
を
構
成
し
て
い
る。

こ
れ
ら
の
引
用
規
格
は
︐
そ
の   

新
版（

追
補
を
含
む。

）

を
適
用
す
る。

”

b)

全
て
の
引
用
規
格
に
︐
西
暦
年
の
付
記
が
あ
る
場
合
と
西
暦
年
の
付
記
が
な
い
場
合
と
が
混
在
し
て
い
る
場
合

”
次
に
掲
げ
る
引
用
規
格
は
︐
こ
の
規
格
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︐
そ
の
一
部
又
は
全
部
が
こ
の
規
格
の
要

求
事
項
を
構
成
し
て
い
る。

こ
れ
ら
の
引
用
規
格
の
う
ち
︐
西
暦
年
を
付
記
し
て
あ
る
も
の
は
︐
記
載
の
年
の
版
を

適
用
し
︐
そ
の
後
の
改
正
版（

追
補
を
含
む。

）

は
適
用
し
な
い。

西
暦
年
の
付
記
が
な
い
引
用
規
格
は
︐
そ
の 

新
版（

追
補
を
含
む。

）

を
適
用
す
る。

”

c)

全
て
の
引
用
規
格
に
西
暦
年
の
付
記
が
あ
る
場
合

”
次
に
掲
げ
る
引
用
規
格
は
︐
こ
の
規
格
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︐
そ
の
一
部
又
は
全
部
が
こ
の
規
格
の
要

求
事
項
を
構
成
し
て
い
る。

こ
れ
ら
の
引
用
規
格
は
︐
記
載
の
年
の
版
を
適
用
し
︐
そ
の
後
の
改
正
版 
（

追
補
を

含
む。

）

は
適
用
し
な
い。

”

d)

引
用
規
格
が
な
い
場
合

”
こ
の
規
格
に
は
︐
引
用
規
格
は
な
い。

”

な
お
︐
a) 

及
び 

b) 

で
︐
当
該
規
格
の
利
用
時
に
西
暦
年
の
付
記
の
な
い
引
用
規
格
が
廃
止
さ
れ
た
場
合（

他
の
規

格
・
規
範
文
書
に
移
行
し
た
場
合
を
含
む。

）

︐
”

そ
の  

 新
版

（

追
補
を
含
む。

）
を
適
用
す
る
“

と
は
︐
廃
止
さ
れ

た
規
格
・
規
範
文
書
の
終
版
を
適
用
す
る
こ
と
を
意
味
す
る。

十
五
・
五
・
二
・
二

 

番
号
・
名
称

定
型
文
に
続
け
て
︐
引
用
規
格
の
番
号
及
び
必
要
な
場
合
は
発
効
年
な
ど
の
西
暦
年
︐
並
び
に
名
称
を
表
記
す
る。

例
 
1

J
I
S

K

0
1
0
2
:
2
0
1
6
工
場
排
水
試
験
方
法

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
作
成
す
る 

J
I
S 

の
場
合
︐
対
応
国
際
規
格
に
記
載
さ
れ
て
い
る
引
用
規
格

（
以

下
︐
引
用
国
際
規
格
と
い
う。

）

に
と
ら
わ
れ
ず
︐
当
該 

J
I
S 

内
の
引
用
規
格
を
︐   

次
に
よ
っ
て
︐
情
報
と
し
て
列

記
す
る。

a)

引
用
国
際
規
格
を 

J
I
S 

に
置
き
換
え
た
場
合
で
︐
対
応
国
際
規
格
を
変
更
し
て
い
る
箇
所
を
示
す
表
記
︐
及
び

引
用
国
際
規
格
の
情
報
︐
引
用
規
格
と
引
用
国
際
規
格
と
の
関
連
情
報
な
ど
を
参
考
情
報
と
し
て
記
載
す
る
と
き
の

表
記
は
︐
次
に
よ
る。

(

一)

引
用
国
際
規
格
の
情
報
は
︐
引
用
規
格
の
次
に
参
考
情
報
と
し
て
記
載
し
て
も
よ
い。

例
 
2

J
I
S

B

0
6
8
2
-
1 

製
品
の
幾
何
特
性
仕
様（

G
P
S）

－

真
円
度－

第

1

部
︓
用
語
及

び
パ
ラ
メー

タ

注
記
対
応
国
際
規
格
に
お
け
る
引
用
規
格
︓
I
S
O

1
2
1
8
1
-
1

︐
G
e
o
m
e
t
r
i
c
a
l

p
r
o
d
u
c
t

s
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s

(

G
P
S)－

R
o
u
n
d
n
e
s
s－

P
a
r
t

1
:

V
o
c
a
b
u
l
a
r
y

a
n
d

p
a
r
a
m
e
t
e
r
s

o
f

r
o
u
n
d
n
e
s
s

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



三十九

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

(
二)
対
応
国
際
規
格
で
引
用
さ
れ
て
い
る
規
定
内
容
と
技
術
的
差
異
が
あ
る 

J
I
S 

に
置
き
換
え
た
場
合
︐
又
は
引

用
国
際
規
格
に
対
応
す
る 

J
I
S 

以
外
の 

J
I
S 

に
置
き
換
え
た
場
合
に
は
︐
引
用
規
格
に
点
線
の
下
線
を
施

す。

ま
た
︐
対
応
国
際
規
格
と
の
差
異
を
説
明
す
る
補
足
情
報
は
︐
必
要
に
応
じ
て
︐
点
線
の
下
線
を
施
し

て
︐
記
載
す
る。

例
 
3

J
I
S

C

6
0
0
6
8
-
2
-
6 

環
境
試
験
方
法－

  

電
気
・
電
子－

第

2
-
6

部
︓
正
弦
波
振

動
試
験
方
法（

試
験
記
号
︓

F
c）

注
記

1 
対
応
国
際
規
格
に
お
け
る
引
用
規
格
︓
I
E
C

6
0
7
4
9
-

12
,

S
e
m
i
c
o
n
d
u
c
t
o
r

d
e
v
i
c
e
s 

— 

M
e
c
h
a
n
i
c
a
l

a
n
d

c
l
i

m
a
t
i
c

t
e
s
t

m
e
t
h
o
d
s 

— 

P
a
r
t

12
:

V
i
b
r
a
t
i
o
n
,

v
a
r
i
a
b
l
e

f
r
e
q
u
e
n
c
y

注
記

2 

対
応
国
際
規
格
に
お
け
る
引
用
規
格
の
引
用
事
項
に
相
当
す
る
内
容
を
規
定
し
て
い
る 

J
I
S

に
置
き
換
え
た。

例
 
4

J
I
S

C

6
9
5
0
-
1 

情
報
技
術
機
器－

安
全
性－

第

1

部
︓
一
般
要
求
事
項

注
記 

1 

対
応
国
際
規
格
に
お
け
る
引
用
規
格
︓
I
E
C

6
0
9
5
0
-
1
:
2
0
0
5
＋
A
M
D
1
:
2
0
0
9
＋
A
M
D
2
:
2
0
1
3
︐

I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

t
e
c
h
n
o
l
o
g
y

e
q
u
i
p
m
e
n
t－

S
a
f
e
t
y－
P
a
r
t

1
:

G
e
n
e
r
a
l

r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s

注
記 

2 

対
応
国
際
規
格
に
お
け
る
引
用
規
格
の
規
定
内
容
は
︐
置
き
換
え
た 

J
I
S 

の
規
定
内
容
と
技

術
的
に
差
異
が
あ
る。

例
 
5

J
I
S

C

6
0
0
6
8
-
2
-

20
:
2
0
1
0

環
境
試
験
方
法－

電
気
・
電
子－

第

2
-

20

部
︓
試
験－

試
験

T－

端
子
付
部
品
の
は
ん
だ
付
け
性
及
び
は
ん
だ
耐
熱
性
試
験
方
法

注
記

1 

対
応
国
際
規
格
に
お
け
る
引
用
規
格
︓
I
E
C

6
0
0
6
8
-
2
-

20
:
1
9
7
9
︐

B
a
s
i
c

e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l

t
e
s
t
i
n
g

p
r
o
c
e
d
u
r
e
s－

P
a
r
t

2
:

T
e
s
t
s－

T
e
s
t

T
:

S
o
l
d
e
r
i
n
g

注
記

2 

鉛
フ
リー

は
ん
だ
を
取
り
入
れ
る
た
め
︐
I
E
C

6
0
0
6
8
-
2
-

20 

の
第

5

版（

2
0
0
8）

に
対
応
す
る
新
の 

J
I
S 

を
引
用
し
た。

b)

引
用
国
際
規
格
を 

J
I
S 

に
置
き
換
え
ず
に
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
と
き
は
︐
引
用
国
際
規
格
に
対
応
す
る 

J
I
S

の
番
号
及
び
名
称
を
点
線
の
下
線
を
施
し
て
︐
参
考
情
報
と
し
て
記
載
し
て
も
よ
い。

例
 
6

I
S
O

3
7
3
3
︐
P
e
t
r
o
l
e
u
m

p
r
o
d
u
c
t
s

a
n
d

b
i
t
u
m
i
n
o
u
s

m
a
t
e
r
i
a
l
s－

D
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n

o
f

w
a
t
e
r－

D
i
s
t
i
l
l
a
t
i
o
n

m
e
t
h
o
d

注
記
こ
の
国
際
規
格
に
対
応
す
る 

J
I
S

K

2
2
7
5
-
1 （

原
油
及
び
石
油
製
品－

水
分
の
求
め
方

－

第

1

部
︓
蒸
留
法）

と
は
技
術
的
差
異
が
あ
る
た
め
︐
国
際
規
格
を
引
用
し
た。

引
用
国
際
規
格
が
部
編
成
の
場
合
で
︐
そ
の
ま
ま
国
際
規
格
の
規
格
群
を
引
用
す
る
と
き
に
は
︐
国
際
規
格
番

号
の
後
に

“（

a
l
l

p
a
r
t
s）

”
と
表
記
す
る。

十
五
・
五
・
二
・
三

 

規
範
文
書

J
I
S
︐
I
S
O 

規
格（

I
S
O
/
I
E
C 

規
格
を
含
む。

）

及
び 

I
E
C
規
格
を
除
く
︐
オ
ン
ラ
イ
ン
な
ど
で
利

用
で
き
る
そ
の
他
の
規
範
文
書
は
︐ 

J
I
S 

X 

0
8
0
7
に
従
っ
て
そ
の
規
範
文
書
が
特
定
で
き
る
情
報
を
記
載
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い。

十
五
・
五
・
二
・
四

 

記
載
順
序

引
用
規
格
の
並
べ
方
は
︐
通
常
︐
J
I
S
︐
I
S
O 

規
格（

I
S
O
/
I
E
C 

規
格
を
含
む。

）

︐ 

I
E
C 

規
格
︐

そ
の
他
の
規
範
文
書
の
順
と
す
る。

た
だ
し
︐
対
応
国
際
規
格
が 

I
E
C 

規
格
の 

J
I
S 

の
場
合
は
︐
I
S
O 

規
格
の

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



四十

十
六
　
用
語
及
び
定
義

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

前
に 

I
E
C 

規
格
を
記
載
す
る。

同
種
の
規
格
又
は
規
範
文
書
の
中
で
は
︐
規
格
番
号
又
は
文
書
番
号
︐
文
書
記
号
︐

文
書
名（

通
常
︐
五
十
音
順）

 

な
ど
の
順
と
す
る。

十
五
・
五
・
三

 
引
用
規
格
の
箇
条
に
は
記
載
し
な
い
規
格
・
規
範
文
書

引
用
規
格
の
箇
条
に
は
︐
本
文
な
ど
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︐
そ
の
一
部
又
は
全
部
が
当
該
規
格
の
推
奨
事

項
︐
許
容
事
項
な
ど
を
構
成
す
る
規
格
・
規
範
文
書
は
︐
記
載
し
な
い。

 

例

1 

は
推
奨
事
項
の
引
用
︐ 

例

2 

は
補

足
事
項（

参
考
文
書）
の
参
照
で
あ
り
︐
い
ず
れ
も
引
用
・
参
照
し
た
文
書
は
︐  

 引
用
規
格
の
一
覧
で
は
な
く
︐
参
考

文
献
一
覧（

 

箇
条
二
十
一 
参
照）
に
列
記
す
る。

例
 
1

こ
れ
ら
コ
ネ
ク
タ
の
接
続
で
は
︐
J
I
S

C

3
6
6
2
-
3 

に
規
定
さ
れ
た
ケー

ブ
ル
の
配
線
及
び

ケー

ブ
ル
の
直
径
を
考
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

例
 
2

通
信
の
詳
細
に
関
し
て
は
︐
J
I
S

Q

1
4
0
6
3 

参
照。

十
六 

用
語
及
び
定
義

十
六
・
一 

一
般

用
語
及
び
定
義
の
箇
条
は
︐
当
該
規
格
で
用
い
る
用
語
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
定
義
を
規
定
す
る。

必
要
な
場

合
︐
各
用
語
に
︐
注
釈
と
し
て
情
報
を
補
足
し
て
も
よ
い（

 

十
六
・
五
・
八 

参
照）

。

例

3
.
6

容
積
基
準
質
量
含
水
率（

m
o
i
s
t
u
r
e

c
o
n
t
e
n
t

m
a
s
s

b
y

v
o
l
u
m
e）

乾
燥
し
た
材
料
の
容
積
に
対
す
る
蒸
発
可
能
な
水
分
量
の
割
合

注
釈

1

“
容
積
基
準
質
量
含
水
率
“

を
適
用
す
る
場
合
に
は
︐
湿
っ
た
素
材
か
ら
の
水
の
蒸
発
方
法
を
規

定
す
る。

用
語
及
び
定
義
は
︐
独
立
し
た
用
語
規
格
で
規
定
し
て
も
よ
い。

用
語
規
格
の
作
成
方
法
並
び
に
表
形
式
の
用
語
及
び

定
義
の
表
記
方
法
は
︐ 

附
属
書
F 

に
よ
る。

十
六
・
二 

規
定
又
は
参
考

用
語
及
び
定
義
の
箇
条
は
︐
規
定
要
素
と
す
る。

十
六
・
三 

必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

用
語
及
び
定
義
の
箇
条
は
︐
定
義
す
る
用
語
が
な
い
場
合
で
も
必
須
要
素
と
す
る。

注
記

当
該
規
格
で
定
義
す
る
用
語
が
な
い
場
合
の
前
置
き
文
の
書
き
方
は
︐
十
六
・
五
・
三 

d)

参
照。

十
六
・
四 

付
番
及
び
区
分
け

用
語
は
︐
付
番
す
る。

た
だ
し
︐
用
語
に
付
番
す
る
番
号（

以
下
︐
用
語
番
号
と
い
う。

）

は
︐
細
分
箇
条
の
番
号
と

は
み
な
さ
な
い。

例
 
1

3

用
語
及
び
定
義

こ
の
規
格
で
用
い
る
主
な
用
語
及
び
定
義
は
︐
次
に
よ
る。

3
.
1

電
子
掲
示
板

コ
ン
ピ
ュー

タ
シ
ス
テ
ム
に
蓄
積
さ
れ
た
特
定
の
話
題
に
関
す
る
情
報
又
は
メ
ッ
セー

ジ
を
︐
利
用
者
が
遠
隔

地
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
た
シ
ス
テ
ム

3
.
2

コ
ン
ピ
ュー

タ
プ
ロ
グ
ラ
ム

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



四十一

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

コ
ン
ピ
ュー

タ
の
実
行
形
式
に
合
わ
せ
て
表
現
し
た
動
作
を
指
定
す
る
予
定
又
は
計
画

用
語
及
び
定
義
の
箇
条
は
︐
区
分
け
し
て
も
よ
い。

用
語
及
び
定
義
は
︐
概
念
の
階
層（

す
な
わ
ち
︐
体
系
的
な
順
序）

に
よ
っ
て
列
記
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

 

五
十
音

順
又
は
英
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
配
列
し
な
い
方
が
よ
い。

例
 
2

3

用
語
及
び
定
義

…
3
.
2

表
面
特
性

3
.
2
.
1

摩
耗

摩
擦
力
に
よ
る
表
面
の
素
材
の
損
失

…3
.
5

光
学
特
性

3
.
5
.
1

色
の
保
持

色
の
不
変
性
の
程
度

注
釈

1 

色
の
保
持
は
︐
気
候
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る。

十
六
・
五 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

十
六
・
五
・
一

 

一
般

用
語
及
び
定
義
の
箇
条
は
︐
一
つ
の
規
格
で

1

か
所
だ
け
と
す
る。

十
六
・
五
・
二

 

用
語
及
び
定
義
の
作
成
に
関
す
る
規
則

自
明
で
な
い
用
語
︐
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
用
語
及
び
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
る
解
釈
が
で
き
る
用
語
は
︐   

そ
の
定

義
を
与
え
て
概
念
を
明
確
に
す
る。

一
般
的
な
辞
書
に
あ
る
語
句
又
は
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
専
門
用
語
は
︐
当
該
規
格
で
一
般
的
な
意
味
と
は
異

な
る
特
定
の
意
味
で
用
い
る
場
合
に
だ
け
︐
用
語
と
し
て
定
義
す
る。

新
し
い
用
語
を
規
定
す
る
場
合
に
は
︐
そ
の
概
念
を
明
確
に
定
義
し
︐
そ
の
定
義
に
対
応
す
る
適
切
な
用
語
を
選
定
す

る。外
来
語
を
片
仮
名
書
き
で
用
語
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
︐
そ
れ
が
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
限

り
避
け
る。

一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
片
仮
名
書
き
の
用
語
を
採
用
し
た
場
合
に
は
︐  

 初
の
箇
所
で
原
語
を

括
弧
書
き
で
併
記
し
︐
そ
れ
以
後
は
併
記
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い。

商
品
名（

商
標
名）

︐
古
語
及
び
俗
語
は
︐
定
義
す
る
用
語
の
対
象
と
は
し
な
い。

用
語
が
幅
広
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
用
語
規
格
︐
規
格
群
の
中
で
用
い
る
用
語
を
一
つ
の
部
に
ま
と
め
て
定

義
し
た
規
格
な
ど
を
除
き
︐
当
該
規
格
で
用
い
る
用
語
だ
け
を
定
義
す
る。

あ
る
概
念
が
幾
つ
か
の
規
格
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
︐
も
一
般
的
・
基
本
的
な
規
格
又
は
独
立
の
用
語
規
格
で
︐
用

語
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

た
だ
し
︐
用
語
規
格
で
は
︐
対
象
と
す
る
用
語
は
︐
適
用
範
囲
に
示
す
分
野
で

用
い
る
も
の
に
限
っ
て
定
義
す
る。

同
じ
分
野
の
そ
の
他
の
規
格
は
︐
こ
れ
ら
の
用
語
規
格
の
定
義
を
繰
り
返
さ
ず
に
用

い
る
こ
と
が
望
ま
し
い（

例
に
表
記
し
た 

3
.
3 

参
照）

。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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四十二

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

あ
る
概
念
に
つ
い
て
の
用
語
及
び
定
義
を
規
定
す
る
前
に
︐
同
じ
概
念
を
表
す
他
の
用
語
及
び
定
義
が
他
の
規
格
に
存

在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
︐
重
複
及
び
定
義
の
内
容
の
矛
盾
を
避
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

例

3

用
語
及
び
定
義

こ
の
規
格
で
用
い
る
主
な
用
語
及
び
定
義
は
︐
次
に
よ
る
ほ
か
︐
J
I
S

X

0
0
0
1 

に
よ
る。

3
.
1

相
互
運
用
性

…
3
.
2

仮
想
機
械

…
3
.
3

利
用
者
名

利
用
者（

 

J
I
S

X

0
0
1
7

の
17
.
0
9
.

01 

参
照）

を
識
別
す
る
た
め
の
英
字（

J
I
S

X

0
0
0
4

の
04
.
0
3
.

04 
参
照）

の
列

十
六
・
五
・
三

 

前
置
き
文

用
語
及
び
定
義
の
箇
条
で
は
︐
前
置
き
文
と
し
て
︐
通
常
︐
次
の
い
ず
れ
か
の
定
型
文
を
用
い
る。

a)

当
該
規
格
だ
け
で
用
語
を
定
義
す
る
場
合

”
こ
の
規
格
で
用
い
る
主
な
用
語
及
び
定
義
は
︐
次
に
よ
る。

”

b)

別
の
規
格
で
定
義
し
て
い
る
用
語
の
定
義
を
適
用
す
る
場
合

”
こ
の
規
格
で
用
い
る
主
な
用
語
及
び
定
義
は
︐
J
I
S

X

X
X
X
X 
に
よ
る。

”

c)

当
該
規
格
で
特
定
の
用
語
を
定
義
し
︐
か
つ
︐
他
の
規
格
か
ら
用
語
の
定
義
を
引
用
し
て
適
用
す
る
場
合

”
こ
の
規
格
で
用
い
る
主
な
用
語
及
び
定
義
は
︐
次
に
よ
る
ほ
か
︐
J
I
S

X

X
X
X
X 

に
よ
る。

”

d)

定
義
す
べ
き
用
語
が
な
い
場
合

”
こ
の
規
格
に
は
︐
定
義
す
る
用
語
は
な
い。

”

個
々
の
“

用
語
及
び
定
義
“

は
︐
細
分
箇
条
で
は
な
く
︐
用
語
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
︐
用
語
及
び
定
義
の
箇

条
の
前
置
き
文
は
ぶ
ら
下
が
り
段
落（

 

二
十
二
・
三
・
三 

参
照）

で
は
な
い。

十
六
・
五
・
四

 

用
語

用
語
は
︐
次
に
区
分
け
す
る。

－

優
先
用
語 

特
定
の
概
念
に
対
す
る
︐
当
該
規
格
全
体
で
優
先
的
に
用
い
る
用
語

。

用
語
番
号
の
次
の
行
に
︐
太
字

で
表
記
す
る。

複
数
の
優
先
用
語
が
あ
る
場
合
は
︐
コ
ン
マ
で
区
切
っ
て
列
記
す
る。

－

代
替
用
語 

使
用
可
能
な
︐
優
先
用
語
の
同
義
語

。
優
先
用
語
の
次
の
行
に
︐
”

代
替
用
語
“

と
表
記
し
た
後
︐
標

準
字
体
で
表
記
す
る。

－

推
奨
し
な
い
用
語 

優
先
用
語
の
同
義
語
で
あ
る
が
︐
慣
用
語
で
あ
る
︐
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
︐
廃
止
さ
れ
た
な

ど
の
理
由
に
よ
っ
て
︐
使
用
を
推
奨
し
な
い
用
語。

代
替
用
語
の
次
の
行
に（

代
替
用
語
が
な
い
場
合
は
︐
優
先
用

語
の
次
の
行
に）

︐
”

推
奨
し
な
い
用
語
“

と
表
記
し
た
後
︐
標
準
字
体
で
表
記
す
る。

例
 
1

3
.
1

海
図
基
準
面（

c
h
a
r
t

d
a
t
u
m）

代
替
用
語
︓
海
図
水
深
基
準
面（

c
h
a
r
t

s
o
u
n
d
i
n
g

d
a
t
u
m）

 

海
図
に
お
い
て
水
深
の
基
準
と
な
る
面

例
 
2

3
.
5

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



四十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

粘
着
剤

推
奨
し
な
い
用
語
︓
に
か
わ
粘
着
に
よ
っ
て
素
材
同
士
を
接
着
可
能
な
物
質

用
語
と
し
て
記
載
し
て
よ
い
事
項
な
ど
は
︐
次
に
よ
る。

－

用
語
は
︐
2

語
以
上
記
載
し
て
も
よ
い。

－

用
語
に
は
︐
略
語
及
び
量
記
号
を
含
め
て
よ
い。

－

数
学
記
号（

J
I
S

Z

8
2
0
1 

参
照

）

及
び
記
述
符
号（

H
・
四
参
照）

並
び
に
そ
れ
ら
の
文
字
ス
タ
イ

ル（

例
え
ば
︐
フ
ォ
ン
ト）

は
︐
そ
れ
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
︐
用
い
て
も
よ
い。

必
要
な
場
合
に
は
︐
対
応
英
語
︐
漢
字
の
読
み
な
ど
を
︐
用
語
に
続
け
て
括
弧
内
に
標
準
字
体
で
表
記
し
て
よ
い。

た

だ
し
︐
こ
れ
ら
は
当
該
用
語
と
は
み
な
さ
な
い。

対
応
英
語
は
︐
対
応
国
際
規
格
で
定
義
さ
れ
て
い
る
用
語
に
つ
い
て
は

必
須
と
す
る
が
︐
そ
の
他
は
任
意
選
択
と
す
る。

対
応
英
語
は
︐
通
常
︐
小
文
字
を
用
い
る。

 

対
応
英
語
が
複
数
あ
る

場
合
は
︐
通
常
︐
語
句
の
間
を
コ
ン
マ
で
区
切
っ
て
列
記
す
る。

例
 
3

3
.

52

発
光
ダ
イ
オー

ド
︐
L
E
D（

l
i
g
h
t

e
m
i
t
t
i
n
g

d
i
o
d
e）

半
導
体
内
で
の
キ
ャ
リ
ア
の
発
光
再
結
合
に
よ
っ
て
波
長
範
囲 

180

n
m～

1

m
m

の
電
磁
放
射
を
発

生
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
半
導
体

p
-
n

接
合
デ
バ
イ
ス

例
 
4

3
.

74

放
射
パ
ワー

︐P

︐
放
射
束
︐
#

e（

r
a
d
i
a
n
t

p
o
w
e
r

︐
r
a
d
i
a
n
t

f
l
u
x）

放
射
の
形
態
で
放
出
︐
伝
送
又
は
受
光
す
る
パ
ワー

 

注
釈

1 

単
位
︓
ワ
ッ
ト（

W）
。

十
六
・
五
・
五

 

定
義

定
義
は
︐
で
き
る
限
り
︐
規
格
中
の
当
該
用
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
な
句
の
形
式
で
記
載
し
︐
文
末
に
は
句
点

を
付
け
な
い。

定
義
に
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
含
め
て
は
な
ら
な
い。

用
語
ご
と
に
一
つ
の
定
義
だ
け
を
規
定
す
る。

一
つ
の
用
語
で
複
数
の
概
念
を
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
︐   

各
概
念

に
対
応
さ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
用
語
を
繰
り
返
し
て
表
記
す
る。
そ
の
場
合
︐
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
文
の
前
に
山
括
弧
“＜

＞

”
を
付
け
て
適
用
領
域
を
示
す。

例

3
.
1
.
7

型

＜

押
出＞

  

そ
こ
を
通
し
て
塑
性
材
料
が
押
し
出
さ
れ
る
︐
成
形
孔
を
備
え
た
金
属
ブ
ロ
ッ
ク

3
.
1
.
8

型

＜

鋳
型＞

  

そ
こ
に
お
い
て
鋳
物
が
形
成
さ
れ
る
︐
空
洞
を
囲
む
部
分
の
組
合
せ
定
義
の
文
中
に
︐

定
義
す
る
当
該
用
語
を
含
め
て
は
な
ら
な
い。

循
環
定
義
を
し
て
は
な
ら
な
い。

定
義
は
︐
優
先
用
語
︐
代
替
用
語
又
は
推
奨
し
な
い
用
語
の
う
ち
︐  

 後
に
表
記
し
た
用
語
の
次
の
行
に
記
載
す
る

（

十
六
・
五
・
四 

の
例

1 

及
び
例

2 

参
照）

。

十
六
・
五
・
六

 

例

例
は
︐
箇
条
二
十
五 

に
よ
る。

た
だ
し
︐
用
語
ご
と
に
“
1
”

か
ら
順
に
付
番
す
る。

一
つ
の
用
語
に
対
す
る
例
が
一

つ
の
場
合
は
︐
番
号
を
付
け
な
い（

 

十
六
・
五
・
七 

の
例

1
及
び 

十
六
・
五
・
八 

の
例
参
照）

。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



四十四

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

十
六
・
五
・
七

 

非
言
語
表
現

定
義
は
︐
図
︐
表
及
び
式
を
用
い
て
補
足
説
明
し
て
も
よ
い。

定
義
は
︐
式
だ
け
で
示
し
て
も
よ
い。

例
 
1

3
.
5

ば
り（
b
u
r
r）

か
ど
の
エ
ッ
ジ
に
お
け
る
︐
幾
何
学
的
な
形
状
の
外
側
の
残
留
物
で
︐
機
械
加
工
又
は
成
形
工
程
に
お
け
る
部

品
上
の
残
留
物

例 

ば
り
の
例
を
図
x

に
示
す。

a) b ) c)

記号説明
a︓ばりの寸法

図 x－ばりの例

例
 
2

3
.
2

熱
流
量（

h
e
a
t

f
l
o
w

r
a
t
e）

あ
る
系
へ
︐
又
は
あ
る
系
か
ら
移
動
す
る
単
位
時
間
当
た
り
の
熱
量

注
釈

1 

熱
流
量
は
︐
次
の
式
か
ら
求
め
ら
れ
る。

Phi = frac{dQ}{dt} = frac{Q}{t}

こ
こ
で
︐

Phi

︓

熱
流
量（

W）
Q

︓

流
量（

J）
t

︓

時
間（

s）

十
六
・
五
・
八

 

注
釈

注
釈
は
︐
用
語
及
び
定
義
の
理
解
又
は
利
用
を
助
け
る
た
め
︐
必
要
に
応
じ
て
︐
次
の
よ
う
な
内
容
を
記
載
す
る。

－

用
語
の
使
用
に
関
す
る
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
︐
可
能
性
・
能
力
事
項
及
び
／
又
は
補
足
事
項

－

量
に
適
用
す
る
単
位
に
関
す
る
事
項

－

優
先
用
語
と
し
て
略
語
を
選
択
し
た
理
由
の
説
明

注
記
注
釈
は
︐
本
文
の
注
記（

箇
条
二
十
四 

参
照）

又
は
注（

箇
条
二
十
六 

参
照）

 

と
は
異
な
る
規
定
に
な
っ
て
い

る。注
釈
は
︐
”

注
釈
“

と
表
記
し
︐
用
語
ご
と
に
“
1
”

か
ら
順
に
付
番
す
る（

例
参
照）

。

注
釈
が
一
つ
の
場
合
で

も
︐
付
番
す
る（

 

十
六
・
一 

の
例
及
び 

十
六
・
四 

の
例

2 

参
照）

。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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四十五

十
七
　
記
号
及
び
略
語

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

注
釈
は
︐
定
義
の
次
の
行（

例
が
あ
る
場
合
に
は
︐
例
の
次
の
行）

に
記
載
す
る。

例

3
.
1
.
4

連
続
尺
度

取
り
得
る
値
が
連
続
し
た
値
か
ら
成
る
尺
度
例
間
隔
尺
度
又
は
比
例
尺
度

注
釈

1 

連
続
尺
度
は
︐
”

値
“

を
グ
ルー

プ
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︐
離
散
尺
度
に
変
換
可
能
で
あ
る。

こ
の
変
換
に
よ
っ
て
︐
幾
ら
か
の
情
報
損
失
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い。

そ
の
結
果
得
ら
れ
る
離
散
尺

度
は
︐
し
ば
し
ば
順
序
尺
度
と
な
る。

注
釈

2 
尺
度
の
分
解
能
は
︐
測
定
シ
ス
テ
ム
の
能
力
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る。

そ
の
よ
う

な
測   

定
の
限
界
に
よ
っ
て
︐
測
定
値
が
離
散
的
な
尺
度
︐
す
な
わ
ち
順
序
尺
度
で
表
さ
れ
る
場
合
も
あ
る。

（

出
典
︓
J
I
S

Z

8
1
0
1
-
2
:
2
0
1
5

の 

1
.
1
.
4）

十
六
・
五
・
九

 

出
典

必
要
が
あ
っ
て
︐
他
の
規
格
で
規
定
す
る
用
語
を
転
載
し
て
︐
そ
の
ま
ま
定
義
す
る
場
合
又
は
変
更
し
て
定
義
す
る
場

合
に
は
︐
出
典
と
し
て
元
の
規
格
の
番
号（
発
効
年
又
は
発
行
年
を
含
め
る。

）

及
び
用
語
番
号
を
付
記
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い。

元
の
規
格
の
定
義
を
変
更
し
た
場
合
︐
そ
の
変
更
内
容
を
簡
潔
に
記
載
す
る。

出
典
は
︐
用
語
及
び
定
義
の
一
覧
の
後
の
行
に
︐
”

出
典
“

と
表
記
し
て
記
載
す
る。

出
典
の
記
載
は
︐
補
足
情
報
で

あ
る。定

義
文
の
中
で
︐
当
該
規
格
で
定
義
し
た
他
の
用
語
を
用
い
る
場
合
は
︐
そ
の
用
語
番
号
を
付
記
し
て
も
よ
い。

例

3
.
1
.
6

紛
争
解
決
者（

d
i
s
p
u
t
e

r
e
s
o
l
v
e
r）

紛
争
の
解
決
に
お
い
て
︐
当
時
者
を
援
助
す
る
た
め
︐
D
R
P

提
供
者（

 

3
.
1
.
7）

に
よ
っ
て
選
定

さ
れ
る
個
人

（

出
典
︓ 

J
I
S

Q

1
0
0
0
3
:
2
0
1
0

の 

3
.
7 

を
変
更）

3
.
1
.
7

D
R
P 

提
供
者（

D
R
P
-
p
r
o
v
i
d
e
r）

組
織
の
外
部
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
を
提
供
し
︐
運
用
す
る
個
人
又
は
組
織

（

出
典
︓ 

J
I
S

Q

1
0
0
0
3
:
2
0
1
0

の 

3
.
9 

を
変
更）

十
六
・
五
・
十

 

注
及
び
注
記

用
語
及
び
定
義
の
箇
条
で
は
︐
前
置
き
文
を
除
き
︐
注
及
び
注
記
は
用
い
な
い。

十
七 

記
号
及
び
略
語

十
七
・
一 

一
般

記
号
及
び
略
語
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

で
は
︐
当
該
規
格
で
用
い
る
記
号
及
び
略
語
の
一
覧
を
用
語
︐
説
明
な
ど

と
と
も
に
示
す。

十
七
・
二 

規
定
又
は
参
考

記
号
及
び
略
語
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

は
︐
規
定
要
素
と
す
る。

十
七
・
三 

必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

記
号
及
び
略
語
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

は
︐
条
件
付
き
要
素
と
す
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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四十六

十
八
　
測
定
方
法
及
び
試
験
方
法

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

十
七
・
四 

付
番
及
び
区
分
け

記
号
及
び
略
語
に
付
番
す
る
必
要
は
な
い。

利
便
性
の
た
め
に
︐
”

記
号
及
び
略
語
“

を
“

用
語
及
び
定
義
”

と
組
み
合
わ
せ
て
︐
例
え
ば
︐
”

用
語
及
び
定
義
並
び
に
記
号
及
び
略
語
“

の
よ
う
に
複
合
名
称
と
し
て
ま
と
め
て
規
定

し
て
も
よ
い。

十
七
・
五 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

当
該
規
格
で
用
い
て
い
る
記
号
及
び
略
語
だ
け
を
列
記
す
る。

技
術
的
基
準
を
反
映
す
る
た
め
に
特
別
の
順
序
で
記
号
を
列
記
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
︐
全
て
の
記
号
及
び
略

語
は
次
に
示
す
順
序
で
︐
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
列
記
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

－

大
文
字
︐
小
文
字
の
順

－

添
字
な
し
︐
文
字
添
字
付
き
の
文
字
︐
数
字
添
字
付
き
の
文
字
の
順

－

ロー

マ
字
︐
ギ
リ
シ
ャ
文
字
︐
そ
の
他
の
記
号
の
順

例

B

,b

,C

,C_m

,C_2

,c
,d
,

d_{"ext"}

,

d_{"int"}

,d_1

,z

,

Gamma

,gamma

,

omega

,#

十
八 

測
定
方
法
及
び
試
験
方
法

十
八
・
一 

一
般

測
定
方
法
及
び
試
験
方
法
は
︐
特
性
値
を
求
め
る
た
め
の
手
順
︐
要
求
事
項
へ
の
適
合
を
確
認
す
る
た
め
の
手
順
及
び

／
又
は
結
果
の
再
現
性
を
確
保
す
る
た
め
の
手
順
に
つ
い
て
規
定
す
る。

測
定
方
法
及
び
試
験
方
法
は
︐
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
規
定
す
る。

－

独
立
し
た
箇
条
又
は
細
分
箇
条
と
し
て
規
定
す
る。

－

性
能
︐
品
質
な
ど
の
箇
条
に
含
め
て
規
定
す
る。

－

附
属
書（

箇
条
二
十 

参
照）

と
し
て
規
定
す
る。

－

別
の
部（

六
・
三 

参
照）

と
し
て
規
定
す
る。

測
定
方
法
及
び
試
験
方
法
は
︐
他
の
複
数
の
規
格
で
引
用
・
参
照
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
︐
別
の
規
格
と
し
て

作
成
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

十
八
・
二 

規
定
又
は
参
考

測
定
方
法
及
び
試
験
方
法
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

は
︐
通
常
︐
規
定
要
素
と
す
る。

十
八
・
三 

必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

測
定
方
法
及
び
試
験
方
法
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

は
︐
条
件
付
き
要
素
と
す
る。

十
八
・
四 

付
番
及
び
区
分
け

測
定
方
法
及
び
試
験
方
法
は
︐
次
の
よ
う
な
項
目
及
び
順
序
に
分
割
し
て
も
よ
い（

該
当
す
る
場
合）

。

a)

原
理
・
原
則

b)

試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料（

十
八
・
五
・
三 

参
照）

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



四十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

c)
試
験
装
置
及
び
試
験
器
具（

十
八
・
五
・
四 

参
照）

d)
試
料
及
び
試
験
片
の
調
製
及
び
保
管

e)
測
定
・
試
験
手
順

f)

測
定
・
試
験
結
果
の
表
し
方［

必
要
な
場
合
に
は
︐
計
算（

算
出）

方
法
︐
試
験
方
法
の
精
度
︐
測
定
の
不
確
か
さ

な
ど
を
含
め
る。

］

g)

報
告
書（

十
八
・
五
・
八 

参
照）

健
康
︐
安
全
及
び
環
境
に
関
す
る
警
告
が
必
要
な
場
合
︐
一
般
的
な
警
告
文
は
︐
試
験
方
法
の
規
定
の   

初
に
記
載
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い。

ま
た
︐
個
別
の
警
告
文
を
︐
試
験
方
法
の
関
連
す
る
内
容
の
次
に
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

J
I
S 

Z 

8
0
5
1 

参
照。

一
般
的
な
警
告
文
の
例
を
例

1 

及
び
例

2 

に
示
す。

例
 
1

警
告 

こ
の
規
格
を
用
い
る
場
合
︐
危
険
な
物
質
︐
操
作
及
び
機
器
が
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
︐   

こ

の
規
格
の
目
的
は
︐
関
連
す
る
全
て
の
安
全
性
又
は
環
境
上
の
問
題
を
網
羅
す
る
こ
と
で
は
な
い。

例
 
2

警
告 

こ
の
規
格
に
基
づ
い
て
試
験
を
行
う
者
は
︐
通
常
の
試
験
室
で
の
作
業
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
を
前
提

と
す
る。

こ
の
規
格
は
︐
そ
の
使
用
に
関
し
て
起
こ
る
全
て
の
安
全
上
の
問
題
を
取
り
扱
お
う
と
す
る
も
の
で

は
な
い。

こ
の
規
格
の
利
用
者
は
︐
各
自
の
責
任
に
お
い
て
安
全
及
び
健
康
に
対
す
る
適
切
な
措
置
を
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い。

個
別
の
警
告
文
の
例
を
例

3～

例

6 

に
示
す。

例
 
3

警
告 

シ
ア
ン
化
物
溶
液
は
︐
非
常
に
毒
性
が
高
く
︐
吸
引
を
避
け
る
た
め
の
適
切
な
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い。

ま
た
︐
溶
液
の
処
分
に
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

例
 
4

警
告 

温
度
が
高
す
ぎ
る
と
︐
圧
力
上
昇
に
よ
る
安
全
バ
ル
ブ
の
噴
出
を
伴
う
分
解
溶
液
の
激
し
い
発
熱
反
応

を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
︐
分
析
試
料
を
失
う
可
能
性
も
あ
る。

例
 
5

警
告 

こ
の
試
験
に
は
︐
高
温
装
置
の
取
扱
い
を
含
ん
で
い
る。

ま
た
︐
一
部
の
鉄
鋼
石
で
は
︐
試
料
を
高
温

容
器
に
装
塡
す
る
と
き
噴
出
す
る
可
能
性
が
あ
る。

例
 
6

警
告 

こ
の
試
験
で
使
用
す
る
試
薬
は
︐
腐
食
性
が
非
常
に
高
く
︐
一
部
の
試
薬
は
毒
性
も
強
い
の
で
︐   

安
全

対
策
が
必
要
で
あ
る。

そ
れ
だ
け
で
な
く
︐
こ
の
試
験
で
は
︐
高
温
及
び
高
圧
の
対
策
も
必
要
で
あ
る。

十
八
・
五 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

十
八
・
五
・
一

 

一
般

試
験
は
︐
必
要
な
場
合
に
は
︐
形
式
試
験
︐
性
能
試
験
︐
抜
取
試
験
︐
受
渡
試
験
︐
工
程
試
験
な
ど
︐
試
験
の
種
類
を

区
別
し
て
規
定
す
る。

試
験
の
順
序
が
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
は
︐
試
験
の
順
序
を
規
定
す
る。

製
品
規
格
の
場
合
︐
そ
の
性
能
︐
抜
取
方
法
及
び
試
験
方
法
は
相
互
に
関
連
す
る
の
で
︐
こ
れ
ら
の
要
素
を
一
つ
の
規

格
の
中
で
別
の
箇
条
と
す
る
場
合
︐
又
は
別
の
規
格
と
す
る
場
合
で
も
︐
こ
れ
ら
を
一
体
的
に
運
用
す
る
こ
と
が
分
か
る

よ
う
に
規
定
す
る。

特
定
の
抜
取
方
法
が
必
要
な
場
合
は
︐
そ
れ
を
試
験
方
法
に
明
記
す
る。

一
般
的
な
試
験
方
法
に
関
す
る
規
格
が
あ
る
場
合
︐
及
び
類
似
の
特
性
を
対
象
と
す
る
試
験
方
法
を
他
の
規
格
で
規
定

し
て
い
る
場
合
に
は
︐
こ
れ
ら
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
適
用
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る。

試
験
方
法
を
規
定
す
る
規
格
及
び
試
験
方
法
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

に
は
︐
試
験
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
義
務
を
含
め
て
は
な
ら
な
い。

試
験
方
法
の
規
格
及
び
試
験
方
法
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

 

は
︐
必
要
に
応

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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四十八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

じ
て
引
用
さ
れ
︐
引
用
先（

例
え
ば
︐
同
じ
規
格
︐
別
の
規
格
︐
法
規
︐
受
渡
当
事
者
間
の
契
約）

で
評
価
が
で
き
る
よ

う
に
︐
試
験
方
法
だ
け
を
規
定
す
る。

製
品
規
格
に
お
い
て
“

当
該
規
格
に
適
合
す
る
“

と
は
︐
該
当
す
る
全
て
の
試
験
項
目
を
実
施
し
︐
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目

に
対
応
す
る
要
求
事
項
を
満
た
し
た
こ
と
を
意
味
す
る。

規
格
で
︐
製
品
︐
プ
ロ
セ
ス
及
び
サー

ビ
ス
の
適
合
性
評
価
に
関
す
る
統
計
的
方
法
を
規
定
す
る
場
合
は
︐
母
集
団
又

は
ロ
ッ
ト
の
適
合
性
に
関
す
る
も
の
だ
け
を
規
定
す
る。

同
程
度
の
信
頼
度
が
得
ら
れ
る
場
合
は
︐
破
壊
試
験
方
法
に
代
え
て
非
破
壊
試
験
方
法
を
選
択
す
る。

試
験
装
置
に
関
す
る
規
定
は
︐
当
該
装
置
を
用
い
た
試
験
か
ら
得
よ
う
と
す
る
特
性
の
水
準
を
考
慮
し
て
︐
試
験
装
置

の
確
度
︐
等
級
な
ど
を
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

十
八
・
五
・
二

 

付
番

個
々
の
試
薬
︐
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
及
び
装
置
・
器
具
は
︐
た
と
え
そ
れ
が
一
つ
だ
け
で
あ
っ
て
も
︐   

引
用
・
参
照

で
き
る
よ
う
に
付
番
す
る。

個
々
の
試
薬
︐
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
及
び
装
置
・
器
具
の
表
記
は
︐
細
別
で
あ
る
が
︐
細
分
箇
条
と
同
じ
形
式
で
付

番
し
て
も
よ
い（

 

十
八
・
五
・
三 

の
例
参
照）

。

十
八
・
五
・
三

 

試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料

試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

の
題
名
は
︐
”

試
薬
“

︐
”

物
質
・
材
料
“

︐

”
試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
“

な
ど
と
す
る。

試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

は
︐
当
該
規
格
で
用
い
る
試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・

材
料
の
細
別
を
示
す
も
の
で
︐
条
件
付
き
要
素
と
す
る。

試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

の
内
容
は
︐
通
常
︐
選
択
要
素
で
あ
る
前
置
き
文
︐
並

び
に
一
つ
以
上
の
試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
の
細
別
で
構
成
す
る。

前
置
き
文
は
︐
相
互
に
引
用
・
参
照
し
な
い
記
載
事
項
を
明
記
す
る
場
合
に
だ
け
用
い
る。

相
互
に
引
用
・
参
照
す
る

項
目
は
︐
前
置
き
文
に
含
め
て
は
な
ら
ず
︐
試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
の
一
覧
に
含
め
て
記
載
す
る。

試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
の
一
覧
は
︐
細
分
箇
条
で
は
な
く
︐
試
薬
な
ど
の
名
称
を
列
記
し
た
細
別
で
あ
る
た

め
︐
そ
の
一
覧
に
つ
い
て
記
載
す
る
前
置
き
文
は
ぶ
ら
下
が
り
段
落（

 

二
十
二
・
三
・
三
参
照）

で
は
な
い。

試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

の
番
号
及
び
題
名
は
︐
同
じ
行
に
置
く。

こ
の
後
に
続

く
前
置
き
文
は
︐
行
を
変
え
て
記
載
す
る。

更
に
行
を
変
え
て
︐
試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
の
細
別
符
号
並
び
に

題
名
を
表
記
し
︐
必
要
な
場
合
︐
行
を
変
え
ず
に
ス
ペー

ス
を
入
れ
て
規
定
文
を
続
け
る。

例
 
 
—
試
薬
試
薬
は
︐
分
析
用
と
し
て
規
定
し
て
い
る
試
薬
︐
及
び
蒸
留
水
又
は
こ
れ
と
同
等
の
純
度
の
水
だ
け
を
用
い

る。5
.
1

洗
浄
媒
体 

洗
浄
媒
体
は
︐
例
え
ば
︐
メ
タ
ノー

ル
又
は
液
体
洗
剤
を
数
滴
含
む
水

十
八
・
五
・
四

 

試
験
装
置
及
び
試
験
器
具

試
験
装
置
及
び
試
験
器
具
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

の
題
名
は
︐
”

試
験
装
置
“

︐
”

試
験
器
具
“

︐
”

試
験
装
置

及
び
試
験
器
具
“

な
ど
と
す
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
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規
格
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の
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及
び
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四十九

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

試
験
装
置
及
び
試
験
器
具
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

は
︐
当
該
規
格
で
用
い
る
試
験
装
置
及
び
試
験
器
具
に
つ
い
て

規
定
す
る
条
件
付
き
要
素
と
す
る。

試
験
装
置
及
び
試
験
器
具
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

の
構
成
︐
並
び
に
前
置
き
文
︐
細
別
符
号
︐
題
名
及
び
規
定
文

の
表
記
の
方
法
は
︐ 

十
八
・
五
・
三 

に
準
じ
て
規
定
す
る。

例

A
.
2

試
験
装
置
及
び
試
験
器
具

試
験
装
置
及
び
試
験
器
具
は
︐
次
に
よ
る。

A
.
2
.
1

ミ
ク
ロ
ビ
ュ
レ
ッ
ト

J
I
S

R

3
5
0
5 

に
規
定
す
る
も
の

A
.
2
.
2

白
金
る
つ
ぼ

J
I
S

H

6
2
0
1 

に
規
定
す
る
化
学
分
析
用
る
つ
ぼ

A
.
2
.
3

デ
シ
ケー
ター

A
.
2
.
4

電
気
炉 (600 pm 10)
℃
に
調
整
可
能
な
も
の

製
造
業
者
が
一
つ
だ
け
の
試
験
装
置
及
び
試
験
器
具
は
︐
規
定
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い。

入
手
が
容
易
で
な
い
場
合

は
︐
全
て
の
関
係
者
が
試
験
結
果
を
比
較
で
き
る
よ
う
に
︐
試
験
装
置
及
び
試
験
器
具
の
仕
様
を
規
定
す
る。

商
標
名
を

表
記
す
る
場
合
に
は
︐ 

箇
条
三
十
一 

に
よ
る。

十
八
・
五
・
五

 

複
数
あ
る
場
合
の
試
験
方
法
の
選
択

あ
る
特
性
に
つ
い
て
︐
適
切
な
試
験
方
法
が
二
つ
以
上
あ
る
場
合
は
︐
通
常
︐
そ
の
一
つ
を
採
用
す
る。

や
む
を
得
ず

複
数
の
試
験
方
法
を
規
定
す
る
場
合
に
は
︐
疑
義
又
は
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
基
準
と
な
る
試
験
方
法（

基
準
試
験
方

法
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る。

）

を
明
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

十
八
・
五
・
六

 

精
確
さ
に
基
づ
く
試
験
方
法
の
選
択

試
験
方
法
を
選
択
す
る
場
合
は
︐
そ
の
試
験
方
法
の
︐
評
価
す
る
特
性
値
及
び
許
容
範
囲
に
関
す
る
精
確
さ

（

a
c
c
u
r
a
c
y）

を
考
慮
す
る。

選
択
し
た
試
験
方
法
は
︐
試
料
が
規
定
し
た
要
求
事
項
を
満
た
す
か
ど
う
か
を

明
確
に
判
断
で
き
る
方
法
と
す
る。

技
術
的
に
必
要
な
場
合
は
︐
試
験
方
法
ご
と
に
精
確
さ
の
限
界（

例
え
ば
︐
許
容
値
︐
不
確
か
さ）
を
規
定
す
る。

十
八
・
五
・
七

 

試
験
装
置

製
品
規
格
に
お
い
て
︐
別
の
製
品
に
も
適
用
可
能
な
試
験
装
置
の
仕
様
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
方
が
よ
い。

 
こ
の
よ

う
な
場
合
︐
当
該
試
験
装
置
に
関
す
る
規
定
を
別
規
格
と
し
︐
製
品
規
格
で
は
そ
の
試
験
装
置
の
規
格
を
引
用
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い。

十
八
・
五
・
八

 

報
告
書

報
告
書
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

は
︐
試
験
報
告
書
な
ど
に
含
め
る
情
報
を
規
定
す
る。

報
告
書
の
箇
条 （

又
は
細

分
箇
条）

で
は
︐
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
試
験
に
関
す
る
項
目
を
規
定
す
る。

－

試
料

－

適
用
し
た
規
格
な
ど（

発
効
年
な
ど
を
含
む。

）

－

適
用
し
た
方
法（

規
格
に
複
数
の
方
法
が
存
在
す
る
場
合）

－

結
果（

計
算
方
法
を
示
し
た
箇
条
︐
細
分
箇
条
な
ど
も
表
記
す
る。

）

－

手
順
か
ら
の
逸
脱

－

観
察
さ
れ
た
異
常
な
特
徴
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五十

十
九
　
表
示
︐
包
装
及
び
添
付
文
書

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

－
試
験
日

十
九 
表
示
︐
包
装
及
び
添
付
文
書

十
九
・
一 

一
般

製
品
及
び
包
装
へ
の
表
示
並
び
に
添
付
文
書
は
︐
製
品
の
製
造
︐
調
達
及
び
使
用
に
関
す
る
重
要
事
項
で
あ
る。

特
に

安
全
性
が
重
要
な
製
品
な
ど
で
は
︐
製
品
へ
の
表
示
︐
包
装
へ
の
表
示
及
び
／
又
は
添
付
文
書
に
関
わ
る
規
定
を
設
け

る。ま
た
︐
製
品
︐
材
料
な
ど
の
包
装
に
つ
い
て
︐
必
要
な
場
合
に
は
︐
規
定
を
設
け
る。

十
九
・
二 

規
定
又
は
参
考

表
示
︐
包
装
及
び
添
付
文
書
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

は
︐
通
常
は
規
定
要
素
と
す
る
が
︐
例
外
も
あ
る 

（

例
え

ば
︐
製
品
及
び
包
装
の
表
示
並
び
に
添
付
文
書
に
関
し
て
例
示
だ
け
を
示
す
場
合）

。

十
九
・
三 

必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

表
示
︐
包
装
及
び
添
付
文
書
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

は
︐
条
件
付
き
要
素
と
す
る。

十
九
・
四 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

十
九
・
四
・
一

 

一
般

製
品
及
び
包
装
へ
の
表
示
並
び
に
添
付
文
書
は
︐
特
に
消
費
者
向
け
製
品
に
関
す
る
製
品
規
格
の
場
合
に
は
︐   

可
能
な

限
り
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
あ
る。

た
だ
し
︐
製
品
若
し
く
は
包
装
の
い
ず
れ
か
一
方
に
し
か
表
示
で
き
な

い
と
き
︐
又
は
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
に
表
示
す
れ
ば
十
分
な
と
き
に
は
︐
製
品
に
表
示
す
る
か
又
は
包
装
に
表
示
す
る
か

の
区
別
を
明
確
に
規
定
す
る。

必
要
な
場
合
に
は
︐
表
示
の
方
法
︐
手
段
な
ど
に
つ
い
て
規
定
す
る
か
︐
又
は
推
奨
す
る
方
法
を
示
す。

表
示
︐
包
装
及
び
添
付
文
書
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

に
は
︐
規
格
へ
の
適
合
性
に
関
わ
る
事
項
を
規
定
し
て
は
な

ら
な
い。

適
合
性
の
表
示
は
︐
通
常
︐
認
証
制
度
に
関
す
る
規
則
に
基
づ
い
て
適
用
す
る。

安
全
に
関
す
る
事
項
の
製
品
及
び
包
装
へ
の
表
示
並
び
に
安
全
に
関
す
る
添
付
文
書
へ
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
︐

J
I
S 

Z 

8
0
5
1 

に
規
定
し
て
い
る。

特
に
︐
子
ど
も
の
安
全
に
関
す
る
事
項
の
表
示
及
び
安
全
に
関
す
る
添
付
文

書
へ
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
︐ 

J
I
S 

Z 

8
0
5
0 

に
規
定
し
て
い
る。

製
品
︐
材
料
な
ど
の
発
注
時
に
提
示
す
る
情
報
は
︐
参
考
と
し
て
附
属
書
で
補
完
し
て
も
よ
い。

十
九
・
四
・
二

 

製
品
及
び
包
装
へ
の
表
示
に
関
す
る
要
求
事
項

製
品
及
び
包
装
へ
の
表
示
に
つ
い
て
は
︐
次
の
項
目
か
ら
必
要
に
応
じ
て
規
定
す
る。

a)

製
品
の
識
別
の
た
め
の
次
の
事
項

(

一)

製
造
業
者
名
︐
そ
の
略
称
又
は
略
号
︐
及
び
所
在
地

(

二)

責
任
あ
る
供
給
者
名
又
は
そ
の
略
号
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五十一

二
十
　
附
属
書

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

(
三)
製
品
に
関
す
る
表
示［

例
え
ば
︐
商
品
名
︐
モ
デ
ル
︐
型
式
番
号
︐
製
造
年
月
日
︐
製
造
番
号
︐
呼
び
方（

国

際
的
に
標
準
化
さ
れ
た
項
目
に
よ
る
呼
び
方
を
参
考
と
し
て 

附
属
書

C 

に
示
す。

）
］

(
四)
寸
法
︐
等
級
︐
種
類
な
ど
の
識
別
記
号

b)

表
示
方
法（
例
え
ば
︐
銘
板
︐
ラ
ベ
ル
︐
刻
印
︐
色
別）

c)

表
示
場
所

d)

製
品
の
取
扱
注
意
︐
警
告
な
ど
に
関
す
る
事
項（

例
え
ば
︐
ラ
ベ
ル
貼
付
︐
包
装
へ
の
表
示）

e)

そ
の
他
必
要
な
事
項

な
お
︐
表
示
の
規
定
に
は
︐
通
常
︐
そ
の
規
格
の
全
て
の
要
求
事
項
に
適
合
し
た
製
品
に
対
し
て
︐
表
示
の
規
定
を
適

用
す
る
旨
を
記
載
す
る。

例

12 

表
示

こ
の
規
格
の
全
て
の
要
求
事
項
に
適
合
し
た
ガ
ラ
ス
製
及
び
ス
テ
ン
レ
ス
製
ま
ほ
う
び
ん
に
は
︐
次
の
事
項
を

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

a)

製
造
業
者
名
又
は
そ
の
略
称
若
し
く
は
略
号

b)

製
造
番
号

c)

製
造
年
月
又
は
そ
の
略
号

d)

規
格
番
号

e)

容
量

表
示
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

で
は
︐
表
示
の
単
位
︐
表
示
事
項
の
配
列
な
ど
を
必
要
に
応
じ
て
規
定
す
る。

ま

た
︐
ラ
ベ
ル
に
つ
い
て
規
定
す
る
場
合
に
は
︐
必
要
に
応
じ
て
︐
ラ
ベ
ル
の
品
質
︐
及
び
ラ
ベ
ル
の
製
品
又
は
包
装
へ
の

貼
付
方
法
又
は
添
付
方
法
に
つ
い
て
規
定
す
る。

十
九
・
四
・
三

 

製
品
の
添
付
文
書
に
関
す
る
要
求
事
項

製
品
の
添
付
文
書
に
関
し
て
︐
特
定
の
文
書（

例
え
ば
︐
試
験
報
告
書
︐
取
扱
説
明
書
︐
製
品
の
包
装
に
表
示
す
る
そ

の
他
の
情
報）

を
製
品
に
添
付
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
よ
い。

必
要
な
場
合
︐
こ
れ
ら
の
文
書
へ
記
載
す
る
事
項
を
規
定

す
る。

十
九
・
四
・
四

 

警
告
表
示
及
び
取
扱
指
示

製
品
規
格
で
は
︐
設
置
者
又
は
使
用
者
向
け
に
︐
警
告
表
示
又
は
取
扱
指
示
を
表
示
又
は
添
付
す
る
こ
と
を
規
定
し
︐

か
つ
︐
そ
の
記
載
内
容
を
規
定
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
が
あ
る。

設
置
又
は
使
用
に
関
す
る
要
求
事
項
は
︐
製
品
そ
の

も
の
に
適
用
す
る
要
求
事
項
で
は
な
い
の
で
︐
同
じ
規
格
群
の
別
の
部
又
は
別
の
規
格
で
規
定
し
て
も
よ
い。

二
十 

附
属
書

二
十
・
一 

一
般

附
属
書
は
︐
通
常
︐
次
の
よ
う
な
場
合
に
作
成
す
る。

－

規
定
又
は
情
報
が
非
常
に
長
く
︐
本
体
に
記
載
す
る
と
利
用
者
の
利
便
性
が
損
な
わ
れ
る。

－

特
定
の
規
定
又
は
情
報（

例
え
ば
︐
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
︐
事
例
集
︐
実
験
室
間
の
試
験
結
果
︐
代
替
試
験
方
法
︐
表
︐

リ
ス
ト
︐
デー

タ）

を
分
離
す
る。
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五十二

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

－
規
格
の
特
定
の
適
用
・
用
途
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る。

二
十
・
二 
規
定
又
は
参
考

附
属
書
は
︐
規
定
要
素
又
は
参
考
要
素
の
い
ず
れ
に
も
な
り
得
る。

規
定
の
附
属
書
は
︐
本
体
へ
追
加
の
規
定
要
素
を
提
供
す
る。

参
考
の
附
属
書
は
︐
規
格
の
理
解
又
は
利
用
を
助
け
る
た
め
の
追
加
情
報
を
提
供
す
る。

参
考
の
附
属
書
の
中
で
︐
誤

解
が
生
じ
な
い
限
り
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
の
表
現
を
使
用
し
て
も
よ
い。

た
だ
し
︐
規
格
を
適
用
す

る
場
合
︐
当
該
附
属
書
は
参
考
要
素
と
み
な
す。

本
体
で
︐
要
求
事
項
な
ど
の
一
部
と
し
て
規
定
の
附
属
書
を
引
用
す
る
場
合
と
︐
参
考
情
報
と
し
て
参
考
の
附
属
書
を

参
照
す
る
場
合
と
を
明
確
に
書
き
分
け
る。

例
 
1

（

規
定
の
附
属
書
の
例）

試
験
方
法
は
︐
附
属
書

A 

に
よ
る。

例
 
2

（

参
考
の
附
属
書
の
例）

詳
し
く
は
︐
附
属
書

B 

参
照。

二
十
・
三 

必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

附
属
書
は
︐
選
択
要
素
と
す
る。

二
十
・
四 

付
番
及
び
区
分
け

各
附
属
書
は
︐
例
え
ば
“

附
属
書

A
”

の
よ
う
に
︐
”

附
属
書
“

の
表
記
に
続
け
て
“
A
”

か
ら
始
ま
る
大
文
字
の
ラ
テ
ン
文
字
を
順
番
に
付
け
︐
そ
の
下

に
“（

規
定）

”
又
は
“（

参
考）

”
を
表
記
し
︐
更
に
そ
の
下
に
題
名
を
表
記
す
る。

例
 
1

附
属
書
は
︐
箇
条
︐
細
分
箇
条
及
び
段
落
に
区
分
け
し
て
も
よ
い。

附
属
書
の
箇
条
︐
細
分
箇
条
︐
表
︐
図
及
び
式
に
付
け
る
番
号
は
︐
そ
の
附
属
書
を
示
す
ラ
テ
ン
文
字
に
ピ
リ
オ
ド
を

付
け
︐
そ
れ
に
続
け
て
表
記
す
る。

附
属
書
ご
と
に

1

か
ら
付
番
す
る。

例
 
2

（

附
属
書

A

の
場
合）

A
.
1（

 

初
の
箇
条）

,

図 

A
.
1（

初
の
図）

,

表 

A
.
1 （

 

初
の
表）

,

式(

A
.
1)

（

初
の
式）

二
十
・
五 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

各
附
属
書
は
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
で
具
体
的
に
引
用
又
は
参
照
す
る。

引
用
又
は
参
照
す
る
場
合
︐
例
え
ば
︐
次

の
よ
う
な
表
現
形
式
で
表
記
す
る（

 

十
・
六 

も
参
照）

。

－

“
附
属
書

C 

に
規
定
す
る
方
法
を
用
い
る。

”

－

“
…
C
.
2
.
5 

に
規
定
す
る
と
お
り
…
”

－

”
図 

A
.
6 

参
照。

”

－

“
附
属
書

B 

に
詳
細
な
情
報
を
示
す。

”
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五十三

二
十
一
　
参
考
文
献
一
覧

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

－
“
A
.
2 

で
は
︐
…
に
つ
い
て
説
明
す
る。

”

二
十
一 
参
考
文
献
一
覧

二
十
一
・
一

 
一
般

参
考
文
献
一
覧
に
は
︐
本
文
な
ど
で
推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
︐
可
能
性
・
能
力
事
項
︐
外
部
の
制
約
又
は
補
足
事
項
と

し
て
引
用
・
参
照
し
た
規
格
・
規
範
文
書
︐
参
考
文
献
な
ど
を
リ
ス
ト
と
し
て
記
載
す
る。

ま
た
︐
当
該
規
格
で
具
体
的

に
参
照
し
て
い
な
く
て
も
よ
く
︐
規
格
を
作
成
す
る
と
き
に
参
照
し
た
資
料
︐
規
格
の
利
用
者
に
と
っ
て
参
考
と
な
る
資

料
な
ど
で
も
よ
い。

二
十
一
・
二

 

規
定
又
は
参
考

参
考
文
献
一
覧
は
︐
参
考
要
素
と
す
る。

二
十
一
・
三

 

必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

参
考
文
献
一
覧
は
︐
条
件
付
き
要
素
と
す
る。

当
該
規
格
で
要
求
事
項
を
構
成
す
る
た
め
以
外
で
引
用
・
参
照
し
て
い

る
規
格
・
情
報
源
が
あ
る
場
合
︐
又
は
規
格
を
作
成
す
る
と
き
に
参
照
し
た
資
料
及
び
／
若
し
く
は
規
格
の
利
用
者
に

と
っ
て
参
考
と
な
る
規
格
・
情
報
源
が
あ
る
場
合
に
設
け
る。

二
十
一
・
四

 

付
番
及
び
区
分
け

参
考
文
献
一
覧
は
箇
条
番
号
を
付
番
せ
ず
︐
”

参
考
文
献
“

と
表
記
し
︐
そ
の
下
に
個
々
の
参
考
文
献
を
列
記
す

る。

列
記
し
た
個
々
の
参
考
文
献
は
︐
付
番
し
て
も
よ
い
し
︐
し
な
く
て
も
よ
い。

参
考
文
献
一
覧
は
︐
見
出
し
を
付
け

て
グ
ルー

プ
化
し
て
も
よ
い。

こ
の
見
出
し
に
は
︐
付
番
し
て
は
な
ら
な
い。

例

.
参
考
文
献

例

[

1]

…
…

…

[

8]

…
…

（
 

附
属
書

A 

に
関
す
る
参
考
文
献）

[

9]

…
…

[

10]

…
…

（

測
定
の
不
確
か
さ
に
関
す
る
参
考
文
献）

[

11]

…
…

付
番
し
た
参
考
文
献
を
本
文
で
参
照
す
る
場
合
の
表
記
方
法
は
︐
十
・
三
・
二 

参
照。

二
十
一
・
五

 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

参
考
文
献
一
覧
の
記
載
箇
所
は
︐
次
に
よ
る。

a)

附
属
書
が
な
い
場
合
は
︐
終
ペー

ジ
の
次
の
ペー

ジ
に
︐
又
は
終
ペー

ジ
の
下
の
方
に
横
線
で
区
切
り
︐  

 い
ず
れ

も
“

参
考
文
献
“

の
見
出
し
を
付
け
て
記
載
す
る。

b)

附
属
書
が
あ
る
場
合
は
︐   後
の
附
属
書
の
次
の
ペー

ジ
に
︐
又
は   後
の
附
属
書
の
下
の
方
に
横
線
で
区
切
り
︐
い

ず
れ
も
“

参
考
文
献
“

の
見
出
し
を
付
け
て
記
載
す
る。

た
だ
し
︐ 

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
比
表
の
附

属
書
が
あ
る
場
合
に
は
︐
そ
の
附
属
書
の
前
の
ペー

ジ
に
記
載
す
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



五十四

二
十
二
　
箇
条
及
び
細
分
箇
条

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

参
考
文
献
一
覧
に
列
記
す
る
︐
引
用
・
参
照
す
る
規
格
・
規
範
文
書
の
表
記
内
容
は
︐ 

十
・
三
・
一 

を
参
考
と
す
る

の
が
よ
い。

参
考
文
献
一
覧
に
列
記
す
る
︐
規
格
・
規
範
文
書
以
外
の
参
考
文
献
及
び
情
報
源
の
表
記
方
法
は
︐
電
子
形

式
の
も
の
は
︐ 

J
I
S 

X 

0
8
0
7 

に
規
定
す
る
関
連
項
目
に
よ
る。

印
刷
︐
そ
の
他
の
形
式
の
も
の
は
︐ 

I
S
O 

690

に
規
定
す
る
関
連
項
目
に
よ
る。

参
考
と
し
て
参
照
す
る
規
格
・
規
範
文
書
の
発
効
年
又
は
発
行
年
は
︐
特
定
し
て
も
し
な
く
て
も
よ
い 

（

十
・
一
︐
十
・
四 
及   
び 
十
・
五 

参
照）

。

規
格
・
規
範
文
書
以
外
の
参
考
文
献
及
び
情
報
源
は
︐
通
常
︐
発
行
年
を
表

記
す
る。

印
刷
さ
れ
た
単
行
本
の
表
記
例
を
例
1 

に
︐
印
刷
さ
れ
た
逐
次
刊
行
物
へ
の
投
稿
論
文
の
表
記
例
を
例
2 

に
示
す。

例
 
1

G
R
E
A
T

B
R
I
T
A
I
N
.

D
a
t
a

P
r
o
t
e
c
t
i
o
n

A
c
t

1
9
8
4
.

S
c
h
e
d
u
l
e

1
,

c
35
,

P
a
r
t

1
,

C
l
a
u
s
e

7
.

L
o
n
d
o
n
:

H
M
S
O

例
 
2

A
M
A
J
O
R
,

L
.
C
.

T
h
e

C
e
n
o
m
a
n
i
a
n

h
i
a
t
u
s

i
n

t
h
e

S
o
u
t
h
e
r
n

B
e
n
u
e

T
r
o
u
g
h
,

N
i
g
e
r
i
a
.

G
e
o
l
o
g
i
c
a
l

M
a
g
a
z
i
n
e
.

1
9
8
5
,

122(

1)

,

39
-
5
0
.

I
S
S
N

0
0
1
6
-
7
5
6
8

オ
ン
ラ
イ
ン
で
利
用
で
き
る
参
考
文
献
は
︐
そ
の
出
典
を
特
定
し
︐
検
索
で
き
る
よ
う
に
十
分
な
情
報
を
示
す。

 

追
跡

が
容
易
に
な
る
よ
う
に
︐
参
考
文
献
の
原
本
を
参
照
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

そ
の
情
報
に
は
︐
参
考
文
献
へ
の
ア
ク
セ

ス
方
法
及
び
ネ
ッ
ト
ワー

ク
ア
ド
レ
ス
を
︐
出
典
元
で
示
さ
れ
て
い
る
句
読
点
及
び
大
文
字
・
小
文
字
の
と
お
り
に
表
記

す
る。

イ
ン
ター

ネ
ッ
ト
で
入
手
で
き
る
電
子
形
式
の
単
行
本
の
表
記
例
を
例
3 

に
︐
オ
ン
ラ
イ
ン
の
逐
次
刊
行
物
へ

の
投
稿
論
文
の
表
記
例
を
例
4 

に
示
す。

例
 
3

B
E
C
K
E
R
,

P
h
i
l
i
p
p
e
,

A
n
d
e
r
s

O
L
S
S
O
N
,

a
n
d

J
a
y

S
I

M
P
S
O
N
.

E
r
b
i
u
m
-
D
o
p
e
d

F
i
b
e
r

A
m
p
l
i
f
i
e
r
s
,

F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
s

a
n
d

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

[

o
n
l
i
n
e]

1
s
t

E
d
i
t
i
o
n
,

A
c
a
d
e
m
i
c

P
r
e
s
s
,

1
9
9
9

[
v
i
e
w
e
d

2
0
1
8
-

07
-
1
2]

,

A
v
a
i
l
a
b
l
e

f
r
o
m
:

https://w
w

w.elsevier.com
/

books/erbium
-doped-fiber-am

plifiers/becker/978-0-12-084590-3

,

e
B
o
o
k

I
S
B
N
:

9
7
8
0
0
8
0
5
0
5
8
4
8
.

例
 
4

S
T
R
I
N
G
E
R
,

J
o
h
n

A
.
,

e
t

a
l
.

R
e
d
u
c
t
i
o
n

o
f

R
F
-
i
n
d
u
c
e
d

s
a
m
p
l
e

h
e
a
t
i
n
g

w
i
t
h

a

s
c
r
o
l
l

c
o
i
l

r
e
s
o
n
a
t
o
r

s
t
r
u
c
t
u
r
e

f
o
r

s
o
l
i
d
-
s
t
a
t
e

N
M
R

p
r
o
b
e
s
.

J
o
u
r
n
a
l

o
f

M
a
g
n
e
t
i
c

R
e
s
o
n
a
n
c
e

[

o
n
l
i
n
e]

.

E
l
s
e
v
i
e
r
.

M
a
r
c
h

2
0
0
5
,

173(

1)

,

40
-
4
8

[

v
i
e
w
e
d

2
0
1
5
-

12
-
2
1]

.

A
v
a
i
l
a
b
l
e

a
t
:

d
o
i
:

10
.

1
0
1
6
/
j
.
j

m
r
.
2
0
0
4
.

11
.
0
1
5

一
つ
の
規
格
・
規
範
文
書
を
要
求
事
項
と
し
て
引
用
し
︐
参
考
情
報
と
し
て
も
参
照
し
て
い
る
場
合
は
︐
そ
の
規
格
・

規
範
文
書
を
引
用
規
格
の
一
覧
に
記
載
し
︐
参
考
文
献
一
覧
に
は
記
載
し
な
い。

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
場
合
︐
参
考
文
献
一
覧
は
対
応
国
際
規
格
の
参
考
文
献
一
覧
と
一
致
さ
せ
な
く
て
も
よ

い。

二
十
二 

箇
条
及
び
細
分
箇
条

二
十
二
・
一

 

一
般

箇
条
及
び
細
分
箇
条
は
︐
規
格
の
内
容
の
基
本
的
な
区
分
け
で
あ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://www.elsevier.com/books/erbium-doped-fiber-amplifiers/becker/978-0-12-084590-3
https://www.elsevier.com/books/erbium-doped-fiber-amplifiers/becker/978-0-12-084590-3


五十五

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

二
十
二
・
二

 

題
名

各
箇
条
に
は
︐
題
名
を
付
け
る。

第

1

階
層
の
細
分
箇
条（

例
え
ば
︐
”
5
.
1
”

︐
”
5
.

2
”）

は
︐
題
名
を
付
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

同
じ
箇
条
又
は
細
分
箇
条
の
中
で
は
︐
そ
の
下
の
階
層
の
細
分
箇
条
の

題
名
の
有
無
は
︐
同
じ
箇
所
の
階
層
で
統
一
す
る。

例
え
ば
︐
”
4
.
2
.
1
”

に
題
名
を
付
け
る
場
合
に
は
︐
”
4
.

2
.
2
”

に
も
題
名
を
付
け
︐
”
4
.
2
.
1
”

に
題
名
を
付
け
な
い
場
合
に
は
︐
”
4
.
2
.

2
”

に
も
題
名
を
付
け
な
い。

例
 
1

［

細
分
箇
条
の
題
名
の
付
け
方
の
正
し
い
例（

同
じ
細
分
箇
条
の
中
の
同
じ
階
層
の
細
分
箇
条
に
題
名
が
あ

る。

）
］

4
.
2

方
法
B
︓
周
波
数
領
域

4
.
2
.
1

サ
ン
プ
ル
の
配
置

サ
ン
プ
ル
は
︐
測
定
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
物
体
か
ら
…

4
.
2
.
2

校
正（

基
準
測
定）

平
衡
測
定
に
バ
ラ
ン
を
使
用
す
る
場
合
︐
…

例
 
2

［

細
分
箇
条
の
題
名
の
付
け
方
の
正
し
い
例（
同
じ
細
分
箇
条
の
中
の
同
じ
階
層
の
細
分
箇
条
に
題
名
が
な

い。

）
］

4
.
2

方
法

B
︓
周
波
数
領
域

4
.
2
.
1 

サ
ン
プ
ル
は
︐
測
定
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
物
体
か
ら
…

4
.
2
.
2 

平
衡
測
定
に
バ
ラ
ン
を
使
用
す
る
場
合
︐
…

例
 
3

［

細
分
箇
条
の
題
名
の
付
け
方
の
誤
っ
た
例（

同
じ
階
層
の
一
部
の
細
分
箇
条
に
だ
け
題
名
が
あ
る。

）
］

4
.
2

方
法
B
︓
周
波
数
領
域

4
.
2
.
1 

サ
ン
プ
ル
の
配
置

サ
ン
プ
ル
は
︐
測
定
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
物
体
か
ら
…

4
.
2
.
2 

平
衡
測
定
に
バ
ラ
ン
を
使
用
す
る
場
合
︐
…

二
十
二
・
三

 

付
番
︐
区
分
け
及
び
ぶ
ら
下
が
り
段
落

二
十
二
・
三
・
一

 

付
番

箇
条
番
号
は
︐
”

適
用
範
囲
“

を
“
1
”

︐
”

引
用
規
格
“

を
“
2
”

︐
及
び
“

用
語
及
び
定
義
“

を
“
3
”

と
す
る
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
付
番
す
る（

 

図
1 

参
照）

。

箇
条
番
号
は
︐
附
属
書
を
除
い
て
︐
そ
の
前
ま
で
続
き
番
号
と
す
る（

附
属
書
の
付
番
は
︐ 

二
十
・
四 

参
照）

。

二
十
二
・
三
・
二

 

区
分
け

細
分
箇
条
は
︐
付
番
に
よ
る
箇
条
の
区
分
け
で
︐
第

5

階
層 

（

例
え
ば
︐
”
6
.
4
.
2
.
2
.
2
.

1
”

︐
”
6
.
4
.
2
.
2
.
2
.
2
”）

ま
で
設
け
て
も
よ
い。

細
分
箇
条
の
階
層
が
多
す
ぎ
る
と
︐
利
用
者
が
規
格
の
構
成
を
理
解
し
に
く
く
な
る
た
め
︐
で
き
る
だ
け
階
層
を
少
な

く
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

箇
条
及
び
細
分
箇
条
の
付
番
の
例
を
︐
図
1 

に
示
す。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



五十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

図
2 

—

箇
条
及
び
細
分
箇
条
の
付
番
の
例

一
つ
だ
け
の
細
分
箇
条
は
設
け
な
い。

例
え
ば
︐
後
続
の
細
分
箇
条
“

10
.
2
”

が
な
い
場
合
︐
”

箇
条 

10
”

の
中

に
“

10
.
1
”

と
い
う
細
分
箇
条
は
設
け
な
い。

二
十
二
・
三
・
三

 

ぶ
ら
下
が
り
段
落

図
2
の
a)

に
示
す
よ
う
な
“

ぶ
ら
下
が
り
段
落
“

は
︐
そ
の
段
落
部
分
を
引
用
・
参
照
す
る
場
合
に
︐
そ
の
段
落
に
続
く
細
分
箇
条

を
含
む
か
否
か
が
分
か
り
に
く
く
な
る
た
め
︐
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

こ
の
た
め
︐
ぶ
ら
下
が
り
段
落
を
図
2
の
b)

の
“
5
.
1

一
般 

（

又
は
他
の
ふ
さ
わ
し
い
題
名）

”
の
よ
う
に
細
分

箇
条
と
し
︐
そ
れ
以
降
の
細
分
箇
条
の
番
号
を
繰
り
下
げ
る
か
︐
又
は
ぶ
ら
下
が
り
段
落
の
文
章
を
削
除
若
し
く
は
適
切

な
箇
所
に
移
動
す
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



五十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

a) 

ぶ
ら
下
が
り
段
落
の
例

b) 

ぶ
ら
下
が
り
段
落
を
回
避
す
る
例

図
3 

—

ぶ
ら
下
が
り
段
落
の
例
及
び
そ
れ
を
回
避
す
る
方
法

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



五十八

二
十
三
　
細
別

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

二
十
二
・
四

 

引
用
・
参
照

箇
条
及
び
細
分
箇
条
は
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
で
特
に
引
用
・
参
照
す
る
必
要
は
な
い。

た
だ
し
︐
性
能
な
ど
に
対

応
す
る
試
験
方
法
を
別
の
箇
条
な
ど
で
規
定
し
て
い
る
場
合
は
︐
対
応
す
る
試
験
方
法
の
箇
条
︐
細
分
箇
条
な
ど
を
引
用

し
て
規
定
す
る。

二
十
三 

細
別

二
十
三
・
一

 

一
般

細
別
は
︐
段
落
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
︐
情
報
を
整
理
し
細
分
化
す
る
役
割
を
果
た
す。

細
別
は
︐
規
格
の
区
分

け（
 

表
1 

参
照）

に
は
該
当
し
な
い。

二
十
三
・
二

 

題
名

細
別
に
は
︐
通
常
︐
題
名
は
付
け
な
い
が
︐
必
要
な
場
合
は
付
け
て
も
よ
い。

題
名
を
付
け
る
場
合
は
︐
同
じ
段
落
内

の
細
別
全
て
に
付
け
︐
題
名
に
続
く
文
章
は
改
行
し
な
い（
例
え
ば
︐ 

十
二
・
五
・
一 

の
細
別）

。

二
十
三
・
三

 

付
番
及
び
区
分
け

細
別
は
︐
引
用
・
参
照
す
る
場
合
に
は
︐
ラ
テ
ン
文
字
の
小
文
字
に
片
括
弧
を
付
け
て
付
番
す
る。

引
用
・
参
照
し
な

い
場
合
に
は
︐
付
番
し
て
も
し
な
く
て
も
よ
い。

付
番
し
た
細
別
を
更
に
細
分
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
︐
ア
ラ
ビ
ア

数
字
の
番
号
に
片
括
弧
を
付
け
た
細
別
符
号
を
用
い
る。

同
じ
箇
条（

細
分
箇
条
が
あ
れ
ば
細
分
箇
条）

内
で
は
︐
同
じ

ラ
テ
ン
文
字
の
細
別
符
号
を
繰
り
返
し
て
用
い
な
い。

細
別
に
付
番
し
な
い
場
合
は
︐
項
目
の
前
に
ハ
イ
フ
ン
“－

”
又

は
中
点
“

・
”

を
付
け
る。

付
番
す
る
例
を
︐
例
1 

及
び 

例
2 

に
示
す。

例
 
1

定
義
の
記
載
に
は
︐
次
の
基
本
原
則
を
適
用
す
る。

a)

定
義
は
︐
次
の
よ
う
に
︐
用
語
と
同
じ
文
法
形
式
と
す
る。

(

一)

動
詞
を
定
義
す
る
と
き
は
︐
動
詞
句
を
用
い
る。

(

二)

名
詞
を
定
義
す
る
と
き
は
︐
体
言
止
め
と
す
る。

b)

定
義
の
望
ま
し
い
構
成
は
︐
あ
る
概
念
を
含
む
ク
ラ
ス
を
明
示
す
る
基
本
部
分
を
初
に
記
載
し
︐   

次
に
︐

そ
の
ク
ラ
ス
の
他
の
要
素
と
異
な
る
特
性
の
概
念
を
規
定
す
る。

例
 
2

a)(

一)(

一
・
一)

(

一
・
二)

(

二)

b)…z)a
a)

a
b)

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



五十九

二
十
四
　
注
記

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

付
番
し
な
い
例
を
︐
例
3 

及
び 

例
4 

に
示
す。

例
 
3

次
の
い
ず
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
の
装
置
に
も
︐
ス
イ
ッ
チ
は
必
要
な
い。

－

正
常
運
転
条
件
下
の
電
力
消
費
量
が 

10

W

以
下
の
装
置

－
任
意
の
故
障
条
件
を
与
え
て
か
ら

2

分
後
に
測
定
し
た
と
き
の
電
力
消
費
量
が
︐
50

W

以
下
の
装
置

－

連
続
運
転
を
意
図
し
た
装
置

例
 
4

装
置
の
振
動
は
︐
次
に
よ
っ
て
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る。

・
回
転
部
品
の
不
釣
り
合
い   

・
枠
の
僅
か
な
ゆ
が
み   

・
転
が
り
軸
受   

・
空
気
力
学
的
負
荷

二
十
四 

注
記

二
十
四
・
一

 

一
般

注
記
は
︐
規
格
の
理
解
又
は
利
用
を
支
援
す
る
た
め
の
追
加
情
報
を
提
供
す
る
た
め
に
用
い
る。

規
格
は
︐
注
記
が
な

く
て
も
利
用
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

図
の
注
記
は
︐
二
十
八
・
五
・
四 

参
照。

表
の
注
記
は
︐
二
十
九
・
五
・
四 

参
照。

注
記

用
語
及
び
定
義
の
箇
条
で
用
い
る
注
釈（

十
六
・
五
・
八 

参
照）
は
︐
本
文
な
ど
の
注
記
と
は
異
な
る。

二
十
四
・
二

 

題
名

注
記
に
題
名
は
付
け
な
い。

二
十
四
・
三

 

付
番
及
び
区
分
け

注
記
は
︐
一
つ
の
箇
条（

細
分
箇
条
が
あ
れ
ば
細
分
箇
条）

ご
と
に
︐
”

注
記

1
”

︐
”

注
記

2
”

の
よ
う
に
順
番
に
付
番
す
る。

番
号
は
︐
一
つ
の
箇
条
又
は
細
分
箇
条
ご
と
に
開
始
す
る。

一
つ
の
箇
条
又
は
細
分

箇
条
内
の
注
記
が
一
つ
の
場
合
は
︐
付
番
し
な
い。

二
十
四
・
四

 

参
照

注
記
は
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
で
参
照
す
る
必
要
は
な
い。

注
記
を
参
照
す
る
場
合
は
︐
例
え
ば
︐
次
の
よ
う
な
表
現
形
式
で
表
記
す
る。

－

“
7
.
1

の
注
記

2 

の
説
明
を
参
照。

”

－

“
8
.
6

の
注
記

3 

参
照。

”

二
十
四
・
五

 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

注
記
に
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
含
め
て
は
な
ら
な
い。

注
記
は
︐
実
際
に
存
在
す
る
も
の
︐
実

際
に
適
用
さ
れ
て
い
る
状
況
な
ど
を
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

二
十
四
・
六

 

例

注
記
の
適
切
な
記
載
例
を
︐
例
1 

に
示
す。

例
 
1

（

次
の
規
定
文
に
対
す
る
注
記
の
例）

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



六十

二
十
五
　
例

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

各
ラ
ベ
ル
は
︐
長
さ 

25

m
m～

40

m
m
︐
幅 

10

m
m～

15

m
m

と
す
る。

注
記　

ラ
ベ
ル
の
サ
イ
ズ
は
︐
目
盛
線
を
覆
い
隠
す
こ
と
な
く
︐
注
射
器
の
サ
イ
ズ
に
ほ
ぼ
合
う
よ
う
に
定
め

ら
れ
て
い
る。

注
記
の
不
適
切
な
記
載
例
を
︐
例
2～

例
2
に
示
す。

例
 
2

（
要
求
事
項
に
な
る
“

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
“

を
用
い
た
例）

注
記　
こ
の
文
脈
で
は
︐
部
は
別
の
規
格
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

例
 
3

（

要
求
事
項
に
な
る
“

…
を
行
う
“

を
用
い
た
例）

注
記　

代
わ
り
に
︐
…
の
負
荷
で
試
験
を
行
う。

例
 
4

（

推
奨
事
項
に
な
る
“

望
ま
し
い
“

を
用
い
た
例）

注
記　

試
験
所
が
よ
り
大
き
な
組
織
の
一
部
で
あ
る
場
合
は
︐
利
害
が
対
立
す
る
部
門
が
…
と
な
る
組
織
構
成

で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

例
 
5

（

許
容
事
項
に
な
る
“

し
て
も
よ
い
“

を
用
い
た
例）

注
記　

そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
以
上
の
機
能
を
も
っ
て
も
よ
い。

二
十
五 

例

二
十
五
・
一

 

一
般

例
は
︐
当
該
規
格
の
規
定
を
例
示
に
よ
っ
て
説
明
す
る
た
め
に
用
い
る。

規
格
は
︐
例
が
な
く
て
も
利
用
で
き
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

二
十
五
・
二

 

題
名

通
常
︐
例
に
題
名
は
付
け
な
い
が
︐
例
を
示
す
題
名
を
付
け
て
︐
箇
条
︐
細
分
箇
条
又
は
附
属
書
と
し
て
ま
と
め
て
記

載
し
て
も
よ
い（

”
例
“

と
題
名
を
付
け
た 

二
十
四
・
六 

及
び
二
十
五
・
六 

参
照）

。

二
十
五
・
三

 

付
番
及
び
区
分
け

例
は
︐
”

例
“

と
表
記
し
︐
一
つ
の
箇
条（

細
分
箇
条
が
あ
れ
ば
細
分
箇
条）

ご
と
に
順
番
に
付
番
す
る。

番
号
は
︐

一
つ
の
箇
条
又
は
細
分
箇
条
ご
と
に
開
始
す
る。

一
つ
の
箇
条
又
は
細
分
箇
条
内
の
例
が
一
つ
の
場
合
は
︐
付
番
し
な

い。

二
十
五
・
四

 

参
照

例
は
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
で
参
照
す
る
必
要
は
な
い。

例
を
参
照
す
る
場
合
は
︐
例
え
ば
︐
次
の
よ
う
な
表
現
形
式
で
表
記
す
る。

－

“
6
.
6
.
3 

の 

例

5 

を
参
照。

”

－

“
箇
条

4 

の 

例

2 

に
は
…
を
列
記
し
て
い
る。
”

－

“
B
.
2 

の 

例

3 

で
は
︐
…
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る。

”

二
十
五
・
五

 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

例
に
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
含
め
て
は
な
ら
な
い。

例
は
︐
実
際
に
存
在
す
る
も
の
︐   

実
際
に

適
用
さ
れ
て
い
る
状
況
な
ど
を
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

た
だ
し
︐
実
際
に
存
在
す
る
も
の
な
ど
を
例
と
し
て
転
載

す
る
た
め
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
の
表
現
形
式
で
示
さ
れ
た
文
章
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



六十一

二
十
六
　
注

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

な
お
︐
”

例
“

を
独
立
し
て
設
け
る
代
わ
り
に
︐
本
文
中
に
括
弧
書
き
で
例
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
示
し
て
も
よ

い。例

…
生
命
維
持
に
不
可
欠
な
も
の（

例
え
ば
︐
溺
れ
た
り
︐
窒
息
し
た
り
し
た
と
き
の
酸
素）

の
欠
乏
︐
…

二
十
五
・
六

 
例

例
 
1

こ
の
規
格
で
規
定
す
る
要
求
事
項
は
︐
次
の
例
に
示
す
溶
接
管
理
に
対
し
て
︐
柔
軟
な
枠
組
み
と
な
っ
て
い

る。例

1　

J
I
S

Q

9
0
0
1 

に
従
っ
た

Q
M
S

を
備
え
る
こ
と
を
製
造
業
者
に
要
求
す
る
仕
様

書
に
お
い
て
︐
特
定
の
要
求
事
項
を
規
定
す
る
場
合。

例

2　

J
I
S

Q

9
0
0
1 

以
外
の

Q
M
S

を
備
え
る
こ
と
を
製
造
業
者
に
要
求
す
る
仕
様
書

に
お
い
て
︐
特
定
の
要
求
事
項
を
規
定
す
る
場
合。

例
 
2

寸
法
は
︐
呼
び
径
及
び
呼
び
厚
さ（
ス
ケ
ジ
ュー

ル
番
号）

︐
又
は
外
径
及
び
厚
さ
を
表
示
す
る。

例　50A xx "Sch80"  

又
は 60.5 xx 5.5

二
十
六 

注

二
十
六
・
一

 

一
般

規
格
の
本
文
の
注
は
︐
通
常
︐
本
文
中
の
特
定
の
語
句
︐
文
及
び
一
部
の
事
項
に
対
す
る
追
加
情
報
を
提
供
す
る
た
め

に
用
い
る。

規
格
は
︐
本
文
の
注
が
な
く
て
も
利
用
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

図
の
注
は
︐
二
十
八
・
五
・
五 

に
よ
る。

表
の
注
は
︐
二
十
九
・
五
・
五 

に
よ
る。

二
十
六
・
二

 

題
名

注
に
題
名
は
付
け
な
い。

二
十
六
・
三

 

付
番
及
び
区
分
け

本
文
の
注
は
︐
該
当
す
る
箇
条
︐
細
分
箇
条
︐
段
落
又
は
細
別
の
後
に
記
載
す
る。

同
一
箇
所
に
注
記
及
び
／   
又
は
例

が
あ
る
場
合
は
︐
そ
の
後
に
記
載
す
る。

本
文
の
注
に
は
︐
規
格
全
体
を
通
じ
て
︐
”

注 

1)

”
︐
”

注 

2)

”
︐
”

注 

3)

”

の
よ
う
に
︐
1

か
ら
始
ま
る
上

付
き
の
片
括
弧
付
き
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
注
符
号
を
付
け
︐
こ
の
後
に
文
章
を
記
載
す
る。

た
だ
し
︐
注
が
多
い
場
合
に

は
︐
本
体
ご
と
及
び
附
属
書
ご
と
に
一
連
番
号
を
付
け
て
も
よ
い。

 

注
を
続
け
て
記
載
す
る
場
合
︐

”
注
“

の
文
字
は

繰
り
返
し
て
表
記
す
る。

注
符
号
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
代
わ
り
と
し
て
︐
上
付
き
の

“
*
”

︐
”
*
*
”

︐
”
*
*
*
”

︐
”

†
”

︐
”

‡
”

な
ど
の
記
号
は
︐  

 で
き
る
だ
け
用
い
な
い

。

た
だ
し
︐
細
別

符
号
と
注
の
上
付
き
数
字
と
を
混
同
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
な
ど
の
理
由
で
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
︐
用
い
て
も
よ
い。

二
十
六
・
四

 

参
照

注
は
︐
本
文
で
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

注
の
記
載
内
容
に
対
応
す
る
本
文
の
該
当
す
る
語
又
は
文
の
後

に
︐
”

1)

”
︐
”

2)

”
︐
”

3)

”
︐
…
の
よ
う
に
上
付
き
の
片
括
弧
付
き
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
注
符
号
を
付
け
︐  

 参
照

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



六十二

二
十
七
　
式

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

箇
所
を
示
す。

文
の
後
に
注
符
号
を
付
け
る
場
合
は
︐
句
点
の
前
に
注
符
号
を
付
け
る。

一
つ
の
文
に
複
数
の
注
を
記
載

す
る
場
合
の
例
を
︐   

次
に
示
す。

例

特
殊
な
構
造 

1)

又
は
特
殊
用
途 

2)

の
圧
力
容
器
は
︐
…

注
1) 

複
雑
な
形
状
を
し
た
圧
力
容
器
︐
低
温
平
底
円
筒
形
の
貯
槽
︐
メ
ン
ブ
レ
ン
構
造
の
貯
槽
な
ど。

注
2) 

油
圧
機
︐
水
圧
機
︐
ポ
ン
プ
︐
圧
縮
機
︐
ター

ビ
ン
︐
内
燃
機
関
…
又
は
往
復
機
の
圧
力
部。

二
十
六
・
五

 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

注
は
︐
用
語
及
び
定
義
の
箇
条（
前
置
き
文
を
除
く。

）

を
除
き
︐
い
ず
れ
の
箇
所
で
も
使
用
し
て
よ
い。

注
に
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
含
め
て
は
な
ら
な
い。

注
は
︐
実
際
に
存
在
す
る
も
の
︐
実
際
に
適

用
さ
れ
て
い
る
状
況
な
ど
を
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

注
の
内
容
が
前
出
の
注
と
同
一
の
場
合
に
は
︐
該
当
箇
所
に
同
一
の
注
番
号
を
付
け
︐
2

度
目
以
降
の
注
の
文
章
は
省
略
す
る
の
が
よ
い。

こ
の
場
合
に
︐  

 初
の
注
を
記
載
し
た
箇
所
が
分
か
り
に
く
い
と
き
に

は
︐
そ
の
記
載
箇
所
の
箇
条
番
号
な
ど
を
示
し
て
も
よ
い。

例

注
1)～

注
3) 

箇
条

5 

の   

注
1)～

注
3) 

を
参
照。

二
十
七 

式

二
十
七
・
一

 

一
般

量
記
号
と
単
位
記
号
と
を
組
み
合
わ
せ
る
表
記
方
法
は
︐
式
と
し
て
扱
わ
な
い
が
︐
次
の
よ
う
に
︐
グ
ラ
フ
の
軸
及
び

表
の
欄
の
見
出
し
に
は
︐
用
い
て
も
よ
い。

例

A

地
点
か
ら

B

地
点
ま
で
の
移
動
速
度 ν  

と
所
要
時
間 t

と
の
間
に
は
︐
次
の
図

x 

及
び
表

y 

の

関
係
が
あ
る。

図
 
x 

 
— 

移
動
速
度
 
ν
と
所
要
時
間
 
t

と
の
関
係

表
 
y－

移
動
速
度
 
ν
と
所
要
時
間
 
t

と
の
関
係

ν//("km/h")
t/s

30

150

日
本
工
業
規
格

J
I
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六十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

50

90

例
の
図
x
及
び
表
y
の
中
の

“v//("km/h")

”

及
び

“t//s

”

は
︐
”v/{"km/h"}

”

及
び

“t/s

”

で

も
よ
い。

注
記

分
子
は
量
を
表
す
変
数
の
量
記
号
を
表
し
︐
分
母
は
そ
の
単
位
記
号
を
表
す。

二
十
七
・
二

 

題
名

式
に
題
名
は
付
け
な
い。

二
十
七
・
三

 

付
番
及
び
区
分
け

式
を
引
用
・
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
︐
本
体
ご
と
及
び
附
属
書
ご
と
に
︐
括
弧
を
付
け
た
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
一

連
番
号
を
そ
れ
ら
の
式
に
付
け
る。

た
だ
し
︐
附
属
書
で
は
︐
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
前
に
そ
の
附
属
書
を
示
す
ラ
テ
ン
文
字

及
び
ピ
リ
オ
ド
を
付
け
た
番
号
と
す
る。

式
を
引
用
・
参
照
し
な
い
場
合
で
も
︐
必
要
に
応
じ
て
付
番
し
て
も
よ
い。

例
 
1x^2�y^2�z^2

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

(

1)

例
 
2x^2�y^2�z^2

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

(

A
.
1)

式
の
番
号
は
︐
箇
条
︐
図
及
び
表
の
番
号
と
は
関
係
の
な
い
︐
独
自
の
連
続
番
号
と
す
る。

式
の
番
号
に
︐

“(

2
a)

”
︐
”(

2
b)

”
︐
”(

2
.
1)

”
︐
”(

2
.
2)

”
な
ど
の
よ
う
な
分
割
す
る
番
号
を
用
い
な
い。

二
十
七
・
四

 

引
用
・
参
照

式
に
付
番
す
る
場
合
に
は
︐
次
の
よ
う
に
︐
式
に
関
わ
る
文
章
に
式
番
号
を
明
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

－

…
は
︐
式(

1)

に
よ
っ
て
求
め
る。

z^2�x^2�y^2

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

(

1)式
に
付
番
す
る
場
合
に
は
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
で
引
用
・
参
照
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

式
の
番
号
を
他
で
引

用
す
る
場
合
に
は
︐
次
の
よ
う
な
表
現
形
式
で
表
記
す
る。

－

式(

A
.
2)

参
照。

－

3
.
1 

の
式(

3)

参
照。

二
十
七
・
五

 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

式
は
︐
数
学
的
に
正
し
い
形
で
表
す。

数
学
記
号
は
︐
J
I
S 

Z 

8
2
0
1 

に
よ
る

。

た
だ
し
︐

J
I
S 

Z 

8
2
0
1 

に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
記
号
な
ど
は
︐
I
S
O 

8
0
0
0
0
-
2 

に
よ
る。

式
に
用
い
る
量
記
号
及
び
そ
の
意
味
を
︐
記
号
及
び
略
語
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

で
説
明
し
て
い
な
い
場
合
は
︐

式
の
下
に
記
載
す
る。

例
 
1

V = l/t

こ
こ
で
︐

V

︓

あ
る
点
に
お
け
る
均
一
な
速
度

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1
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様
式
及
び
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六十四

二
十
八
　
図

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

l

︓

移
動
距
離

t

︓

時
間

数
値
間
の
関
係
を
示
す
場
合
は
︐
量
記
号
の
説
明
の
中
に
単
位
を
表
記
し
︐
必
要
に
応
じ
て
変
換
係
数
を
記
載
す
る。

例
 
2

V = 3.6 xx l/t

こ
こ
で
︐

V
︓

あ
る
点
に
お
け
る
均
一
な
速
度
の
数
値（

k
m
/
h）

l
︓

移
動
距
離
の
数
値（

m）
t

︓

時
間
の
数
値（

s）

3
.

6
︓ V

 
を
求
め
る
た
め
の
単
位
の
変
換
係
数

一
つ
の
規
格
の
中
で
は
︐
同
じ
概
念
の
式
で
あ
っ
て
も
︐
そ
の
意
味（

内
容）

が
異
な
る
場
合
に
は
︐
同
じ
量
記
号
を

用
い
な
い。

例
え
ば
︐ 

例

1 

の
式
は
変
数
間
の
関
係
を
示
す
も
の
で
︐
例

2 

の
式
は
そ
れ
に
単
位
を
考
慮
し
た
も

の
で
あ
る。

こ
れ
ら
を
同
じ
規
格
内
で
用
い
る
と
︐
係
数
の
比
較
か
ら

1＝

3
.
6

と
な
り
︐
明
ら
か
に
不
合
理
と
な
る。

量
の
名
称
及
び
複
数
文
字
の
略
語
を
量
記
号
と
し
て
用
い
て
は
な
ら
な
い。

例
 
3

（

適
切
な
記
載
例）

rho = m/V

例
 
4

（

不
適
切
な
記
載
例）

"��" = frac "��" "��"
 （

量
の
名
称
を
用
い
て
い
る。

）

"density" = frac "mass" "volume"
 （

量
の
英
語
名
称
を
用
い
て
い
る。

）

t_(1) = sqrt(frac("MSE"_(i))("MSR"_(i)))
（

量
の
名
称
の
略
語
を
用
い
て
い
る。

）

式
に
分
数
が
多
用
さ
れ
る
場
合
に
は
︐
分
数
は
斜
線
“
/
”

を
用
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

例
 
5

（

推
奨
す
る
記
載
例）

frac{sin[(N+1)varphi//2]sin(N varphi//2)}{sin(varphi//2)}

例
 
6

（

許
容
す
る
記
載
例）

frac{sin((N+1)/2) varphi sin(N/2 varphi)}{sin(varphi/2)}

二
十
八 

図

二
十
八
・
一

 

一
般

図
は
︐
規
格
の
内
容
を
分
か
り
や
す
く
示
す
場
合
に
用
い
る。

概
念
を
線
画
で
表
現
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
︐

写
真
な
ど
を
用
い
て
も
よ
い。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
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六十五

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

二
十
八
・
二

 

題
名

図
に
は
︐
題
名
を
付
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

題
名
を
付
け
る
場
合
は
︐
分
か
り
や
す
い
題
名
と
す
る。

二
十
八
・
三

 
付
番
及
び
区
分
け

二
十
八
・
三
・
一

 
図
の
表
記

図
に
は
︐
本
体
を
通
し
て
“

図

1
”

︐
”

図

2
”

︐
”

図

3
”

の
よ
う
に
︐
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
“
1
”

か
ら
始
ま
る
連
続
し
た
番
号
を
付
け
る。

図
が
一
つ
の
場
合
に
も
︐
”

図

1
”

と
表
記
す
る。

図
の
番
号
は
︐  

 箇
条

番
号
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
な
い（

例
え
ば
︐
”

箇
条

5
”

に
あ
る
図
を
“

図

5
.
1
”

︐

”
図

5
.

2
”

な
ど
と
は
し
な
い。

）

。

図
の
番
号
及
び
題
名
は
︐
図
の
下
の
中
央
に
横
書
き
で
表
示
す
る。

図
の
番
号
と
題
名
と
は
︐
ハ
イ
フ
ン
“－

”
で
分

け
る。

例
 
1

図
 
x 

 
— 

装
置
の
詳
細

附
属
書
の
図
の
付
番
は
︐
二
十
・
四 

に
よ
る。

図
が
複
数
の
ペー

ジ
に
わ
た
る
場
合
は
︐
図
の
番
号
及
び
題
名
を
繰
り
返
し
︐
そ
の
後
に
“（

続
き）

”
と
表
記
す
る

か
︐
又
は
全
て
の
ペー

ジ
の
図
に
対
し
て
順
に
“（

1
/
#）

”
︐
”（

2
/

#）

”
の
よ
う
に
付
記
す
る。

こ
こ
で
“
#
”

は
︐
該
当
す
る
図
が
あ
る
ペー

ジ
の
総
数
を
表
す。

た
だ
し
︐
図
に
題
名

が
あ
る
場
合
︐
2

ペー

ジ
目
以
降
は
図
の
題
名
を
省
略
し
て
も
よ
い。

例
 
2

図

x 

— 

ブ
ラ
イ
ン
ド
リ
ベ
ッ
ト（

続
き）

例
 
3

図

x 

— 

ブ
ラ
イ
ン
ド
リ
ベ
ッ
ト（

1
/
3）

例
 
4

図

x（

2
/
3）

図
は
︐
必
要
な
場
合
︐
記
号
説
明（

二
十
八
・
五
・
三 

参
照）

︐
段
落
︐
例
︐
注
記 （

 

二
十
八
・
五
・
四 

参
照）

及

び
／
又
は
注（

二
十
八
・
五
・
五 

参
照）

 

を
︐
通
常
︐
そ
の
図
の
番
号
及
び
題
名
の
す
ぐ
上
に
こ
の
順
で
記
載
す
る。

図
又
は
そ
の
構
成
要
素
の
周
囲
を
︐
枠
で
囲
っ
て
は
な
ら
な
い（

例
1 

で
は
︐
図
を
示
し
て
い
る
箇
所
が
分
か
る
よ
う

に
便
宜
上
︐
枠
を
用
い
て
い
る。

）

。

二
十
八
・
三
・
二

 

細
分
図
の
表
記

細
分
図
は
︐
図
の
主
題
を
理
解
す
る
た
め
不
可
欠
な
場
合
に
限
っ
て
用
い
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
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六十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

細
分
図
は
︐
1

段
階
だ
け
と
す
る。

細
分
図
の
番
号
に
は
︐
”
a)

”
︐
”
b)

”
︐
”
c)

”
の
よ
う
に
︐

“
a
”

か
ら
始
ま
る
ラ
テ
ン
文
字
の
小
文
字
の
連
続
符
号
を
付
け
る。

そ
の
他
の
番
号
の
形
式（

例
え
ば
︐

“
1
.

1
”

︐
”
1
.
2
”

︐
”
1
-
1
”

︐
”
1
-
2
”）

は
︐
用
い
な
い。

細
分
図
に
対
し
て
︐
通
常
︐
記
号
説
明（

二
十
八
・
五
・
三 

参
照）

︐
段
落
︐
注
記 （

 

二
十
八
・
五
・
四 

参
照）

及

び
注（

二
十
八
・
五
・
五 

参
照）

を
個
別
に
記
載
し
な
い。

 

細
分
図
中
に
参
照
記
号
又
は
注
符
号
を
付
す
場
合
は
︐
通

常
︐
細
分
図
ご
と
に
独
立
さ
せ
な
い
で
︐
区
分
け
し
た
複
数
の
細
分
図
を
通
し
て
一
連
の
番
号
及
び
符
号
を
付
け
る。

例
二
十
八
・
四

 

引
用
・
参
照

図
は
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
で
引
用
又
は
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

例
 
1

“
…
は
︐
図

3 

に
よ
る。

”

例
 
2

“
図

6 

の 

b) 

参
照。

”

二
十
八
・
五

 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

二
十
八
・
五
・
一

 

図
の
作
成
に
使
用
す
る
規
格

図
面
は
︐
J
I
S 

B 

0
0
0
1 

及
び 

J
I
S 

B 

0
0
6
0 (

規
格
群）

 

規
格
群
の
ほ
か
︐
各
分
野
に
お
け
る
製
図
に

関
す
る
規
格
に
よ
っ
て
作
成
す
る。

製
図
に
用
い
る
主
な
規
格
を
︐
表
8 

に
示
す。

表
8 

—

製
図
に
用
い
る
主
な
規
格

主題

規格

概
要

I
E
C 

6
1
0
8
2
-
1

J
I
S 

Z 

8
2
2
1
-
1

図
記
号

I
S
O 

8
1
7
1
4
-
1

J
I
S 

Z 

8
3
1
2

線
の
種
類

I
S
O 

128
-
2
0

寸
法

J
I
S 

Z 

8
3
1
7
-
1

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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六十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

主題

規格

I
S
O

129 

規
格
群

J
I
S 

B 

0
0
2
1

寸
法
及
び
製
品
の
幾
何
特
性
仕
様

I
S
O 

1
1
0
1

投
影
図

I
S
O 

128
-
3
0

フ
ロー

チ
ャー

ト

J
I
S 

X 

0
1
2
1

二
十
八
・
五
・
二

 
図
の
表
し
方

図
で
長
さ
及
び
角
度
を
表
す
量
記
号
は
︐
J
I
S 

Z 

8
0
0
0
-
3 

に
規
定
さ
れ
る
記
号 （

 

表
9 

参
照）

を
用
い
る

こ
と
が
望
ま
し
い。

必
要
な
場
合
に
は
︐
下
付
き
添
字
で
区
別
し
て
用
い
る。

図
中
で
異
な
る
長
さ
を
示
す
場
合
に
は
︐
”l

1
︐l
2
︐l
3
”

な
ど
の
よ
う
に
一
連
の
下
付
き
添
字
を
付
け
て
区

別
し
︐
”A

︐B

︐ C

”
︐
”a

︐b
︐c
”

な
ど
と
は
し
な
い。

表
9 

—

図
に
用
い
る
主
な
量
記
号

名称

量記号

長
さ

l

,L

幅

b

,B

高
さ

h

,H

厚
さ

d

,

delta

半
径

r

,R

回
転
半
径

r_Q

,ρ

直
径

d

,D

行
程
の
長
さ

s

距
離

d  r

デ
カ
ル
ト
座
標

x

,y

,z

位
置
ベ
ク
ト
ル

r

変
位
量

Delta r

曲
率
半
径

rho

平
面
角

alpha

,

beta

,

gamma

,

theta

,

phi

立
体
角

Omega

出
典
︓
J
I
S 

Z 

8
0
0
0
-
3

図
の
中
で
用
い
る
字
体
は
︐
製
図
に
用
い
る
文
字
に
関
す
る
規
格
に
よ
る。

工
業
製
品
の
規
格
で
用
い
る
字
体
は
︐

J
I
S 

Z 

8
3
1
3 (

規
格
群）

 

規
格
群
に
よ
る。

量
記
号
に
は
斜
体
の
文
字
を
用
い（

九
・
四
・
一 

参
照）

︐
そ
の

他
の
全
て
の
文
字
は
︐
直
立
体
を
用
い
る。

一
つ
の
図
で
用
い
る
量
の
単
位
が
全
て
同
じ
又
は
大
半
が
同
じ
場
合
に
は
︐
図
の
右
上
に
“

単
位

…
”

の
よ
う
に
表
記
す
る。

た
だ
し
︐
図
中
で
右
上
に
表
示
す
る
単
位
と
は
異
な
る
単
位
を
示
す
場
合
に
は
︐
個
別
に
注

な
ど
で
説
明
す
る
の
が

よ
い。

右
上
に
表
示
す
る
単
位
は
︐
図
が
複
数
の
ペー

ジ
に
わ
た
る
場
合
︐
必
要
と
な
る
全
て
の
ペー

ジ
の
図
に
表
記

す
る。図

に
関
す
る
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
︐
段
落
で
規
定
し
て
も
よ
い。

図
の
表
し
方
の
例
を
︐
次
に
示
す。

例
 
 
—
 （

点
線
の
枠
及
び
矢
印
に
よ
っ
て
示
し
た
内
容
は
︐
製
図
の
規
格
に
よ
る
図
示
方
法
を
説
明
し
た
も
の
で
︐
図
面
の
一
部
で
は
な
い
  。

 ）

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



六十八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

二
十
八
・
五
・
三

 

参
照
記
号
に
よ
る
図
の
説
明

図
の
中
で
説
明
が
必
要
な
箇
所
は
︐
参
照
記
号（

例
え
ば
︐
ア
ラ
ビ
ア
数
字
︐
ラ
テ
ン
文
字）

又
は
注
符
号
を
付
し
て

示
す。

参
照
記
号
の
説
明
は
︐
図
の
下
部
な
ど
に
“

記
号
説
明
“

と
表
記
し
て
︐
そ
の
下
に
列
記
す
る。

 

注
符
号
の
説

明
は
︐
注（

 

二
十
八
・
五
・
五 

参
照）

と
し
て
記
載
す
る。

た
だ
し
︐
説
明
が
簡
単
な
場
合
に
は
︐
参
照
記
号
に
代
え

て
︐
引
出
線
の
後
側
に
説
明
を
記
載
し
て
も
よ
い。

グ
ラ
フ
の
中
の
直
線
︐
曲
線
な
ど
の
説
明
は
︐
全
て
“

記
号
説
明
“

の
参
照
に
置
き
換
え
る。

グ
ラ
フ
の
軸
の
見
出

し（

表
示
ラ
ベ
ル）

は
︐
グ
ラ
フ
中
の
数
値
な
ど
と
混
同
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
︐
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
参
照
記
号
で
置

き
換
え
て
は
な
ら
な
い。

例 日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



六十九

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

フ
ロー

チ
ャー

ト
の
中
で
の
説
明
は
︐
文
章
で
表
現
し
て
も
よ
い（
二
十
八
・
六
・
四 

参
照）

。

二
十
八
・
五
・
四

 

図
の
注
記

図
の
注
記
は
︐
図
の
題
名
の
上
に
記
載
し
︐
注
が
あ
る
場
合
は
︐
注
記
を
先
に
記
載
す
る。

一
つ
の
図
に
注
記
が
一
つ

だ
け
の
場
合
は
︐
注
記
の
説
明
文
の
冒
頭
に
“

注
記
“

と
表
記
す
る（

 

二
十
八
・
五
・
三 
の
例
参
照）

。

 

同
じ
図
に
複

数
の
注
記
を
記
載
す
る
場
合
は
︐
”

注
記

1
”

︐
”

注
記

2
”

︐
”

注
記

3
”

の
よ
う
に
連
続
番
号
を
付
け
る。

注
記
の
番
号
は
︐
図
ご
と
に
新
た
に

1

か
ら
付
番
す
る。

図
の
注
記
に
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い。

図
の
内
容
に
関
す
る
要
求
事
項
︐

推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
は
︐
本
文
中
︐
図
の
段
落
又
は
図
の
注（

 

二
十
八
・
五
・
五 

参
照）

に
︐   文
章
で
記
載
す

る。

二
十
八
・
五
・
五

 

図
の
注

図
の
注
は
︐
本
文
の
注
と
は
別
に
扱
う。

図
の
注
は
︐
通
常
︐
図
ご
と
に
“

注 

a)

”
︐
”

注 

b)

”
︐
”

注 

c)

”
の
よ
う
に
ラ
テ
ン
文
字
の
“
a
”

で
始
ま
る
上

付
き
の
片
括
弧
付
き
小
文
字
を
付
け
︐
こ
の
後
に
文
章
を
記
載
す
る。

注
を
続
け
て
記
載
す
る
場
合
︐
”

注
“

の
文
字
は

繰
り
返
し
て
表
記
す
る。

ま
た
︐
図
の
中
の
参
照
し
た
い
箇
所
に
“

a)

”
︐
”
b)

”
︐
”

c)

”
な
ど
の
よ
う
に
上
付
き
の
片
括
弧
付
き
小
文
字
の
注
符
号
を
付
け
︐
注
と
の
関
係
を
示
す（

 

二
十
八
・
五
・
二 

の
例

参
照）

。

注
符
号
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
代
わ
り
と
し
て
︐
上
付
き
の
“
*
”

︐
”

*
*
”

︐
”
*
*
*
”

︐
”

†
”

︐
”

‡
”

な
ど
の
記
号
は
︐
で
き
る
だ
け
用
い
な
い。

た
だ
し
︐
上
付
き
数
字
と
混
同

す
る
な
ど
の
理
由
で
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
︐
用
い
て
も
よ
い。

図
の
注
に
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
含
め
て
も
よ
い。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



七十

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

二
十
八
・
六

 

図
の
種
類

二
十
八
・
六
・
一

 

機
械
製
図

機
械
製
図
は
︐
製
図
に
関
す
る
規
格
に
よ
っ
て
作
成
す
る（

二
十
八
・
五
・
一 

参
照

）

。

 

様
々
な
投
影
図
︐
詳
細

図
︐
及
び
構
成
要
素
又
は
多
重
構
成
品
の
断
面
図
を
︐
細
分
図
と
し
て
表
示
し
て
は
な
ら
な
い。

例

単位 mm

図 x－機械製図の例

二
十
八
・
六
・
二

 

図
記
号

機
器
・
装
置
用
図
記
号
は
︐
I
E
C 

6
0
4
1
7 

D
B 

及
び 

I
S
O 

7
0
0
0 

に
よ
る。

案
内
用
図
記
号
は
︐

J
I
S 

Z 

8
2
1
0 

に
よ
る。

安
全
標
識
は
︐
J
I
S 

Z 

8
2
1
0
及
び 

J
I
S 

Z 

9
1
0
4 

に
よ
る。

図
記
号
の
種
類
別
の
概
要
を
︐
表
10 

に
示
す。表

10 

—

図
記
号
の
概
要

種類

伝えたい内容

用いる場所

デザイ
ンの規格
適用規格

案
内
用
図
記
号

公
共
施
設
︐
サー

ビ
ス
な
ど

公
共
・
一
般
施
設
︐
交
通
施
設
な
ど

I
S
O 

2
2
7
2
7

J
I
S

 

Z 8
2
1
0

安
全
標
識（

マー

キ
ン
グ

）

人
の
安
全
及
び
健
康
関
連
事
項

職
場
及
び
公
共
の
場
所

J
I
S 

Z 

9
1
0
1

J
I
S

 

Z 8
2
1
0

J
I
S

 

Z 9
1
0
4

製
品
安
全
ラ
ベ
ル

人
の
安
全
及
び
健
康
関
連
事
項

製
品

I
S
O 

3
8
6
4
-
2

-

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



七十一

二
十
九
　
表

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

種類

伝えたい内容

用いる場所

デザイ
ンの規格
適用規格

I
S
O 

3
8
6
4
-
3

機
器
・
装
置
用
図
記
号

機
器
・
装
置
関
連
事
項

機
器
・
装
置

J
I
S 

Z 

8
2
2
1
-
1

J
I
S 

Z 

8
2
2
1
-
2

J
I
S 

Z 

8
2
2
1
-
3

I
S
O

 

7
0
0
0

I
E
C

 

6
0
4
1
7

 

D
B

製
品
技
術
文
書
に
用
い
る

図
記
号

製
品（

要
素
︐
コ
ン
ポー

ネ
ン
ト
︐
装
置
な

ど）

の
表
示

製
品
技
術
文
書（

電
気
図
面
︐
ダ
イ
ヤ
グ

ラ
ム
な
ど）

J
I
S 

Z 

8
2
2
1
-
1

J
I
S

 

Z 8
6
1
7

 (

規
格

群）J
I
S

 

C 0
6
1
7

 (

規
格

群）

二
十
八
・
六
・
三

 

回
路
図
及
び
接
続
図

回
路
図（

例
え
ば
︐
試
験
回
路
な
ど
の
回
路
図
及
び
接
続
図）

は
︐
回
路
図
に
関
す
る
規
格
に
よ
る。

回
路
図
に
用
い
る
図
記
号
は
︐
J
I
S 

C 

0
6
1
7 (

規
格
群）

 

規
格
群
及
び 
J
I
S 
Z 

8
6
1
7 (

規
格
群）

規
格

群
に
よ
る。

参
照
指
定
及
び
信
号
指
定
は
︐
そ
れ
ぞ
れ 

I
E
C 

8
1
3
4
6 (

規
格
群）

 
規
格
群
及
び 

J
I
S

C

0
4
5
0 

に
よ
る。

二
十
八
・
六
・
四

 

フ
ロー

チ
ャー

ト

フ
ロー

チ
ャー

ト
は
︐
J
I
S 

X 

0
1
2
1 

に
よ
る。

二
十
九 

表

二
十
九
・
一

 

一
般

表
は
︐
規
格
の
内
容
を
分
か
り
や
す
く
示
す
場
合
に
用
い
る。

二
十
九
・
二

 

題
名

表
に
は
︐
題
名
を
付
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

題
名
を
付
け
る
場
合
は
︐
分
か
り
や
す
い
題
名
と
す
る。

二
十
九
・
三

 

付
番
及
び
区
分
け

表
に
は
︐
本
体
を
通
し
て
“

表

1
”

︐
”

表

2
”

︐
”

表

3
”

の
よ
う
に
︐
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
“
1
”

か
ら
始
ま
る
連
続
し
た
番
号
を
付
け
る。

表
が
一
つ
の
場
合
に
も
︐
”

表

1
”

と
表
記
す
る。

表
の
番
号
は
︐  

 箇
条

番
号
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
な
い（

例
え
ば
︐
”

箇
条

5
”

に
あ
る
表
を
“

表

5
.
1
”

︐

”
表

5
.

2
”

な
ど
と
は
し
な
い。

）

。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



七十二

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

表
の
中
に
更
に
表
を
作
成
し
て
は
な
ら
な
い。

ま
た
︐
表
を
分
割
し
て
︐
”

表

1

a)

”
︐
”

表

1

b)
”

と
い
っ
た
細
分
表
の
形
に
し
て
は
な
ら
な
い。

表
の
番
号
及
び
題
名
は
︐
表
の
上
の
中
央
に
横
書
き
で
表
示
す
る。

表
の
番
号
と
題
名
と
は
︐
ハ
イ
フ
ン
“－

”
で
分

け
る。

例
 
1

附
属
書
の
表
の
付
番
は
︐
二
十
・
四 

に
よ
る。

表
が
複
数
の
ペー

ジ
に
わ
た
る
場
合
は
︐
表
の
番
号
及
び
題
名
を
繰
り
返
し
︐
そ
の
後
に
“（

続
き）

”
と
表
記
す
る

か
︐
又
は
全
て
の
ペー

ジ
の
表
に
対
し
て
順
に
“（

1
/
#）
”

︐
”（

2
/

#）

”
の
よ
う
に
付
記
す
る。

こ
こ
で
“
#
”

は
︐
該
当
す
る
表
が
あ
る
ペー

ジ
の
総
数
を
表
す。

た
だ
し
︐
表
に
題
名

を
付
け
た
場
合
で
も
︐
2

ペー

ジ
目
以
降
は
表
の
題
名
を
省
略
し
て
も
よ
い。

例
 
2

表

x 

— 

ロー

ル
の
寸
法（

続
き）

例
 
3

表

x 

— 

ロー

ル
の
寸
法（

1
/
4）

例
 
4

表

x（

2
/
4）

二
十
九
・
四

 

引
用
・
参
照

表
は
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
で
引
用
又
は
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

例
 
1

“
…
は
︐
表

3 

に
よ
る。

”

例
 
2

“
表

1 

に
示
す
方
法
を
適
用
す
る。

”

例
 
3

“
表

B
.
1 

参
照。

”

二
十
九
・
五

 

特
定
の
原
則
及
び
規
則

二
十
九
・
五
・
一

 

表
の
表
し
方

表
は
︐
必
要
な
場
合
︐
記
号
説
明（

二
十
九
・
五
・
六 

参
照）

︐
段
落
︐
例
︐
注
記 （

 

二
十
九
・
五
・
四 

参
照）

及

び
／
又
は
注（

二
十
九
・
五
・
五 

参
照

）

を
︐  

 そ
の
表
の
一
番
下
の
欄
に
記
載
す
る

。

な
お
︐
表
に
関
す
る
要
求
事

項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
︐
段
落
で
規
定
し
て
も
よ
い。

例
 
1

表

x

—（

題
名）

タイプ

長さ

内径

外径

A

xxxa)

xxx

xxx

B

xxx

xxxa)

,a)

xxx

記
号
説
明

（

段
落）

 

例注
記

1

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



七十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

タイプ

長さ

内径

外径

注
記

2

注 a)
注

表
に
用
い
る
け
い（

罫）

線
は
︐
太
さ
が
一
定
の
実
線
と
し
︐
通
常
︐
二
重
線
︐
破
線
な
ど
を
用
い
な
い。

た
だ
し
︐

縦
に
長
い
表
を
途
中
で
切
り
分
け
︐
複
数
列
に
並
べ
て
記
載
す
る
場
合
に
は
︐
列
の
境
を
二
重
線
で
区
切
る。

表
の
中
の
一
部
に
空
欄
が
あ
る
場
合
に
は
︐
そ
の
中
央
部
に
“－

”
を
入
れ
る。

空
欄
が
多
い
場
合
に
は
︐

“－

”
を
入
れ
ず
に
記
入
欄
と
空
欄
と
を
太
枠
線
で
区
切
っ
て
も
よ
い。

例
 
2

（

太
枠
の
使
用
例）

表
の
説
明
と
し
て
図
を
掲
載
す
る
場
合（

図
が
明
ら
か
に
表
に
附
属
し
て
い
る
場
合）

に
は
︐
図
の
番
号
な
ど

は
表
記
せ
ず
︐
表
の
番
号
及
び
題
名
だ
け
を
表
記
す
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



七十四

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

例
 
3

寸法

呼び

d_1
d_2

l_1
l_2

質量（

参考）
（

kg）

S

25

120

100

4
.
5

T

31
.
5

10

145

125

5
.
6

U

40

180

160

7
.
1

V

50

20

9
.
0

W

63

40

220

200

11
.
2

二
十
九
・
五
・
二

 

表
の
見
出
し
欄

表
の
中
に
参
考
情
報
の
欄
を
設
け
る
場
合
は
︐
そ
の
見
出
し
欄
に
“（

参
考）

”
と
表
記
す
る （

 

二
十
九
・
五
・
一

の
例

3 

参
照）

。

表
の
見
出
し
欄
に
︐
斜
め
け
い（

罫）

線
は
用
い
な
い。
見
出
し
欄
の
項
目
を
統
合
し
た
呼
称
が
必
要
な
場
合
は
︐
そ

の
見
出
し
欄
の
上
に
欄
を
設
け
て
表
記
す
る。

例
 
1

（

不
適
切
な
見
出
し
欄
の
例）

例
 
2

（

適
切
な
見
出
し
欄
の
例）

種類

寸法

A

B

C

 
 

 
 

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



七十五

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

二
十
九
・
五
・
三

 

表
の
単
位
表
示

各
欄
の
数
値
の
単
位
が
全
て
同
じ
場
合
は
︐
表
の
枠
外
の
右
上
に
“

単
位

…
”

の
よ
う
に
表
記
す
る。

こ
の
場
合
︐
表
が
複
数
の
ペー

ジ
に
わ
た
る
と
き
は
︐
必
要
と
な
る
全
て
の
ペー

ジ
の
表
に

表
記
す
る。

例
 
1

表
の
枠
外
の
右
上
に
示
し
た
単
位
と
は
異
な
る
単
位
に
よ
る
数
値
で
見
出
し
欄
を
構
成
す
る
場
合
に
は
︐
個
々
に
単
位

記
号
を
表
記
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

例
 
2

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



七十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

各
欄
の
数
値
の
単
位
が
異
な
る
場
合
の
単
位
の
示
し
方
は
︐
次
に
よ
る。

a)

単
位
記
号
は
︐
通
常
︐
見
出
し
欄
の
中
の
下
方（

例

3 

参
照）

又
は
右
方（

例

4 
参
照）

 

に
︐
括
弧
を
付
け

な
い
で
表
記
す
る。

見
出
し
欄
が
横
方
向（

行
方
向）

又
は
縦
方
向（

列
方
向）

に
並
ぶ
場
合
は
︐
見
出
し
欄
の
並

ぶ
方
向
ご
と
に
︐
単
位
記
号
を
表
記
す
る
場
所
を
統
一
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

例
 
3

例
 
4

表

x 

— 

ゴ
ム
の
特
性

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



七十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

カバー

ゴムの種類

項目

P

G

S

引
張
強
さ

M
P
a

8

以
上

14 

以
上

18 

以
上

伸
び

%

300 

以
上

400 

以
上

450 

以
上

摩
耗
量 "mm"^3

400 

以
下

250 

以
下

200 

以
下

b)

一
つ
の
見
出
し
欄
の
中
に
量
記
号
と
単
位
記
号
と
を
併
記
す
る
場
合
は
︐
単
位
記
号
に
括
弧
を
付
け
て
も
よ
い。

例
 
5

表

x 
— 
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
グ
ルー

プ
と
放
射
限
界
と
の
関
係リスクグルー

プ

リスク

免除グ
ルー

プ

リスクグルー

プ

1（

低危険度）

リスクグルー

プ

2（

中危険度）

目
及
び
皮
膚
に
対
す
る
紫
外
放
射
傷
害 

E_s ("W" cdot "m"^{-2})
10^{-3}  

以
下

10^{-3}  

を
超
え 3 xx 10^{-3}  

以
下

3 xx 10^{-3}  

を
超
え 3 xx 10^{-2}  

以
下

目
に
対
す
る
近
紫
外
放
射
傷
害 

E_{"UVA"} " " ("W" cdot "m"^{-2})

10 
以
下

10 

を
超
え
33 

以
下

33 

を
超
え 10^2  

以
下

青
色
光
に
よ
る
網
膜
傷
害 L_B " " ("W" cdot "m"^{-2} cdot "sr"^{-1})

10^2  

以
下

10^2  
を
超
え 10^4  

以
下

10^4  

を
超
え 4 xx 10^6  

以
下

小
型
光
源
の
青
色
光
に
よ
る
網
膜
傷
害 

E_B (W cdot m^{-2}

1

以
下

1

を
超
え

4 xx 10^2  

以
下

網
膜
の
熱
傷
害a)

,b) L_{"R"} " " ("W" cdot "m"^{-2} cdot "sr"^{-1})
2.8 xx 10^4//alpha

以
下

2.8 xx 10^4//alpha

を
超
え

7.1 xx 10^4//alpha

以
下

網
膜
の
低
可
視
光
熱
傷
害c)

,d) 

L_{"IR"} " " ("W" cdot "m"^{-2} cdot "sr"^{-1})

6 xx 10^3//alpha

以
下

目
の
赤
外
放
射
傷
害 E_{"IR"} " " ("W" cdot "m"^{-2})

10^2  

以
下

10^2  

を
超
え

5.7 xx 10^2  

以
下

5.7 xx 10^2  

を
超
え

3.2 xx 10^3  

以
下

注 a)

網
膜
の
熱
傷
害
又
は
網
膜
の
低
可
視
光
熱
傷
害
の
い
ず
れ
か
を
適
用
す
る。

網
膜
の
低
可
視
光
熱
傷
害
は
︐   

一
般
照
明
用   

ラ
ン
プ
に
は

通
用
し
な
い。

注 b)
alpha （

視
角）

は
x
.
x

参
照。

注 c)

a

注 d)

b

c)

一
部
の
縦
の
列
又
は
横
の
行
の
欄
の
数
値
が
一
括
し
て
表
の
枠
外
の
右
上
に
示
す
単
位
と
異
な
る
場
合
に
は
︐
そ
の

見
出
し
欄
に
表
記
す
る
単
位
記
号
に
括
弧
を
付
け
る。

例
 
6

表

x－

寸
法

単
位

c
m

1

形

2

形

3

形

B

形

B

形

内
用
品
質
量（

k
g）

箱
の
内
の
り

A形

上
板

下
板

a)

形
及
び

b)

形

A形

上
板

下
板

3

000 

以
下

90 

以
下

1
.

8

1
.
5

1
.
2

（

合
板

0
.

4）

0
.
9

2
.

1

1
.
8

1
.
5

7

000 

以
下

180 

以
下

2
.

1

1
.
8

1
.
2

2
.
1

1
.
8

15

0
0
0

以
下

350 

以
下

2
.

4

2
.
1

1
.
5

（

合
板

0
.

55）

1
.
5

2
.

4

2
.
4

2
.
1

表
の
説
明
と
し
て
図
を
掲
載
す
る
場
合
︐
図
と
表
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
寸
法
︐
質
量
な
ど
の
数
値
を
記
載
し
て
い
る
と
き

は
︐
図
を
含
め
た
全
体
の
表
の
右
上
に
“

単
位

m
m
”

の
よ
う
に
単
位
記
号
を
表
記
す
る 

（
 

二
十
九
・
五
・
一

の
例

3 

参
照）

。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



七十八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

二
十
九
・
五
・
四

 

表
の
注
記

表
の
注
記
の
記
載
方
法
は
︐
次
に
よ
る。

a)
注
記
は
︐
通
常
︐
表
の
下
部
の
枠
内
に
記
載
し
︐
注
が
あ
る
場
合
は
︐
注
記
を
先
に
記
載
す
る。

b)

一
つ
の
表
に
注
記
が
一
つ
だ
け
の
場
合
は
︐
注
記
の
説
明
文
の
冒
頭
に
“

注
記
“

と
表
記
す
る。

c)

同
じ
表
に
複
数
の
注
記
を
記
載
す
る
場
合
は
︐
”

注
記

1
”

︐
”

注
記

2
”

︐
”

注
記

3
”

の
よ
う
に
連
続
番
号
を
付
け
る。

d)

注
記
の
番
号
は
︐
個
々
の
表
ご
と
に
︐
新
た
に

1

か
ら
付
番
す
る。

表
の
注
記
に
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い。

表
の
内
容
に
関
す
る
要
求
事
項
︐

推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
は
︐
本
文
中
︐
表
の
段
落
又
は
表
の
注 （

 

二
十
九
・
五
・
五 

参
照）

に
︐
文
章
で
記
載
す

る。

二
十
九
・
五
・
五

 

表
の
注

表
の
注
は
︐
本
文
の
注
と
は
別
に
扱
う。

表
の
注
は
︐
表
ご
と
に
︐
通
常
︐
表
の
枠
内
の
一
番
下
に

“
注

a)

”
︐
”

注
b)

”
︐
”

注
c)

”

の
よ
う
に
ラ
テ
ン
文
字
の
“
a
”

で
始
ま
る
上
付
き
の
片
括
弧
付
き
小
文
字
を
付
け
︐
こ
の
後
に
文
章
を
記
載
す
る。

注
を
続
け
て
記
載
す
る
場

合
︐
”

注
“

の
文
字
は
繰
り
返
し
て
表
記
す
る。

ま
た
︐
表
の
中
の
参
照
し
た
い
箇
所
に
“

a)

”
︐
”
b)

”
︐
”

c)

”
な
ど
の
よ
う
に
上
付
き
の
片
括
弧
付
き
小
文
字
の
注
符
号
を
付
け
︐
注
と
の
関
係
を
示
す（

 

二
十
九
・
五
・
一 

の

例

1 

参
照）

。

注
符
号
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
代
わ
り
と
し
て
︐
上
付
き
の
“
*
”

︐
”

*
*
”

︐
”
*
*
*
”

︐
”

†
”

︐
”

‡
”

な
ど
の
記
号
は
︐
で
き
る
だ
け
用
い
な
い。

た
だ
し
︐
細
別
符
号
と
注
の
上
付
き
数
字
と
を
混
同
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
な

ど
の
理
由
で
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
︐
用
い
て
も
よ
い。

表
の
注
に
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
含
め
て
も
よ
い。

二
十
九
・
五
・
六

 

表
の
記
号
説
明

表
は
︐
ス
ペー

ス
の
節
約
の
た
め
︐
又
は
読
み
や
す
く
す
る
た
め
︐
略
語
又
は
参
照
の
表
示
が
必
要
な
場
合
が
あ

る。

こ
の
よ
う
な
場
合
︐
略
語
の
意
味
は
︐
”

記
号
説
明
“

で
説
明
す
る。

例

表

x－

〇
〇
〇
〇

デー

タオブ

ジェクト名
共通デー

タクラス

説明

TM/O/C

L
N
N
a
m
e

－

名
称
は
︐
I
E
C 

6
1
8
5
0
-
7
-
2
:
2
0
1
0 

の
箇
条   

22 

に
よ
っ
て
︐
ク
ラ
ス
名
︐

L
N
-
P
r
e
f
i
x

及
び

L
N
-
I
n
s
t
a
n
c
e
-
I
D

で
構
成
す
る。

－
－

デー

タ
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト

状
況
情
報

O
p

A
C
T

到
達
し
た
操
作
レ
ベ
ル

T
M

設
定

S
t
r
V
a
l
A
S
G

開
始
段
階
の
設
定
地
点

－

C

O
p
D
l
T
m
m
sIN
G

処
理
遅
延
時
間（

m
s）

－

O

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一
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七十九

三
十
二
　
著
作
権

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

記
号
説
明

T
:

一
時
的
な
デー

タ
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト 

  

M
/
O
/
C
:

デー

タ
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
は
︐
必
須（

M）

︐
選
択（

O）

又
は
条
件
付
き（

C）

の
い
ず
れ
か

三
十 

特
許
権
な
ど

J
I
S 

の
作
成
時
に
は
︐
特
許
権
を
伴
う
も
の
か
否
か
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
︐
特
許
が
あ
る
場
合
は
︐
特
許
権
者

に
よ
る
非
差
別
的
か
つ
合
理
的
条
件
で
の
通
常
実
施
権
な
ど
の
許
諾
な
ど
の
声
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
の
了
解
が
得
ら
れ

て
い
る
か
を
確
認
す
る。

特
許
権
に
関
す
る
情
報
は
︐
ま
え
が
き
及
び
必
要
に
応
じ
て
附
属
書
に
記
載
す
る［

十
二
・
五
・
一 

d)

参
照］

。
注
記

特
許
権
な
ど
に
つ
い
て
の
対
応
は
︐
”

特
許
権
等
を
含
む 

J
I
S 

の
制
定
等
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
“（

令

和
元
年

6

月
︐
日
本
工
業
標
準
調
査
会
標
準
第
一
部
会
・
第
二
部
会
議
決）

参
照。

三
十
一 

商
標
名
及
び
商
標
の
使
用

製
品
な
ど
の
名
称
は
︐
商
品
名
又
は
商
標
名
で
は
な
く
︐
製
品
な
ど
の
正
し
い
呼
び
方
又
は
品
目
で
表
す
の
が
よ

い（

例
1 

参
照）

。

商
標
権
の
あ
る
登
録
商
標
名
は
︐
そ
れ
が
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
︐
で
き
る
だ
け
使
用
を
避
け

る。

や
む
を
得
ず
登
録
商
標
名
を
用
い
る
場
合
は
︐
そ
れ
が
登
録
商
標
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
︐
登
録
商
標
の
記

号
“
®
”

又
は
商
標
の
記
号
“
T
M
”

を
付
け
る
な
ど
に
よ
っ
て
示
す（

 

例
2 
参
照）

。

例
 
1

（

例

2 

の
正
式
な
材
料
名
及
び
そ
の
略
語）

ポ
リ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン（

P
T
F
E）

例
 
2

（

や
む
を
得
ず
︐
例

1 

の
材
料
名
を
製
品
名
で
表
記
す
る
例）

テ
フ
ロ
ン
®

当
該
規
格
を
適
切
に
適
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
製
品
な
ど
が
一
つ
だ
け
の
場
合
は
︐
そ
の
製
品
な
ど
の
商
標
名
を

用
い
て
も
よ
い。

こ
の
と
き
︐
製
品
名
又
は
商
標
名
に
は
︐
注
を
付
け
て
商
標
名
で
あ
る
旨
を
記
載
す
る。

例
 
3

注
*
1) 

〇
〇
〇（

製
品
の
商
標
名）

は
︐
△
△
△（

供
給
者
名）

が
供
給
す
る
製
品
の
商
標
名
で
あ
る。

こ

の
情
報
は
︐
こ
の
規
格
の
利
用
者
の
便
宜
を
図
っ
て
記
載
す
る
も
の
で
︐
こ
の
製
品
を
推
奨
す
る
も
の
で
は
な

い。

当
該
規
格
を
適
切
に
適
用
す
る
た
め
︐
製
品
な
ど
の
特
性
を
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
の
理
由
で
︐   

や
む
を

得
ず
市
販
の
製
品
な
ど
を
記
載
し
て
も
よ
い。

こ
の
場
合
は
︐
注
で
︐
商
標
名
で
あ
る
旨
を
説
明
す
る。

例
 
4

注
1) 

〇
〇
〇（

製
品
の
商
標
名）

は
︐
△
△
△（

供
給
者
名）

が
供
給
す
る
製
品
の
商
標
名
で
あ
り
︐
市
販

製
品
の
一
例
で
あ
る。

こ
の
情
報
は
︐
こ
の
規
格
の
利
用
者
の
便
宜
を
図
っ
て
記
載
す
る
も
の
で
︐   

こ
の
製

品
を
推
奨
す
る
も
の
で
は
な
い。

三
十
二 

著
作
権

J
I
S 

は
︐
著
作
権
法
で
保
護
対
象
と
な
っ
て
い
る
著
作
物
で
あ
る。

著
作
権
に
関
す
る
事
項
は
︐
ま
え
が
き
に
記
載

す
る［

 

十
二
・
五
・
一 

c)

参
照］

。

海
外
規
格
な
ど
を
基
礎
と
す
る
場
合
︐
又
は
そ
の
一
部
若
し
く
は
文
献
な
ど
の
一
部
を
抜
粋
し
て
規
格
に
記
載
す
る
場

合
に
は
︐
著
作
権
者
か
ら
当
該
著
作
物
の
使
用
に
関
す
る
許
諾
又
は
著
作
権
の
譲
渡
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

ま

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



八十

三
十
五
　
特
定
分
野
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
内
容
の
扱
い
方
著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

た
︐
著
作
物
の
使
用
に
関
す
る
許
諾
を
受
け
て
転
載
し
た
部
分
に
は
︐
”

出
典
“

と
明
記
し
て
︐  

 元
の
著
作
物
を
明
示

す
る（

 
十
・
一 

の
例
参
照）

。

三
十
三 

適
合
性
評
価

製
品
︐
加
工
技
術
及
び
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
規
格
は
︐
製
造
業
者
若
し
く
は
供
給
者（

第
一
者）

︐
使
用
者
若   

し
く
は

購
入
者（

第
二
者）
又
は
中
立
し
た
機
関（

第
三
者）

が
適
合
性
を
評
価
で
き
る
よ
う
に
︐
”

中
立
性  

 の
原
則

“
に
基

づ
い
て
規
定
す
る。

注
記

第
一
者
︐
第
二
者
及
び
第
三
者
の
適
合
性
評
価
活
動
は
︐
J
I
S 

Q 

1
7
0
0
0 

に
定
義
さ
れ
て
い
る。

適
合
性
評
価
を
適
切
に
行
う
た
め
に
製
品
︐
加
工
技
術
及
び
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
規
格
が
満
た
す
べ
き
要
求
事
項
は
︐

次
に
よ
る。

a)

製
品
の
品
質
は
︐
真
に
必
要
な
実
用
特
性
を
定
量
的
な
表
現
で
規
定
す
る。

こ
の
場
合
︐
実
用
特
性
の
規
定
値
は
︐

適
合
性
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
︐
基
準
値
及
び
そ
の
許
容
差
︐
上
限
値
︐
下
限
値
な
ど
で
具
体
的
に
規
定
す
る。

b)

製
品
の
品
質
を
実
用
特
性
で
規
定
で
き
な
い
場
合
又
は
十
分
規
定
で
き
な
い
場
合
に
は
︐
こ
れ
ら
に
代
え
て
又
は
加

え
て
︐
例
え
ば
︐
化
学
成
分
︐
機
械
的
性
質
︐
材
料
︐
構
造
︐
形
状
・
寸
法
な
ど
で
規
定
す
る。

c)

製
品
の
品
質
の
実
用
特
性
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
代
用
特
性
に
つ
い
て
︐
こ
れ
ら
の
適
合
性
評
価
を
行
う
た
め
の
具

体
的
で
必
要
十
分
な
試
験
方
法
を
規
定
す
る。

d)

製
品
規
格
へ
の
適
合
性
を
何
ら
か
の
手
段
で
示
す
場
合
に
必
要
な
表
示
事
項
に
つ
い
て
︐
表
示
内
容
︐
表
示
の
場

所
︐
表
示
方
法
な
ど
を
規
定
す
る。

こ
れ
ら
の
規
格
に
は
︐
繰
返
し
及
び
再
現
可
能
な
適
合
性
評
価
の
結
果
を
得
る
た
め
に
必
要
な
要
求
事
項
以
外
は
︐
適

合
性
評
価
に
関
係
す
る
要
求
事
項
を
含
め
て
は
な
ら
な
い。
ま
た
︐
製
品
及
び
加
工
技
術
に
関
わ
る
規
格
で
は
︐
例
え

ば
︐ 

J
I
S 

Q 

9
0
0
1 

を
引
用
し
て
規
定
の
一
部
と
す
る
な
ど
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格
に
依
存
す
る
適
合
性

を
規
定
し
て
は
な
ら
な
い。

三
十
四 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
︐
信
頼
性
及
び
抜
取
検
査

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
︐
信
頼
性
及
び
抜
取
検
査
に
関
す
る
規
格
を
作
成
す
る
場
合
に
は
︐ 

J
I
S 
の

Q

部
門（

管
理
シ
ス
テ
ム
部
門）

︐
Z

部
門（

そ
の
他
部
門）

の
う
ち
工
場
管
理
関
係
︐ 

I
S
O
/

I
E
C 

D
I
R 

1 

I
S
O 

S
U
P
︐
附
属
書
L （

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格
の
提
案）

な
ど
の
規
格
・
規
範
文
書

を
考
慮
す
る。

三
十
五 

特
定
分
野
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
内
容
の
扱
い
方

特
定
分
野
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
規
格
及
び
特
定
分
野
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格
を
作
成
す
る
場
合
に
は
︐

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

1 

I
S
O 

S
U
P
︐
附
属
書
M ［

産
業
分
野
固
有
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
規
格
及
び
産
業
分
野
固

有
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格（

M
S
S）

の
開
発
の
た
め
の
方
針］

を
考
慮
す
る。

特
定
の
製
品
又
は
特
定
の
産
業
部
門
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
要
求
事
項
又
は
指
針
を
作
成
す
る
場

合
に
は
︐
次
の
事
項
に
よ
る
の
が
よ
い。

a)

J
I
S 

Q 

9
0
0
1 

全
体
を
規
定
と
し
て
引
用
す
る。

そ
の
代
わ
り
に
︐
箇
条
又
は
細
分
箇
条
を
そ
の
ま
ま
引
用

又
は
転
載
し
て
も
よ
い。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



八十一

三
十
六
　
対
応
国
際
規
格
を
基
礎
に
し
て
　
J
I
S
　
を
作
成
す
る
場
合
の
特
別
の
補
足
事
項

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

b)
J
I
S 

Q 

9
0
0
1 

の
規
定
内
容
を
転
載
す
る
場
合
は
︐
J
I
S

Q

9
0
0
1

か
ら
転
載
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
と
区
別
し
て
分
か
る
よ
う
に
す
る。

c)
J
I
S 
Q 

9
0
0
1 

に
規
定
し
て
い
る
用
語
及
び
定
義
は
︐
こ
れ
ら
を
引
用
す
る
か
︐
又
は
そ
の
ま
ま
規
定
と
し

て
転
記
す
る。

三
十
六 

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
に
し
て 

J
I
S 

を
作
成
す
る
場
合
の
特
別
の
補
足
事
項

三
十
六
・
一

 

一
般

作
成
す
る 

J
I
S 

に
対
応
国
際
規
格
が
あ
る
場
合
︐
要
求
事
項
は
︐
本
質
的
に
は
国
際
的
に
受
入
れ
可
能
な
内
容
と

す
る。必

要
に
応
じ
て
︐
気
候
︐
環
境
︐
取
引
形
態
な
ど
の
違
い
に
よ
っ
て
選
択
が
可
能
な
複
数
の
要
求
事
項
を
示
し
て
も
よ

い。な
お
︐
国
際
規
格
の
採
用
に
関
し
て
は 

I
S
O
/
I
E
C 
G
u
i
d
e 

21
-
1 

を
︐
そ
の
他
の
国
際
的
な
規
格
類
の

採
用
に
関
し
て
は 

I
S
O
/
I
E
C 

G
u
i
d
e 

21
-
2 
を
参
照
す
る。

対
応
す
る
国
際
規
格
が
あ
る
場
合
に
は
︐
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
整
合
を
大
限
に
保
ち
︐
ま
た
︐
差
し
支
え
な
い
限
り
対

応
国
際
規
格
の
様
式
に
基
づ
く。

対
応
す
る
国
際
規
格
に
対
し
て
技
術
的
な
変
更
を
行
っ
た
箇
所
︐
規
格
の
構
成
の
変
更
を
施
し
た
箇
所
︐
参
考
情
報
を

追
加
し
た
箇
所
な
ど
に
は
︐
側
線
又
は
点
線
の
下
線
を
施
す
な
ど
し
て
︐
変
更
箇
所
が
識
別
可
能
な
表
記
を
行
う。

編
集

上
の
変
更
を
加
え
た
箇
所
も
︐
同
様
に
識
別
可
能
な
表
記
を
行
っ
て
も
よ
い。

三
十
六
・
二

 

許
容
さ
れ
る
編
集
上
の
変
更

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
規
格
を
作
成
す
る
場
合
︐
次
に
示
す
よ
う
な
編
集
上
の
変
更
は
︐
対
応
国
際
規
格
の
技

術
的
内
容
の
変
更
に
は
当
た
ら
な
い。

a)

小
数
点
を
表
す
コ
ン
マ
を
︐
”

︐
”

か
ら
“
.
”

に
変
更
す
る。

b)

ミ
ス
プ
リ
ン
ト（

例
え
ば
︐
誤
記
︐
脱
字）

を
修
正
す
る
︐
又
は
編
集
上
の
改
ペー

ジ
位
置
を
変
更
す
る。

c)

対
応
国
際
規
格
に
対
し
て
発
行
さ
れ
た
追
補
及
び
／
又
は
技
術
的
正
誤
票 

（

t
e
c
h
n
i
c
a
l

c
o
r
r
i
g
e
n
d
u
m）

の
内
容
を
含
め
て
一
体
と
し
て
編
集
す
る。

d)

既
存
の
規
格
の
系
列
に
即
し
た
規
格
の
名
称
に
変
更
す
る。

e)

”
こ
の
文
書
“

又
は
“

こ
の
国
際
規
格
“

を
︐
”

こ
の
規
格
“

に
置
き
換
え
る。

f)

規
定
の
一
部
と
な
ら
な
い
参
考
情
報［

例
え
ば
︐
附
属
書（

参
考）

︐
注
記］

を
追
加
す
る。

注
記
参
考
情
報
の
例
と
し
て
は
︐
利
用
者
へ
の
助
言
︐
教
育
用
指
針
︐
推
奨
書
式
︐
報
告
書
の
様
式
が
あ
る。

.

対
応
国
際
規
格
か
ら
︐
参
考
情
報
を
削
除
す
る。

.

対
応
国
際
規
格
と
異
な
る
測
定
シ
ス
テ
ム
で
測
定
し
た
結
果
の
数
値
・
単
位
を
︐
参
考
と
し
て
併
記
す
る。

.

対
応
国
際
規
格
に
︐
記
載
内
容
又
は
編
集
上
の
明
ら
か
な
不
備
が
認
め
ら
れ
た
と
き
︐
そ
れ
を
修
正
す
る。

.

対
応
国
際
規
格
の

“
F
o
o
t
n
o
t
e
”

を
︐
”

注
“

と
し
て
記
載
す
る。

.

一
つ
の
段
落
の
中
に
記
載
し
て
い
る
幾
つ
か
の
情
報
を
︐
分
か
り
や
す
く
細
別
と
し
て
記
載
す
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://www.iso.org/standard/39800.html


八十二

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

三
十
六
・
三

 

国
際
一
致
規
格
と
す
る
場
合
の 

J
I
S 

の
構
成
の
扱
い

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
国
際
一
致
規
格
を
作
成
す
る
場
合
︐
対
応
国
際
規
格
の
構
成（

箇
条
︐
細
分
箇
条
︐
段

落
︐
細
別
︐
附
属
書
︐
図
及
び
表
の
順
序）

を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い。

な
お
︐
対
応
国
際
規
格
で
一
つ
の
段
落
に
記
載

さ
れ
た
内
容
を
︐
理
解
を
助
け
る
た
め
に
細
別
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
は
︐
対
応
国
際
規
格
の
構
成
の
変
更
に
は
該
当
し

な
い。

こ
の
場
合
の
細
別
符
号
は
︐
”－

”
又
は
“

・
”

を
用
い
る。

次
の
よ
う
な
対
応
国
際
規
格
の
内
容
は
︐
削
除
し
て
も
よ
い。

－

当
該
規
格
に
規
定
又
は
記
載
す
る
必
要
の
な
い
事
項

－

日
本
語
に
す
れ
ば
必
要
が
な
く
な
る
英
文
特
有
の
文
章
表
記
上
の
規
定

た
だ
し
︐
こ
の
場
合
︐
対
応
国
際
規
格
の
構
成
を
形
式
的
に
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

形
式
的
に
残
す
箇
条
︐
細
分

箇
条
︐
附
属
書
︐
図
及
び
表
は
︐
そ
の
番
号
及
び
題
名
を
表
記
し
︐
内
容
を
削
除
し
て
い
る
こ
と
を
括
弧
書
き
で
示
す
の

が
望
ま
し
い。

削
除
す
る
段
落
又
は
そ
の
一
部
若
し
く
は
細
別
の
一
部
に
つ
い
て
は
︐
内
容
を
削
除
し
て
い
る
こ
と
を
注

記
な
ど
で
示
す。

な
お
︐
削
除
し
た
理
由
は
当
該
箇
所
に
記
載
し
な
く
て
も
よ
い。

例
 
1

（

細
分
箇
条
を
削
除
し
た
例）

5
.
2

試
験
結
果
の
表
し
方

（

対
応
国
際
規
格
で
は
︐
こ
の
細
分
箇
条
に
お
い
て
︐
試
験
結
果
の
表
し
方
に
つ
い
て
英
語
特
有
の
語
句
の
用

法
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
︐
こ
の
規
格
で
は
不
要
で
あ
り
︐
不
採
用
と
し
た。

）

例
 
2

（

附
属
書
を
削
除
し
た
例）

附
属
書

K

（

参
考）

代
替
試
験
方
法

（

対
応
国
際
規
格
の
附
属
書
を
不
採
用
と
し
た。

）

形
式
的
に
残
す
附
属
書
︐
図
及
び
表
は
︐
例
外
的
に
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
に
お
い
て
引
用
・
参
照
す
る
必
要
は
な

い。

三
十
六
・
四

 

独
自
の
箇
条
な
ど
の
追
加

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
用
い
︐
対
応
国
際
規
格
の
箇
条
・
細
分
箇
条
・
図
・
表
の
番
号
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る

J
I
S 

に
お
い
て
︐
J
I
S 

独
自
の
箇
条
・
細
分
箇
条
・
図
・
表
を
追
加
す
る
場
合
に
は
︐
追
加
す
る
箇
所
の
直
前
の

箇
条
番
号
な
ど
の
後
に
“
A
”

か
ら
始
ま
る
ラ
テ
ン
文
字
の
大
文
字
を
付
記
し
た
箇
条
番
号
な
ど
を
用
い
て
識
別
す
る（

例
1～

例
4 

参
照）

。

こ
の
場
合
︐   独
自
に
追
加
し
た
箇
条
・
細
分
箇
条
・
図
・
表
に
つ
い
て
序
文
に
明
記
し
た
と
き

に
は
︐
追
加
し
た
箇
条
な
ど
の
箇
所
に
︐
対
応
国
際
規
格
に
は
な
い
箇
条
な
ど
で
あ
る
こ
と
を
示
す
側
線
又
は
点
線
の
下

線
を
施
す
必
要
は
な
い（

 

E
.
2 

の
例

8 

参
照）

。
た
だ
し
︐
細
別
︐
注
記
︐
注
及
び
注
釈
を
独
自
に
追
加
す
る
場

合
に
は
︐
通
常
ど
お
り
︐
一
連
の
連
続
す
る
番
号
又
は
記
号
に
よ
っ
て
記
載
し
︐
追
加
し
た
部
分
全
体
に
側
線
又
は
点
線

の
下
線
を
施
す（

 

例
5 

参
照）

。

例
 
1

88
A

9

例
 
2

88
.
0
A

8
.
1

8
.
1
A

8
.
1
B

8
.
2

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



八十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

例
 
3

図

8

図

8
A

図

9

例
 
4

表

0
A

表

0
B

表

1

例
 
5

a)

…

b)

…

c)

…

d)

…

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
用
い
る 
J
I
S 

に
お
い
て
︐
対
応
国
際
規
格
に
対
し
て
︐
用
語
及
び
定
義
の
箇
条
に

規
定
す
る
用
語（

 

十
六
・
四 

参
照）

を
追
加
す
る
場
合
︐
用
語
番
号
の
付
番
は
︐
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る。

－

対
応
国
際
規
格
に
あ
る
用
語
と
追
加
す
る
用
語
と
を
区
別
せ
ず
に
︐
連
続
し
て
付
番
す
る。

－

対
応
国
際
規
格
に
あ
る
用
語
の
用
語
番
号
は
変
更
せ
ず
︐
追
加
す
る
箇
所
の
直
前
の
用
語
番
号
の
後
に

“
A
”

か
ら
始
ま
る
ラ
テ
ン
文
字
の
大
文
字
を
付
記
し
て
付
番
す
る。

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
用
い
る 

J
I
S 

に
お
い
て
︐
対
応
国
際
規
格
に
対
し
て
︐
試
薬
及
び
そ
の
他
の
物

質
・
材
料
︐
並
び
に
試
験
装
置
及
び
試
験
器
具
の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

に
表
記
す
る
項
目
を
追
加
す
る
場
合
︐
細
別

符
号（

 

十
八
・
五
・
二～

十
八
・
五
・
四 

参
照）

 

の
付
番
は
︐
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る。

－

対
応
国
際
規
格
に
あ
る
項
目
と
追
加
す
る
項
目
と
を
区
別
せ
ず
に
︐
連
続
し
て
付
番
す
る。

－

対
応
国
際
規
格
に
あ
る
項
目
の
細
別
符
号
は
変
更
せ
ず
︐
追
加
す
る
箇
所
の
直
前
の
細
別
符
号
の
後
に

“
A
”

か
ら
始
ま
る
ラ
テ
ン
文
字
の
大
文
字
を
付
記
し
て
付
番
す
る。

三
十
六
・
五

 

独
自
の
附
属
書
の
追
加

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
す
る
規
格
を
作
成
す
る
場
合
に
︐
対
応
国
際
規
格
に
は
な
い
独
自
の
附
属
書
を
追
加
す
る
と

き
は
︐
”

附
属
書

J
A
”

の
よ
う
に
︐
”

附
属
書
“

の
語
に
続
け
て
“
J
”

を
頭
に
も
つ
“
A
”

か
ら
始
ま
る
ラ
テ
ン
文
字
の
大
文
字
を
順

番
に
付
け
︐
対
応
国
際
規
格
に
対
応
す
る
附
属
書
の
後
ろ
に
置
く。

こ
の
場
合
︐
独
自
に
追
加
し
た
附
属
書
で
あ
る
こ
と

を
序
文
で
明
記
す
る。

追
加
し
た
附
属
書
に
は
︐
側
線
又
は
点
線
の
下
線
を
施
さ
な
い。

三
十
六
・
六

 

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
比
表
の
追
加

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
す
る
が
︐
国
際
一
致
規
格
で
な
い 

J
I
S 

を
作
成
す
る
場
合
は
︐

“

J
I
S 

と
対
応

国
際
規
格
と
の
対
比
表
“

を
附
属
書（

参
考）

と
し
て
記
載
し
︐
本
体
の
後（

附
属
書
が
あ
る
場
合
︐
全
て
の
附
属
書
の

後）

に
付
け
る。

な
お
︐
同
等
で
な
い（

N
E
Q）

J
I
S 

で
︐
な
ぜ

N
E
Q

と
し
て
い
る
か
の
技
術
的
な
差
異
の
内
容
及
び
今
後

ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
を
序
文
に
記
載
す
る
場
合
は
︐
”

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
比
表

“
は
付
け
な
く

て
も
よ
い。

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
比
表
の
様
式
及
び
記
載
方
法
は
︐
附
属
書
G 

に
よ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



八十四

三
十
八
　
規
格
票
の
大
き
さ
及
び
体
裁

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

三
十
七 
追
補

追
補
は
︐
附
属
書
I 

に
よ
る。

三
十
八 

規
格
票
の
大
き
さ
及
び
体
裁

規
格
票
の
大
き
さ
は
︐
J
I
S 

P 

0
1
3
8 

の

A

列

4

番
と
す
る。

J
I
S 

の
規
格
票
の
体
裁
は
︐

附
属
書
J 

に
よ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



八十五

附
属
書
A

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

附
属
書A

（

参
考）

規
格
の
作
成
者
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

規
格
の
作
成
者
を
支
援
す
る
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
︐
表 

A
.
1 

に
示
す。

表 

A
.
1 

—

規
格
の
作
成
者
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

項目

評価

JJJ III SSS

 ZZZ  

888 333 000 111

 の該
当箇所

チェック
コメント

箇
条
の
構
成
は
論
理
的
か

箇
条   

6

 
 

細
分
箇
条
の
記
載
は
一
貫
し
て
い
る
か

箇
条   

22

 
 

構
成

ぶ
ら
下
が
り
段
落
は
な
い
か

22
.
3
.

3

 
 

文
章
は
明
確
で
簡
潔
か

箇
条   

4

 
 

文
は
長
文
で
分
か
り
に
く
く
な
い
か

箇
条   

4

 
 

読
点（

コ
ン
マ）

な
ど
の
用
い
方
は
︐
適
切
か

H
.
4

 
 

簡
易
な
表
現

の
使
用

一
つ
の
概
念
に
対
し
て
︐
一
つ
の
用
語
を
用
い
て
い
る
か

5
.
5

 
 

名
称
は
︐
全
体
的
分
野
の
要
素
か
ら
特
定
側
面
の
要
素
ま
で
を
総
称
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
か

箇
条   

11

 
 

名
称
は
︐
規
格
の
適
用
範
囲
を
意
図
せ
ず
狭
め
る
よ
う
な
表
現
を
含
め
て
い
な
い
か

11
.
5
.

1

 
 

名
称
は
︐
明
確
で
簡
潔
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か

11
.
1

 
 

名
称
は
︐
前
置
き
要
素
︐
主
要
素
︐
補
完
要
素
以
外
の
要
素
を
含
ん
で
い
な
い
か

11
.
4

 
 

名
称

複
数
の
部
が
あ
る
場
合
︐
名
称
の
前
置
き
要
素
及
び
主
要
素
は
共
通
し
て
い
る
か

11
.
4
.

1

 
 

根
拠
と
な
る
法
令
︐
主
務
大
臣
な
ど
に
関
す
る
定
型
文
の
表
記
は
適
切
か

12
.
5
.

1

 
 

ま
え
が
き

特
許
に
関
す
る
定
型
文
及
び
特
許
が
存
在
す
る
場
合
の
表
記
は
適
切
か

12
.
5
.

1

d)
 

 

要
求
事
項
を
記
載
し
て
い
な
い
か

13
.
2

 
 

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
場
合
︐
対
応
国
際
規
格
の
情
報
が
適
切
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か

13
.
1

 
 

序
文

対
応
国
際
規
格
を
変
更
し
た
場
合
に
は
︐
変
更
箇
所
の
示
し
方
及
び
変
更
の
一
覧
表
に
関
す
る
記
載
が

適
切
か

13
.
1

 
 

当
該
規
格
を
適
用
す
る
範
囲
を
規
定
し
て
い
る
か

箇
条 

14

 
 

適
用
範
囲

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
場
合
︐
注
記
で
対
応
国
際
規
格
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
記
載
し
て
い

る
か

14
.
5

 
 

引
用
規
格
と
し
て
表
記
し
て
い
る
規
格
が
︐
要
求
事
項
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
か

15
.
1

 
 

引
用
し
て
い
な
い
引
用
規
格
を
表
記
し
て
い
な
い
か

15
.
1

 
 

引
用
規
格
の
西
暦
年
の
表
記
は
︐
本
文
の
記
載
に
照
ら
し
て
適
切
な
表
記
と
な
っ
て
い
る
か

15
.
5

 
 

引
用
規
格
が
廃
止
さ
れ
て
い
な
い
か

箇
条   

15

 
 

引
用
規
格
は
一
般
に
入
手
可
能
で
あ
る
か

10
.
2
.

1
.
1

 
 

引
用
規
格

本
文
な
ど
で
引
用
し
て
い
る
引
用
規
格
は
︐
箇
条   

2 

に
全
て
を
列
記
し
て
い
る
か

15
.
1

 
 

項
目

評
価

J
I
S

Z8
3
0
1

の
該
当
箇

所

チ
ェ
ッ

ク

コ
メ

ン
ト

列
記
し
た
用
語
は
︐
当
該
規
格
の
中
で
用
い
て
い
る
か

16
.
1

 
 

列
記
し
た
用
語
は
︐
同
じ
分
野
の
用
語
規
格
︐
通
則
規
格
な
ど
で
規
定
し
て
い
な
い
か

16
.
5
.

2

 
 

定
義
は
正
確
に
記
載
し
て
い
る
か

16
.
5
.

5

 
 

用
語
及
び
定

義

定
義
す
る
用
語
そ
の
も
の
を
定
義
文
で
表
記
し
て
い
な
い
か

16
.
5
.

5

 
 

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
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八十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

項目

評価

   の該
当箇所

チェック
コメント

定
義
文
を
本
文
の
該
当
用
語
に
置
き
換
え
て
も
理
解
で
き
る
定
義
と
な
っ
て
い
る
か

16
.
5
.

5

 
 

図
の
題
名
は
簡
潔
か

28
.
2

 
 

図
の
付
番
は
適
切
か

28
.
3

 
 

必
要
な
場
合
︐
図
中
の
記
号
の
説
明
を
し
て
い
る
か

28
.
5
.

3

 
 

全
て
の
図
は
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
で
引
用
・
参
照
し
て
い
る
か

28
.
4

 
 

図

図
中
に
数
値
を
示
す
場
合
︐
そ
の
単
位
の
示
し
方
は
適
切
か

28
.
5
.

2

 
 

図
記
号

図
記
号
は
︐
基
盤
と
な
る
図
記
号
規
格
な
ど
に
従
っ
た
も
の
を
用
い
て
い
る
か

28
.
6
.

2

 
 

表
の
題
名
は
簡
潔
か

29
.
2

 
 

表
の
付
番
は
適
切
か

29
.
3

 
 

全
て
の
表
は
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
で
引
用
・
参
照
し
て
い
る
か

29
.
4

 
 

表

表
中
に
数
値
を
示
す
場
合
︐
そ
の
単
位
の
示
し
方
は
適
切
か

29
.
5
.

129
.

5
.
3

 
 

全
て
の
附
属
書
は
︐
当
該
規
格
の
他
の
部
分
で
引
用
・
参
照
し
て
い
る
か

20
.
5

 
 

附
属
書（

規
定）

を
引
用
す
る
場
合
と
附
属
書（

参
考）

を
参
照
す
る
場
合
と
を
︐
当
該
規
格
の
他
の

部
分
で
明
確
に
書
き
分
け
て
い
る
か

20
.
2

 
 

附
属
書

附
属
書
の
位
置
付
け（

規
定
又
は
参
考）

の
表
記
方
法
は
適
切
か

20
.
4

 
 

参
考
文
献
の
表
記
方
法
は
適
切
か

箇
条   

21

 
 

表
記
し
て
い
る
文
献
な
ど
の
名
称
な
ど
は
適
切
か

箇
条   

21

 
 

箇
条   

2 

に
列
記
す
べ
き
引
用
規
格
が
混
在
し
て
い
な
い
か

21
.
1

21
.
5

 
 

箇
条   

2 

で
列
記
し
た
規
格
と
重
複
し
た
も
の
は
な
い
か

21
.
1

21
.
5

 
 

参
考
文
献
一

覧

参
考
文
献
に
付
番
を
し
て
本
文
で
参
照
し
て
い
る
場
合
︐
番
号
ず
れ
が
生
じ
て
い
な
い
か

21
.
4

 
 

要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
又
は
許
容
事
項
の
表
現
形
式   （

表   

3～

表   

5 

参
照）

を
︐
ま
え
が
き
︐
適

用
範
囲
︐
注
記
又
は
本
文
の
注
で
使
用
し
て
い
な
い
か

12
.
2

14
.
2

24
.
5

 
 

要
求
事
項
の
表
現
形
式（

表   

3 

参
照）

を
︐
序
文
で
使
用
し
て
い
な
い
か

13
.
2

 
 

記
述
事
項
の

表
現

許
容
事
項
の
表
現
形
式（

表   

5 

参
照）

と
可
能
性
・
能
力
事
項
の
表
現
形
式   （

表   

6 

参
照）

と

を
︐
適
切
に
区
別
し
て
用
い
て
い
る
か

7
.
4

7
.
5

 
 

項
目

評
価

J
I
S

Z8
3
0
1

の
該
当
箇

所

チ
ェ
ッ

ク

コ
メ

ン
ト

海
外
規
格
の
翻
訳
︐
海
外
規
格
の
図
・
表
の
転
載
な
ど
︐
著
作
権
に
関
わ
る
規
格
な
ど
は
︐
著
作
権
者

の
許
諾
手
続
な
ど
を
適
切
に
処
理
し
て
い
る
か

10
.
1

箇
条 

32

 
 

商
標
に
関
わ
る
記
載
は
︐
適
切
か

箇
条 

31

 
 

潜
在
的
な
法

律
的
問
題

特
許
な
ど
に
何
ら
か
関
わ
る
規
格
の
場
合
︐
特
許
な
ど
に
関
わ
る
記
載
す
べ
き
内
容
は
︐
適
切
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
か

12
.
1

12
.

5
.
1

d)箇
条 

30

 
 

適
合
性
評
価
適
合
性
評
価
に
関
わ
る
規
格
で
は
︐
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
内
容
を
適
切
に
記
載
し
︐
適
合
性
評
価
に

関
す
る
要
求
事
項
な
ど
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
な
い
か

箇
条 

33

 
 

引
用
・
参
照
引
用
規
格
︐
参
考
文
献
︐
箇
条
番
号
︐
図
番
号
・
表
番
号
な
ど
の
本
文
な
ど
で
の
引
用
・
参
照
は
適
切

か

箇
条 

10

箇
条 

15

箇
条 

21

 
 

共
通
の
問
題
様
々
な
数
量
の
記
号
は
︐
文
章
及
び
式
に
お
い
て
適
正
に
表
記
さ
れ
て
い
る
か

箇
条

9

表B
.
1

 
 

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019


八十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

項目

評価

   の該
当箇所

チェック
コメント

小
数
点
の
記
号
と
し
て
︐
ピ
リ
オ
ド
“ ．

”
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か

9
.
2
.

1

 
 

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019


八十八

附
属
書
B

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

附
属
書B

（

参
考）

量
及
び
単
位
の
表
記
方
法

表 

B
.
1 

は
︐
こ
の
規
格
の
本
体
︐

J
I
S 

Z 

8
0
0
0 

(

規
格
群）

 

規
格
群
︐

J
I
S 

Z 

8
2
0
1

︐
I
S
O 

8
0
0
0
0
-
2 

又
は

[

I
E
C_

8
0
0
0
0
-

13
>
>

に
規
定
さ
れ
て
い
る
主

な
量
及
び
単
位
の
表
記
方
法
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る。

表 

B
.
1 

—

量
及
び
単
位
の
表
記
方
法

番号
項目

説明及び例

1
小
数
点
の
記

号

小
数
点
は
︐
”
.
”

を
用
い
て
表
す（

例

1 

参
照）

。

た
だ
し
︐
対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た   

J
I
S 

で
︐
数
値
が
大

量
に
表
記
さ
れ
て
い
る
表
︐
式
な
ど
を
そ
の
ま
ま
転
載
す
る
場
合
に
は
︐

“
,
”

を
用
い
て
も
よ
い。

こ
の
場
合
に
は
︐

注
記
で
そ
の
旨
を
明
記
す
る。

 

例

1

例
 
1

0
.

001（

不
適
切
な
例
︓
0
,

001
︐
0･

001）

2
使
用
し
て
よ

い
単
位

国
際
単
位
系(

S
I)

に
関
わ
る
単
位
記
号
の
使
用
は
︐
次
の
も
の
だ
け
に
限
定
す
る。

a)

J
I
S 

Z 

8
0
0
0 (

規
格
群）

 

規
格
群
に
規
定
さ
れ
て
い
る

S
I

単
位

b)

J
I
S 

Z 

8
0
0
0
-
1 

に
規
定
さ
れ
て
い
る

S
I

単
位
記
号
と
と
も
に
併
用
し
て
よ
い
一
部
の
単
位。

分（

m
i
n）

︐
時（

h）

︐
日（

d）

︐
度（

°）

︐
分（
′）

︐
秒（

″）

︐
リ
ッ
ト
ル（

l

又
は

L）

︐
ト
ン

（

t）

︐
電
子
ボ
ル
ト（

e
V）

︐
ダ
ル
ト
ン（

D
a）

c)

J
I
S 

Z 

8
0
0
0
-
1 

及
び 

J
I
S 

Z 

8
0
0
0
-
3 

に
規
定
さ
れ
て
い
る
ネー

パ（

N
p）

及
び
ベ
ル（

B

）

の
単
位
︐
並
び
に 

J
I
S 

Z 

8
0
0
0
-
8 

に
規
定
さ
れ
て
い
る
オ
ク
ター

ブ
の
単
位

d)

電
気
技
術
及
び
情
報
技
術
と
し
て
︐
I
E
C 

8
0
0
0
0
-

13 

に
規
定
さ
れ
て
い
る
ボー

 （

B
d）

︐
ビ
ッ
ト（

b
i
t）

︐
オ
ク
テ
ッ
ト（

o）

︐
バ
イ
ト（

B）

︐
アー

ラ
ン（

E）

︐   
ハー
ト
レー

（

H
a
r
t）

︐
情
報
量
の

自
然
単
位（

n
a
t）

及
び
シ
ャ
ノ
ン（

S
h）

︐
並
び
に
J
I
S 

Z 

8
0
0
0
-
6 
に
規
定
さ
れ
て
い
る
バー

ル

（

v
a
r）

3
単
位
の
表
し

方

無
名
数
以
外
の
物
理
的
な
数
量
を
表
す
場
合
は
︐
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
後
に
S
I

に
よ
る
単
位
記
号
を
付
け
る。

 

単
位
を
文
章

中
で
数
字
と
組
み
合
わ
せ
な
い
場
合
に
は
︐
文
字
で
表
記
す
る。

の
適
切
な
表
し
方
の
例
を
例   

2 

に
︐
不
適
切
な
表
し
方
の

例
を
例

3 

に
示
す。

例
 
2

（

適
切
な
表
し
方）

“
k
m
/
h
”（

単
位
記
号
同
士
を
“
/
”

で
つ
な
い
だ
表
記）

 

“
キ
ロ
メー

ト
ル
毎
時
”（

単
位
の
名
称
だ
け
の
併
記）

 

“
5

m
”（

ア
ラ
ビ
ア
数
字
と
単
位
記
号
と
の
併
記）

 

“
3

組
”

︐
“
4

個
”（

“
組
”

及
び
“

個
”

は
︐
単
位
で
は
な
い。

）

例
 
3

（

不
適
切
な
表
し
方）

“
k
m

毎
時
”（

単
位
記
号
と
単
位
の
名
称
と
の
併
記）

 

“
キ
ロ
メー

ト
ル
／
時
”（

単
位
の
名
称
同
士
を
“

／
”

で
つ
な
い
だ
表
記）

 

“
五
m
”（

漢
数
字
と
単
位
記
号
と
の
併
記）

 

“
5

メー

ト
ル
”（

ア
ラ
ビ
ア
数
字
と
単
位
の
名
称
と
の
併
記）

4
数
値
と
単
位

記
号
と
の
間

の
ス
ペー

ス

数
値
と
単
位
記
号
と
の
間
に
は
︐
半
角
ス
ペー

ス
を
入
れ
る（

角
度
を
示
す
単
位
記
号
を
除
く。

）

。
例
 
4

5

m
m　

　

15

Ω　
　

37

k
m
/
h　

　

14

A　
　

27

℃　
　

25

K

角
度
を
示
す
単
位
記
号
に
は
︐
ス
ペー

ス
を
入
れ
な
い。

例
 
5

115
°

5+

︐-

︐

pm

︐=
 

な
ど

の
記
号

“
＋
”

︐
”－

”
︐
”pm

”

又
は
“

∓
”

の
記
号
を
単
項
演
算
子
と
し
て
用
い
る
場
合
︐
記
号
と
数
字
と
の
間
に
は
ス
ペ

ー

ス
を
入
れ
な
い

例
 
6

温
度
範
囲  －

7

℃～

＋
5

℃

寸
法
許
容
差 pm 5" cm"

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



八十九

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

番号
項目

説明及び例

“
＋
”

︐
”－

”
︐
”pm

”

又
は
“

∓
”

の
記
号
を

2

項
演
算
子
と
し
て
用
い
る
場
合
︐
及
び
関
係
を
表
す
“＝

”

︐

“＞

”
︐

“＜

”
な
ど
の
記
号
を
用
い
る
場
合
︐
通
常
︐
記
号
の
両
側
に
は
半
角
ス
ペー

ス
を
入
れ
な
く
て
も
よ
い

。

例
 
7

5�2
 5�3

 n pm 1.6 D > 2 " mm"  < 5 " mm"

6
単
位
記
号

標
準
化
さ
れ
て
い
な
い
単
位
記
号
は
用
い
な
い。

例
 
8

適
切
︓
:

“
s
”

不
適
切
︓

“
s
e
c
”

  

適
切
︓
:

“
m
i
n
”

不
適
切
︓

“
m
i
n
s
”

適
切
︓
:

“
h
”

不
適
切
︓

“
h
r
s
”

適
切
︓
:

“
c
m
3
”

不
適
切
︓

“
c
c
”

適
切
︓
:

“
L
”

︐
”
l
”

不
適
切
︓

“
L
i
t
”

︐
”
l
i
t
”

適
切
︓
:

“
A
”

不
適
切
︓

“
a
m
p
s
”

例
 
9

適
切
︓
:

“U
m
a
x

=

500

V
”

不
適
切
︓

“U
=

500

V
m
a
x
”

  

適
切
︓
:

”
質
量
分
率

5

%
”

不
適
切
︓

“
5

%

(

m
/

m)

”

適
切
︓
:

”
体
積
分
率

7

%
”

不
適
切
︓

“
7

%

(

V
/
V)

“
%

=

0
.

01
︐
‰＝

0
.

001 

な
ど
は
︐
単
位
で
は
な
く
︐
数
字
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る。

単
位
記
号
と
情
報
と
を
混
用
し
な
い。

例
10

適
切
︓
:

”
含
水
量   

170

k
g
/

m
3

”

不
適
切
︓

“
170

k
g

H
2
O
/

m
3

”

  

7
言
語
固
有
の

略
語

言
語
固
有
の
略
語
は
︐
用
い
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い。
p
p
m
︐
p
p
h
m
︐
p
p
b
︐
p
p
t

な
ど
の
よ
う
な
︐
一
般

的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
固
有
の
用
語
を
用
い
る
場
合
は
︐
そ
の
意
味
を
説
明
す
る。

8
単
位
記
号
及

び
量
記
号
の

表
記

単
位
記
号
は
︐
常
に
直
立
体
と
す
る。

 

量
記
号
は
︐
常
に
斜
体
と
す
る。

 

数
値
を
表
す
単
位
記
号
は
︐
対
応
す
る
量
記
号
と

は
異
な
る
も
の
に
す
る。

例
11

［

電
圧（

ボ
ル
ト）

の
数
値
を
表
す
単
位
記
号］

V

（

電
圧
又
は
電
位
差
の
量
記
号）

 U

9
下
付
き
添
字

物
理
量
又
は
順
序
数
の
よ
う
な
変
数
を
示
す
下
付
き
添
字
は
︐
斜
体
で
表
記
す
る。

そ
の
他
の
︐
用
語
︐   

固
定
数
字
な
ど
を

示
す
下
付
き
添
字
は
︐
直
立
体
で
表
記
す
る。

10
式

量
の
式
は
︐
数
値
の
式
よ
り
も
優
先
さ
れ
る。

な
ぜ
な
ら
︐
量
の
間
の
関
係
を
示
す
式
は
単
位
の
選
択
と
独
立
し
て
い
る（

ど
の
よ
う
な
単
位
で
も
使
用
で
き
る
普
遍
性
が
あ
る。

）

が
︐
数
値
の
間
の
関
係
を
示
す
式
は
単
位
の
選
択
と
は
独
立
し
て

い
な
い（

単
位
が
固
定
さ
れ
る）

か
ら
で
あ
る。

11
”

力
“

及
び

“
質
量
“

”
力
“

は
︐
ニ
ュー

ト
ン（

N）

で
表
し
︐
”

質
量
“

は
︐
キ
ロ
グ
ラ
ム（

k
g）

で
表
す
こ
と
を
基
本
と
す
る。

12
物
と
物
に
関

す
る
量
と
の

区
別

物
そ
の
も
の
と
︐
そ
の
物
に
関
す
る
量
と
を
区
別
す
る。

例
12

物
を
表
す

“
抵
抗（

抵
抗
器）

”

と
量
を
表
す

“
抵
抗［

抵
抗
値（

単
位
︓
Ω）

］

”

と
の
区
別

13
範
囲
︐
許
容

差
又
は
数
値

の
関
係
を
表

範
囲
︐
許
容
差
又
は
数
値
の
関
係
を
表
す
場
合
︐
単
位
が
曖
昧
に
な
ら
な
い
よ
う
に
表
記
す
る。

例
13

適
切
:

“
10

m
m～

12

m
m
”

不
適
切

“
10～

1
2

m
m
”

  

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



九十

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

番号
項目

説明及び例

す
と
き
の
単

位

適
切
:

“
0

℃～

10

℃
”

不
適
切

“
0

～

10

℃
”

適
切
:

“
23

℃pm

2

℃
”

︐
”(

23 pm

2)

℃
”

不
適
切

“
23 pm

2

℃
”

適
切
:

“(

60 pm

3)

%
”

不
適
切

“
60

%pm

3

%
”

︐
”

60 pm

3

%
”

適
切
:

“(

230 pm  

11
.
5)

V
”

不
適
切

“(

230 pm

5

%)

V
”

14
量
を
表
す
値

の
加
算
及
び

減
算

二
つ
以
上
の
量
の
値
は
︐
そ
れ
ら
全
て
が
同
じ
種
類
の
量
に
属
さ
な
い
限
り
︐
加
え
る
こ
と
も
減
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い（

例
え
ば
︐
直
径
︐
円
周
及
び
波
長
は
︐
同
じ
“

長
さ
“

の
種
類
に
分
類
さ
れ
る
量
で
あ
る。

）

。

 

同
じ
単
位
を
も
つ
量
の

値
で
あ
っ
て
も
︐
違
う
種
類
の
量
に
属
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る   （

例
え
ば
︐
”

作
用
“

と
“

角
運
動
量
“

と

は
︐
両
方
と
も

J･

s

と
い
う

S
I

単
位
で
示
さ
れ
る
が
︐
同
じ
種
類
の
量
で
は
な
い
た
め
︐
加
え
る
こ
と
も
減
じ

る
こ
と
も
で
き
な
い。

）

。

15
%（

パー

セ

ン
ト）

記
号

の
使
用
及
び

公
差

百
分
率
を
意
味
す
る
パー

セ
ン
ト（
%）
の
記
号
は
︐
数
値
“
0
.

01
”

の
略
語
で
あ
り
︐
純
粋
な
数
値
で
あ
る
量
の
値
を

示
す
と
き
だ
け
用
い
て
よ
い。

公
差
は
︐
純
粋
な
数
で
あ
る
量
の
値
に
対
し
て
で
な
い
限
り
︐
%
記
号
を
使
っ
て
表
現
し
て
は
な
ら
な
い。

 

た
だ
し
︐
”

230

V

に
対
す
る
許
容
差
は pm

5

%
と
す
る
“

と
い
う
よ
う
な
表
現
は
用
い
て
も
よ
い。

16
対
数
を
表
す

記
号

常
用
対
数
は
“
l
o
g

10x
”

を
用
い
︐
自
然
対
数
は
“
l
o
g

ex
”

又
は
“
l
n_

x_

”
を
用
い
る。

た
だ
し
︐
い
ず

れ
の
場
合
も
︐
紛
ら
わ
し
く
な
い
と
き
は
“
l
o
g_

x_
”

を
用
い
て
も
よ
い。

17
数
学
記
号

J
I
S 

Z 

8
2
0
1 

に
規
定
さ
れ
て
い
る
数
学
記
号
を
用
い
る。

例
え
ば
︐
”
t
a
n
”

と
表
記
し
︐
”
t
g
”

と
は
し
な

い。

18
式
の
改
行

式
の
表
現
が
数
行
に
わ
た
る
場
合
︐
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る。

－

改
行
前
に
︐
行
の
後
に
記
号（

＝

︐
＋
︐－

︐
/

な
ど）

を
置
い
て
改
行
す
る。

－

改
行
後
に
︐
行
の
初
に
記
号（

＝

︐
＋
︐－

︐
/

な
ど）

を
置
く。

一
つ
の
規
格
内
で
は
い
ず
れ
か
に
統
一
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

記
号
は
︐
改
行
前
と
改
行
後
と
で
繰
り
返
さ
な
い。

 

括
弧
で
示
さ
れ
て
い
る
式
は
︐
途
中
で
改
行
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



九十一

附
属
書
C

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

附
属
書C

（

参
考）

国
際
的
に
標
準
化
さ
れ
た
項
目
の
呼
び
方

C 

一
般

こ
の
附
属
書
で
︐
国
際
的
に
標
準
化
さ
れ
た
項
目
と
は
︐
有
形
な
項
目（

例
え
ば
︐
材
料
︐
工
業
製
品）

又
は
無
形
の

項
目（

例
え
ば
︐
工
程
︐
シ
ス
テ
ム
︐
試
験
方
法
︐
記
号
︐
表
示
︐
引
渡
し
の
要
求
事
項）

を
意
味
す
る。

呼
び
方
は
︐
情
報
を
伝
達
す
る
と
き
に
︐
あ
る
項
目
に
つ
い
て
迅
速
か
つ
明
確
に
項
目
の
内
容
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う

な
︐
標
準
化
し
た
呼
び
方
の
形
式
を
提
供
す
る。

こ
の
標
準
化
し
た
呼
び
方
の
形
式
は
︐
該
当
す
る
全
て
の
規
格
に
適
用

す
る
必
要
は
な
い。

C 

適
用
性

標
準
化
さ
れ
た
項
目
に
は
多
く
の
特
性
が
あ
り
︐
特
性
ご
と
に
た
だ
一
つ
の
数
値
だ
け
を
規
定
し
て
い
る
場
合
は
︐

J
I
S 

の
番
号
を
参
照
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
︐
そ
の
識
別
に
お
い
て
曖
昧
さ
は
な
い。

特
性
ご
と
に
複
数
の
数
値
を
規

定
し
て
い
る
場
合
に
は
︐ 

J
I
S 

番
号
の
参
照
だ
け
で
は
不
十
分
な
た
め
︐
そ
の
範
囲
の
中
か
ら
必
要
な
一
つ
以
上
の

数
値
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

例
え
ば
︐ 

J
I
S 

B 

1
1
8
0
に
規
定
さ
れ
た
六
角
ボ
ル
ト
に
は
︐
複
数
の
ね

じ
の
呼
び
︐
呼
び
長
さ
︐
強
度
区
分
及
び
部
品
等
級
が
あ
り
︐   

こ
れ
ら
か
ら
選
択
す
る
必
要
が
あ
る。

呼
び
方
は
︐
次
の
い
ず
れ
か
の 

J
I
S 

に
適
用
し
て
よ
い。

a)

J
I
S 

で
規
定
す
る
特
性
に
つ
い
て
︐
複
数
の
選
択
肢
が
あ
る 

J
I
S

b)

情
報
の
伝
達
に
お
い
て
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
用
語
及
び
記
号
を
定
義
す
る 

J
I
S

c)

製
品
又
は
材
料
に
つ
い
て
は
︐
そ
の 

J
I
S 

に
適
合
す
る
製
品
又
は
材
料
が
意
図
す
る
目
的
に   
合
致
す
る
た
め
に

十
分
な
品
質
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
仕
様
を
規
定
し
て
い
る
︐
一
つ
又
は
複
数   

の
要
求
事
項
を
含
む 

J
I
S

注
記

あ
る
目
的
に
対
す
る
製
品
の
適
合
性
の
定
義
が
不
十
分
な
仕
様
書
に
お
い
て
︐
呼
び
方
シ
ス
テ
ム
を
適
用

し
た
場
合
︐
購
入
者
の
誤
解
を
招
く
リ
ス
ク
が
極
め
て
高
い。

呼
び
方
シ
ス
テ
ム
は
︐
あ
る 
J
I
S 
に
お

い
て
“

選
択
“

の
側
面
だ
け
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
が
︐
規
格
の
利
用
者
は
︐
そ
の

J
I
S 

が
目
的
に
対
す
る
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
特
性
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い

る
と
誤
解
す
る
お
そ
れ
が
あ
る。

C 

呼
び
方
シ
ス
テ
ム

個
々
の
呼
び
方
は
︐
品
目
ブ
ロ
ッ
ク
及
び
識
別
ブ
ロ
ッ
ク
で
構
成
す
る。

図 

C
.
1 

に
呼
び
方
の
構
成
を
示
す。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+B+1180%3A2014


九十二

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

図 

C
.
1

こ
の
呼
び
方
で
は
︐
規
格
番
号
を
国
際
規
格
番
号
ブ
ロ
ッ
ク
に
入
れ
︐
幾
つ
か
の
数
値
を
規
定
し
て
い
る
特
性
の
選
択

値
を
個
別
項
目
ブ
ロ
ッ
ク
に
入
れ
る。

そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
単
一
の
数
値
だ
け
を
規
定
し
て
い
る
規
格
の
場
合
に
は
︐
呼

び
方
に
個
別
項
目
ブ
ロ
ッ
ク
を
設
け
る
必
要
は
な
い。

C 

文
字
︐
数
字
及
び
記
号
の
使
用

呼
び
方
は
︐
文
字（

ラ
テ
ン
文
字）

︐
数
字（

ア
ラ
ビ
ア
数
字）

及
び
記
号 

（

”
-
”

︐
”
+
”

︐
”
/
“

︐
”
,

”
︐
”

×
”

及
び
“
.

”）

で
構
成
す
る。

た
だ
し
︐
自
動
デー

タ
処
理
で
は
︐
乗
算
記
号
は
︐
文
字
“
X
”

を
用
い
る。

呼
び
方
に
お
い
て
は
︐
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
ス
ペー

ス
を
設
け
て
も
よ
い。

ス
ペー

ス
は
︐
文
字
と
し
て
数
え
な

い。

C 

品
目
ブ
ロ
ッ
ク

品
目
ブ
ロ
ッ
ク
は
︐
で
き
る
だ
け
短
く
し
︐
ま
た
︐
標
準
化
さ
れ
た
項
目
を  

 も
特
徴
付
け
る
規
格
の
主
題 

（

例
え

ば
︐
キー

ワー

ド
︐
文
書
の
国
際
分
類）

か
ら
採
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

品
目
ブ
ロ
ッ
ク
の
使
用
は
任
意
と
す
る

が
︐
使
用
す
る
場
合
は
︐
国
際
規
格
番
号
ブ
ロ
ッ
ク
の
前
に
置
く。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



九十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

C 
識
別
ブ
ロ
ッ
ク

C 

一
般

識
別
ブ
ロ
ッ
ク
は
︐
標
準
化
さ
れ
た
項
目
を
曖
昧
さ
が
な
い
よ
う
に
指
定
す
る
た
め
に
︐
次
の
二
つ
の
連
続
す
る
記
号

ブ
ロ
ッ
ク
で
構
成
す
る。

－

国
際
規
格
番
号
ブ
ロ
ッ
ク
︓   大

8

文
字 （

”

I
S
O
”

又
は
“
I
E
C
”

の
文
字
及
び
大

5

桁
の
数

字）

－

個
別
項
目
ブ
ロ
ッ
ク
︓
大 
18 
文
字
を
推
奨（

数
字
︐
文
字
及
び
／
又
は
符
号）

国
際
規
格
番
号
ブ
ロ
ッ
ク
と
個
別
項
目
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
区
分
け
を
示
す
た
め
︐
個
別
項
目
ブ
ロ
ッ
ク
の
初
の
記
号

は
“
-
”

と
す
る。

C 

国
際
規
格
番
号
ブ
ロ
ッ
ク

国
際
規
格
番
号
ブ
ロ
ッ
ク
は
︐
で
き
る
だ
け
短
く
す
る（
例
え
ば
︐
”
I
S
O

1
”）

。

機
械
的
処
理
を
目
的
と
し
て
記
録
す
る
と
き
は
︐
ス
ペー

ス
又
は
“
0
”

を
加
え
て
も
よ
い 

（

例
え

ば
︐
”

I
S
O

1
”

︐
”
I
S
O

0
0
0
0
1
”）

。

J
I
S 

を
改
正
す
る
場
合
︐
改
正
前
後
の
い
ず
れ
に
も
標
準
化
さ
れ
た
呼
び
方
を
規
定
す
る
と
き
に
は
︐   改
正
前
後

の
い
ず
れ
に
基
づ
い
た
製
品
︐
プ
ロ
セ
ス
又
は
サー

ビ
ス
か
混
同
さ
れ
な
い
よ
う
注
意
が
必
要
と
な
る。

こ
の
よ
う
な
場

合
︐
必
ず
し
も
規
格
番
号
に
発
効
年
を
付
記
す
る
必
要
は
な
い。

 

J
I
S 

が
幾
つ
か
の
部
で
構
成
さ
れ
て
お
り
︐
そ
れ

ら
を
ま
と
め
て
一
つ
の
製
品
な
ど
を
な
す
場
合
に
は
︐
個
別
項
目
ブ
ロ
ッ
ク
の
ハ
イ
フ
ン
“
-
”

の
直
後
に
そ
れ
ら
の
規

格
番
号
を
示
す。

C 

個
別
項
目
ブ
ロ
ッ
ク

個
別
項
目
ブ
ロ
ッ
ク
も
で
き
る
だ
け
短
く
し
︐
呼
び
方
の
目
的
に
も
よ
く
合
致
す
る
よ
う
に
構
成
す
る。

各
項
目
の
明
確
化
の
た
め
に
︐
個
別
項
目
ブ
ロ
ッ
ク
を
幾
つ
か
の
デー

タ
ブ
ロ
ッ
ク
に
更
に
区
分
け
し
て
も
よ
い。

こ

れ
ら
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
︐
ハ
イ
フ
ン
“
-
”

な
ど
の
分
離
記
号
で
分
離
す
る。

も
重
要
な
パ
ラ
メー

タ
は
︐   

初
に
表
示
す
る。

一
般
的
な
用
語
に
よ
る
項
目
を
設
け
る
場
合
に
は
︐
コー

ド
化
し
た
項

目
に
置
き
換
え
て
示
し
︐
そ
の
説
明
を
当
該
規
格
で
示
す。

個
別
項
目
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
︐
”
I
”

及
び
“
O
”

は
数
字
と
混
同
す
る
た
め
︐
使
用
を
避
け
る
の
が
よ
い。

二
つ
以
上
の 

J
I
S 

で
一
つ
の
製
品
な
ど
を
構
成
し
て
い
る
場
合
は
︐
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
の 

J
I
S 

で
製
品
な

ど
の
呼
び
方
を
規
定
す
る。

C 

J
I
S

で
の
実
施

国
際
規
格
の
呼
び
方
を 

J
I
S 

で
使
用
し
て
よ
い
の
は
︐
J
I
S 

が
国
際
一
致
規
格
の
場
合
に
限
る。

国
際
一
致
規
格
の 

J
I
S 

を
作
成
す
る
場
合
に
は
︐
国
際
規
格
の
呼
び
方
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い。

 

た
だ
し
︐
品

目
ブ
ロ
ッ
ク
と
国
際
規
格
番
号
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
︐ 

J
I
S 

の
識
別
記
号
を
挿
入
し
て
も
よ
い（

 

例

2 

参
照）

。
例
 
1

（

座
金
組
込
み
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
用
鋼
製
並
形
平
座
金
の
国
際
規
格
の
呼
び
方）

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



九十四

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

平
座
金

I
S
O

1
0
6
6
9
-
N
-
4
.
2
-

180
H
V

例
 
2

（

例

1 

の 

I
S
O

1
0
6
6
9 

を
変
更
す
る
こ
と
な
く
採
用
し
た 

J
I
S

B

1
2
5
7 

の
識
別

記
号
の
呼
び
方）

平
座
金

J
I
S

B

1
2
5
7
-
I
S
O

1
0
6
6
9
-
N
-
4
.
2
-

180
H
V

I
S
O
/
I
E
C 

G
u
i
d
e 

21
-
1 

の
原
則
に
よ
っ
て
︐
J
I
S 

が
対
応
国
際
規
格
と

“
I
D
T

で
あ

る（

一
致
し
て
い
る）
”

場
合
に
は
︐
国
際
規
格
の
識
別
名
の
記
号
を
使
用
し
て
も
よ
い。

対
応
す
る
国
際
規
格
の
個
々
の
項
目
が 

J
I
S 

で
標
準
化
さ
れ
て
お
り
︐
あ
る
項
目
が
対
応
国
際
規
格
の
項
目
と
同

等
で
あ
る
場
合
に
は
︐
国
際
規
格
の
標
準
化
さ
れ
た
項
目
の
呼
び
方
を
使
用
し
て
も
よ
い。

個
々
の
項
目
を 

J
I
S 

で
標
準
化
し
て
お
り
︐
そ
の
項
目
が
︐
対
応
国
際
規
格
の
項
目
に
対
応
す
る
が
同
等
で
な
い

場
合
に
は
︐ 

J
I
S 

の
標
準
化
項
目
の
呼
び
方
に
国
際
規
格
を
引
用
し
て
は
な
ら
な
い。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



九十五

附
属
書
D

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

附
属
書D

（

規
定）

目
次

D 

一
般

目
次
に
は
︐
序
文（
あ
る
場
合）

︐
箇
条（

必
要
な
場
合
に
は
︐
題
名
の
あ
る
細
分
箇
条
を
含
め
て
も
よ
い。

）

︐   

附

属
書（

必
要
な
場
合
に
は
︐
附
属
書
の
箇
条
及
び
題
名
の
あ
る
細
分
箇
条
を
含
め
て
も
よ
い。

）

︐
参
考
文
献
及
び
索
引

を
記
載
さ
れ
た
順
に
列
記
す
る。

列
記
す
る
項
目
の
題
名
は
︐
規
格
の
中
で
用
い
て
い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
記
載
す

る。

”
用
語
及
び
定
義
”

の
箇
条
で
規
定
す
る
個
々
の
用
語（

番
号
及
び
用
語）

は
︐
細
分
箇
条
で
は
な
い
の
で（

十
六
・
四 

参
照）

︐
目
次
に
は
記
載
し
な
い。

D 

規
定
又
は
参
考

目
次
は
︐
参
考
要
素
と
す
る。

D 

必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択

目
次
は
︐
選
択
要
素
と
す
る。

目
次
は
︐
通
常
の
制
定
・
改
正
の
場
合
に
は
︐
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
︐   

用
語

規
格
な
ど
箇
条
の
数
が
少
な
い
場
合
に
は
省
略
し
て
も
よ
い。

追
補
の
場
合
は
︐
通
常
︐
目
次
を
記
載
し
な
い。

D 

付
番
及
び
区
分
け

目
次
は
︐
”

目
次
“

と
表
記
し
︐
そ
の
下
に
個
々
の
箇
条
番
号
︐
箇
条
の
題
名
︐
該
当
ペー
ジ
数
な
ど
を
列
記
す

る。

目
次
に
は
︐
付
番
せ
ず
︐
区
分
け
し
な
い。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



九十六

附
属
書
E

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

附
属
書E

（

参
考）

ま
え
が
き
及
び
序
文
の
記
載
例

E 

ま
え
が
き
の
記
載
例

ま
え
が
き
の
記
載
例
を
︐
次
に
示
す。

な
お
︐
例
1 

に
示
す
︐
著
作
権
に
関
わ
る
部
分（

第

2

段
落）

及
び
特
許
権
な
ど
に
関
わ
る
部
分（

第

3

段

落）

は
︐
以
外
で
も
該
当
す
る
場
合
に
は
記
載
す
る。

例
 
1

（

制
定
の
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
き
︐
日
本
産
業
標
準
調
査
会
の
審
議
を
経
て
︐
〇
〇
大
臣
が
制
定
し
た

日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

こ
の
規
格
は
︐
著
作
権
法
で
保
護
対
象
と
な
っ
て
い
る
著
作
物
で
あ
る。

こ
の
規
格
の
一
部
が
︐
特
許
権
︐
出
願
公
開
後
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
権
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
に
注
意
を
喚
起
す
る。

〇
〇
大
臣
及
び
日
本
産
業
標
準
調
査
会
は
︐
こ
の
よ
う
な
特
許
権
︐
出
願
公
開
後
の

特
許
出
願
及
び
実
用
新
案
権
に
関
わ
る
確
認
に
つ
い
て
︐
責
任
は
も
た
な
い。

例
1

の
第

1

段
落
の
制
定
又
は
改
正
の
根
拠
に
関
わ
る
部
分
の
他
の
文
例
を
︐
t
o
!
e
x_

E
.
1_

12 

に
示

す。例
 
2

（

改
正
の
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
き
︐
日
本
産
業
標
準
調
査
会
の
審
議
を
経
て
︐
〇
〇
大
臣
が
改
正
し
た

日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

こ
れ
に
よ
っ
て
︐ 

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

は
改
正
さ
れ
︐
こ
の
規

格
に
置
き
換
え
ら
れ
た。

例
 
3

（

複
数
の
規
格
が
一
つ
の
規
格
に
統
合
さ
れ
る
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
き
︐
日
本
産
業
標
準
調
査
会
の
審
議
を
経
て
︐
〇
〇
大
臣
が
制
定

し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

こ
れ
に
よ
っ
て
︐ 

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y
︐
J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

及
び 

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

は
廃
止
さ
れ
︐
こ
の
規
格
に
置
き
換
え

ら
れ
た。

例
 
4

（

複
数
の
規
格
の
う
ち
一
つ
が
改
正
さ
れ
︐
そ
の
ほ
か
が
廃
止
に
な
る
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
き
︐
日
本
産
業
標
準
調
査
会
の
審
議
を
経
て
︐
〇
〇
大
臣
が
改

正
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

こ
れ
に
よ
っ
て
︐ 

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

は
改
正
さ

れ
︐
こ
の
規
格
に
置
き
換
え
ら
れ
︐
ま
た
︐ 

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

及
び 

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

は
廃
止
さ
れ
︐   

こ
の
規
格
に
置
き
換
え
ら
れ
た。

例
 
5

（

一
つ
の
規
格
を
複
数
の
規
格
に
分
割
し
︐
元
の
規
格
の
一
部
が
分
割
し
て
制
定
さ
れ
る
規
格
の
一
つ
に
置
き

換
え
ら
れ
る
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
き
︐
日
本
産
業
標
準
調
査
会
の
審
議
を
経
て
︐
〇
〇
大
臣
が
制
定
し
た

日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

こ
れ
に
よ
っ
て
︐ 

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

は
廃
止
さ
れ
︐
そ
の
一

部
を
分
割
し
て
制
定
し
た
こ
の
規
格
に
置
き
換
え
ら
れ
た。

例
 
6

［

団
体（

認
定
産
業
標
準
作
成
機
関
を
除
く。

）

で
作
成
し
た 

J
I
S 

の
制
定
の
場
合］

こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
第 

12 

条
第

1

項
の
規
定
に
基
づ
き
︐
〇
〇
〇
〇
法
人
〇
〇
〇
工
業

会（

A
B
C）

か
ら
︐
産
業
標
準
原
案
を
添
え
て
日
本
産
業
規
格
を
制
定
す
べ
き
と
の
申
出
が
あ
り
︐
日
本
産

業
標
準
調
査
会
の
審
議
を
経
て
︐
〇
〇
大
臣
が
制
定
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

例
 
7

［

団
体（

認
定
産
業
標
準
作
成
機
関
を
除
く。

）

で
作
成
し
た 

J
I
S 

の
改
正
の
場
合］

こ
の
規
格
は
︐
産

業
標
準
化
法
第 

16 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第 

12 

条
第

1

項
の
規
定
に
基
づ
き
︐   

〇
〇
〇
〇
法
人

〇
〇
〇
工
業
会（

A
B
C）

か
ら
︐
産
業
標
準
原
案
を
添
え
て
日
本
産
業
規
格
を
改
正
す
べ
き
と
の
申
出
が
あ

り
︐
日
本
産
業
標
準
調
査
会
の
審
議
を
経
て
︐
〇
〇
大
臣
が
改
正
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

例
 
8

（

認
定
産
業
標
準
作
成
機
関
が
作
成
し
た 

J
I
S 

の
制
定
の
場
合）

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



九十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
第 

14 

条
第

1

項
の
規
定
に
基
づ
き
︐
認
定
産
業
標
準
作
成
機
関
で
あ
る

〇
〇
〇
〇
法
人
〇
〇
〇
工
業
会（

A
B
C）

か
ら
︐
産
業
標
準
の
案
を
添
え
て
日
本
産
業
規
格
を
制
定
す
べ
き

と
の
申
出
が
あ
り
︐
〇
〇
大
臣
が
制
定
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

例
 
9

（
認
定
産
業
標
準
作
成
機
関
が
作
成
し
た 

J
I
S 

の
改
正
の
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
第 

16 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第 

14 

条
第

1

項
の
規
定
に
基
づ
き
︐

認
定
産
業
標
準
作
成
機
関
で
あ
る
〇
〇
〇
〇
法
人
〇
〇
〇
工
業
会（

A
B
C）

か
ら
︐
産
業
標
準
の
案
を
添
え

て
日
本
産
業
規
格
を
改
正
す
べ
き
と
の
申
出
が
あ
り
︐
〇
〇
大
臣
が
改
正
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

こ
れ

に
よ
っ
て
︐

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

は
改
正
さ
れ
︐
こ
の
規
格
に
置
き
換
え
ら
れ
た。

例
10

（

主
務
大
臣
の
命
に
よ
っ
て
︐
認
定
産
業
標
準
作
成
機
関
が
作
成
し
た 

J
I
S 

の
制
定
の
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
第 

15 

条
第

1

項
の
規
定
に
基
づ
き
︐
〇
〇
大
臣
の
命
に
よ
っ
て
認
定
産

業
標
準
作
成
機
関
で
あ
る
〇
〇
〇
〇
法
人
〇
〇
〇
工
業
会（

A
B
C）

か
ら
産
業
標
準
の
案
の
提
出
が
あ
り
︐

〇
〇
大
臣
が
制
定
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

例
11

（

主
務
大
臣
の
命
に
よ
っ
て
︐
認
定
産
業
標
準
作
成
機
関
が
作
成
し
た 

J
I
S 

の
改
正
の
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
第 

16 
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第 

15 

条
第

1

項
の
規
定
に
基
づ
き
︐

〇
〇
大
臣
の
命
に
よ
っ
て
認
定
産
業
標
準
作
成
機
関
で
あ
る
〇
〇
〇
〇
法
人
〇
〇
〇
工
業
会 （

A
B
C）

か

ら
産
業
標
準
の
案
の
提
出
が
あ
り
︐
〇
〇
大
臣
が
改
正
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

こ
れ
に
よ
っ
て
︐

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

は
改
正
さ
れ
︐
こ
の
規
格
に
置
き
換
え
ら
れ
た。

E 

序
文
の
記
載
例

序
文
の
記
載
例
を
︐
次
に
示
す。

例
 
1

［

国
際
一
致
規
格
の
場
合（

参
考
事
項
の
追
加
・
削
除
が
な
く
︐
完
全
に
一
致
し
て
い
る
場
合）

］

こ
の
規
格
は
︐
20
Y
Y

年
に
第

1

版
と
し
て
発
行
さ
れ
た 

I
S
O

X
X
X
X
X 

を
基
に
︐   

技
術
的

内
容
及
び
構
成
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
作
成
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

例
 
2

［

国
際
一
致
規
格
の
場
合（

対
応
国
際
規
格
に
は
な
い
参
考
事
項
を
追
加
し
た
場
合）

］

こ
の
規
格
は
︐
20
Y
Y

年
に
第

2

版
と
し
て
発
行
さ
れ
た 

I
S
O

X
X
X
X
X 

を
基
に
︐   

技
術
的

内
容
及
び
構
成
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
作
成
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

な
お
︐
こ
の
規
格
で
側
線
又
は
点
線
の
下
線
を
施
し
て
あ
る
参
考
事
項
は
︐
対
応
国
際
規
格
に
は
な
い
事
項
で

あ
る。

例
 
3

（

追
補
を
含
め
た
国
際
一
致
規
格
の
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
20
Y
Y

年
に
第
3

版
と
し
て
発
行
さ
れ
た 

I
E
C

X
X
X
X
X
︐
20
Y
Y

年
に
発

行
さ
れ
た

A
m
e
n
d
m
e
n
t

1

及
び 

20
Y
Y

年
に
発
行
さ
れ
た

A
m
e
n
d
m
e
n
t

2

を
基
に
︐
技
術
的
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
作
成
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

た
だ
し
︐
追
補

（

a
m
e
n
d
m
e
n
t）

に
つ
い
て
は
︐
編
集
し
︐
一
体
と
し
た。

注
記

I
S
O 

及
び 

I
E
C 

で
は
︐
追
補
を
統
合
し
た
版（

例
え
ば
︐
第

3
.
2

版）
 

を
発
行
す
る

場
合
が
あ
る
が
︐
統
合
版
は
正
式
版
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
︐ 

例

3 

の
よ
う
に
記
載
し

て
い
る。

例
 
4

（

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
規
格
で
︐
技
術
的
内
容
の
変
更
が
な
く
構
成
の
変
更
が
あ
る
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
20
Y
Y

年
に
第

1

版
と
し
て
発
行
さ
れ
た 

I
S
O

X
X
X
X
X 

を
基
に
︐   

技
術
的

内
容
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
作
成
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

例
 
5

（

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
い
る
が
︐
規
定
を
追
加
︐
削
除
又
は
変
更
し
た
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
20
Y
Y

年
に
第

1

版
と
し
て
発
行
さ
れ
た 

I
S
O

X
X
X
X
X 

を
基
と

し
︐［

…
の
た
め（

変
更
理
由）

︐］

技
術
的
内
容
を
変
更
し
て
作
成
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

な
お
︐
こ
の
規
格
で
点
線
の
下
線
を
施
し
て
あ
る
箇
所
は
︐
対
応
国
際
規
格
を
変
更
し
て
い
る
事
項
で
あ
る。

技
術
的
差
異
の
一
覧
表
に
そ
の
説
明
を
付
け
て
︐
附
属
書

*
J
*

〇
に
示
す。

例
 
6

（

複
数
の
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
︐
規
定
を
追
加
︐
削
除
又
は
変
更
し
た
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
20
Y
Y

年
に
第

1

版
と
し
て
発
行
さ
れ
た 

I
S
O

X
X
X
X
X 

及
び 

20
Y
Y

年

に
第

2

版
と
し
て
発
行
さ
れ
た 

I
S
O

X
X
X
X
X 

を
基
と
し
︐ ［

…
の
た
め（

変
更
理
由
を
記
載

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



九十八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

す
る。

詳
細
は
︐
附
属
書
の
対
比
表
を
参
照
す
る
旨
を
記
載
し
て
も
よ
い。

）

︐］
 

技
術
的
内
容
を
変
更
し

て
作
成
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

な
お
︐
こ
の
規
格
で
点
線
の
下
線
を
施
し
て
あ
る
箇
所
は
︐
対
応
国
際
規
格
を
変
更
し
て
い
る
事
項
で
あ
る。

技
術
的
差
異
の
一
覧
表
に
そ
の
説
明
を
付
け
て
︐
附
属
書

*
J
*

〇
に
示
す。

例
 
7

（
対
応
国
際
規
格
に
対
応
す
る
部
分
は
技
術
的
内
容
を
変
更
し
て
い
な
い
が
︐
対
応
国
際
規
格
に
な
い
規
定
項

目
を
追
加
し
た
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
20
Y
Y

年
に
第

2

版
と
し
て
発
行
さ
れ
た 

I
S
O

X
X
X
X
X 

を
基
に
︐   

対
応
す

る
部
分（
具
体
的
な
箇
条
の
題
名
な
ど
を
記
載
す
る。

）

に
つ
い
て
は
対
応
国
際
規
格
を
翻
訳
し
︐
技
術
的
内

容
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
作
成
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る
が
︐
対
応
国
際
規
格
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
規

定
項
目（

具
体
的
な
項
目
を
記
載
す
る。

）

を
日
本
産
業
規
格
と
し
て
追
加
し
て
い
る。

な
お
︐
こ
の
規
格
で
側
線
を
施
し
て
あ
る
箇
所
は
︐
対
応
国
際
規
格
に
は
な
い
事
項
で
あ
る。

技
術
的
差
異
の

一
覧
表
に
そ
の
説
明
を
付
け
て
︐
附
属
書

*
J
*

〇
に
示
す。

例
 
8

（

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
い
る
が
︐
J
I
S 

独
自
の
箇
条
の
追
加
及
び
一
部
の
変
更
を
し
た
場
合）

こ
の
規
格
は
︐
20
Y
Y

年
に
第

1

版
と
し
て
発
行
さ
れ
た 

I
S
O

X
X
X
X
X 

を
基
と

し
︐［

…
の
た
め（

変
更
理
由）

︐］
技
術
的
内
容
を
変
更
し
て
作
成
し
た
日
本
産
業
規
格
で
あ
る。

な
お
︐
こ
の
規
格
で
︐
箇
条
番
号
及
び
細
分
箇
条
番
号
の
後
に
“
A
”

か
ら
始
ま
る
ラ
テ
ン
文
字
の
大
文
字
を

付
記
し
た
箇
条
及
び
細
分
箇
条
並
び
に
附
属
書 
J
A～

附
属
書 

J
△
は
︐
対
応
国
際
規
格
に
は
な
い
事
項
で

あ
る。

ま
た
︐
点
線
の
下
線
を
施
し
て
あ
る
箇
所
は
︐
対
応
国
際
規
格
を
変
更
し
て
い
る
事
項
で
あ
る。

技
術

的
差
異
の
一
覧
表
に
そ
の
説
明
を
付
け
て
︐ 

附
属
書

J
〇
に
示
す。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



九十九

附
属
書
F

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

附
属
書F

（

規
定）

用
語
規
格
の
作
成
方
法
並
び
に
表
形
式
の
用
語
及
び
定
義
の
表
記
方
法

F 

用
語
規
格
の
作
成
方
法

F 

一
般

用
語
規
格
は
︐
あ
る
特
定
の
分
野
で
用
い
る
用
語
を
体
系
的
に
収
集
・
整
理
し
︐
用
語
の
概
念
を
文
字
で
表
現
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
︐
他
の
用
語
の
概
念
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
定
義
す
る。

用
語
規
格
に
は
︐
通
常
︐
用
語
及
び
定
義
の
ほ
か
︐
用
語
番
号
︐
対
応
英
語（

参
考）

及
び
索
引
を
含
む。

必
要
な
場

合
に
は
︐
注
釈
︐
図
︐
例
な
ど
を
記
載
し
て
も
よ
い。

F 

用
語
規
格
の
構
成
・
様
式

用
語
規
格
は
︐
適
用
範
囲（

必
須）

︐
引
用
規
格（

必
須）
︐
分
類（

選
択）

︐
表
記
方
法（

条
件
付
き）

︐   

用
語
及

び
定
義

（

必
須）

の
箇
条
並
び
に
索
引（

選
択）

で
構
成
す
る。

分
類
の
箇
条
で
は
︐
用
語
の
分
類
基
準
に
つ
い
て
規
定
す
る。

必
要
な
場
合
に
は
︐
概
念
の
全
体
系
を
示
す
分
類
︐
系

統
図
な
ど
を
示
す。

表
記
方
法
の
箇
条
で
は
︐
こ
の
規
格
で
規
定
し
て
い
な
い
︐
当
該
規
格
で
独
自
に
採
用
す
る
表
記
方
法
が
あ
る
場
合
に

は
︐
そ
れ
を
規
定
す
る。

F 

用
語
の
配
列

用
語
規
格
は
︐
用
語
を
概
念
の
階
層
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

一
般
性
の
高
い
概
念
の
用
語
及
び
定
義

を
先
に
規
定
す
る。

あ
る
階
層
の
概
念
の
分
類
基
準
が
一
つ
で
な
い（

例
え
ば
︐
一
つ
の
概
念
を
用
途
及
び
寸
法
に
よ
っ

て
二
つ
に
分
類）

場
合
に
は
︐
分
類
ご
と
に
用
語
及
び
定
義
を
記
載
し
︐
か
つ
︐
そ
の
分
類
の
根
拠
を
示
す｡

用
語
の
グ
ルー

プ
分
け
は
︐
番
号
に
よ
っ
て
明
確
に
表
す。
各
項
目
に
番
号
を
付
け
︐
各
用
語
の
五
十
音
順
の
索
引
を

作
成
す
る
の
が
よ
い。

対
応
英
語
を
示
し
て
い
る
場
合
に
は
︐
英
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
の
用
語
の
索
引
を
作
成
し
て

も
よ
い。

F 

表
形
式
の
用
語
及
び
定
義
の
表
し
方

F 

一
般

表
形
式
の
用
語
の
定
義
で
は
︐
通
常
︐
用
語
番
号（

又
は
識
別
子）

︐
用
語
︐
定
義
︐
対
応
英
語（

参
考）

の
順
に
表

の
欄
を
設
け
る。

必
要
に
応
じ
て
︐
量
記
号
︐
単
位
記
号
な
ど
の
欄
を
設
け
て
も
よ
い。

例番号
用語

定義

対応英語（

参考）

2
6
2
0
許
容
差

基
準
に
と
っ
た
値
と
︐
そ
れ
に
対
し
て
許
容
さ
れ
る
限
界
と
の
差

t
o
l
e
r
a
n
c
e

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

F 
用
語
番
号

用
語
番
号
の
付
け
方
は
︐
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る。

a)
通
常
︐
4

個
又
は

5

個
の
連
続
す
る
数
字
と
す
る。

分
類
項
目
は
︐
先
頭
の

1

個
又
は

2

個
の
数
字
で
表
し
︐
分
類
項
目
ご
と
に
通
し
番
号
と
す
る。

例番号
用語

定義

対応英語

（

参考）

0
3
0
2
6
色
刺
激

目
に
入
っ
て
︐
有
彩
又
は
無
彩
の
色
感
覚
を
生
じ
さ
せ
る
可
視
放
射

c
o
l
o
u
r

s
t
i

m
u
l
u
s

0
3
0
2
7
色
刺
激
関

数

放
射
輝
度
又
は
放
射
パ
ワー

な
ど
の
放
射
量
の
分
光
密
度
に
よ
る
波
長
関
数
と
し
て
の
色
刺
激
の
表

記
注
釈

注
記

Phi_{lambda}(lambda)

c
o
l
o
u
r

s
t
i

m
u
l
u
s

f
u
n
c
t
i
o
n

b)

対
応
国
際
規
格
で
規
定
さ
れ
て
い
る
番
号
を
用
い
る（

数
字
の
間
に
“
-
”
"
.

”
な
ど
の
区
切
り
符
号
が
入
る
こ
と
が
あ
る。

）

。

 

J
I
S 

と
し
て
用
語
を
追
加
す
る
場
合
は
︐
用
語
を
“

用
語

及
び
定
義
”

の
箇
条
で
定
義
す
る
場
合（

 

三
十
六
・
四 

参
照）

と
同
様
︐
対
応
国
際
規
格
に
あ
る
用
語
と
追
加

す
る
用
語
と
を
区
別
せ
ず
に
連
続
し
て
付
番
す
る
か
︐
又
は
対
応
国
際
規
格
に
あ
る
用
語
の
用
語
番
号
は
変
更
せ

ず
︐
追
加
す
る
箇
所
の
直
前
の
用
語
番
号
の
後
に
“
A
”

か
ら
始
ま
る
ラ
テ
ン
文
字
の
大
文
字
を
付
記
し
て
付
番
す

る。

（

追
加
す
る
箇
所
の
直
前
の
用
語
番
号
の
後
に
ラ
テ
ン
文
字
の
大
文
字
を
付
記
し
て
付
番
す
る
例）

番号

用語

定義

対応英語（

参考）

04
.
0
3
.

10

特
殊
文
字

欧
字
︐
数
字
︐
仮
名
︐
又
は
ス
ペー

ス
で
な
く
︐
…

s
p
e
c
i
a
l

c
h
a
r
a
c
t
e
r

04
.
0
3
.

10
A

英
字
︐
ロー

マ
字

A
︐
B
︐
…
︐
Z

及
び

a
︐
b
︐
…
︐
z

の   
52 
個
の
図

形
文
字

r
o
m
a
n

l
e
t
t
e
r

F 

用
語

表
形
式
に
特
有
な
用
語
の
欄
の
表
記
方
法
は
︐
次
に
よ
る。

a)

複
数
の
優
先
用
語（

十
六
・
五
・
四 

参
照

）

が
あ
る
場
合
︐
各
用
語
の
区
切
り
の
コ
ン
マ
の
直
後
で
︐
改
行
し
て

も
よ
い（

 

F
・
二
・
二 

の
例

2 

参
照）

。

b)

一
つ
の
用
語
の
中
で
改
行
す
る
場
合
に
は
︐
次
の
行
の
初
め
に

1

文
字
分
の
ス
ペー

ス
を
置
く。

c)

代
替
用
語
又
は
推
奨
し
な
い
用
語（

十
六
・
五
・
四 

参
照）

は
︐
用
語
の
欄
に
︐   優
先
用
語
の
次
の
行
に
“

代
替

用
語
“

又
は

”
推
奨
し
な
い
用
語
“

と
表
記
し
︐
標
準
字
体
で
表
記
す
る。

例番号

用語

定義

対応英語

（

参考）

1
2
0
1ムク

リー

マ
代
替
用
語
︓
ソ
リ
ッ
ド
リ

ー

マ

刃
部
と
ボ
デ
ィー

又
は
シ
ャ
ン
ク
と
が
同
一
材
料
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
リ

ー

マ

s
o
l
i
d

r
e
a
m
e
r

d)

必
要
な
場
合
︐
用
語
の
読
み
方
を
︐
用
語
の
下
の
欄
の
括
弧
内
に
標
準
字
体
で
表
記
し
て
も
よ
い。

た
だ
し
︐
こ
の

用
語
の
読
み
方
の
表
示
は
︐
当
該
用
語
と
は
み
な
さ
な
い（

 

F
・
二
・
四 

の
例
参
照）

。

F 

定
義

定
義（

十
六
・
五
・
五 

参
照）

の
欄
に
は
︐
例（

十
六
・
五
・
六 

参
照）

︐   

注
釈（

 

十
六
・
五
・
八 

参
照）

及
び
出

典（

十
六
・
五
・
九 

参
照）

 

を
記
載
し
て
も
よ
い。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百一

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

定
義
は
︐
図
︐
表
及
び
式
を
用
い
て
補
足
説
明
し
て
も
よ
い（

十
六
・
五
・
七 

参
照）

。

 

た
だ
し
︐
こ
れ
ら
に
は
付

番
し
な
く
て
も
よ
い。

例番号

用語

定義

対応英語

（

参考）

1
5
0
1

総
形
バ
イ
ト（
そ
う

が
た
ば
い
と）

刃
形
の
輪
郭
を
工
作
物
の
形
状
の
一
部
に
写
し
与
え
て
加
工
す
る
バ
イ
ト
の
総
称
注
釈

*
1
*

再

研
削
に
際
し
て
は
︐
す
く
い
面
だ
け
を
研
削
す
る。

f
o
r
m
e
d

t
u
r
n
i
n
g

t
o
o
l

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百二

附
属
書
G

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

附
属
書G

（

規
定）

J
I
S

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
比
表
の
様
式
及
び
記
載
方
法

G 

一
般

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
比
表（

以
下
︐
対
比
表
と
い
う。

）

は
︐
J
I
S 

と
国
際
規
格
と
の
構
成
の
違
い

又
は
技
術
的
差
異
の
内
容
が
容
易
に
比
較
で
き
る
よ
う
に
記
載
す
る。

本
体
及
び
附
属
書
に
示
し
た
技
術
的
な
変
更
箇
所
の
指
示
部
な
ど
と
対
比
表
の
記
載
内
容
と
に
そ
ご（

齟
齬）

 

が
な
い

よ
う
に
記
載
す
る。

各
欄
に
記
載
す
る
内
容
は
︐
必
要
な
事
項
を
記
載
し
て
い
る
範
囲
で
︐
で
き
る
限
り
簡
素
化
を
図
る
の
が
よ
い。

G 

対
比
表
の
様
式

対
比
表
の
様
式
は
︐
図 

G
.
1 

に
よ
る。

図 

G
.
1 

—

対
比
表
の
様
式

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

G 
記
載
方
法

G 

一
般

対
比
表
は
︐
一
つ
の 

J
I
S 

に
一
つ
だ
け
と
す
る。
欄
の
大
き
さ
は
︐
記
載
量
に
応
じ
て
変
更
し
て
よ
い。

一
つ
の

箇
条
の
中
で
︐
細
分
箇
条
な
ど
ご
と
に
技
術
的
差
異
が
あ
る
場
合
は
︐
け
い（

罫）

線
で
区
切
っ
て
記
載
す
る
と
よ
い。

対
比
す
る 

J
I
S 

及
び
対
応
国
際
規
格
の
規
定
項
目
は
︐
通
常
︐
技
術
的
な
変
更
を
し
た
箇
条
な
ど ［

附
属
書（

規

定）

及
び
必
要
な
場
合
︐
そ
の
箇
条
を
含
む。

］

に
つ
い
て
だ
け
記
載
す
る。

た
だ
し
︐
対
応
国
際
規
格
が
複
数
あ
る
な

ど
︐ 

J
I
S 

の
箇
条
構
成
と
対
応
国
際
規
格
の
構
成
と
を
対
比
し
た
い
場
合
な
ど
は
︐
全
て
の
箇
条
を
記
載
し
て
も
よ

い。全
て
の
箇
条
を
記
載
す
る
場
合
︐
引
用
規
格
の
箇
条
な
ど
は
︐
次
に
よ
る。

－

引
用
規
格
の
箇
条
︓
対
比
の
必
要
は
な
い
の
で
︐
箇
条
番
号
だ
け
を 

a)

欄
に
表
記
す
る。

－

附
属
書（

参
考）

︓
参
考
情
報
な
の
で
︐
”

附
属
書（
参
考）

”
及
び
そ
の
番
号
だ
け
を 

a) 

欄
に
表
記
す
る。

－

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
が
一
致
す
る
場
合
に
は
︐
d)
欄
及
び 

e) 

欄
に
は
“－

”
を
表
記
す
る。

G 

対
応
国
際
規
格
番
号
・
発
行
年
・
J
I
S 

と
国
際
規
格
と
の
対
応
の
程
度
の
全
体
評
価
の
記
号
欄
の
記
載

方
法

”
対
応
国
際
規
格
番
号
︓
発
行
年
︐（

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
応
の
程
度
の
全
体
評
価
の
記
号）

”
欄
の

対
応
の
程
度
の
記
号
は
︐
箇
条
ご
と
の
技
術
的
差
異
の
程
度
を
全
体
的
に
評
価
し
︐
”

対
応
国
際
規
格
番
号
:

発
行

年
“

の
後
に
︐
”

︐
”

を
入
れ
︐
括
弧
で
く
く
っ
て
︐
次
に
よ
っ
て
表
記
す
る。

－

箇
条
ご
と
の
評
価
が
“

削
除
“

︐
”

追
加
“

︐
”

変
更
“

又
は
“

選
択
“

の
い
ず
れ
か
が
あ
り
︐
”

同
等
で
な

い
“

が
な
く
︐
か
つ
︐
構
成
が
容
易
に
比
較
で
き
る
場
合
︓
M
O
D

－

項
目
ご
と
の
評
価
に
一
つ
で
も
“

同
等
で
な
い
“

が
あ
る
場
合
︐
項
目
ご
と
の
評
価
に
一
つ
も
“

同
等
で
な
い
“

が

な
く
て
も 

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
構
成
の
比
較
が
容
易
に
行
え
な
い
場
合
︐
又
は
対
応
国
際
規
格
を
完
全

な
形
で
採
用
し
て
い
な
い
場
合
︓
N
E
Q

な
お
︐
一
つ
の 

J
I
S 

が
複
数
の
国
際
規
格
と
対
応
し
て
い
る
場
合
に
は
︐
対
応
国
際
規
格
番
号 

（

発
行
年
を
含

む。
）

を
コ
ン
マ
で
区
切
っ
て
列
記
し
た
後
に
︐
更
に
コ
ン
マ
で
区
切
っ
た
後
に
︐
括
弧
で
く
く
っ
て
複
数
の
対
応
国
際

規
格
に
対
す
る
対
応
の
程
度
の
全
体
評
価
を
表
記
す
る。

例

I
S
O

636
:
2
0
1
5
︐
I
S
O

1
6
8
3
4
:
2
0
0
6
︐（

M
O
D）

G 

a)

欄
の
記
載
方
法

a)

欄
に
は
︐
J
I
S 

の
箇
条
番
号
︐
細
分
箇
条
番
号
な
ど
を
表
記
し
︐
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
ら
の
題
名
な
ど
を
記
載

し
て
も
よ
い。

ま
た
︐
変
更
な
ど
を
し
た
箇
所
が
特
定
で
き
る
よ
う
に
情
報
を
記
載
す
る。

該
当
す
る
も
の
が
な
い
場
合

に
は
︐
”－

”

を
表
記
す
る。

G 

b)

欄
の
記
載
方
法

b)

欄
に
は
︐
a)

欄
に
対
応
す
る
対
応
国
際
規
格
の
箇
条
番
号
︐
細
分
箇
条
番
号
な
ど
を
表
記
す
る。

対
応
国
際
規
格
が
複
数
の
場
合
に

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百四

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

は
︐
対
比
す
る
箇
条
ご
と
に
該
当
す
る
国
際
規
格
番
号
も
併
せ
て
表
記
し
︐
対
応
国
際
規
格
が
一
つ
の
場
合
に
は
︐
国
際

規
格
番
号
は
表
記
し
な
い。

該
当
す
る
も
の
が
な
い
場
合
に
は
︐
”－

”
を
表
記
す
る。

G 

c)

欄
の
記
載
方
法

c)

欄
に
は
︐
J
I
S 
と
対
応
国
際
規
格
と
の
関
係
に
つ
い
て
︐
箇
条
ご
と
の
評
価
を
︐
次
の
用
語
か
ら
該
当
す
る
も

の
を
選
択
し
て
表
記
す
る。

箇
条
ご
と
の
評
価
が
一
致
の
場
合
で
も
︐ 

J
I
S
と
対
応
国
際
規
格
と
で
構
成
が
変
更
さ

れ
て
い
る
と
き
に
は
︐
そ
の
変
更
内
容
を
表
記
す
る。

－

技
術
的
差
異
が
な
い
場
合
︓
一
致

－

技
術
的
差
異
が
あ
り
︐
か
つ
︐
そ
れ
を
明
確
に
識
別
し
︐
説
明
し
て
い
る
場
合

・

対
応
国
際
規
格
の
規
定
項
目
又
は
規
定
内
容
を
削
除
し
て
い
る
︓
削
除

・

対
応
国
際
規
格
に
な
い
規
定
項
目
又
は
規
定
内
容
を
追
加
し
て
い
る
︓
追
加

・

対
応
国
際
規
格
の
規
定
内
容
を
変
更
し
て
い
る
︓
変
更

・

対
応
国
際
規
格
の
規
定
内
容
と
異
な
る
規
定
の
内
容
を
追
加
し
︐
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
と
し
て
い

る
︓
選
択

－

技
術
的
差
異
が
あ
り
︐
か
つ
︐
そ
れ
を
明
確
に
識
別
し
て
い
な
い
か
又
は
説
明
し
て
い
な
い
場
合
︓
同
等
で
な
い

G 

d)

欄
の
記
載
方
法

d)

欄
に
は
︐
J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
技
術
的
差
異
の
内
容
及
び
理
由
に
つ
い
て
記
載
す
る。

G 

e)

欄
の
記
載
方
法

e)

欄
に
は
︐
d)

欄
の
技
術
的
差
異
に
対
す
る
今
後
の
対
策（

提
案
な
ど
の
意
向）

を
︐   

明
確
に
記
載
す
る。

技
術
的
差
異
が
な
い
場
合
は
︐
”－

”
を
表
記
す
る。

G 

対
比
表
下
の
注
記
の
記
載
方
法

対
比
表
の
下
部
の
注
記 

1 

及
び
注
記 

2 

で
︐
該
当
し
な
い
用
語
︐
記
号
及
び
そ
れ
ら
の
意
味
は
︐
記
載
し
な
い。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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百五

附
属
書
H

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

附
属
書H

（

規
定）

文
章
の
書
き
方
並
び
に
用
字
︐
用
語
︐
記
述
符
号
及
び
数
字

H
 

文
章
の
書
き
方

文
章
の
書
き
方
は
︐
次
に
よ
る。

た
だ
し
︐
関
係
法
令
︐
対
応
国
際
規
格
な
ど
と
の
関
係
で
や
む
を
得
な
い
場
合
は
︐

そ
れ
ら
に
従
っ
た
記
載
と
し
て
も
よ
い。

a)

文
章 

文
章
は
︐
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
と
す
る。

b)

文
体 

文
体
は
︐
口
語
体
と
す
る

。

規
定
文
は
︐
能
動
態
を
基
本
と
す
る
が
︐
不
自
然
な
場
合
は
受
動
態
と
し
て
も

よ
い。

特
に
︐
対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
用
い
る
場
合
︐
日
本
語
と
し
て
不
自
然
な
直
訳
体
は
避
け
る。

c)

書
き
方 

書
き
方
は
︐
左
横
書
き
と
す
る。

H
 

用
字

H
 

一
般

こ
の
規
格
で
規
定
し
て
い
な
い
漢
字
の
使
用
な
ど
の
一
般
的
な
事
柄
は
︐
”

公
用
文
作
成
の
要
領 （

昭
和 

27
.
4
.

4

内
閣
閣
甲
第 

16 

号
依
命
通
知

）

”
︐
”

法
令
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て（

平
成 

22
.
1
1
.

30 

内

閣
法
制
局
総
総
第 

208 

号

）

”
︐
”

公
用
文
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て（

平
成 

22
.
1
1
.

30 

内
閣
訓
令

第

1

号）

”
︐
”

文
部
科
学
省
用
字
用
語
例（

平
成 

23
.
3）

”

及
び
“

文
部
科
学
省
公
用
文
送
り
仮
名
用
例

集（

平
成 

23
.
3）

”
並
び
に
用
字
な
ど
に
関
す
る
内
閣
告
示
及
び
内
閣
訓
令（
常
用
漢
字
表
︐
外
来
語
の
表
記
︐
現

代
仮
名
遣
い
︐
送
り
仮
名
の
付
け
方
︐
ロー

マ
字
の
つ
づ
り
方
な
ど）

に
よ
る。

H
 

漢
字

漢
字
の
用
い
方（

字
種
・
音
訓
・
字
体）

は
︐
”

常
用
漢
字
表（

平
成 

22
.
1
1
.

30
内
閣
告
示
第

2

号）

”
及
び
“

公
用
文
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て（

平
成 

22
.
1
1
.

30
内
閣
訓
令
第

1

号）

”
に
よ
る。

常
用
漢
字
表
に
な
い
漢
字（

以
下
︐
表
外
漢
字
と
い
う。

）

︐
及
び
常
用
漢
字
表
に
あ
る
漢
字
で
も
音
訓
欄
に
読
み
が

掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
漢
字（

常
用
漢
字
表
の
付
表
に
示
す
読
み
を
除
く。

）

は
︐
通
常
︐
そ
の
文
字
を
用
い
ず
︐
仮
名
書

き
と
す
る。

た
だ
し
︐
仮
名
書
き
で
は
意
味
が
分
か
り
に
く
い
場
合
に
は
︐
仮
名
書
き
の
後
に
括
弧
を
付
け
て
︐
表
外
漢

字
な
ど
を
示
し
て
も
よ
い。

例例
円
す
い（

錐）

お
も
り（

錘）

か
く
は
ん（

攪
拌）

か
ん（

嵌）

合

き
ょ
う（

筐）

体

こ
ん（

梱）

包

残
さ（

渣）

じ
ん
あ
い（

塵
埃）

じ
ん（

靭）

性

浸
せ
き（

漬）

ぜ
い（

脆）

弱

だ（

楕）

円

ぬ（

濡）

ら
す

ば
く（

曝）

露

範
ち
ゅ
う（

疇）

ひ
ず
み（

歪）

ひ
ょ
う（

秤）

量

ふ
く（

輻）

射

粉
じ
ん（

塵）

平
た
ん（

坦）

防
せ
い（

錆）

ほ
こ
り（

埃）

漏
え
い（

洩）
 

H
 

仮
名
遣
い

仮
名
遣
い
は
︐
”

現
代
仮
名
遣
い（

昭
和 

61
.
7
.
1

内
閣
告
示
第

1

号）

”
に
よ
る。

日
本
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業
規
格
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Z
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百六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

H
 

送
り
仮
名

送
り
仮
名
の
付
け
方
は
︐
”

送
り
仮
名
の
付
け
方（

昭
和 

48
.
6
.

18 

内
閣
告
示
第

2

号）

“
︐
”

公
用
文

に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て（

平
成 

22
.
1
1
.

30 

内
閣
訓
令
第

1

号）

”
及
び
“

法
令
に
お
け
る
漢
字

使
用
等
に
つ
い
て（
平
成 

22
.
1
1
.

30 

内
閣
法
制
局
総
総
第 

208 

号）

”
に
よ
る。

H
 

分
か
ち
書
き

分
か
ち
書
き
は
︐
複
合
の
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
場
合
︐
仮
名
が
続
い
て
読
み
に
く
い
場
合
︐
間
違
い
や
す
い
場
合
︐

又
は
読
点（

コ
ン
マ）

を
使
い
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
全
体
の
関
係
が
明
確
で
な
く
な
る
よ
う
な
場
合
に
用
い
る。

ス

ペー

ス
は
︐
半
角
と
す
る
の
が
よ
い。

分
か
ち
書
き
の
代
わ
り
に
︐
中
点
“

・
”

は
用
い
な
い。

例
 
1

ケー

ス
バ
イ
ケー

ス

例
 
2

ア
ク
セ
ス
可
能
領
域
管
理
デー

タ（
用
語
“

領
域
管
理
デー

タ
“

に
“

ア
ク
セ
ス
可
能
“

と
い
う
修
飾
が
付
い

た
用
語
で
あ
っ
て
︐
ア
ク
セ
ス
可
能
領
域
の
管
理
デー

タ
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
場
合）

例
 
3

研
磨
布
紙
と
と
い
し
と
を
用
い
…

H
 

用
語

H
 

一
般

用
語
の
表
記
は
︐
主
と
し
て
“

公
用
文
作
成
の
要
領（

昭
和 

27
.
4
.
4

内
閣
閣
甲
第 

16 

号
依
命
通
知）

”
に

よ
る。専

門
用
語
は
︐
用
語
に
関
す
る
規
格
に
規
定
し
て
あ
る
用
語
︐
当
該
規
格
に
関
連
す
る
規
格
な
ど
で
規
定
す
る
用
語
及

び
J
-
G
L
O
B
A
L

な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
用
語
を
︐
こ
の
記
載
順
に
優
先
的
に
用
い
る。

H
 

個
々
の
用
語
の
用
い
方

H
 

”
以
上
“

及
び
“

以
下
“

並
び
に“
を
超
え“
︐
”

超
“

及
び
“

未
満
“

の
用
い
方

”
以
上
“

及
び
“

以
下
“

は
︐
そ
の
前
に
あ
る
数
値
な
ど
を
含
め
た
意
味
で
用
い
る。

”
を
超
え
“

又
は
“

超
“

︐
及
び
“

未
満
“

は
︐
そ
の
前
に
あ
る
数
値
な
ど
を
含
め
な
い
意
味
で
用
い
る。

H
 

”
及
び
“

︐
”

並
び
に“
及
び
“

か
つ
“

の
用
い
方

複
数
の
項
目
︐
条
件
な
ど
に
同
時
に
含
ま
れ
る
又
は
該
当
す
る
意
味
で
併
記
す
る
場
合
︐
併
記
す
る
項
目
︐
条
件
な
ど

の
接
続
に
は
︐
”

及
び
“

を
用
い
る。

併
記
す
る
項
目
︐
条
件
な
ど
が
三
つ
以
上
の
場
合
に
は
︐
各
語
句
を
読
点（

コ
ン

マ）

で
区
切
り
︐
後
の
二
つ
の
語
句
を
“

及
び
“

で
つ
な
ぐ。

”
及
び
“

を
用
い
て
併
記
し
た
項
目
︐
条
件
な
ど
を
︐
更
に
大
き
く
接
続
す
る
場
合
︐
”

並
び
に
“

を
用
い
る。

例
 
1

寸
法
及
び
質
量
並
び
に
こ
れ
ら
の
許
容
差

注
記

次
の
二
つ
の
例
で
は
︐
”

及
び
“

又
は
“

並
び
に
“

の
い
ず
れ
を
用
い
る
か
に
よ
っ
て
意
味
が
異
な
る。

－

”
長
さ
及
び
直
径
の
測
定
方
法
並
び
に
判
定
方
法
“

は
︐
”

長
さ
及
び
直
径
の
測
定
方
法
“

と
“

判
定
方

法
”

と
を
示
し
て
い
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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百七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

－

”
長
さ
及
び
直
径
の
測
定
方
法
及
び
判
定
方
法
“

は
︐
”

長
さ
及
び
直
径
の
測
定
方
法
“

と
“

長
さ
及
び
直

径
の
判
定
方
法
“

と
を
示
し
て
い
る（

た
す
き
掛
け
の
“

及
び
“）

。

併
記
す
る
項
目
︐
条
件
な
ど
の
関
係
が
複
雑
な
場
合
は
︐
”

及
び
“

な
ど
の
前
に
読
点（

コ
ン
マ）

を
付
け
て
明
確
に

す
る
の
が
よ
い。

”
し
か
も
“

と
い
う
意
味
を
示
す
場
合
に
は
︐
”

か
つ
“

を
用
い
て
も
よ
い。

”
か
つ
“

は
︐
通
常
︐
連
結
す
る
項

目
︐
条
件
な
ど
が
密
接
な
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
す
場
合
に
︐
そ
れ
ら
の
接
続
に
用
い
る。

例
 
2

確
実
か
つ
簡
単
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
っ
て
…

”
日
本
語
か
つ
英
語
の
説
明
を
記
載
す
る。

”
の
よ
う
な
“

か
つ
“

の
用
い
方
は
︐
説
明
の
記
載
が
日
本
語
で
あ
る
と

同
時
に
英
語
で
も
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
︐
不
適
切
で
あ
る。

こ
の
場
合
︐
”

日
本
語
及
び
英
語
の
説
明
を
記

載
す
る。

”
︐

”
日
本
語
の
説
明
及
び
英
語
の
説
明
を
記
載
す
る。

”
な
ど
と
表
記
す
る
の
が
よ
い。

述
語
で
終
わ
る
句（

節）

を
“

か
つ
“

で
結
ぶ
場
合
に
は
︐
そ
の
前
後
に
読
点（

コ
ン
マ）

を
付
け
る。

例
 
3

明
確
に
識
別
し
︐
か
つ
︐
対
応
国
際
規
格
と 
J
I
S 

と
の
対
比
表
で
差
異
な
ど
を
示
す。

併
記
の
構
成
が
複
雑
で
︐
併
記
す
る
項
目
︐
条
件
な
ど
の
関
係
が
紛
ら
わ
し
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
︐
そ
れ

ぞ
れ
の
項
目
︐
条
件
な
ど
を
細
別
に
書
き
分
け
る
と
よ
い。

例
 
4

（

”
製
品
に
︐
…
及
び
…
︐
…
な
ど
の
識
別
︐
並
び
に
…
又
は
…
を
表
示
す
る。

”
の
代
替
記
載
例）

製
品

に
︐   

次
の
事
項
を
表
示
す
る。

a)

製
品
の
名
称
︐
規
格
番
号
及
び
種
類

b)

製
品
の
性
能
及
び
寸
法

c)

安
全
︐
衛
生
な
ど
に
関
す
る
識
別

d)

製
造
業
者
名
又
は
そ
の
略
称
若
し
く
は
略
号

”
及
び
“

な
ど
に
よ
っ
て
併
記
し
た
後
の
語
句
に
︐
”

な
ど
“

︐
”

そ
の
他
“

な
ど
を
付
け
な
い。

”
や
“

は
︐
”

及
び
“

か
“

又
は
“

の
い
ず
れ
を
意
味
し
て
い
る
か
曖
昧
で
あ
る
た
め
︐
用
い
な
い。

”
及
び
“

の
意
味
で
“

と
“

を
用
い
な
い。

H
 

”
と
“

の
用
い
方

”
と
“

は
︐
二
つ
の
項
目
︐
条
件
な
ど
を
取
り
上
げ
て
︐
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
な
ど
︐
関
係
性
を
示
す
場
合
に
用
い

る。

－

試
薬

A

と
試
薬

B

と
を
混
合
し
て
…

（

”
試
薬

A

と
試
薬

B

を
混
合
し
て
…
”

及
び
“

試
薬

A

及
び
試
薬

B

を
混
合
し
て
…
”

と
は
し
な
い。

）

－

A

と

B

と
を
比
較
す
る。

（

”
A

と

B

を
比
較
す
る
“

及
び
“
A

及
び

B

を
比
較
す
る。

”
と
は
し
な
い。

）

－

A

と

B

と
の
間（

”
A

と

B

の
間
“

及
び
“
A

及
び

B

の
間
“

と
は
し
な
い。

）

H
 

”
又
は
“

及
び
“

若
し
く
は“
の
用
い
方

複
数
の
項
目
︐
条
件
な
ど
を
選
択
す
る
意
味
で
併
記
す
る
場
合
︐
併
記
す
る
項
目
︐
条
件
な
ど
の
接
続
に
は
︐

”
又
は
“

を
用
い
る。

併
記
す
る
項
目
︐
条
件
な
ど
が
三
つ
以
上
の
場
合
に
は
︐
始
め
の
方
を
読
点（

コ
ン
マ）

 

で
区

切
り
︐
後
の
二
つ
の
語
句
を
“

又
は
“

で
つ
な
ぐ。

例
 
1

寸
法
︐
材
料
又
は
構
造
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百八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

”
又
は
”

を
用
い
て
並
列
し
た
項
目
︐
条
件
な
ど
の
中
を
︐
更
に
小
さ
く
選
択
す
る
項
目
︐
条
件
な
ど
を
併
記
す
る
場
合
に
は
︐
そ

の
接
続
に
“

若
し
く
は
“

を
用
い
る。

例
 
2

製
造
業
者
名
若
し
く
は
供
給
業
者
名
又
は
そ
れ
ら
の
略
号

注
記

例

2 
の
例
は
︐
次
の
意
味
を
示
し
て
い
る。

”
製
造
業
者
名
“

︐
”

供
給
業
者
名
“

︐
”

製
造
業
者
名
の
略
号
“

︐
”

供
給
業
者
名
の
略
号
“

の
い
ず
れ
か

併
記
す
る
項
目
︐
条
件
な
ど
の
関
係
が
複
雑
な
場
合
は
︐
”

又
は
“

な
ど
の
前
に
読
点（

コ
ン
マ）

を
付
け
て
明
確
に

す
る
の
が
よ
い。

選
択
の
構
成
が
複
雑
で
︐
併
記
す
る
項
目
︐
条
件
な
ど
の
関
係
が
紛
ら
わ
し
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
︐
細
別

で
列
記
す
る
と
よ
い（

 

H
.
3
.
2
.
2 
の
例

4 

参
照）

。

”
又
は
“

な
ど
に
よ
っ
て
併
記
し
た
後
の
語
句
に
︐
”

な
ど
“

︐
”

そ
の
他
“

な
ど
を
付
け
な
い。

併
記
す
る
項
目
︐
条
件
な
ど
の
選
択
の
接
続
に
︐
”

あ
る
い
は
“

は
用
い
な
い。

”
や
“

は
︐
”

又
は
“

か
“

及
び
“

の
い
ず
れ
を
意
味
し
て
い
る
か
曖
昧
で
あ
る
た
め
︐
用
い
な
い。

H
 

”
及
び
“

と
“

又
は
“

と
が
混
在
す
る
場
合
の
用
い
方

”
及
び
“

と
“

又
は
“

と
が
混
在
す
る
場
合
は
︐
”

︐
”

を
適
切
に
用
い
て
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
に
表
記
す
る。

例
 
1

A

又
は

B
︐
及
び

C

又
は

D（

A
＋
C
︐
A
＋
D
︐
B
＋
C
︐
B
＋
D

の
い
ず
れ
か）

例
 
2

A

及
び

B
︐
又
は

C

及
び

D（

A
＋
B
︐
C
＋
D

の
い
ず
れ
か）

H
 

”
及
び
／
又
は“
の
用
い
方

複
数
の
項
目
︐
条
件
な
ど
を
︐
同
時
に
含
む
又
は
該
当
す
る
意
味
の
場
合
と
選
択
す
る
意
味
の
場
合
と
の

3

通
り
を
同
時
に
表
す
場
合
︐
”

及
び
／
又
は
“

を
用
い
る。
紛
ら
わ
し
い
場
合
に
は
︐
細
別
で
列
記
す
る
と   

よ
い。

例
 
1

（

”
A

法
及
び
／
又
は

B

法
に
よ
っ
て
…
”

の
代
替
表
記
例）

次
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
…

a)

A

法
及
び

B

法

b)

A

法

c)

B

法

併
記
す
る
項
目
︐
条
件
な
ど
の
接
続
・
選
択
に
大
小
関
係
が
あ
る（

階
層
が
あ
る）

場
合
は
︐ 

H
・
三
・
二
・
二 
及

び 

H
・
三
・
二
・
四 

に
よ
っ
て
適
宜
︐
”

及
び
“

の
代
わ
り
に
“

並
び
に
“

︐   

及
び
“

又
は
“

の
代
わ
り
に
“

若
し
く

は
“

を
用
い
る。

例
 
2

試
験
方
法
は
︐
条
件
に
応
じ
て

A

試
験
及
び

B

試
験
並
び
に
／
又
は

C

試
験
を
行
う。

注
記

例
2 

の
例
で
は
︐
条
件
に
応
じ
て
︐
次
の
い
ず
れ
か
の
試
験
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。

a)

A

試
験
︐
B

試
験
及
び

C

試
験

b)

A

試
験
及
び

B

試
験

c)

C

試
験

H
 

”
場
合
“

︐
”

と
き
“

及
び
“

時
“

の
用
い
方

”
場
合
“

及
び
“

と
き
“

は
︐
条
件
︐
原
因
︐
理
由
な
ど
を
表
す
場
合
に
用
い
る。

た
だ
し
︐
条
件
が
二
重
に
あ
る
場

合
に
は
︐
広
い
方
の
条
件
に
“

場
合
“

を
用
い
︐
狭
い
方
の
条
件
に
“

と
き
“

を
用
い
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百九

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

”
時
“

は
︐
時
期
又
は
時
刻
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
用
い
る。

H
 

”
か
ら
“

︐
”

ま
で
“

及
び
“

よ
り
“

の
用
い
方

”
か
ら
“

は
︐
時
点
︐
場
所
な
ど
の
起
点
を
示
す
意
味
に
︐
”

ま
で
“

は
︐
時
点
︐
場
所
な
ど
の
終
点
を
示
す
意
味
に

用
い
︐
そ
の
前
に
あ
る
数
値
な
ど
を
含
め
た
意
味
で
用
い
る。

”
よ
り
“

は
︐
比
較
を
示
す
場
合
に
だ
け
用
い
︐
そ
の
前
に
あ
る
数
値
な
ど
を
含
め
な
い
意
味
で
用
い
る。

よ
り
ど
こ
ろ
を
示
す
場
合
は
︐
”（

…
に）

よ
り
“

で
は
な
く
“（

…
に）

よ
っ
て
“

と
す
る。

H
 

”
な
お
“

︐
”

ま
た
“

及
び
“

た
だ
し“
の
用
い
方

文
の
初
め
に
接
続
詞
と
し
て
置
く
“

な
お
“

又
は
“

ま
た
“

は
︐
本
文
な
ど
の
中
で
補
足
的
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に

用
い
る。

”
た
だ
し
“

は
︐
本
文
な
ど
の
中
で
除
外
例
又
は
例
外
的
な
事
柄
を
記
載
す
る
場
合
に
用
い
る。

”
な
お
“

︐
”

ま
た
“

及
び
“

た
だ
し
“

の
前
を
改
行
す
る
か
否
か
は
︐
文
意
及
び
規
格
の
区
分
け
で
あ
る
段
落
を
考

慮
し
て
判
断
す
る。

H
 

”
規
定
“

及
び
“

指
定
“

の
用
い
方

”
規
定
“

は
︐
規
格
の
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
に
対
し
て
用
い
る。

例
 
1

規
定
す
る
値
を
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

”
指
定
“

は
︐
製
造
業
者
︐
使
用
者
な
ど
が
任
意
に
定
め
る
事
項
に
対
し
て
用
い
る。

例
 
2

例

2
製
造
業
者
が
指
定
す
る
電
圧
を
表
示
す
る。

”
指
定
す
る
“

の
代
わ
り
に
“

所
定
の
“

な
ど
を
用
い
て
も
よ
い。

”
定
め
る
“

は
︐
規
格
で
規
定
し
た
も
の
か
製
造
業
者
な
ど
が
決
め
た
も
の
か
自
明
で
な
い
場
合
は
︐
用
い
な

い
方
が
よ
い。

H
 

記
述
符
号

H
 

符
号
の
種
類

文
章
の
記
述
に
用
い
る
符
号
は
︐
区
切
り
符
号
︐
引
用
符
号
︐
連
続
符
号
︐
繰
返
し
符
号
︐
省
略
符
号
及
び
括
弧
と
す

る。

H
 

区
切
り
符
号

H
 

一
般

区
切
り
符
号
に
は
︐
句
点
“ 。

”
︐
読
点
と
し
て
の
コ
ン
マ
“

︐
”

︐
中
点
“

・
”

及
び
コ
ロ
ン
“

︓
”

を
用
い

る。

斜
線
“

／
”

は
︐
通
常
︐
”

及
び
／
又
は
“

な
ど
を
表
記
す
る
場
合
に
用
い
る。

な
お
︐
セ
ミ
コ
ロ
ン
“

︔
”

は
︐
用
い
な
い。

H
 

句
点

句
点
“ 。

”
の
用
い
方
は
︐
次
に
よ
る。
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百十

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

－
文
の
終
わ
り
に
用
い
る（

用
語
及
び
定
義
の
箇
条
の
定
義
文
に
つ
い
て
は
︐
16
.
5
.
5 

参
照）

。

－
細
別
︐
例
な
ど
の
表
記
に
お
い
て
︐
簡
単
な
名
詞
句
な
ど
を
記
載
す
る
場
合
︐
事
物
の
名
称
を
並
列
す
る
場
合
な
ど

に
は
︐
句
点
を
用
い
な
い。

た
だ
し
︐
細
別
な
ど
の
末
尾
で
︐
句
点
を
表
記
し
な
け
れ
ば
分
か
り
に
く
い
場
合
な
ど

に
は
︐
用
い
て
も
よ
い。

H
 

読
点

読
点
に
は
コ
ン
マ
“

︐
”

を
用
い
る。

読
点（

コ
ン
マ）

は
︐
文
章
中
に
お
い
て
語
句
の
切
れ
又
は
続
き
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
︐
次
の
よ
う
な
場
合
に
用
い
る
と
よ
い。

－

”
は
“

︐
”

も
“

な
ど
を
伴
う
主
題
と
な
る
語
の
後

例
 
1

こ
の
規
格
で
用
い
る
主
な
用
語
及
び
定
義
は
︐
…

－

条
件
及
び
制
限
を
表
す
語
句
の
後

例
 
2

…
を
測
定
し
︐
白
と
黒
と
が
同
数
の
場
合
に
は
︐
再
度
…

－

対
等
の
関
係
で
並
ぶ
二
つ
以
上
の
句
を
︐
”

な
ど
“

︐
”

そ
の
他
“

な
ど
で
く
く
る
場
合

例
 
3

形
状
︐
寸
法
︐
質
量
な
ど

－

文
の
始
め
に
接
続
詞
を
置
く
場
合
に
︐
そ
の
接
続
詞
の
後

－

”
及
び
“

︐
”

又
は
“

な
ど
の
用
語
が
含
ま
れ
る
文
で
︐
”

及
び
“

︐
”

又
は
“

な
ど
の
前
後
の
切
れ
目
を
明
確
に

す
る
必
要
が
あ
る
場
合（

 

H
・
三
・
二
・
二 

及
び 

H
・
三
・
二
・
四 
参
照）

－

そ
の
他
︐
読
点（

コ
ン
マ）

が
な
い
と
誤
解
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

H
 

中
点

中
点
“

・
”

の
用
い
方
は
︐
次
に
よ
る
の
が
よ
い。

－

名
詞
を
並
列
す
る
場
合
な
ど
︐
読
点（

コ
ン
マ）

で
区
切
っ
た
の
で
は
文
章
が
読
み
に
く
い
場
合
に
︐
名
詞
の
連
結

に
用
い
る。

こ
の
場
合
に
は
︐
句
の
切
れ
目
は
読
点（

コ
ン
マ）

︐
語（

単
語
及
び
複
合
語）
の
切
れ
目
は
中
点
と

い
う
よ
う
に
使
い
分
け
る
の
が
よ
い。

例
 
1

許
容
差
・
限
界
値
の
示
し
方
は
︐
…。

－

題
名
︐
見
出
し
︐
表
な
ど
の
中
で
配
置
を
よ
く
す
る
た
め
に
名
詞
を
連
結
す
る
場
合
に
用
い
る。

例
 
2

材
料
・
寸
法
・
質
量

－

複
数
の
人
名
に
由
来
す
る
用
語
を
表
記
を
す
る
場
合
に
︐
人
名
の
区
切
り
に
用
い
て
も
よ
い。

例
 
3

グ
ラ
ン
・
ト
ム
ソ
ン
プ
リ
ズ
ム

中
点
を
用
い
る
場
合
︐
通
常
︐   

後
の
語
に
“

な
ど
“

を
付
け
な
い。

例
 
4

（

推
奨
し
な
い
記
載
例）

材
料
・
寸
法
・
質
量
な
ど

通
常
︐
中
点
と
“

及
び
“

︐
”

又
は
“

な
ど
の
接
続
詞
と
を
混
用
し
な
い。

例
 
5

（

推
奨
し
な
い
記
載
例）

材
料
・
寸
法
及
び
質
量

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百十一

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

H
 

コ
ロ
ン

コ
ロ
ン
“

︓
”

は
︐
式
︐
図
︐
表
又
は
文
章
中
に
用
い
る
用
語
・
記
号
を
説
明
す
る
場
合
に
︐
そ
の
用
語
・
記
号
の
後

ろ
に
付
け
て
用
い
る。

H
 

引
用
符
号

引
用
符
号
は
︐
”
”

と
し
︐
語
句
︐
文
章
な
ど
を
引
用
・
参
照
し
て
記
載
す
る
場
合
︐
又
は
文
字
︐
記
号
︐
用
語
な
ど

を
特
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
用
い
る。

か
ぎ
括
弧
“「

 」

”
は
︐
用
い
な
い。

H
 

連
続
符
号

連
続
符
号
“～

”
は
︐
”

…
か
ら
…
ま
で
“

の
意
味
を
符
号
で
表
す
場
合
に
用
い
る。

連
続
符
号
で
表
す
範
囲
に
は
︐

前
後
の
数
値
な
ど
を
含
め
る。

こ
の
場
合
に
︐
単
位
を
示
す
必
要
が
あ
る
数
値
の
場
合
に
は
︐
い
ず
れ
の
数
値
の
後
に
も

単
位
記
号
を
表
記
す
る。

H
 

繰
返
し
符
号

繰
返
し
符
号
は
︐
”

々
“

と
し
︐
同
じ
漢
字
を
続
け
て
書
き
表
す
語
に
用
い
る。

H
 

省
略
符
号

省
略
符
号
は
︐
”

…
”

と
し
︐
語
句
を
省
略
す
る
場
合
に
用
い
る。

H
 

括
弧

括
弧
は
︐
括
弧
の
前
に
記
載
し
た
事
項
に
対
す
る
条
件
︐
選
択
︐
限
定
︐
補
足
な
ど
を
表
す
場
合
に
用
い
て
も
よ
い。

括
弧
は
︐
通
常
︐
丸
括
弧
“（

 ）

”
を
用
い
る。

た
だ
し
︐
既
に
丸
括
弧
を
用
い
て
い
る
箇
所
を
含
ん
だ
範
囲
を
更
に

括
弧
で
く
く
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
︐
角
括
弧
“［

 ］

”
を
用
い
る。

ま
た
︐
角
括
弧
“［

 ］

”
を
用
い
て
い
る
箇

所
を
含
ん
だ
範
囲
を
更
に
括
弧
で
く
く
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
︐
亀
甲
括
弧
“〔

 〕

”

を
用
い
る。

H
 

数
字

数
字
は
︐
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
用
い
る。

た
だ
し
︐
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
︐
漢
字
を
用
い
る
の
が
よ
い。

a)

”
ひ
と（

つ）

”
”

ふ
た（

つ）

”
の
よ
う
に
読
む
場
合

例
 
1

三
つ
目
き
り

3

本
一
組

b)

数
の
概
念
が
薄
い
場
合

例
 
2

一
般
用

c)

概
数
を
表
す
場
合

例
 
3

十
数
倍

d)

大
き
な
数
字
の
表
記
で
︐
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
ゼ
ロ
を
並
べ
る
と
分
か
り
に
く
い
場
合

例
 
4

2

万
回

e)

慣
用
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百十二

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

例
 
5

一
酸
化
炭
素   

二
等
辺
三
角
形   

二
乗

H
 

外
来
語
の
表
記

外
来
語
の
表
記
は
︐
主
と
し
て
“

外
来
語
の
表
記（

平
成

3
.
6
.

28 

内
閣
告
示
第

2

号）

”
に
よ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百十三

附
属
書
I

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

附
属
書I

（

規
定）

追
補

I 

一
般

追
補
に
よ
る
改
正
は
︐
規
格
の
一
部
だ
け
を
変
更
︐
追
加
又
は
削
除
す
る
場
合
の
一
つ
の
改
正
方
法
で
あ
り
︐   

当
該
規

格
の
改
正
を
追
補
で
対
応
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
︐
改
正
箇
所
の
範
囲
︐
規
格
の
利
用
者
の
便
宜
な
ど
を
勘
案
し
て
決

め
る。

I 

運
用

追
補
の
運
用
は
︐
次
に
よ
る。

た
だ
し
︐
国
際
規
格
を
基
礎
と
す
る
場
合
に
は
︐ 

a)～

c)

の
い
ず
れ
に
も
よ
ら
な
く

て
よ
い。

a)

技
術
的
内
容
の
理
由
に
よ
る
改
正
箇
所
が
当
該
規
格
全
般
に
及
ぶ
な
ど
多
数
の
改
正
箇
所
が
あ
る
場
合
に
は
︐
追
補

で
の
改
正
は
行
わ
な
い
の
が
よ
い。

b)

同
一
の
規
格
の
追
補
に
よ
る
改
正
は
︐
通
常
︐
2

回
ま
で
と
す
る。

た
だ
し
︐
規
格
の
特
性
に
よ
っ
て
︐  

 規
格

全
体
の
改
正
を
頻
繁
に
行
う
こ
と
が
合
理
的
で
な
い
場
合（

例
え
ば
︐
電
球
類
の
口
金
・
受
金
の
種
類
の
追
加
に
伴

う
改
正）

な
ど
は
︐
3

回
以
上
改
正
し
て
も
よ
い。

c)

追
補
で
改
正
し
て
い
る
箇
所
に
対
し
て
︐
更
に
追
補
に
よ
る
改
正
は
行
わ
な
い。

I 

記
載
方
法

追
補
の
記
載
は
︐
次
に
よ
る。

a)

追
補
に
は
︐
次
に
示
す
よ
う
な
“

追
補

X

の
ま
え
が
き
“

を
設
け
る。

”
こ
の 

J
I
S

X

X
X
X
X 

の
追
補

X

は
︐
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
き
︐ （

日
本
産
業
標
準
調
査
会

の
審
議
を
経
て
︐）

〇   〇
大
臣
が 

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

を
改
正
し
た
内
容
だ
け
を
示
す
も
の
で

あ
る。

 

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

は
︐
こ
の
追
補

X

の
内
容
の
改
正
が
さ
れ
︐ 

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

と
な
る。

”

b)

追
補
に
序
文
を
設
け
る
場
合
に
は
︐
”

追
補

X

の
序
文
“

と
し
て
︐
規
格
の
名
称
の
次
に
記
載
す
る。

c)

追
補
の
第

1

ペー

ジ
の
冒
頭
に
︐
次
に
示
す
よ
う
な
定
型
文
に
よ
っ
て
︐
対
象
と
す
る
規
格
番
号
及
び
西
暦
年（

改
正
前
の
制
定

年
又
は
改
正
年）

を
明
記
し
︐
け
い（

罫）

線
で
区
切
っ
た
後
に
改
正
内
容
の
記
載
を
す
る 

（
 

J
・
二 

参

照）

。

“

J
I
S

X

X
X
X
X
:

20
Y
Y

を
︐
次
の
よ
う
に
改
正
す
る。

”

d)

変
更
す
る
箇
所
の
指
示
は
︐
改
正
の
対
象
と
な
る
箇
条
︐
段
落
︐
細
別
︐
図
︐
表
な
ど
を
特
定
し
て
記
載
す
る。

通

常
︐
共
通
し
た
変
更
内
容
で
あ
っ
て
も
︐
複
数
の
変
更
箇
所
を
一
括
し
て
記
載
は
し
な
い。

e)

変
更
箇
所
の
指
示
及
び
変
更
内
容
は
︐
具
体
的
か
つ
明
確
に
記
載
す
る。

例
 
1

5
.
5
.
8（

表
示
︐
ラ
ベ
ル
及
び
包
装）

を
︐
次
の
文
に
置
き
換
え
る。

5
.
5
.
8

表
示
及
び
包
装

〇
〇
の
表
示
及
び
包
装
は
︐
…

例
 
2

A
.
5
.
7 

の
第
2

段
落
を
削
除
す
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百十四

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

例
 
3

6
.
8
.
2（

特
定
分
野
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
扱
い
方）

の
後
に
︐
次
の
細
分
箇
条
を
追
加
す

る。6
.
8
.
3

特
定
分
野
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
運
用

特
定
分
野
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
︐
…

例
 
4

箇
条 
10（
表
示）

の
後
に
︐
次
の
附
属
書
A

を
︐
追
加
す
る。

附
属
書

A
（

規
定）

〇
〇
〇
〇

f)

対
応
国
際
規
格
で
発
行
さ
れ
た
追
補
を
基
に
し
て
︐
こ
れ
に
対
応
し
た
改
正
を
追
補
に
よ
っ
て
行
う
場
合
に
は
︐

b)～
 

e)

の
規
定
に
関
わ
り
な
く
︐
対
応
国
際
規
格
の
追
補
に
準
じ
た
方
法
で
記
載
し
て
も
よ
い。

I 

体
裁

J
I
S 

の
追
補
の
体
裁
は
︐
J

・
二 

に
よ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百十五

附
属
書
J

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

附
属
書J

（

規
定）

J
I
S

の
規
格
票
の
体
裁

J 

規
格
票
の
体
裁

J 

初
の
ペー

ジ

規
格
票
の
第
1

ペー

ジ
の
体
裁
は
︐
図 

J
.
1 

に
よ
る

図 

J
.
1 

—

規
格
票
の
第
1

ペー

ジ
の
体
裁

J 

第

2

ペー

ジ
以
降

規
格
票
の
第

2

ペー

ジ
以
降
の
体
裁
は
︐
図 

J
.
2 

に
よ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

図 

J
.
2 

—

規
格
票
の
第
2

ペー

ジ
以
降
の
体
裁

J 

字
配
り

本
文
︐
注
記
︐
注
釈
︐
例
及
び
注
の
字
配
り
は
︐
図 

J
.
4 

に
よ
る。

J 

太
字

次
に
示
す
も
の
は
︐
太
字
で
表
記
す
る。

a)

箇
条
番
号
︐
細
分
箇
条
番
号
及
び
細
別
符
号［

a)

︐
b)

︐
1)

︐
2)

な
ど］

 

並
び
に
こ
れ
ら
の
題
名

b)

用
語
番
号（

十
六
・
四 

及
び 

F
・
二
・
二 

参
照）

及
び
定
義
す
る
用
語（

 

十
六
・
五
・
四 

参
照）

︐
並
び
に
試

験
︐
物
質
︐
材
料
︐
試
験
装
置
︐   試
験
機
器
な
ど
に
付
番
す
る
番
号（

 

十
八
・
五
・
三 

及
び 

十
八
・
五
・
四 

参

照）
 

及
び
こ
れ
ら
の
題
名

c)

見
出
し
と
し
て
の
“

注
記
“

︐
”

注
釈
“

︐
”

例
“

︐
”

注
“

及
び
“

警
告
“

の
文
字
︐
並
び
に
こ
れ
ら
の
番
号
又

は
符
号（

番
号
又
は
符
号
が
あ
る
場
合）

d)

図
及
び
表
の
題
名（

”
図
“

及
び
“

表
“

の
文
字
並
び
に
こ
れ
ら
の
番
号
を
含
む。

）

e)

図
及
び
表
に
表
記
す
る
“

記
号
説
明
“

の
文
字

f)

他
の
箇
所
で
引
用
・
参
照
し
て
表
記
す
る
場
合
の
次
の
項
目

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

(
一)
規
格
・
規
範
文
書
の
番
号

(
二)
”

箇
条
“

の
文
字
及
び
箇
条
番
号

(
三)
細
分
箇
条
番
号
︐
細
別
符
号
及
び
附
属
書
番
号（

”
附
属
書
“

の
文
字
を
含
む。

）

(

四)
”

図
“

︐
”

表
“

︐
”

注
記
“

︐
”

注
釈
“

︐
”

例
“

︐
”

注
“

及
び
“

警
告
“

の
文
字
︐
並
び
に
こ
れ
ら
の

番
号
又
は
符
号（

番
号
又
は
符
号
が
あ
る
場
合）

g)

そ
の
他
︐
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
文
字
︐
数
字
及
び
記
号

J 

追
補
の
体
裁

J 

初
の
ペー

ジ

追
補
の
第

1

ペー

ジ
の
体
裁
は
︐
図 
J
.
3 

に
よ
る。

な
お
︐
追
補
の
欄
に
は
︐
発
効
回
数（

例
え
ば
︐
”

追
補

1
”）

を
表
記
す
る。

図 

J
.
3 

—

追
補
の
第
1

ペー

ジ
の
体
裁

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百十八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

J 
第

2

ペー

ジ
以
降

追
補
の
第

2

ペー

ジ
以
降
の
体
裁
は
︐
J

・
一
・
二 

に
よ
る。

た
だ
し
︐ 

図 

J
.
2 

の
注 

b) 

を
︐
図 

J
.
3

の
注 

a) 

に
置
き
換
え
て
適
用
す
る。

a) 

字
配
り

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百十九

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

b) 

字
配
り（

続
き）

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百二十

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

c) 

字
配
り（

続
き）

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百二十一

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

d) 

字
配
り（

続
き）

図 

J
.
4

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百二十二

参
考
文
献

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

参
考
文
献

[

1]
JIS B 0021,

製
品
の
幾
何
特
性
仕
様（

Ｇ
Ｐ
Ｓ）

―
幾
何
公
差
表
示
方
式
―
形
状
︐
姿
勢
︐
位
置

及
び
振
れ
の
公
差
表
示
方
式

[

2]

JIS C 60063,
抵
抗
器
及
び
コ
ン
デ
ン
サ
の
標
準
数
列

[

3]

JIS K 0050,
化
学
分
析
方
法
通
則

[

4]

JIS Q 9001,
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
―
要
求
事
項

[

5]

JIS Q  17000,
適
合
性
評
価
―
用
語
及
び
一
般
原
則

[

6]

JIS Z 8000-3,
量
及
び
単
位
―
第
３
部
︓
空
間
及
び
時
間

[

7]

JIS Z 8000-6,
量
及
び
単
位
―
第
６
部
︓
電
磁
気

[

8]

JIS Z 8000-8,
量
及
び
単
位
―
第
８
部
︓
音
響
学

[

9]

JIS Z 8050,
安
全
側
面
―
規
格
及
び
そ
の
他
の
仕
様
書
に
お
け
る
子
ど
も
の
安
全
の
指
針

[

10]

JIS Z 8051,
安
全
側
面
―
規
格
へ
の
導
入
指
針

[

11]

JIS Z 8101-1,
統
計
―
用
語
及
び
記
号
―
第
１
部
︓
一
般
統
計
用
語
及
び
確
率
で
用
い
ら
れ
る

用
語

[

12]

JIS Z 8221-1,
機
器
・
装
置
用
図
記
号
の
基
本
原
則
―
第
１
部
︓
図
記
号
原
形
の
創
作

[

13]

JIS Z 8221-2,
機
器
・
装
置
用
図
記
号
の
基
本
原
則
―
第
２
部
︓
矢
印
の
形
及
び
使
用
方
法

[

14]

JIS Z 8221-3,
機
器
・
装
置
用
図
記
号
の
基
本
原
則
―
第
３
部
︓
図
記
号
を
使
用
す
る
と
き
の

指
針

[

15]

JIS Z 8222-1,
製
品
技
術
文
書
に
用
い
る
図
記
号
の
デ
ザ
イ
ン
―
第
１
部
︓
基
本
規
則

[

16]

JIS Z 8312,
製
図
―
表
示
の
一
般
原
則
―
線
の
基
本
原
則

[

17]

JIS Z 8317-1,
製
図
―
寸
法
及
び
公
差
の
記
入
方
法
―
第
１
部
︓
一
般
原
則

[

18]

JIS Z 9101,
図
記
号
―
安
全
色
及
び
安
全
標
識
―
安
全
標
識
及
び
安
全
マー

キ
ン
グ
の
デ
ザ
イ
ン

通
則

[

19]

ISO 128-20,
T
e
c
h
n
i
c
a
l

d
r
a
w
i
n
g
s 

— 

G
e
n
e
r
a
l

p
r
i
n
c
i
p
l
e
s

o
f

p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n 

— 

P
a
r
t

20
:

B
a
s
i
c

c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s

f
o
r

l
i
n
e
s

[

20]

ISO 128-30,
T
e
c
h
n
i
c
a
l

d
r
a
w
i
n
g
s 

— 

G
e
n
e
r
a
l

p
r
i
n
c
i
p
l
e
s

o
f

p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n 

— 

P
a
r
t

30
:

B
a
s
i
c

c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s

f
o
r

v
i
e
w
s

[

21]

ISO 129  (規格群) ,
T
e
c
h
n
i
c
a
l

p
r
o
d
u
c
t

d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n

(

T
P
D)  

— 

P
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n

o
f

d
i

m
e
n
s
i
o
n
s

a
n
d

t
o
l
e
r
a
n
c
e
s

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百二十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

[
22]

ISO  1101,
G
e
o
m
e
t
r
i
c
a
l

p
r
o
d
u
c
t

s
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s

(

G
P
S)  

— 

G
e
o
m
e
t
r
i
c
a
l

t
o
l
e
r
a
n
c
i
n
g 

— 

T
o
l
e
r
a
n
c
e
s

o
f

f
o
r
m
,

o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
,

l
o
c
a
t
i
o
n

a
n
d

r
u
n
-
o
u
t

[

23]

ISO 3864-2,
G
r
a
p
h
i
c
a
l

s
y
m
b
o
l
s 

— 

S
a
f
e
t
y

c
o
l
o
u
r
s

a
n
d

s
a
f
e
t
y

s
i
g
n
s 

— 

P
a
r
t

2
:

D
e
s
i
g
n

p
r
i
n
c
i
p
l
e
s

f
o
r

p
r
o
d
u
c
t

s
a
f
e
t
y

l
a
b
e
l
s

[

24]

ISO 3864-3,
G
r
a
p
h
i
c
a
l

s
y
m
b
o
l
s 

— 

S
a
f
e
t
y

c
o
l
o
u
r
s

a
n
d

s
a
f
e
t
y

s
i
g
n
s 

— 

P
a
r
t

3
:

D
e
s
i
g
n

p
r
i
n
c
i
p
l
e
s

f
o
r

g
r
a
p
h
i
c
a
l

s
y
m
b
o
l
s

f
o
r

u
s
e

i
n

s
a
f
e
t
y

s
i
g
n
s

[

25]

ISO 22727,
G
r
a
p
h
i
c
a
l

s
y
m
b
o
l
s 

— 

C
r
e
a
t
i
o
n

a
n
d

d
e
s
i
g
n

o
f

p
u
b
l
i
c

i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

s
y
m
b
o
l
s 

— 

R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s

[

26]

ISO 81714-1,
D
e
s
i
g
n

o
f

g
r
a
p
h
i
c
a
l

s
y
m
b
o
l
s

f
o
r

u
s
e

i
n

t
h
e

t
e
c
h
n
i
c
a
l

d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n

o
f

p
r
o
d
u
c
t
s 

— 

P
a
r
t

1
:

B
a
s
i
c

r
u
l
e
s

[

27]

IEC 61082-1,
P
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n

o
f

d
o
c
u
m
e
n
t
s

u
s
e
d

i
n

e
l
e
c
t
r
o
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y 
— 
P
a
r
t

1
:

R
u
l
e
s

[

28]

IEC Guide 103,
G
u
i
d
e

o
n

d
i

m
e
n
s
i
o
n
a
l

c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n

[

29]

ISO/IEC Guide 21-2:2005,
R
e
g
i
o
n
a
l

o
r

n
a
t
i
o
n
a
l

a
d
o
p
t
i
o
n

o
f

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

S
t
a
n
d
a
r
d
s

a
n
d

o
t
h
e
r

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

D
e
l
i
v
e
r
a
b
l
e
s 

— 

P
a
r
t

2
:

A
d
o
p
t
i
o
n

o
f

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

D
e
l
i
v
e
r
a
b
l
e
s

o
t
h
e
r

t
h
a
n

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

S
t
a
n
d
a
r
d
s

[

30]

ISO/IEC DIR  1  ISO SUP,
I
S
O
/
I
E
C

D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

P
a
r
t

1
.

V
e
r
s
i
o
n

14
.

入
手
先
:

h
t
t
p
s
:
/
/
w
e
b
.

a
r
c
h
i
v
e
.
o
r
g
/
w
e
b
/
2
0
2
3
0
8
0
9
1
7
5
4
2
1
/
h
t
t
p
s
:
/

/
w
w
w
.
i
s
o
.
o
r
g
/
s
i
t
e
s
/
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
/
c
u
r
r
e
n
t
/

c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
/
i
n
d
e
x
.
h
t

m
l

注
記

I
S
O 

は
,

I
S
O
,

I
E
C 

及
び 

J
T
C

1 

共
通
の
専
門
業
務
用
指
針
で
あ
る 

I
S
O
/

I
E
C

D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

P
a
r
t

1 

— 

P
r
o
c
e
d
u
r
e
s

f
o
r

t
h
e

t
e
c
h
n
i
c
a
l

w
o
r
k

に 

I
S
O 

独
自
規
定
を
追
加
し
,

統
合
版
と
し
て

C
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d

I
S
O

S
u
p
p
l
e
m
e
n
t

を
発
行
し
て
い
る。

[

31]

ISO/IEC DIR 2,
I
S
O
/
I
E
C

D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

P
a
r
t

2
.

V
e
r
s
i
o
n

9
.

入
手
先
:

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
i
s
o
.
o
r
g
/
s
i
t
e
s
/

d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
/
c
u
r
r
e
n
t
/
p
a
r
t
2
/
i
n
d
e
x
.
x
h
t

m
l

[

32]

送
り
仮
名
の
付
け
方   

昭
和 

48
.
6
.

18 

内
閣
告
示
第

2

号
入
手
先［

オ
ン
ラ
イ
ン

2
0
1
8
.

07
.

1
2

閲
覧］

︓ http://w
w

w.m
ext.go.jp/b_m

enu/hakusho/nc/k19730618001/k19730618001.
htm

l

[

33]

外
来
語
の
表
記   

平
成

3
.
6
.

28 

内
閣
告
示
第

2

号
入
手
先［

オ
ン
ラ
イ
ン

2
0
1
8
.

07
.

1
2

閲
覧］

︓ http://w
w

w.m
ext.go.jp/b_m

enu/hakusho/nc/k19910628002/k19910628002.
htm

l

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://web.archive.org/web/20230809175421/https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.html
https://web.archive.org/web/20230809175421/https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.html
https://web.archive.org/web/20230809175421/https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.html
https://web.archive.org/web/20230809175421/https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.html
https://www.iso.org/sites/directives/current/part2/index.xhtml
https://www.iso.org/sites/directives/current/part2/index.xhtml
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19730618001/k19730618001.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19730618001/k19730618001.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19910628002/k19910628002.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19910628002/k19910628002.html


百二十四

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

[
34]

現
代
仮
名
遣
い   

昭
和 

61
.
7
.
1

内
閣
告
示
第

1

号
入
手
先［

オ
ン
ラ
イ
ン

2
0
1
8
.

07
.

1
2

閲
覧］

︓ http://w
w

w.m
ext.go.jp/b_m

enu/hakusho/nc/k19860701001/k19860701001.
htm

l

[

35]

公
用
文
作
成
の
要
領   

昭
和 

27
.
4
.
4

内
閣
閣
甲
第 

16 

号
依
命
通
知
入
手
先［

オ
ン
ラ
イ
ン

2
0
1
8
.

07
.
1
2

閲
覧］

︓ http://w
w

w.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/
kijun/sanko/koyobun/pdf/yoryo_ver02.pdf

[

36]

公
用
文
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て   

平
成 

22
.
1
1
.

30 

内
閣
訓
令
第

1

号
入
手
先［

オ
ン
ラ
イ

ン

2
0
1
8
.

07
.
1
2

閲
覧］

︓ http://w
w

w.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/
joho/kijun/sanko/koyobun/pdf/kunrei.pdf

[

37]

常
用
漢
字
表   

平
成 

22
.
1
1
.

30 

内
閣
告
示
第

2

号
入
手
先［

オ
ン
ラ
イ
ン

2
0
1
8
.

07
.
1
2

閲
覧］

︓ http://w
w

w.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/
joyokanjihyo_20101130.pdf

[

38]

法
令
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て   
平
成 
22
.
1
1
.

30 

内
閣
法
制
局
総
総
第 

208 

号   

入
手
先［

オ
ン

ラ
イ
ン

2
0
1
8
.

07
.
1
2

閲
覧］
︓
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
c
l
b
.
g
o
.
j
p
/

i
n
f
o
/
o
t
h
e
r
/
h
o
u
r
e
i
n
i
o
k
e
r
u
k
a
n
j
i
.
p
d
f

[

39]

文
部
科
学
省
用
字
用
語
例   

平
成 

23
.
3
入
手
先
︓
新
訂   
公
用
文
の
書
き
表
し
方
の
基
準（

資
料
集）

,

文
化

庁
編
集
,

第
一
法
規
,

2
0
1
1
,

p
p
.

313
-
3
4
6
.

[

40]

文
部
科
学
省
公
用
文
送
り
仮
名
用
例
集   

平
成 

23
.
3
入
手
先
︓
新
訂   

公
用
文
の
書
き
表
し
方
の
基
準（

資
料

集）

,

文
化
庁
編
集
,

第
一
法
規
,

2
0
1
1
,

p
p
.

347
-
3
9
7
.

（

参
考
と
な
る
基
本
規
格
な
ど

）

（

用
語
規
格
な
ど）

[

41]

JIS K 0211,
分
析
化
学
用
語（

基
礎
部
門）

[

42]

JIS Q 0073,
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
―
用
語

[

43]

JIS Q 9000,
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
―
基
本
及
び
用
語

[

44]

JIS Q  14050,
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
―
用
語

[

45]

JIS X 0001,
情
報
処
理
用
語
―
基
本
用
語

[

46]

JIS Z 8101-1,
統
計
―
用
語
及
び
記
号
―
第
１
部
︓
一
般
統
計
用
語
及
び
確
率
で
用
い
ら
れ
る

用
語

[

47]

JIS Z 8101-2,
統
計
―
用
語
及
び
記
号
―
第
２
部
︓
統
計
の
応
用

[

48]

JIS Z 8101-3,
統
計
―
用
語
と
記
号
―
第
３
部
︓
実
験
計
画
法

[

49]

JIS Z 8102,
物
体
色
の
色
名

[

50]

JIS Z 8103,
計
測
用
語

[

51]

JIS Z 8105,
色
に
関
す
る
用
語

[

52]

JIS Z 8106,
音
響
用
語

[

53]

JIS Z 8113,
照
明
用
語

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19860701001/k19860701001.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19860701001/k19860701001.html
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/sanko/koyobun/pdf/yoryo_ver02.pdf
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/sanko/koyobun/pdf/yoryo_ver02.pdf
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/sanko/koyobun/pdf/kunrei.pdf
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/sanko/koyobun/pdf/kunrei.pdf
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo_20101130.pdf
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo_20101130.pdf


百二十五

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

[
54]

JIS Z 8114,
製
図
―
製
図
用
語

[

55]
JIS Z 8115,

デ
ィ
ペ
ン
ダ
ビ
リ
テ
ィ（

総
合
信
頼
性）

用
語

[

56]

JIS Z 8116,
自
動
制
御
用
語
―
一
般

[

57]

JIS Z 8120,
光
学
用
語

[

58]

JIS Z 8126-2,
真
空
技
術
―
用
語
―
第
２
部
︓
真
空
ポ
ン
プ
及
び
関
連
用
語

[

59]

JIS Z 8141,
生
産
管
理
用
語

[

60]

公
用
文
の
書
き
表
し
方
の
基
準（
資
料
集）

文
化
庁
学
術
用
語（

文
部
科
学
省
編
“

学
術
用
語
集
シ

リー

ズ
“）

\
<https://jglobal.jst.go.jp/>

で
,

学
術
用
語
の
検
索
が
可
能

（

略
語）

[

61]

JIS X 0304,
国
名
コー

ド

[

62]

JIS X 0412-1,
言
語
名
コー

ド
―
第
１
部
︓
２
文
字
コー

ド

（

製
図）

[

63]

JIS B 0601,
製
品
の
幾
何
特
性
仕
様（

Ｇ
Ｐ
Ｓ）
―
表
面
性
状
︓
輪
郭
曲
線
方
式
―
用
語
︐
定
義

及
び
表
面
性
状
パ
ラ
メー

タ

[

64]

JIS Z 8310,
製
図
総
則

[

65]

JIS Z 8314,
製
図
―
尺
度

[

66]

JIS Z 8315-1,
製
図
―
投
影
法
―
第
１
部
︓
通
則

[

67]

JIS Z 8316,
製
図
―
図
形
の
表
し
方
の
原
則

[

68]

JIS Z 8318,
製
品
の
技
術
文
書
情
報（

Ｔ
Ｐ
Ｄ）

―
長
さ
寸
法
及
び
角
度
寸
法
の
許
容
限
界
の
指

示
方
法

[

69]

JIS Z 8321,
製
図
―
表
示
の
一
般
原
則
―
Ｃ
Ａ
Ｄ
に
用
い
る
線

[

70]

JIS Z 8322,
製
図
―
表
示
の
一
般
原
則
―
引
出
線
及
び
参
照
線
の
基
本
事
項
と
適
用

[

71]

ISO 6433,
T
e
c
h
n
i
c
a
l

p
r
o
d
u
c
t

d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n 

— 

P
a
r
t

r
e
f
e
r
e
n
c
e
s

（

記
号
及
び
図
記
号

）

[

72]

JIS B 0125-3,
油
圧
・
空
気
圧
シ
ス
テ
ム
及
び
機
器
―
図
記
号
及
び
回
路
図
―
第
３
部
︓
記
号

モ
ジ
ュー

ル
及
び
図
記
号
の
接
続

[

73]

JIS S 0101,
消
費
者
用
警
告
図
記
号

[

74]

JIS S 0103,
消
費
者
用
図
記
号

[

75]

JIS Z 8206,
工
程
図
記
号

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://jglobal.jst.go.jp/%3E%E3%81%A7


百二十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

[
76]

JIS Z 8208,
印
刷
校
正
記
号

[

77]
ISO 7001,
G
r
a
p
h
i
c
a
l

s
y
m
b
o
l
s 

— 

R
e
g
i
s
t
e
r
e
d

p
u
b
l
i
c

i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

s
y
m
b
o
l
s

[

78]

ISO 7010,
G
r
a
p
h
i
c
a
l

s
y
m
b
o
l
s 

— 

S
a
f
e
t
y

c
o
l
o
u
r
s

a
n
d

s
a
f
e
t
y

s
i
g
n
s 

— 

R
e
g
i
s
t
e
r
e
d

s
a
f
e
t
y

s
i
g
n
s

（

測
定
及
び
試
験

）

[

79]

JIS B 0641-1,
製
品
の
幾
何
特
性
仕
様（

Ｇ
Ｐ
Ｓ）

―
製
品
及
び
測
定
装
置
の
測
定
に
よ
る
検

査
―
第
１
部
︓
仕
様
に
対
す
る
合
否
判
定
基
準

[

80]

JIS Z 8404-1,
測
定
の
不
確
か
さ
―
第
１
部
︓
測
定
の
不
確
か
さ
の
評
価
に
お
け
る
併
行
精

度
︐
再
現
精
度
及
び
真
度
の
推
定
値
の
利
用
の
指
針

[

81]

JIS Z 8405,
試
験
所
間
比
較
に
よ
る
技
能
試
験
に
使
用
す
る
統
計
的
方
法

[

82]

JIS Z 8703,
試
験
場
所
の
標
準
状
態

[

83]

ISO/IEC Guide 98-3,
U
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y

o
f

m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t 

— 

P
a
r
t

3
:

G
u
i
d
e

t
o

t
h
e

e
x
p
r
e
s
s
i
o
n

o
f

u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y

i
n

m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t

(

G
U
M
:
1
9
9
5)

[

84]

ISO/IEC Guide 99,
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

v
o
c
a
b
u
l
a
r
y

o
f

m
e
t
r
o
l
o
g
y 

— 

B
a
s
i
c

a
n
d

g
e
n
e
r
a
l

c
o
n
c
e
p
t
s

a
n
d

a
s
s
o
c
i
a
t
e
d

t
e
r
m
s

(

V
I

M)

（

許
容
限
界,

は
め
あ
い,

表
面
性
状
な
ど

）

[

85]

JIS B 0022,
幾
何
公
差
の
た
め
の
デー

タ
ム

[

86]

JIS B 0023,
製
図
―
幾
何
公
差
表
示
方
式
―
最
大
実
体
公
差
方
式
及
び
最
小
実
体
公
差
方
式

[

87]

JIS B 0024,
製
品
の
幾
何
特
性
仕
様（

Ｇ
Ｐ
Ｓ）

―
基
本
原
則
―
Ｇ
Ｐ
Ｓ
指
示
に
関
わ
る
概
念
︐

原
則
及
び
規
則

[

88]

JIS B 0031,
製
品
の
幾
何
特
性
仕
様（

Ｇ
Ｐ
Ｓ）

―
表
面
性
状
の
図
示
方
法

[

89]

JIS B 0401 （

規格群）

,
製
品
の
幾
何
特
性
仕
様（

G
P
S）  

— 

長
さ
に
関
わ
る
サ
イ
ズ
公
差

の

I
S
O

コー

ド
方
式

[

90]

JIS B 0621,
幾
何
偏
差
の
定
義
及
び
表
示

（

環
境
条
件
及
び
関
連
試
験

）

[

91]

JIS C 60068-1,
環
境
試
験
方
法
―
電
気
・
電
子
―
第
１
部
︓
通
則
及
び
指
針

[

92]

JIS Q 0064,
製
品
規
格
で
環
境
課
題
を
記
述
す
る
た
め
の
作
成
指
針

[

93]

JIS Z 8731,
環
境
騒
音
の
表
示
・
測
定
方
法

[

94]

JIS Z 8735,
振
動
レ
ベ
ル
測
定
方
法

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百二十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

（
電
磁
両
立
性）

[

95]
JIS C 61000-3-100,

電
磁
両
立
性
―
第
３－

１
０
０
部
︓
限
度
値
―
２
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
ｋ

Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
け
る
電
流
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
限
度
値

（

高
齢
者
・
障
害
者

）

[

96]

JIS Z 8071,
規
格
に
お
け
る
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
配
慮
の
た
め
の
指
針

（

表
示）

[

97]

JIS Q  14021,
環
境
ラ
ベ
ル
及
び
宣
言
―
自
己
宣
言
に
よ
る
環
境
主
張（

タ
イ
プ
Ｉ
Ｉ
環
境
ラ
ベ

ル
表
示）

[

98]

JIS Z 0150,
包
装
―
包
装
貨
物
の
荷
扱
い
図
記
号

[

99]

JIS Z 7253,
Ｇ
Ｈ
Ｓ
に
基
づ
く
化
学
品
の
危
険
有
害
性
情
報
の
伝
達
方
法
―
ラ
ベ
ル
︐
作
業
場
内

の
表
示
及
び
安
全
デー

タ
シー

ト（

Ｓ
Ｄ
Ｓ）

（

そ
の
他）

[

100]

特
許
権
等
を
含
む

J
I
S

の
制
定
等
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て（

令
和
元
年

6

月
,

日
本
工
業
標

準
調
査
会
標
準
第
一
部
会
・
第
二
部
会
議
決）

[

101]

昭
和 

42 

年

2

月   

学
術
審
議
会
学
術
用
語
分
科
会
調
整
委
員
会
の
決
定
事
項

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百二十八

解
　
説

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

J
I
S

Z

8
3
0
1

:

2
0
1
9

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

解  　
 

説

注
記

こ
の
解
説
は
︐
こ
の
規
格
に
規
定
・
記
載
し
た
事
柄
を
説
明
す
る
も
の
で
︐
こ
の
規
格
の
一
部
で
は
な
い。

こ
の
解
説
は
︐
一
般
財
団
法
人
日
本
規
格
協
会（

J
S
A）

が
編
集
・
発
行
す
る
も
の
で
あ
り
︐
こ
れ
に
関
す

る
問
合
せ
先
は
J
S
A

で
あ
る。

一 

前
回
ま
で
の
改
正
の
趣
旨
及
び
経
緯

大
多
数
の
規
格
は
︐
そ
の
規
定
の
一
部
を
構
成
す
る
た
め
に
別
の
規
格（

引
用
規
格）

を
引
用
し
て
い
る。

し
た
が
っ

て
︐  

 

一
つ
の
規
格
を
利
用
す
る
場
合
に
は
︐
こ
れ
ら
の
引
用
規
格
を
同
時
に
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︐
ま
た
︐
同

類
・
同
系
列
の
規
格
と
の
比
較
検
討
が
必
要
な
こ
と
も
多
い。

そ
の
た
め
に
は
︐
こ
れ
ら
の
規
格
の
様
式
が
統
一
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

ま
た
︐
規
格
の
原
案
作
成
者
だ
け
で
な
く
︐
規
格
の
利
用
者
が
規
格
を
正
し
く
一
義
的
に
解
釈

す
る
た
め
に
も
︐   

規
格
の
様
式
に
関
す
る
統
一
さ
れ
た
規
定
が
必
要
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
︐
当
初
は
︐

“
規
格
票
の
大
き
さ
及
び
書
式
”

と
い
う
関
係
者
限
り
の
暫
定
的
規
定
に
従
っ
て
規
格
の
作
成
を
行
っ
て
い
た
が
︐

“
日
本
工
業
規
格
”

の
発
足
時
に
︐
通
商
産
業
省
工
業
技
術
院
標
準
部
の
内
規
で
あ
っ
た

“
規
格
票
の
作
り
方
”

を
基
に
︐
ア
メ
リ
カ
規
格
協
会
及
び
イ
ン
ド
規
格
協
会
の

“
S
t
y
l
e

M
a
n
u
a
l
”

を
参
考
に
し
て

“
規
格
票
の
様
式
”

の
原
案
を
作
成
し
︐
1
9
5
1

年
に
J
I
S 

Z 
8
3
0
1 

と
し
て
︐
こ
の
規
格
を
制
定
し

た。そ
の
後
︐
こ
の
規
格
は
︐
1
9
5
4

年
︐
1
9
5
7

年
︐
1
9
6
1

年
︐
1
9
6
6

年
︐
1
9
7
3

年
︐
1
9
8
2

年
︐
1
9
9
0

年
︐
1
9
9
6

年
︐
2
0
0
0

年
︐
2
0
0
5

年
︐
2
0
0
8

年
及
び
2
0
1
1

年
の
12 

回
の
改
正
を
経
て
︐
今
回

（

2
0
1
9

年）

の
改
正
に
至
っ
た。

改
正
の
経
緯
を
次
に

示
す。

a)

1
9
5
4

年～

1
9
6
6

年
の
4

回
の
改
正
は
︐
い
ず
れ
も
小
規
模
で
あ
っ
た。

b)

1
9
7
3

年
の
改
正
は
︐
従
来
の
内
容
の
不
具
合
な
点
︐
不
明
確
な
点
な
ど
を
全
般
に
わ
た
っ
て
改
め
︐
ま
た
︐

“
解
説
の
ま
と
め
方
”

を
参
考
1

と
し
て
︐
工
業
標
準
化
審
議
特
別
委
員
会
が
作
成
し
た

“
日
本
工
業
規
格
に
お
け
る
製
品
規
格
の
ま
と
め
方
”

を
参
考
2

と
し
て
付
け
る
な
ど
︐
大
幅
に
改
正
し
た。

c)

1
9
8
2

年
に
は
︐

“
常
用
漢
字
表
”

及
び

“
送
り
仮
名
の
付
け
方
”

の
内
閣
告
示
の
改
定
︐
国
際
単
位
系（

S
I）

の
J
I
S
へ
の
導
入
︐
ガ
ッ
ト（

関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協

定）

の
ス
タ
ン
ダー

ド
コー

ド（

貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定）

の
発
効
に
よ
る 

J
I
S 

と
国
際
規
格
と

の
整
合
化
の
促
進
な
ど
に
応
じ
て
︐
用
字
・
用
語
の
箇
条
の
改
正
︐  

 量
・
単
位
・
数
値
の
箇
条
の
設
定
︐
国
際
規

格
を
基
礎
と
し
た
規
格
に
関
す
る

“
適
用
範
囲
”

の
備
考
の
追
加
な
ど
の
改
正
を
行
っ
た。

d)

1
9
9
0

年
に
は
︐
I
E
C
と
I
S
O
と
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
も
っ
て
い
た
国
際
規
格
作
成
の
規
則
を
統
合
し
た
I
E
C
/

I
S
O

R
u
l
e
s

f
o
r

t
h
e

d
r
a
f
t
i
n
g

a
n
d

p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n

o
f

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

S
t
a
n
d
a
r
d
s

の
内
容
を
極
力
採
り
入
れ
た
改
正
を
行
っ
た。

例
え
ば
︐

1
9
8
2

年
版
に
基
づ
い
て
原
案
作
成
を
し
た
と
き
に
起
き
た
問
題
点
を
検
討
し
て
︐
J
S
A

が
作
成
し
た

“
国
際
様
式
に
よ
る 

J
I
S 

原
案
の
ま
と
め
方
”

を
参
考
に
し
︐
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
規
格
を
作
成
す
る

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019


百二十九

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

場
合
の
詳
細
な
様
式
規
定
を
附
属
書
4 

と
し
て
加
え
た

。

ま
た
︐
1
9
8
2

年
版
の
本
体
の
用
字
・
用
語
の
箇

条
と
附
属
書
の
送
り
仮
名
の
付
け
方
と
を
一
括
し
て
︐ 

附
属
書
2 

と
し
た。

さ
ら
に
︐
J
S
A

が
作
成
し
た

“
用
語
規
格
の
ま
と
め
方
”

を
基
に
し
た
参
考
3 

を
付
け
る
な
ど
の
改
正
を
行
っ
た。

e)
1
9
9
0

年
の
改
正
に
よ
っ
て
︐
J
I
S 

の
規
格
票
の
様
式
は
︐
国
際
規
格
の
様
式
に
か
な
り
近
く
な
っ
た

が
︐
な
お

“
引
用
規
格
”

の
記
載
が
独
立
し
た
箇
条
に
で
き
な
か
っ
た
な
ど
の
相
違
が
あ
り
︐ 

J
I
S 

様
式

の
規
格
と
国
際
規
格
様
式
の
規
格（

基
と
し
た
国
際
規
格
の
様
式
に
基
づ
い
た 

J
I
S）

と
の
2

種
類
が
併
存

す
る
こ
と
と
な
っ
た。

1
9
9
5

年
に

“
規
制
緩
和
促
進
計
画
”

が
閣
議
決
定
さ
れ
︐
そ
の
具
体
策
の
一
つ
と
し
て 

J
I
S 

の
国
際
整
合
化
の
推
進
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た。

そ
れ

に
従
い
︐
1
9
9
6

年
の
改
正
で
は
︐ 

J
I
S 

を
国
際
規
格
と
対
比
し
て
国
際
整
合
J
I
S 

原
案
を
作
成

す
る
た
め
に
︐   更
に
は
︐ 
J
I
S 

を
基
礎
と
し
た
国
際
規
格
原
案
の
提
案
を
容
易
に
す
る
た
め
に
︐
こ
の
規
格

を
︐
1
9
9
0

年
改
正
の
と
き
参
考
に
し
た
︐ 

I
E
C
/
I
S
O 

規
則
の
改
正
版
で
あ
る
I
E
C
/
I
S
O

D
i
r
e
c
t
i
v
e
s－

P
a
r
t

3
:
1
9
8
9

(

D
r
a
f
t
i
n
g

a
n
d

p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n

o
f

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

S
t
a
n
d
a
r
d
s)

に
準
じ
た
も
の
と
し
て
改
正
し
た。

f)

2
0
0
0

年
の
改
正
は
︐
形
式
的
な
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
が
︐
そ
の
改
正
の
趣
旨
は
︐
I
S
O
/

I
E
C 

G
u
i
d
e 

21
:
1
9
9
9

(

A
d
o
p
t
i
o
n

o
f

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

S
t
a
n
d
a
r
d
s

a
s

r
e
g
i
o
n
a
l

o
r

n
a
t
i
o
n
a
l

s
t
a
n
d
a
r
d
s)

の
改
正
に
伴
い
︐
規
格
票
の
様
式
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︐
該
当
箇
所（

例
え
ば
︐
適
用
範
囲
に
備
考
を
追
加

し
︐
対
応
の
程
度
を
記
入）

を
改
正
す
る
こ
と
及
び
工
業
標
準
化
法
第
12 
条
に
よ
る
規
格
制
定
・
改
正
の
場
合
の

ま
え
が
き
の
記
載
内
容
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
っ
た。

 

J
I
S 

Z 

8
2
0
2
-
0(

量
記
号
︐
単
位
記
号
及
び
化
学

記
号)

及
び
J
I
S 

Z 

8
2
0
3［

国
際
単
位
系

(

S
I)

及
び
そ
の
使
い
方］
 
の
2
0
0
0

年
改
正
で
削
除

さ
れ
た
単
位（

例
え
ば
︐ "unitsml(N/m^2)" ）

に
つ
い
て
︐

“
た
だ
し
︐
や
む
を
得
な
い
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
”

を
追
加
し
︐
例
外
使
用
を
認
め
る
規
定
と
し
た。

g)

2
0
0
5

年
の
改
正
で
は
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2
:
2
0
0
1

(

R
u
l
e
s

f
o
r

t
h
e

s
t
r
u
c
t
u
r
e

a
n
d

d
r
a
f
t
i
n
g

o
f

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

S
t
a
n
d
a
r
d
s)

を
基
礎
と
し
て
︐
体
裁
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
完
全
に
合
う
よ
う
に
改
正
し
︐ 
J
I
S 

と
し

て
ど
う
し
て
も
採
り
入
れ
ら
れ
な
い
事
項
︐
言
語
に
関
わ
る
規
定
な
ど 

J
I
S 

と
し
て
は
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
項
な
ど
に
つ
い
て
追
加
・
修
正
し
た。

h)

2
0
0
5

年
の
改
正
で
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2
:
2
0
0
1 

の
方
針（

考
え
方）

を
ほ
ぼ
全
面
的
に
採
り

込
ん
だ
た
め
︐
規
格
利
用
者
に
と
っ
て
使
い
づ
ら
い
面
が
生
じ
た。

こ
の
た
め
︐
2
0
0
8

年
の
改
正
で
は
︐

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2
:
2
0
0
4 （

第
5

版）

を
基
礎
に
し
つ
つ
︐
全
般
的
に
見
直
し
︐
改
正
を
行
っ

た。

さ
ら
に
︐
2
0
0
5

年
改
正
時
の
懸
案
事
項
で
あ
り
︐
新
J
I
S

マー

ク
制
度
な
ど
の
規
格
適
合
性
評
価
を
円
滑
に
実
施
し
て
い
く
上
で
有
用
な

“
製
品
規
格
の
ま
と
め
方
”

を
︐
附
属
書
と
し
て
採
り
入
れ
た。

i)

2
0
1
1

年
の
改
正
版（

以
下
︐
J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
1 

を
旧
規
格
と
い
う。

）

で
は
︐
実
用
新
案

権
の
運
用
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
︐

“
常
用
漢
字
表
”

に
係
る
内
閣
告
示
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
及
び

“
法
令
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て
”

の
内
閣
法
制
局
の
文
書
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
軽
微
な
改
正
を
行
っ
た。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://www.iso.org/standard/30223.html
https://www.iso.org/standard/30223.html
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8202-0%3A2000
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8203%3A2000


百三十

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

二 
今
回（

2
0
1
9

年）

の
改
正
の
趣
旨

2
0
0
8

年
の
改
正
時
に
は
︐

“
前
回
ま
で
の
改
正
の
趣
旨
及
び
経
緯
”

に
記
載
し
た
と
お
り
︐
I
S
O
/

I
E
C 
D
I
R 
2
を
全
面
的
に
取
り
込
む
改
正
を
行
っ
た
が
︐
こ
の
内
容
は
当
時
の
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

の

第
5

版
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た。

そ
の
後
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

は
第
6

版（

2
0
1
1

年）

及

び
第
7

版（

2
0
1
6

年）

の
改
正
が
行
わ
れ
︐
そ
れ
に
基
づ
く
国
際
規
格
も
多
く
整
備
さ
れ
て
き
た。

近
年
︐
制
定
・
改
正
し
て
い
る

J
I
S 

の
多
く
は
︐
対
応
国
際
規
格
が
存
在
し
て
お
り
︐
そ
れ
ら
の
国
際
規
格
と
の
整
合
を
意
識
し
な
が
ら
原
案
作
成

が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
︐
第
7

版
の
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
対
応
し
た
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
J
I
S

原
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
︐
対
応
国
際
規
格
の
様
式
に
従
う
べ
き
か
︐ 

J
I
S 

の
様
式
に
従
う
べ
き
か
と
い
っ
た
混
乱

が
生
じ
て
き
て
い
た
た
め
︐
最
新
の
国
際
規
格
の
様
式
に
従
っ
た
J
I
S 

Z 

8
3
0
1 

の
改
正
が
望
ま
れ
て
い
た。

ま

た
︐
原
案
作
成
団
体
か
ら
︐
2
0
0
8

年
以
降
の
J
I
S 

原
案
作
成
に
お
い
て
︐
こ
の
規
格
の
適
用
に
お
い
て
種
々

の
問
題
点
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
た。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
︐
2
0
1
6

年
か
ら
2

か
年
の
国
の
委
託
事
業
と
し
て
︐
J
S
A

内
に
J
I
S 

Z 

8
3
0
1 

改
正
原
案
作
成
委
員
会
を
設
置
し
︐
最
新
の
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

を
参

考
と
し
て
J
I
S 

Z 

8
3
0
1 

を
改
正
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た

。

 

こ
の
委
託
事
業
で
は
︐
活
発
な
審
議
に
よ
っ

て
J
I
S 

Z 

8
3
0
1 

の
改
正
素
案
の
ま
と
め
に
取
り
組
み
︐
2
0
1
8

年
以
降
も
︐
J
S
A

の
自
主
事
業
と
し

て
同
原
案
作
成
委
員
会
を
継
続
し
︐
最
終
的
な
改
正
原
案
の
取
り
ま
と
め
を
行
っ
た。

一
方
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

は
︐
2
0
1
8

年
5

月
に
第
8

版
が
発
行
さ
れ
た
た
め
︐
こ
れ
ら
の
内

容
も
参
考
と
し
て
原
案
に
取
り
込
む
対
応
を
行
っ
た。

今
回
の
改
正
で
は
︐

“
製
品
規
格
の
ま
と
め
方
”

な
ど
の
事
例
は
︐
別
途
ま
と
め
た
方
が
使
い
や
す
い
こ
と
か
ら
︐
J
S
A

が
発
行
す
る

“

J
I
S 

原
案
作
成
の

た
め
の
手
引
”

に
ま
と
め
る
こ
と
と
し
︐
こ
の
規
格
か
ら
削
除
し
た。

三 

審
議
中
に
特
に
問
題
と
な
っ
た
事
項

a)

“
n
o
r
m
a
t
i
v
e
”
,

“
p
r
o
v
i
s
i
o
n
”

及
び

“
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
”

の
意
味
す
る
範
囲 （

3
.
3 

及
び 

3
.
4）

 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

と
の
対
応
か
ら
︐
こ
の
規
格
の
用
語

及
び
定
義
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
議
論
し
︐
次
の
よ
う
に
整
理
し
た。

(

一)

“
n
o
r
m
a
t
i
v
e
”

と

“
p
r
o
v
i
s
i
o
n
”

と
の
関
係
に
つ
い
て
︐
e
l
e
m
e
n
t（

要
素）

及
び
p
r
o
v
i
s
i
o
n（

記
述
事
項
︓ 

J
I
S

Z

8
0
0
2
の
表
現）

の
概
念
を
次
の
よ
う
に
区
分
し
た。

－

e
l
e
m
e
n
t（

要
素）

は
︐
n
o
r
m
a
t
i
v
e（

規
定
要

素）

︐
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e（

参
考
要
素）

な
ど
の
構
成
要
素。

－

p
r
o
v
i
s
i
o
n（

記
述
事
項）

は
︐
規
定
文
書
の
内
容
を
︐
s
t
a
t
e
m
e
n
t（

説
明
事

項）

︐
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n（

指
示
事
項＝

命
令
形）

︐
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n（

推

奨
事
項）

又
は
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t（

要
求
事
項）

の
形
で
表
現
し
た
も
の。

 

た
だ
し
︐ 

I
S
O
/

I
E
C 

D
I
R 

2 

で
は
︐
こ
れ
ら
の
区
分
が
必
ず
し
も
明
確
に
使
い
分
け
さ
れ
て
い
な
い

（

n
o
r
m
a
t
i
v
e＝

p
r
o
v
i
s
i
o
n

と
す
る
表
現
あ
り）

。

議
論
に
お
い
て
︐ 

I
S
O
/

I
E
C 

D
I
R 

2 

で
は
p
r
o
v
i
s
i
o
n

は
要
求
事
項
︐
説
明
事
項
な
ど
全
て
を
含
ん
で
い
る
た

め
︐
こ
れ
に

“
規
定
”

と
い
う
用
語
を
適
用
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
り
︐
条
件
付
き
で
使
用
す
る
か
︐
新
し
い
表
現
を
用
い
る
か
の

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019


百三十一

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

審
議
の
結
果
︐

“
p
r
o
v
i
s
i
o
n
︓
規
定
”

及
び

“
s
t
a
t
e
m
e
n
t

︓
説
明
事
項
”

を
使
う
と
︐
日
本
語
で
い
う

“
規
定
”

︐

”
記
述
事
項
”

︐

“
説
明
事
項
”

の
区
別
が
明
確
で
な
く
な
る
た
め
︐
こ
れ
ら
の
用
語
を
使
わ
ず
に

“
用
語
及
び
定
義
”

を
整
理
し
︐
規
格
全
体
も
こ
れ
に
合
わ
せ
て
規
定
し
た。

(

二)

“
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
”

に
つ
い
て
︐
I
S
O 

事
務
局
か
ら
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2

の
2
0
1
6

年
及
び
2
0
1
8

年
の
改
正
で
は
︐

“
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e（

欠
く
こ
と
が
で
き
な
い）

”

と
い
う
単
語
は
︐
規
定
上
︐
分
か
り
に
く
い
た
め
削
除
し
て
い
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た。

た
だ
し
︐
注
記（

24
.
5）

︐
注（

26
.
5）
︐
図
の
注
記（

28
.
5
.
4）

及
び
表
の
注
記（

29
.
5）

 

に
は
用
い
ら
れ
て
い

た。

旧
規
格
で
は
︐

“
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
”

を
︐
例
え
ば

“
規
格
を
利
用
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
情
報
”

の
よ
う
に
用
い
て
い
た
が
︐
規
格
の
構
成
要
素
で
何
が
記
載
で
き
︐
何
が
不
可
な
の
か
を
明
確
に
規
定
す
る
必

要
が
あ
る
た
め
︐
旧
規
格
の
表
現
は
用
い
ず
︐

“
注
記
に
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
含
め
て
は
な
ら
な
い
”

の
よ
う
に
︐
具
体
的
に
規
定
し
た。

b)

規
格
の
構
成
要
素
に
お
け
る
︐
記
述
事
項
の
記
載
可
・
不
可
事
項（

箇
条
7）

︐
並
び
に
引
用
規
格
及
び
参
考
文
献

一
覧
へ
の
列
記
の
可
・
不
可
事
項（

箇
条
15）

(

一)

規
格
の
構
成
要
素
の
う
ち
︐
注
記
及
び
本
文
の
注
に
つ
い
て
︐
旧
規
格
の
規
定
で
は

“
規
格
を
利
用
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
情
報
を
含
め
な
い
”

と
の
規
定
と
と
も
に

“
要
求
事
項
で
は
な
い
規
定
事
項
は
︐
注
記
と
し
て
も
よ
い
”

と
の
規
定
も
あ
り
︐
推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
な
ど
の
記
載
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
て
い
た。

こ
の
た
め
︐
こ
れ

ら
の
問
題
を
含
め
︐
規
格
全
体
の
構
成
要
素
に
対
し
て
︐
ど
の
よ
う
な
記
述
事
項
を
適
用
で
き
る
と
す
る
か
が

議
論
と
な
っ
た。

 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

で
は
︐

“
注
記
が
な
く
て
も
利
用
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
”

と
い
っ
た
規
定
が
さ
れ
て
お
り
︐
こ
の
表
記
で
あ
っ
て
も
分
か
り
に
く
い
と
の
指
摘
が
さ
れ
︐
個
々
の
規
定
要

素
ご
と
に
記
載
し
て
よ
い
記
述
事
項
を
議
論
の
上
︐
整
理
し
た（

 

解
説
の
箇
条
五
・
十
の
表
3 
参
照）

。

(

二)

規
格
の
中
で
引
用
・
参
照
し
て
い
る
規
格
・
規
範
文
書
を
引
用
規
格
の
箇
条
又
は
参
考
文
献
一
覧
の
い
ず
れ
に

記
載
す
る
か
が
議
論
と
な
っ
た。

 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

で
は
︐
そ
の
規
格
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
︐
そ
の
一
部
又
は
全
部
が
当
該
規
格
の
要
求
事
項
を
構
成
す
る
規
格
・
規
範
文
書
を
引
用
規
格
の
箇
条
に
記

載
し
︐
そ
の
他
の
引
用
・
参
照
さ
れ
た
規
格
・
規
範
文
書
は
︐
参
考
文
献
一
覧
に
記
載
す
る
規
定
と
し
て
い

る。

こ
れ
ま
で
︐ 

J
I
S
で
は
︐
本
文
で
推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
な
ど
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
引
用
規
格
・

規
範
文
書
に
つ
い
て
は
︐
ほ
ぼ
引
用
規
格
一
覧
に
記
載
し
て
き
た
こ
と
か
ら
︐
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
運
用
と
す

る
方
が
分
か
り
や
す
い
と
の
意
見
も
出
さ
れ
た。
し
か
し
︐
対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た 

J
I
S 

の
作
成
を

考
え
る
と
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2
に
規
定
さ
れ
た
と
お
り
に
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
の
結
論
に

至
り
︐
要
求
事
項
を
構
成
す
る
規
格
・
規
範
文
書
だ
け
を
引
用
規
格
の
箇
条
に
記
載
す
る
こ
と
を
規
定
し
た（

解
説
の
箇
条
五
・
十
八
の
表
4 

参
照）

。

c)

併
読
規
格（

12
.
5
.
2）

 

旧
規
格
で
は
︐
序
文
に

“
こ
の
規
格
は
︐
J
I
S

X

X
X
X
X
-
1 

と
併

読
す
る
規
格
で
あ
る。

”

と
い
っ
た
記
載
が
さ
れ
た
規
格
が
あ
り
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

で

は
ま
え
が
き
の
記
載
例
に
同
様
の
文
章
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︐ 

12
.
5
.
2（

特
定
の
文
章）

の
細
分
箇

条
と
し
て

“
併
読
規
格
に
関
す
る
事
項
”

を
設
け
︐
併
読
規
格
の
例（

例
え
ば
︐

“
こ
の 

J
I
S

X

X
X
X
X
-
3 

は
︐
J
I
S

X

X
X
X
X
-
1 

と
併
読
す
る
規
格
で
あ
る。

”

）

を
記
載
す
る
こ
と
を
検

討
し
た。

し
か
し
︐

“
併
読
規
格
”

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百三十二

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

と
い
う
用
語
が
分
か
り
づ
ら
く
︐
か
つ
︐
一
般
的
な
通
則
と
子
規
格
と
の
関
係
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
︐

引
用
規
格
に
は
記
載
せ
ず

“
置
換
”

︐

“
変
更
”

︐

“
追
加
”

な
ど
の
表
記
と
と
も
に
親
規
格
と
併
せ
て
適
用
す
る
も
の
な
ど
が
混
在
し
て
い
て
︐
そ
の
定
義
を
統
一
す
る
こ
と
が

難
し
い
た
め
︐
規
定
し
な
い
こ
と
に
し
た。

d)

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
J
I
S 

で
︐
段
落
の
文
章
を
細
別
化
す
る
場
合
の
対
応
の
程
度

（

36
.
2 

及

び
36
.
3）

 
対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て 

J
I
S 

を
作
成
す
る
場
合
︐

“
一
つ
の
段
落
の
中
に
記
載
し
て
い

る
幾
つ
か
の
情
報
を
︐
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
細
別
と
し
て
記
載
す
る
”

こ
と
が
あ
り
︐
こ
れ
が
国
際
規
格
と
の
整
合
性
か
ら
修
正（

M
O
D）

に
当
た
る
か
否
か
︐
議
論
に
な
っ
た。

I
S
O
/
I
E
C 

G
u
i
d
e 

21
-
1 

の
4
.
2 

の
注
記
と
し
て
︐

“
文
書
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
変
更（

例
え

ば
︐
ペー

ジ
付
け
︐
書
体
の
種
類
及
び
書
体
の
大
き
さ）

は
︐
特
に
電
子
環
境
で
は
︐
対
応
の
程
度
を
左
右
し
な

い。

”

と
の
記
載
が
あ
る
た
め
︐

“
細
別
化
は
︐
文
書
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
変
更
と
み
な
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
”

と
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

ま
た
︐

“

I
S
O
/
I
E
C 

G
u
i
d
e 

21
-
1 

に
な
い
も
の
を
規
定
す
べ
き
で

は
な
く
︐
細
別
化
に
つ
い
て
は
解
説
又
は 

J
I
S 
原
案
作
成
の
た
め
の
手
引（

以
下
︐
手
引
と
い
う。

）

に
記
載

す
べ
き
で
あ
る
”

︐
及
び

“
J
I
S 

Z 

8
3
0
1 

で
あ
ま
り
細
か
く
ルー

ル
化
す
る
と
使
用
者
の
理
解
が
得

に
く
く
な
る
た
め
︐
解
説
又
は
手
引
に
記
載
し
て
運
用
し
た
方
が
よ
い
”

と
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

し
か
し
︐
一
つ
の
段
落
に
多
く
の
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
づ
ら
く
︐
細
別
化

は
単
に
分
か
り
や
す
く
す
る
だ
け
の
変
更
で
あ
る
こ
と
か
ら
︐
解
説
又
は
手
引
で
は
な
く
︐ 

36
.
2

k)

に
︐
細

別
化
す
る
場
合
も
︐
対
応
国
際
規
格
の
技
術
的
内
容
の
変
更
に
は
当
た
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
た。

ま
た
︐ 

36
.

3 

に
︐
こ
の
よ
う
に
細
別
化
す
る
場
合
に
用
い
る
細
別
符
号
は
︐

“－
”

又
は

“
・
”

と
す
る
こ
と
を

規
定
し
た。

四 

主
な
改
正
点

今
回
の
改
正
の
主
な
改
正
点
を
︐
表
1 

に
示
す。表

1 

—

主
な
改
正
点

該当箇条・

箇条題名など

主な改正内容

全
体
構
成

－

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
た
構
成
に
変
更
し
た。

－

”
用
字
・
用
語
の
表
記
”

︐

“
製
品
規
格
の
ま
と
め
方
”

な
ど
の
事
例
は
︐

“
J
I
S 

原
案
作
成
の

た
め
の
手
引
”

に
移
し
︐
こ
の
規
格
は
規
定
事
項
を
中
心
に
ま
と
め
た。

－

読
み
や
す
さ
︐
対
応
国
際
規
格
と
の
対
比
の
し
や
す
さ
な
ど
か
ら
︐
段
落
ご
と
に
行
間
を
空
け
た
表
記
と
し
た

。

7.2
要
求
事
項

動
詞
の
終
止
形
の
場
合
の
表
現
形
式
と
し
て
︐

“
…
を
行
う。

”

及
び

“
…
を
試
験
す
る。

”

を
追
加
し

た。

7.3
推
奨
事
項

文
末
で
︐
推
奨
を
示
す
表
現
形
式
と
し
て
︐

“
…
す
べ
き
で
あ
る。

”

及
び

“
…
す
べ
き
で
な
い。

”

は
︐
用
い
な
い
こ
と
を
規
定
し
た。

ま
た
︐

“
べ
き
”

は
︐

“
…
す
べ
き
事
項
”

の
よ
う
に
︐
要
求
事
項

と
し
て
名
詞
を
修
飾
す
る
と
き
だ
け
に
用
い
る
こ
と
を
規
定
し
た。

7.4
許
容
事
項

許
容
を
示
す
表
現
形
式
と
し
て
︐

“
…
で
き
る
”

及
び

“
…
で
き
な
い
”

は
︐
用
い
な
い
こ
と
を
規
定
し

た。

7.5
可
能
性
・
能
力
事

項

可
能
性
・
能
力
事
項
を
示
す
表
現
形
式
と
し
て
︐
従
来
︐

“
…
で
き
る
”

及
び

“
…
で
き
な
い
”

を
用
い

て
い
た
が
︐
可
能
性
・
能
力
事
項
を
適
切
に
示
す
次
の
表
現
形
式
を
用
い
る
こ
と
を
規
定
し
た。

た
だ
し
︐   

能
力
事

項
を
表
す
場
合
︐
文
の
途
中
で
は
用
い
て
も
よ
い
こ
と
を
規
定
し
た。

－

可
能
性
・
能
力
︓

“
…
可
能
性
が
あ
る。

”

︐

“
…
場
合
が
あ
る。

”

︐

“
…
こ
と
が
あ
る。

”

︐

“
…
可
能
で
あ
る。

”

︐

“
…
能
力
が
あ
る。

”

－

不
可
能
︓

“
…
可
能
性
が
な
い。
”

︐

“
…
場
合
が
な
い。

”

︐

“
…
こ
と
が
な
い。

”

︐

“
…
不
可
能
で
あ
る。

”

︐

“
…
能
力
が
な
い。

”

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019


百三十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

該当箇条・

箇条題名など

主な改正内容

7.6
外
部
の
制
約

国
際
規
格
で
の
英
語

“
m
u
s
t
”

に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
︐
外
部
の
制
約
の
表
現
形
式（

“
…
に
従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る。

”

な
ど）

を
新
規
に
規
定
し
た。

9.3.2
範
囲
に
よ
る
表
し

方

許
容
差
︐
範
囲
な
ど
を
示
す
場
合
︐
紛
ら
わ
し
く
な
い
場
合
で
も
︐
基
本
的
に
全
て
の
数
値
の
後
に
単
位
記
号
を
表

記
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

10.5
西
暦
年
を
付
記
す

る
規
格
・
規
範
文

書

対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
し
て
い
る
国
際
規
格
に
追
補
が
発
行
さ
れ
て
い
る
場
合
の
︐
I
S
O 

規
格
及
び   

I
E
C

 
規
格
の
場
合
の
記
載
方
法
を
例
示
し
た。

10.6
当
該
規
格
内
で
の

引
用
・
参
照
の
示

し
方

－
当
該
規
格
内
で
細
別
を
引
用
す
る
場
合
︐
次
の
よ
う
に
︐
細
別
符
号
の
前
に

“
の
”

を
付
け
て
も
付
け
な

く
て
も
よ
い
こ
と
を
示
し
た。

“

5
.
1
.
1

の
b)

に
規
定
す
る
…
”

又
は

“
5
.
1
.
1

b)

に
規
定
す
る
…
”

－

ペー

ジ
番
号
に
よ
る
引
用
・
参
照
を
行
わ
な
い
こ
と
︐
及
び

“
以
下
の
箇
条
”

︐

“
上
記
の
図
”

な

ど
の
不
明
確
な
引
用
・
参
照
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
た。

12
ま
え
が
き

－

12
.
5
.
1 

工
業
標
準
化
法
か
ら
産
業
標
準
化
法
へ
の
改
正
に
伴
い
︐
定
型
文
を
変
更
し
た。

－

12
.
5
.
2
.
1 

規
格
が
部
編
成
の
場
合
に
は
︐
規
格
群
の
名
称
並
び
に
各
部
の
番
号
及
び
名
称
を
必
ず
表
記

し
て
い
た
が
︐
必
ず
し
も
記
載
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
変
更
し
た。

13
序
文

対
応
国
際
規
格
が
な
い
場
合
は
︐
通
常
︐
序
文
を
記
載
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
た。

14
適
用
範
囲

－

14
.
1 

適
用
範
囲
は
︐
規
格
の
名
称
の
単
な
る
繰
返
し
と
は
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
と
規
定
し
た。

－

14
.
2 

適
用
範
囲
に
は
︐
要
求
事
項
の
ほ
か
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
含
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定

し
た。

－

14
.
5 

適
用
す
る
範
囲
を
記
載
す
る
場
合
︐

“
こ
の
規
格
は
︐
…
に
適
用
で
き
る。

”

と
い
う
表
現
形

式
は
使
用
せ
ず
︐

“
こ
の
規
格
は
…
に
適
用
す
る。

”

︐

“
こ
の
規
格
は
︐
…
に
適
用
可
能
で
あ
る。

”

又
は

“
こ
の
規
格
は
︐
…
に
も
適
用
可
能
で
あ
る。

”

と
い
う
表
現
形
式
を
用
い
る
こ
と
を
規
定
し

た。
－

14
.
5 

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
用
い
た
場
合
に
︐
対
応
国
際
規
格
に
a
m
e
n
d
m
e
n
t

な
ど
が

発
行
さ
れ
て
い
る
場
合
の
例
及
び
対
応
国
際
規
格
が
複
数
あ
る
場
合
の
例
を
記
載
し
た。

15
引
用
規
格

－

15
.
3 

引
用
規
格
が
な
い
場
合
も
必
ず

“
引
用
規
格
”

の
箇
条
を
起
こ
す（
必
須
要
素）

こ
と
を
規
定
し

た。

－

15
.
5
.
2
.
1 

引
用
規
格
が
な
い
場
合
︐

“
こ
の
規
格
に
は
︐
引
用
規
格
は
な
い。

”

と
記
載
す
る
こ

と
を
規
定
し
た。

－

15
.
5
.
2
.
2 

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
作
成
す
る
J
I
S 

の
場
合
︐
引
用
国
際
規
格
を
J
I
S 

に

置
き
換
え
る
場
合
に
記
載
す
る
注
記
の

“
対
応
国
際
規
格
”

の
情
報
は
必
要
に
応
じ
て
記
載
し（
す
な
わ

ち
︐
対
応
国
際
規
格
の
引
用
規
格
の
情
報
は
必
ず
し
も
記
載
す
る
必
要
は
な
い。

）

︐
記
載
す
る
場
合
に
は
︐

“
対
応
国
際
規
格
に
お
け
る
引
用
規
格
”

と
表
記
し
て
記
載
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

ま
た
︐   

引
用
規
格

の
注
記
の
対
応
の
程
度
を
表
す
記
号
は
記
載
し
な
い
こ
と
を
示
し
た。

－

15
.
5
.
2
.
4 

対
応
国
際
規
格
が
I
E
C 

規
格
の
J
I
S 

の
場
合
︐
引
用
規
格
は
︐
I
S
O 

規
格
の
前
に

I
E
C
規
格
を
記
載
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

－

15
.
5
.
3 

従
来
︐
規
定
と
し
て
本
文
内
で
引
用
し
た
規
格
は
全
て
引
用
規
格
の
箇
条
に
列
記
し
て
い
た
が
︐

要
求
事
項
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
引
用
す
る
規
格
だ
け
を
引
用
規
格
に
記
載
し
︐
要
求
事
項
以
外
の
推
奨
事

項
︐
許
容
事
項
な
ど
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
引
用
す
る
規
格
は
参
考
文
献
一
覧
に
記
載
す
る
こ
と
を
規
定
し

た。

16
用
語
及
び
定
義

－

16
.
3 

定
義
す
る
用
語
が
な
い
場
合
も
必
ず

“
用
語
及
び
定
義
”

の
箇
条
を
起
こ
す（

必
須
要
素）

 

こ

と
を
規
定
し
た。

－

16
.
5
.
1 

用
語
及
び
定
義
の
箇
条
は
︐
一
つ
の
規
格
で
1

か
所
だ
け
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

－

16
.
5
.
3 

当
該
規
格
で
特
定
の
用
語
を
定
義
し
︐
か
つ
︐
他
の
規
格
か
ら
用
語
の
定
義
を
引
用
し
て
適
用
す

る
場
合
の
定
型
文
を
︐
次
の
と
お
り
に
変
更
し
た。

”
こ
の
規
格
で
用
い
る
主
な
用
語
及
び
定
義
は
︐
次
に

よ
る
ほ
か
︐   

J
I
S

X

X
X
X
X 

に
よ
る。

”

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百三十四

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

該当箇条・

箇条題名など

主な改正内容

－

16
.
5
.
3 

定
義
す
べ
き
用
語
が
な
い
場
合
︐

“
こ
の
規
格
に
は
︐
定
義
す
る
用
語
は
な
い。

”

と
記
載

す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

－

16
.
5
.
5 

定
義
は
︐
で
き
る
限
り
︐
規
格
中
の
当
該
用
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
な
句
の
形
式
で
記
載

し
︐
文
末
に
は
句
点
を
付
け
な
い
こ
と
を
規
定
し
た。

－

16
.
5
.
8 

用
語
及
び
定
義
に
お
け
る
注
記
は
︐
こ
れ
ま
で
他
の
箇
条
と
同
様
の
扱
い
で
あ
っ
た
が
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

の
変
更
に
合
わ
せ
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
な
ど
を
規
定
で
き
る

“
注
釈
”

と
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

－
16
.
5
.
9 

用
語
及
び
定
義
な
ど
で
他
の
規
格
で
規
定
す
る
用
語
を
転
載
し
て
記
載
す
る
場
合
な
ど
は
︐

”

出
典
”

と
表
記
し
て
記
載
す
る
こ
と
を
規
定
し
︐
そ
の
記
載
例
を
示
し
た。

20
附
属
書

”
附
属
書
は
︐
通
常
︐
本
体
で
引
用
し
て
い
る
順
番
に
記
載
す
る。

”

と
い
う
規
定
を
削
除
し
た。

21
参
考
文
献
一
覧

参
考
文
献
一
覧
に
は
︐
本
文
な
ど
で
推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
︐
可
能
性
・
能
力
事
項
︐
外
部
の
制
約
又
は
補
足
事
項

と
し
て
引
用
・
参
照
し
た
規
格
・
規
範
文
書
︐
参
考
文
献
な
ど
を
リ
ス
ト
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

22
箇
条
及
び
細
分
箇

条

ぶ
ら
下
が
り
段
落
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
た。

23
細
別

細
別
に
︐
必
ず
し
も

“
次
に
よ
る
”

と
い
う
前
置
き
文
を
入
れ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
変
更
し
た。

規
定
は
し

て
い
な
い
が
︐   

23
.
3 

の
例
2 

に
︐

“
次
に
よ
る
”

を
記
載
し
な
い
例
を
示
し
た。

24
注
記

25
例

26
注

24
.
5
︐
25
.
5 

及
び
26
.
5 

従
来
は
︐
注
記
︐
例
及
び
注
に
は
︐

“
要
求
事
項
又
は
規
格
を
利
用
す
る
た
め
に

不
可
欠
な
情
報
を
含
め
な
い
”

と
い
う
曖
昧
な
規
定
で
あ
っ
た
が
︐

“
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項

を
含
め
て
は
な
ら
な
い
”

と
明
確
に
規
定
し
た。

26
注

1
か
所
に
複
数
の
注
を
連
続
し
て
記
載
す
る
場
合
︐
こ
れ
ま
で
は
︐
二
つ
目
以
降
は
上
付
き
の
符
号
だ
け
を
表
記
し

“
注
”

を
省
略
し
て
い
た
が
︐
全
て
に

“
注
”

を
表
記
す
る
こ
と
に
変
更
し
た。

27
式

27
.
5 

式
な
ど
に
用
い
る
記
号
を
説
明
す
る
場
合
︐
前
置
き
の
用
語
と
し
て

“
こ
こ
に
”

を
用
い
て
い
た
が
︐

“
こ
こ
で
”

を
用
い
る
こ
と
に
変
更
し
︐
そ
の
例
を
示
し
た。

28
図

29
表

－

28
.
3
.
1 

及
び
29
.
3 

図
・
表
が
複
数
の
ペー

ジ
に
わ
た
る
場
合
︐
全
て
の
ペー

ジ
の
図
・
表
に
対
し
て

順
に

“（

1
/
#）

”

︐

“（

2
/
#）

”

の
よ
う
に
付
記
す
る
方
法
で
も
よ
い
こ
と
︐
及
び
2

ペー

ジ
目
以
降
は
題
名
を
省
略
し
て
も
よ
い
こ
と
を
追
加
規
定
し
た。

－

28
.
5
.
3 

及
び
29
.
5
.
6 

図
・
表
に
記
載
さ
れ
た
記
号
は
︐

“
記
号
説
明
”

と
表
記
し
て
説
明
す

る
こ
と
を
規
定
し
た。

－

28
.
5
.
5 

及
び
29
.
5
.
5 

複
数
の
注
を
記
載
す
る
場
合
︐
こ
れ
ま
で
は
︐
二
つ
目
以
降
は
上
付
き
の
符

号
だ
け
を
表
記
し

“
注
”

を
省
略
し
て
い
た
が
︐
全
て
に

“
注
”

を
表
記
す
る
こ
と
に
変
更
し
た。

36
対
応
国
際
規
格

を
基
礎
に
し
て   

J
I
S 

を
作
成
す

る
場
合
の
特
別
の

補
足
事
項

－

36
.
2 

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
規
格
を
作
成
す
る
場
合
に
許
容
さ
れ
る
編
集
上
の
変
更（
技
術
的
内
容

の
変
更
に
当
た
ら
な
い。

）

と
し
て
︐
次
の
3

点
を
追
加
し
た。

・

対
応
国
際
規
格
に
︐
記
載
内
容
又
は
編
集
上
の
明
ら
か
な
不
備
が
認
め
ら
れ
た
と
き
︐
そ
れ
を
修
正
す
る。

・

対
応
国
際
規
格
の

“
F
o
o
t
n
o
t
e
”

を

“
注
”

と
し
て
記
載
す
る。

・

対
応
国
際
規
格
で
は
一
つ
の
段
落
の
中
に
記
載
し
て
い
る
幾
つ
か
の
情
報
を
︐
分
か
り
や
す
く
細
別
と
し
て

記
載
す
る。

－

36
.
3 

対
応
国
際
規
格
で
一
つ
の
段
落
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
︐
理
解
を
助
け
る
た
め
に
細
別
と
し
て
記
載
す

る
こ
と
は
対
応
国
際
規
格
の
構
成
の
変
更
に
は
該
当
し
な
い
こ
と（

I
D
T

と
な
る）

︐
及
び
こ
の
場
合
の

細
別
符
号
は
︐

“－

”

又
は

“
・
”

を
用
い
る
こ
と
を
明
記
し
た。

－

36
.
4 

及
び
36
.
5 

J
I
S 

独
自
の
箇
条
な
ど
の
追
加
で
︐
細
別
︐
注
記
︐
注
及
び
注
釈
を
独
自
に
追
加
す

る
場
合
に
は
︐
一
連
の
番
号
又
は
記
号
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と
を
明
記
し
た。

－

36
.
4 

及
び
36
.
5 

J
I
S 

独
自
に
追
加
し
た
箇
条
・
細
分
箇
条
・
図
・
表
・
附
属
書
に
つ
い
て
︐
序
文
で

独
自
に
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
場
合
に
は
︐
該
当
箇
所
に
点
線
の
下
線
又
は
側
線
を
施
す
必

要
が
な
い
こ
と
を
明
記
し
た。

附属書E
ま
え
が
き
及
び
序

文
の
記
載
例

工
業
標
準
化
法
か
ら
産
業
標
準
化
法
へ
の
改
正
に
伴
い
︐
定
型
文
の
記
載
例
を
追
加
・
変
更
し
た。

附属
J
I
S 

と
対
応
国

際
規
格
と
の
対
比

A
4

横
か
ら
A
4

縦
の
様
式
に
変
更
し
︐
記
載
内
容
も
合
理
化
し
た
様
式
に
変
更
し
た。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百三十五

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

該当箇条・

箇条題名など

主な改正内容

書G
表
の
様
式
及
び
記

載
方
法

附属書H
文
章
の
書
き
方

並
び
に
用
字
︐
用

語
︐   

記
述
符
号
及

び
数
字

－

H
.
1 

規
定
文
は
︐
能
動
態
を
基
本
と
す
る
が
︐
不
自
然
な
場
合
は
受
動
態
と
し
て
も
よ
い
こ
と
を
明
記
し
た

。

－

H
.
3
.
2
.
9

“
な
お
”

で
始
ま
る
文
章
は
︐
必
ず
し
も
改
行
し
な
く
て
よ
く
︐
文
意
及
び
規
格
の
区

分
け
で
あ
る
段
落
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ
と
を
明
記
し
た。

－
H
.
3
.
2
.

10

“
規
定
”

及
び

“
指
定
”

の
用
い
方
を
明
記
し
た。

－
H
.
4
.
7 

括
弧
は
︐
補
足
︐
注
釈
な
ど
に
用
い
る
と
限
定
さ
れ
て
い
た
が
︐
括
弧
の
前
に
記
載
し
た
事
項
に

対
す
る
条
件
︐
選
択
︐
限
定
︐
補
足
な
ど
を
表
す
場
合
に
用
い
て
も
よ
い
こ
と
を
規
定
し
た。

 

ま
た
︐
角
括

弧

“［
 ］

”

を
用
い
て
い
る
部
分
を
更
に
括
弧
で
く
く
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
︐
亀
甲
括
弧

“〔
 〕

”

を
用
い
る
こ
と
を
規
定
し
た。

－

H
.
6 

外
来
語
表
記
の
語
尾
の
長
音
符
号
を
省
く
場
合
の
原
則
に
つ
い
て
の
表
を
削
除
し
た。

附属書I
追
補

”
二
つ
以
上
の
技
術
的
内
容
の
改
正
を
行
う
場
合
に
は
︐
追
補
で
改
正
し
な
い
”

と
す
る
規
定
を
削
除
し
た。

附属書J
J
I
S 

の
規
格
票

の
体
裁

J
.
1
.
4 

具
体
的
な
箇
条
番
号
を
他
の
箇
所
で
引
用
・
参
照
す
る
場
合
の

“
箇
条
”

の
文
字
を
太
字
と
す
る

こ
と
に
変
更
し
た。

五 

構
成
要
素
に
つ
い
て

五
・
一 

全
体

こ
の
規
格
の
構
成
は
︐
今
回
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2
:
2
0
1
8

に
倣
っ
た
構
成
と
し
た。

当
初
︐
旧
規

格
に
合
わ
せ

る
方
が
利
用
者
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
と
の
意
見
も
あ
っ
た
が
︐
今
後
の
こ
の
規
格
の
改
正
作
業
及
び
I
S
O
/

I
E
C 

D
I
R 

2
と
の
対
比
の
容
易
性
を
重
視
し
︐
構
成
を
で
き
る
だ
け
こ
れ
に
合
わ
せ
た。

こ
の
構
成
の
特
徴
は
︐

規
格
を
構
成
す
る

“
名
称
”

︐

“
ま
え
が
き
”

︐

“
序
文
”

な
ど
の
要
素
別
に
︐
各
種
属
性（

“
規
定
又
は
参
考
”

︐

“
必
須
︐
条
件
付
き
又
は
選
択
”

︐

“
付
番
及
び
区
分
け
”

な
ど）

を
記
載
し
︐
各
構
成
要
素
を
記
載
す
る
上
で
理
解
が
し
や
す
い
内
容
と
し
て
い
る。

一
方
︐
今
回
の
改
正
審
議
中（

2
0
1
8

年
5

月）

に
︐
工
業
標
準
化
法
が
改
正
さ
れ
︐
新
た
に
産
業
標
準
化
法
と
な
っ
た。

 

同
法
が
施
行
さ
れ
た

2
0
1
9

年
7

月
以
降
は
︐
日
本
産
業
規
格（

 

J
I
S）

と
な
る
こ
と
か
ら
︐
ま
え
が
き
︐
序
文
な
ど
の
内
容
が
従
来
と
異
な

る
記
載
と
な
る（

例
え
ば
︐

“
工
業
標
準
化
法
”

が

“
産
業
標
準
化
法
”

に
変
わ
る。

）

。

こ
の
た
め
︐
今
回
の
改
正
で
は
︐
産
業
標
準
化
法
の
施
行
後
の
ま
え
が
き
及
び
序
文
の
記
載
例
に
改
め

た。

五
・
二 

目
次

こ
の
規
格
の
目
次
を
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

の
よ
う
に
章
立
て
と
し
た
方
が
全
体
構
成
が
一
目
で
理
解
し
や

す
い
と
の
意
見
が
あ
っ
た。

し
か
し
︐ 

J
I
S 

で
は
章
立
て
と
す
る
記
載
を
認
め
て
お
ら
ず
︐
こ
の
規
格
で
章
立
て
す

る
と
他
の 

J
I
S 

で
も
同
様
な
記
載
が
行
わ
れ
る
懸
念
が
あ
る
こ
と
か
ら
︐
章
立
て
は
採
用
し
な
か
っ
た。

た
だ
し
︐

こ
の
規
格
の
全
体
構
成
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
︐
章
に
相
当
す
る
区
分
け
と
箇
条
と
の
関
係
を
︐ 

表
2 

に
示
す。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百三十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

表
2 

—

J
I
S

Z

8
3
0
1

の
本
体
の
構
成

章に相当する区分け

箇条

J
I
S 
Z 
8
3
0
1 

へ
の
適
用
事
項

1

適
用
範
囲

2

引
用
規
格

3

用
語
及
び
定
義

一
般
原
則

4

規
格
の
目
的

5

一
般
原
則

6

主
題
及
び
規
格
の
区
分
け

7

記
述
事
項
の
表
現
形
式

8

用
字
︐
用
語
及
び
略
語

9

数
値
︐
量
︐
単
位
及
び
記
号

10 

引
用
・
参
照

規
格
の
構
成

11 

名
称

12 
ま
え
が
き

13 
序
文

14 
適
用
範
囲

15 

引
用
規
格

16 

用
語
及
び
定
義

17 

記
号
及
び
略
語

18 

測
定
方
法
及
び
試
験
方
法

19 

表
示
︐
包
装
及
び
添
付
文
書

20 

附
属
書

21 

参
考
文
献
一
覧

主
題
の
区
分
け
︐
及
び
情
報
提
供
の
た
め
の
項
目

22 

箇
条
及
び
細
分
箇
条

23 

細
別

24 

注
記

25 

例
26 

注
27 

式
28 

図
29 

表

方
針

30 

特
許
権
な
ど

31 

商
標
名
及
び
商
標
の
使
用

32 

著
作
権

33 

適
合
性
評
価

34 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
︐
信
頼
性
及
び
抜
取
検
査

35 

特
定
分
野
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
内
容
の
扱
い
方

そ
の
他

36 

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
に
し
て
J
I
S 

を
作
成
す
る
場
合
の
特
別
の
補
足
事
項

37 

追
補

38 

規
格
票
の
大
き
さ
及
び
体
裁

五
・
三 

序
文

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
い
な
い
規
格
で
は
︐
通
常
︐
序
文
は
記
載
し
な
い
と
規
定
し
た（

13
.

3）

た
め
︐
こ
の
規
格
で
序
文
は
設
け
な
か
っ
た。

五
・
四 

適
用
範
囲（

箇
条
1）

工
業
標
準
化
法
の
改
正
に
伴
い
︐
適
用
す
る
規
格
の
名
称
を

“
日
本
産
業
規
格（

J
I
S）

”

と
し
た。

ま
た
︐
規
格
の
対
象
を

“
日
本
産
業
規
格（

 

J
I
S）

な
ど
”

と
し
︐
J
I
S 

以
外
の
規
格
に
も
適
用

可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た。

規
定
す
る
内
容
・  

 項
目
に
つ
い
て
は
︐
旧
規
格
で
表
記
し
て
い
た

“
構
成
要
素
”

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019


百三十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

及
び

“
体
裁
”

と
い
う
用
語
は
︐
改
正
し
た
内
容
︐
用
語
の
定
義（

3
.

3）
な
ど
と
の
関
連
か
ら
削
除
し
︐
単
に

“
規
格
票
の
構
成
及
び
規
格
の
作
成
方
法
”

と
し
た。

五
・
五 
引
用
規
格（

箇
条
2）

附
属
書
H 

な
ど
で
引
用
し
て
い
る

“
送
り
仮
名
の
付
け
方
”

の
内
閣
告
示
な
ど
に
つ
い
て
︐
引
用
規
格
と
し
て
記

載
す
べ
き
規
範
文
書
類
で
は
な
い
か
と
の
議
論
が
な
さ
れ
た。

本
来
︐ 

J
I
S 

で
は

“
法
規
類
を
要
求
事
項
︐
推
奨

事
項
又
は
許
容
事
項
の
一
部
と
し
て
引
用
し
て
は
な
ら
な
い
”

と
規
定
し
て
い
る［

箇
条 

4 

の
g)］

が
︐
こ
の
規
格

は
︐
国
家
の
技
術
基
準
を
定
め
る
規
格
の
作
成
方
法
を
規
定
す
る
た
め
︐
公
文
書
の
作
成
要
領
な
ど
に
従
う
必
要
が
あ

る。

し
た
が
っ
て
︐
こ
の
規
格
で
は
特
例
と
し
て
内
閣
告
示
な
ど
を
引
用
す
る
が
︐
他
の 

J
I
S 

で
同
様
な
処
置
が
行

わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
︐
内
閣
告
示
な
ど
の
文
書
名
を
引
用
規
格
の
一
覧
に
は
記
載
せ
ず
︐
参
考
文
献
一
覧
に
記
載

し
た。

五
・
六 

用
語
及
び
定
義

（

箇
条
3）

規
定
す
る
用
語
を
大
き
く
五
つ
に
分
類
し
た。

た
だ
し
︐
旧
規
格
に
対
し
て
︐
次
の
用
語
を
削
除
し
た。

－

J
I
S

Z

8
0
0
2 

に
定
義
さ
れ
て
い
る
規
格
の
種
類
に
関
す
る
用
語

（

“
基
本
規
格
”

︐

“
製
品

規
格
”

な
ど）

－

今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
用
い
な
く
な
っ
た
用
語（

“
参
考
的
要
素
”

な
ど）

－

他
の
箇
条
の
規
定
内
容
か
ら
必
要
な
い
と
判
断
さ
れ
た
用
語（

“
箇
条
”

）

－

国
際
規
格
で
運
用
さ
れ
て
い
る
特
殊
な
用
語（

“
技
術
的
正
誤
票
”

）

ま
た
︐
次
の
用
語
を
新
た
に
定
義
し
た。

－

今
回
改
正
し
た
内
容
に
よ
っ
て
︐
明
ら
か
に
し
た
方
が
よ
い
と
判
断
さ
れ
た
用
語（
“

規
格
”

︐

“
段
落
”

）

－

新
た
に
用
い
ら
れ
た
用
語（

“
注
釈
”

）

－

旧
規
格
に
も
類
似
の
表
記
は
あ
る
が
︐
定
義
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
用
語（

“
参
考
要
素
”

︐

“
条
件
付
き
要
素
”

︐

“
許
容
事
項
”

︐

“
可
能
性
・
能
力
事
項
”

︐

“
外
部
の
制
約
”

︐

“
補
足
事
項
”

）

今
回
の
改
正
で
︐

“
用
語
及
び
定
義
”

で
何
ら
か
の
補
足
情
報
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
て
い
た
用
語
は
︐
こ
れ
ま
で
の

“
注
記
”

に
替
え
て

“
注
釈
”

と
し
た。

こ
れ
は
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

で

“
n
o
t
e
”

で
は
な
く

“
n
o
t
e

t
o

e
n
t
r
y
”

と
し
て
い
る
こ
と
に
対
応
さ
せ
た
も
の
で
あ
る。

“
注
釈
”

に
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
記
載
し
て
も
よ
い
点
が
︐

“
注
記
”

及
び
本
文
で
用
い
る

“
注
”

と
大
き
く
異
な
る（

 

16
.
5
.
8 

及
び 

解
説
の
箇
条
五
・
十
の
表
3 

参
照）

。

他
の
規
格
で
規
定
さ
れ
て
い
る
用
語
及
び
定
義
を
繰
り
返
し
て
規
定
す
る
場
合
に
は
︐
括
弧
内
に

“
出
典
”

と
表
記
し
て
そ
の
内
容
を
記
載
す
る
例
を
示
し
た（

 

3
.
1
.
1 

及
び
3
.
1
.
3 

参
照）

。

引
用
元
が
用
語
規
格

な
ど
で
あ
る
場
合
に
は
︐
出
典
元
の
用
語
番
号
を
表
記
す
る
が
︐

“
番
号 

3
.
2
.
1
.
1
”

な
ど
と
あ
え
て

“
番
号
”

と
表
記
し
な
く
て
も
分
か
る
場
合
に
は
︐
省
略
し
て
よ
い
こ
と
を
例
示
し
た。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百三十八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

五
・
七 

規
格
の
目
的（

箇
条
4）

旧
規
格
の
箇
条
4 

の
一
般
原
則
を
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
て
︐

“
規
格
の
目
的
”

と

”
一

般
原
則（

 
箇
条
5）

”

と
に
書
き
分
け
た。

旧
規
格
の
4
.
1（

一
般
的
な
条
件）

で
は
︐
対
応
国
際
規
格
が
あ
る

場
合
及
び
こ
れ
を
基
礎
と
し
た
場
合
に
関
す
る
規
定
を
し
て
い
た
が
︐
分
か
り
や
す
さ
を
考
慮
し
て
︐
こ
れ
ら
を

“
対
応
国
際
規
格
を
基
礎
に
し
て 

J
I
S
を
作
成
す
る
場
合
の
特
別
の
補
足
事
項（

 

箇
条
36）

”

の
36
.
1（

一

般）

に
移
動
し
て
規
定
し
た。

ま
た
︐
旧
規
格
の
6
.
3
.
4（

要
求
事
項）

に
あ
っ
た
契
約
に
関
す
る
要
求
事
項
︐
及
び
旧
規
格
の
6
.
6
.
7
.

3（

規
格
の
引
用
・   参
照）
で
規
定
し
て
い
た
法
規
に
関
す
る
規
定
も
︐
ま
と
め
て
箇
条
4 

に
規
定
し
た。

そ
の
法
規

に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
︐ 

箇
条
4 
の
g)

で
︐

“
法
規
を
法
規
名
︐
条
項
番
号
な
ど
で
直
接
引
用
し
て
要
求
事

項
︐
推
奨
事
項
又
は
許
容
事
項
の
一
部
と
し
て
は
な
ら
な
い
”

と
規
定
し
た。

こ
れ
は
︐
法
規
は
︐ 

J
I
S 

に
同
様

の
規
定
が
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
強
制
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︐
ま
た
︐
産
業
標
準
化
法
第
69 

条
の
日

本
産
業
規
格
の
尊
重
規
定
に
よ
っ
て
︐ 

J
I
S 
を
各
法
規
に
引
用
し
て
も
ら
う
意
味
か
ら
︐
直
接
引
用
す
る
の
が
望
ま

し
く
な
い
た
め
で
あ
る。

や
む
を
得
ず
法
規
内
容
を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
︐
該
当
箇
所
の
内
容
を
そ
の
ま
ま

規
定
す
る
こ
と
と
な
る。

五
・
八 

一
般
原
則（

箇
条
5）

5
.
1（

計
画
及
び
準
備）

︐
5
.
2（

目
的
志
向
の
手
法）

及
び
5
.

4（

検
証
可
能
性）

は
︐
今
回
︐
新
た
に
追
加
し
た。

こ
れ
ら
は
︐
規
格
を
遅
滞
な
く
整
備
す
る
た
め
の
準
備
の
重
要

性
︐
規
格
の
目
的
に
応
じ
た
特
性
の
選
択
及
び
そ
の
標
準
化
の
重
要
性
︐
並
び
に
客
観
的
に
検
証
可
能
な
要
求
事
項
を
規

定
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る。

5
.
3（

性
能
規
定
の
原
則）

及
び
5
.
5（

一
貫
性）

は
︐
旧
規
格
の
4
.
3（

一
様
性）

及
び
4
.

4（

規
格
の
一
貫
性）

を
ま
と
め
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
︐
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
変
更
は
な
い。

5
.
6（

重
複
規
定
及
び
不
必
要
な
類
似
規
定
の
回
避）

は
︐
旧
規
格
の
6
.
3
.
6（

試
験
方
法）
及
び
D
.
1
.

4（

重
複
及
び
矛
盾
の
回
避）

の
規
定
を
ま
と
め
た
も
の
で
︐
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
変
更
は
な
い。

ま
た
︐
こ
の
規
格
の

5
.
7（

特
性
を
定
量
値
で
規
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
の
措
置）

も
︐
旧
規
格
の 

L
.
4（
性
能）
︐
L
.

8（

外
観
及
び
官
能
特
性）

及
び
L
.

11（

検
査
方
法）

を
ま
と
め
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
︐
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
変
更
は
な
い。

五
・
九 

主
題
及
び
規
格
の
区
分
け

（

箇
条
6）

6
.
1（

一
般）

の
表
1（

主
題
及
び
規
格
の
区
分
け）

に
お
い
て
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
︐
旧

規
格
の
表
1（

規
格
の
区
分
の
名
称）

に
あ
っ
た

“
細
別（

l
i
s
t）

”

を
削
除
し
た。

こ
れ
は
︐

“
細
別
”

は
段
落
に
含
ま
れ
る
内
容
を
リ
ス
ト（

細
別）

化
し
た
も
の
で
︐
区
分
け
の
対
象
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る。

6
.
4（

規
格
の
構
成
要
素）

で
は
︐
旧
規
格
の
6
.
3 

の

“
技
術
的
規
定
要
素
”

な
ど
の
要
素
の
区
分
を
削
除

し
︐
表
2（

規
格
の
構
成
要
素
及
び
記
載
順
序）

に
︐
そ
の
要
素
が
規
定
要
素
又
は
参
考
要
素
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
区

別
︐
及
び
必
須
要
素
︐
選
択
要
素
又
は
条
件
付
き
要
素
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
区
分
け
を
規
定
し
た。

旧
規
格
で
は
︐

“
序
文
”

は
選
択
要
素
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
が
︐
対
応
国
際
規
格
が
あ
る
場
合
に
は
必
須
要
素
と
な
る
こ
と
か
ら
︐

“
選
択
要
素
又
は
必
須
要
素
”

と
し
た。

ま
た
︐

“
引
用
規
格
”

及
び

“
用
語
及
び
定
義
”

に
つ
い
て
は
︐
旧
規
格
で
は
選
択
要
素
で
あ
っ
た
が
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
︐
具
体
的
に
引
用
規
格

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百三十九

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

が
な
い
場
合
又
は
定
義
す
べ
き
用
語
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
箇
条
を
設
け
る
こ
と
を
規
定
し（

 

15
.
3 

及

び
16
.
3 

参
照）

︐
い
ず
れ
も
必
須
要
素
と
し
た。

ま
た
︐
表
2 
の

“
規
格
の
構
成
要
素
”

の
項
目
は
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
た
が
︐
こ
れ
に

“
目
次
”

及
び

“
索
引
”

を
追
加
し
た。

目
次
に
つ
い
て
は
︐
解
説
の 

5
.

42 

で
説
明
す
る。

索
引
に
つ
い
て

は
︐
旧
規
格
で
は
5
.
2
.

8
に
規
定
し
て
い
た
が
︐
こ
の
規
格
で
は
︐
こ
れ
を
規
定
す
る
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）

は
設
け
ず
に
︐ 

表
2 

に
お
い

て
︐
必
要
な
場
合
に
索
引
を
設
け
る
こ
と
を
規
定
し
た。
“

索
引
”

の
箇
条（

又
は
細
分
箇
条）
を
設
け
な
か
っ
た
の
は
︐
こ
の
規
格
自
身
の
構
成
要
素
を
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に

合
わ
せ
た
た
め
で
あ
る。

な
お
︐
索
引
の
規
定
内
容（

参
考
要
素
及
び
選
択
要
素）

は
︐

“
用
語
規
格
で
︐
各
用
語
の
五
十
音
順
の
索
引
を
作
成
す
る
の
が
よ
い
”

（
 

F
.
1
.
3）

こ
と
な
ど
に
対
応
し
て

い
る。

五
・
十 

記
述
事
項
の
表
現
形
式

（

箇
条
7）

旧
規
格
の
附
属
書
H 

で
規
定
し
て
い
た
規
定
を
表
す
言
葉
の
表
現
形
式
に
つ
い
て
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に

合
わ
せ
て
︐
表
現
の
区
分
ご
と
に
区
分
け
し
て
規
定
し
た。

要
求
事
項
の
表
現
形
式（

表
3）

と
し
て
︐
文
章
の
末
尾
に

“
…
す
る。

”

が
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る。

旧
規
格
の
審
議
の
際
に
も
︐
こ
の
末
尾
は
︐
単
な
る
情
報
と
し
て
の
記
述
の
末
尾
に
も

使
わ
れ
て
い
て
︐
要
求
事
項
の
表
現
と
明
確
に
区
別
が
で
き
な
い
の
で
︐
こ
の
末
尾
を
禁
止
す
る
か
︐

“
文
章
の
末
尾
で
明
確
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
”

と
い
う
規
定
そ
の
も
の
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
︐
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

今
回
の
改
正
に
お
い
て
も
同
様
の
議
論
が
さ

れ
た
が
︐
こ
れ
に
対
し
︐
次
の
よ
う
な
反
論
が
多
数
の
委
員
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
︐
現
行
ど
お
り
と
し
た。

－

“
…
す
る
”

が
︐
命
令（

要
求）

を
意
味
す
る
文
末
の
動
詞
の
終
止
形
全
部
を
指
す
こ
と
は
規
格
作
成
の
常
識
と
も
い
え
る
こ
と

で
あ
り
︐
こ
の
よ
う
な
命
令
形
を
用
い
な
い
意
味
的
命
令
文
は
︐
こ
れ
ま
で
多
用
さ
れ
て
い
る

－

こ
れ
ら
全
て
を

“
…（

し）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
”

と
言
い
換
え
れ
ば
︐
規
格
票
の
読
み
や
す
さ
を
損
ね
て
し
ま
う

－

厳
密
に
い
う
と
問
題
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︐
末
尾
で
区
別
す
る
と
の
規
定
を
変
更
す
る
と
︐
規
格
票
の
文
章

の
乱
れ
を
正
す
こ
と
が
不
可
能
に
な
る

ま
た
︐
要
求
事
項
を
示
す
表
現
形
式
と
し
て
︐

“
…
も
の
と
す
る
”

及
び

“
…
こ
と
と
す
る
”

の
表
現
は
︐
要
求
事
項
か
推
奨
事
項
か
曖
昧
で
あ
る
た
め
︐
そ
れ
ぞ
れ

“
物
”

又
は

“
者
”

を
規
定
す
る
場
合
及
び

“
事
柄
”

を
規
定
す
る
場
合
を
除
い
て
︐
用
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
た（

表
3）

。

旧
規
格
の
表
H
.
1 

で
︐
推
奨
事
項
の
表
現
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た

“
…
す
べ
き
で
あ
る
”

及
び

“
…
す
べ
き
で
な
い
”

は
︐
要
求
事
項
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︐
引
き
続
き
︐
推
奨
事
項
の
表
現
と
し
て
こ
れ
ら
を
文
末
で
用
い
る
こ
と
を
禁

止
し
た（

 

表
4）

。

な
お
︐

“
す
べ
き
”

の
使
用
を
全
面
的
に
禁
止
し
て
は
ど
う
か
と
の
意
見
も
出
さ
れ
た

が
︐

“
す
べ
き
事
項
”

の
よ
う
に
︐
名
詞
を
修
飾
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
誤
解
の
お
そ
れ
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︐  

 用

い
て
よ
い
と
し
た。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百四十

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

旧
規
格
で
は
︐
表
H
.
1 

で
︐

“
で
き
る
”

及
び

“
で
き
な
い
”

を
︐
そ
れ
ぞ
れ

“
可
能
”

及
び

“
不
可
能
”

を
示
す
表
現
形
式
と
し
て
規
定
し
て
い
た。

し
か
し
︐
こ
れ
ら
の
表
現
は
︐
実
際
上
︐
許
容
事
項
を
示
す
表
現
と
し
て
も

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
︐
混
乱
を
生
じ
る
場
合
が
あ
っ
た。

そ
こ
で
今
回
の
改
正
で
は
︐
許
容
事
項
と
し
て
の

“
で
き
る
”

及
び

“
で
き
な
い
”

の
使
用
を
禁
止
し（

 

表
5）

︐
可
能
性
・
能
力
事
項
と
し
て
用
い
る
場
合
で

も
文
末
で
の
使
用
を
禁
止
し
た（

表
6）

。

 

し
た
が
っ
て
︐
こ
れ
ら
の
表
現
を
用
い
て
よ
い
の
は
︐
文
の
途
中
で
能
力

事
項
を
表
す
場
合
に
限
ら
れ
る（

 

表
6）

。

ま
た
︐   特
に
︐
適
用
範
囲
の
規
定
で
︐

“
…
に
適
用
で
き
る。

”

及

び

“
…
に
適
用
で
き
な
い。

”

の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
︐
今
後
︐
こ
の
よ
う
な
表
記
は
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
た（

 

14
.
5 

も
参
照）

。
7
.

6（

外
部
の
制
約）

で
は
︐
法
規
な
ど
で
定
め
ら
れ
た
規
則
︐
義
務
な
ど
が
規
格
の
要
求
事
項
の
一
部
と
誤
解
さ
れ
な
い

よ
う
︐

“
…
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る。

”

の
よ
う
に
︐
参
考
情
報
の
記
載
の
表
現
形
式
を
用
い
る
よ
う
新
た
に
規
定
し
た。

表
3 

に
︐
規
格
の
構
成
要
素（

ま
え
が
き
︐
序
文
な
ど）
ご
と
に
︐
記
述
事
項（

要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
な
ど）

が
記

載
可
︐
条
件
付
き
記
載
可
︐
記
載
不
可
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
︐
旧
規
格
︐
こ
の
規
格
及
び
I
S
O
/

I
E
C 

D
I
R 

2
を
比
較
し
て
示
す。

な
お
︐
こ
の
表
に
は
︐

“
図
・
表
”

に
つ
い
て
も
比
較
を
示
し
た。

注
記   

引
用
規
格
の
箇
条
又
は
参
考
文
献
一
覧
に
列
記
す
る
規
格
・
規
範
文
書
︐
参
考
文
献
な
ど
と
︐
そ
れ
ら
が
構
成
す

る
記
述
事
項
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︐ 

解
説
の
箇
条
五
・
十
八
の
表
4 
に
示
す。

表
3 

—

規
格
の
各
構
成
要
素
に
お
け
る
︐
記
述
事
項
な
ど
の
記
載
可
・
不
可

規格の構成要素

規格の別
要求事項
推奨事項
許容事項

可能性・
能力事項

外部の制約
補足・ 

説明
図・表

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
1

×

×

〇

〇

〇

〇

×

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
9

×

×

×

〇

〇

〇

〇

ま
え
が
き

D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

P
a
r
t

2

×

×

×

〇

〇

〇

〇

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
1

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
9

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

序
文

D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

P
a
r
t

2

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
1

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
9

×

×

×

〇

〇

〇

〇

適
用
範
囲

D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

P
a
r
t

2

×

×

×

〇

〇

〇

〇

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
1

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
9

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

専
門
的
内
容
の
箇
条
及
び
附
属
書（

規

定）

D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019


百四十一

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

規格の構成要素

規格の別
要求事項
推奨事項
許容事項

可能性・
能力事項

外部の制約
補足・ 

説明
図・表
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百四十二

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

規格の構成要素

規格の別
要求事項
推奨事項
許容事項

可能性・
能力事項

外部の制約
補足・ 

説明
図・表

D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

P
a
r
t

2

×

×

×

〇

〇

〇

〇

記
号
説
明 

〇
:

記
載
可

△
:

条
件
付
き
記
載
可

×
:

記
載
不
可

－

:

該
当
な
し

太
字
の
記
号
:

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
1

か
ら
J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
9

へ
の
主
要
な
変
更
事
項

注
記
:

“
D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

P
a
r
t

2
” 

は
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2
:
2
0
1
8

を
示
す。

注 a)

附
属
書（

参
考）

の
中
で
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
の
表
現
は
使
用
で
き
る
が
︐
附
属
書（

参
考）

を
適   

用
す
る
場
合
︐

こ
れ
ら
は
参
考
要
素
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る（

20
.
2 
参
照）

。

注 b)

引
用
・
参
照
す
る
国
際
規
格
を
J
I
S 

に
置
き
換
え
た
と
き
な
ど
に
記
載
す
る

“
注
記
”

な
ど
が
該
当
す
る。

注 c)

”
注
記
”

と
し
て
記
載
し
て
い
た。

注 d)

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
1

で
は

“
規
格
に
必
要
不
可
欠
な
事
項
を
含
め
な
い
”

と
規
定
し
て
い
る
が
︐
必
要
不
可
欠
な

事
項
に   

推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
が
含
ま
れ
る
か
否
か
︐
個
別
に
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た。

注 e)

表
の
注
の
中
の
表
︐
及
び
図
の
注
の
中
の
図
︓
× 

表
の
注
の
中
の
図
︐
及
び
図
の
注
の
中
の
表
︓
〇

五
・
十
一 

用
字
︐
用
語
及
び
略
語

（

箇
条
8）

旧
規
格
の
6
.
6（

共
通
の
規
則
及
び
要
素）

の
中
の
6
.
6
.
1（

表
現
形
式）
を
︐
こ
の
規
格
で
は
8
.

4（

規
格
の
表
現
形
式）

 

に
規
定
し
︐
旧
規
格
の 

6
.
6
.
2（

略
語
及
び
組
織
の
名
称
・
略
称）

を
︐
こ
の
規
格
で

は
8
.
2（

組
織
の
名
称
及
び
略
称）

及
び 

8
.
3（

略
語）

に
規
定
し
た。

五
・
十
二 

数
値
︐
量
︐
単
位
及
び
記
号

（

箇
条
9）

今
回
の
改
正
で
︐
旧
規
格
の
6
.
6
.
8（

数
値
・
量
記
号
・
単
位
記
号
・
式）

及
び
附
属
書
I 

に
対
し
︐
9
.
3
.

5（

選
択
値）

及
び 

9
.
3
.
6（

化
学
分
析
の
数
値
の
表
し
方）

を
追
加
し
た。

9
.
3
.
5 

は
︐

I
S
O
/

I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
た
も
の
で
︐   

目
的
に
応
じ
て
特
定
の
数
値
又
は
一
連
の
数
値
を
選
択
す
る
こ
と
を
規
定
し

て
も
よ
い
と
す
る
内
容
で
あ
る。

ま
た
︐ 

9
.
3
.
6
は
︐
化
学
分
析
の
数
値
の
表
し
方
が
特
有
で
あ
る
こ
と
か
ら
︐

追
加
し
た
も
の
で
あ
る。

9
.
3
.
3（

許
容
差
に
よ
る
表
し
方）

の
例
1 

で
︐

“80 "unitsml(uF)" pm 2 "unitsml(uF)"
 

又
は(80 pm 2) "unitsml(uF)"

”

の
表
記
例
を
示
し

た。

旧
規
格
の
I
.
1
.
3

a)

の
例
1 

で
は
︐
こ
の
例
示
の
後
に
︐

“
紛
ら
わ
し
く
な
い
場
合
に
は
︐80pm2 "unitsml(uF)"

と
し
て
も
よ
い。

”

と
記
載
し
て
い
た
が
︐  

 紛
ら
わ
し
く
な
い
場
合
で
も
国
際
規
格
と
同
様
︐
基
本
的
に
全
て
の
数

値
に
は
単
位
記
号
を
表
記
す
る
こ
と
を
規
定
し
︐
こ
の
記
載
を
削
除
し
た。

数
値
の
丸
め
方（

9
.
3
.
4）

に
つ
い
て
︐
J
I
S 

Z 

8
4
0
1 

の
規
則
A

と
規
則
B（

四
捨
五
入）

と
の

扱
い
に
関
し
て
議
論
さ
れ
た
が
︐ 

J
I
S 

Z 

8
4
0
1 

が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
︐
旧
規
格
ど
お
り

“
J
I
S 

Z 

8
4
0
1 

に
よ
る
”

と
し
た。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一
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百四十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

五
・
十
三 

引
用
・
参
照（

箇
条
1 0）

今
回
の
改
正
で
は
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
︐
引
用
し
て
よ
い
文
書
及
び
参
照
し
て
よ
い
文
書
を
明

確
に
し
た（
10
.
2）

。

引
用
し
て
よ
い
文
書
は
︐
J
I
S 

及
び
国
際
規
格
以
外
に
︐

“
国
際
規
格
に
準
じ
る
規
範
文
書
”

と
し
た（

10
.

2
.
1
.

1）

が
︐
規
範
文
書
と
は
︐
行
動
又
は
成
果
に
関
す
る
国
家
的
又
は
国
際
的
な
規
則
︐
指
針
︐
特
性
な
ど
を
決
め
た
文
書

の
こ
と
で
あ
っ
て
︐
一
般
に
入
手
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る。

例
え
ば
︐ 

I
S
O
/
I
E
C

D
i
r
e
c
t
i
v
e
s

︐
I
S
O
/
I
E
C

G
u
i
d
e 

な
ど
が
あ
る。

対
応
国
際
規
格
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
・
規
範
文
書
に
つ
い
て
は
︐
こ
れ
ま
で
の
事
例
を
踏
ま
え
︐
場
合

分
け
を
行
っ
て
︐
引
用
し
て
よ
い
文
書
を
規
定
し
た（

 

10
.
2
.
1
.
2）

。

な
お
︐
審
議
に
お
い
て
︐
対
応
国
際
規

格
で
︐
D
I
S

又
は

C
D
V

を
引
用
し
て
い
る
場
合
︐
国
際
規
格
ど
お
り
と
す
る
と
き
に
は
認
め
ら
れ
る
が
︐
対
応
国
際
規
格
が
な
い
と
き
に
は
引
用

は
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た。

ま
た
︐ 

J
I
S 

原
案
に
つ
い
て
も
︐
こ
れ
ま
で
ど
お
り
引
用
規
格
の
対
象
に
は
な
ら
な

い。10
.
3
.
1 

以
下
で
表
記
し
て
い
る

“
引
用
す
る
規
格
”

は
︐

“
引
用
規
格
”

と
は
異
な
る
意
味
で
あ
る
こ

と
に
注
意
を
要
す
る。

”
引
用
規
格
”

は
︐ 

3
.
5
.
1 

で
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︐
当
該
規
格
で
要
求
事
項

を
構
成
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
る
規
格（

J
I
S
及
び
国
際
規
格）

及
び
規
範
文
書
で
あ
る
が
︐

“
引
用
す
る
規
格
・
規
範
文
書
”

に
は
︐
推
奨
事
項
・
許
容
事
項
を
規
定
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
る
規
格
・
規
範
文
書
も
含
ん
で
い
る。

ま
た
︐

“
引
用
す
る
規
格
”

に
は
規
範
文
書
が
含
ま
れ
な
い
が
︐

“
引
用
規
格
”

に
は
規
範
文
書
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る。

10
.

4（

西
暦
年
を
付
記
し
な
い
規
格
・
規
範
文
書）

で
は
︐
引
用
す
る
規
格
・
規
範
文
書
に
西
暦
年
を
付
記
し
な
い
場
合
の

考
え
方
を
明
確
に
し
た。

10
.

5（

西
暦
年
を
付
記
す
る
規
格
・
規
範
文
書）

で
は
︐
引
用
・
参
照
す
る
国
際
規
格
に
追

補（

a
m
e
n
d
m
e
n
t）

が
発
行
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
︐

“
＋
A
m
d

1
:
2
0
1
9
”

な
ど
と

“
＋
”

を
用
い
る
こ
と
を
例
示
し
た。

な
お
︐ 

J
I
S 

に
追
補
が
発
効
さ
れ
て
い
る
場
合
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
も

明
記
し
た。

ま
た
︐ 

J
I
S 

が
同
じ
年
に
2

度
改
正
さ
れ
た
場
合
に
は
改
正
年（

西
暦
年）

に
加
え
て

“
R
”

の
記
号
を
記
載
し
て
い
る
が
︐
国
際
規
格
が
同
じ
年
に
2

度
発
行
さ
れ
た
場
合
に
は
︐
実
態
に
合
わ
せ
て
発
行
年
に
加
え
て
発
行
月
を
表
記
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

10
.
6（

当
該
規
格
内
で
の
引
用
・
参
照
の
示
し
方）

で
は
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
︐
引
用
・
参

照
は
ペ ー

ジ
番
号
に
よ
っ
て
行
わ
な
い
こ
と
を
規
定
し
た。

他
の
規
格
を
引
用
・
参
照
す
る
場
合
に
︐

“
J
I
S

X

X
X
X
X 

に
規
定
す
る
〇
〇
”

な
ど
と
能
動
態
で
表

記
す
る
か
︐
受
動
態
で
表
記
す
る
か
が
議
論
さ
れ
た。

こ
の
規
格
で
は
︐
受
動
態
の
表
記
に
統
一
し
て
一
様
性
を
図
っ
た

が
︐
能
動
態
の
表
記
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い。

た
だ
し
︐
一
つ
の
規
格
の
中
で
は
一
様
性
を
保
つ
こ
と
を
︐
こ
の
規

格
自
身
の
表
記
で
示
し
て
い
る（

例
え
ば
︐ 

附
属
書
B 

の
前
置
き
文
及
び
表
B
.
1 

の
番
号
17 

参
照）

。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百四十四

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

五
・
十
四 

名
称（

箇
条
1 1）

旧
規
格
で
は
︐
B
.
1 

に
︐
名
称
の
要
素
を

“
前
置
き
要
素
”

︐

“
主
題
要
素
”

及
び

“
補
完
要
素
”

の
三
つ
に
区
分
け
し
て
規
定
し
て
い
た。

今
回
の
改
正
で
︐

“
主
題
要
素
”

を

“
主
要
素
”

と
し
た（

 

11
.

4）

が
︐
こ
れ
は

“
主
題
”

が
箇
条
6 

な
ど
他
の
箇
所
で
よ
り
広
い
概
念
で
用
い
ら
れ
て
お
り
︐
誤
解
を
避
け
る

た
め
で
あ
る。

11
.
5
.
2 

の
最
後
の
段
落
で
︐

“
指
針
と
い
う
意
味
で
ガ
イ
ド
と
い
う
表
現
は
︐
用
い
な
い。

”

と
規
定
し
た

の
は
︐
I
S
O
/
I
E
C
の 
G
u
i
d
e 

と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
で
あ
る。

五
・
十
五 

ま
え
が
き（

箇
条
1 2）

ま
え
が
き
に
記
載
す
る
項
目（

12
.
1）

に

“
J
I
S

マー

ク
表
示
認
証
の
経
過
措
置
”

を
入
れ
る
こ
と
を
検
討
し
た
が
︐

“
規
格
票
の
様
式
に
係
る
事
項
で
は
な
い
た
め
︐ 

J
I
S 

Z 

8
3
0
1 

で
は
規
定

せ
ず
削
除
す
べ
き
で
あ
る
”

と
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

 

本
委
員
会
で
の
検
討
で
︐

“
経
過
措
置
の
件
に
つ
い
て
は

原
案
作
成
の
段
階
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
︐
こ
れ
が
難
し
い
場
合
も
あ
る
た
め
︐ 

J
I
S 

等
原
案
作
成
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
記
載
す
る
こ
と
で
対
応
し
て
も
ら
う
の
が
よ
い
”

と
の
提
案
が
あ
り
︐
そ
の
後
︐ 

J
I
S 

等
原
案
作
成
マ
ニ
ュ
ア

ル
の

“
4
.

原
案
作
成
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
”

に
経
過
措
置
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
た
め
︐
こ
の
規
格
に
は
規
定
し
な
か
っ
た。

12
.
5
.
1（

定
型
文）

で
は
︐
工
業
標
準
化
法
の
改
正
に
基
づ
き
︐

“
工
業
標
準
化
法
”

を

“
産
業
標
準
化
法
”

に
︐

“
日
本
工
業
規
格
”

を

“
日
本
産
業
規
格
”

に
す
る
な
ど
︐
文
例
を
改
正
し
て
記
載
し
た。

旧
規
格
で
は
︐
6
.
1
.
3 

に
︐

“
ま
え
が
き
に
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
︐
図
及
び
表
を
含
め
て
は
な
ら
な

い
”

と
規
定
し
て
い
た
が
︐
図
及
び
表
に
つ
い
て
は
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 
に
も
記
載
が
な
く
︐
含
め
て
は

な
ら
な
い
と
す
る
理
由
も
特
に
な
い
た
め
︐
削
除
し
た（

 

解
説
表
3 

も
参
照）

。

当
該
規
格
が
部
編
成
の
場
合
の
ま
え
が
き
に
つ
い
て
︐
旧
規
格
で
は
︐
6
.
1
.
3

e)

に
︐

“
各
部
の
規
格
の
名
称
の
補
完
要
素
を
記
載
す
る
”

と
規
定
し
て
い
た
が
︐
今
回
︐ 

12
.
5
.
2
.
1 

に
︐

“
規

格
群
の
名
称
並
び
に
各
部
の
番
号
及
び
名
称
を
表
記
し
て
も
よ
い。

”

と
規
定
し
︐
許
容
事
項
に
変
更
し
た。

こ
れ
は
︐
ま
え
が
き
に
記
載
し
な
く
て
も
︐
他（

日
本
産
業
標
準
調
査
会
の

ホー

ム
ペー

ジ
な
ど）

か
ら
情
報
を
得
ら
れ
る
た
め
で
あ
る。

五
・
十
六 

序
文（

箇
条
1 3）

13
.
1 

に
︐

“
必
要
が
な
い
対
応
国
際
規
格
の
序
文
は
︐
そ
の
全
て
又
は
一
部
を
翻
訳
し
て
付
け
る
必
要
は
な

い。

”

と
規
定
し
た。

こ
れ
は
︐
対
応
国
際
規
格
の
序
文
は
︐
そ
の
内
容
を
見
て
︐
当
該
規
格
と
し
て
記
載
が
必
要
な
場
合
に
は

序
文
に
記
載
し
て
も
よ
い
し
︐
解
説
と
し
て
記
載
し
て
も
よ
い
と
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る。

13
.
3 

に
︐

“
対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
い
な
い
場
合
に
は
︐
選
択
要
素
と
な
り
︐
通
常
︐
序
文
は
記
載
し
な

い。

”

と
明
記
し
た。

こ
れ
は
︐
旧
規
格
に
︐
序
文
の
記
載
例
と
し
て 

C
.
2 

の
例
7 

に
︐

“
対
応
国
際
規
格
の

な
い
J
I
S 

の
改
正
の
場
合

”

の
例
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︐
序
文
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
誤
解
さ
れ
た
事

例
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
︐

“
通
常
︐
記
載
し
な
い
”

こ
と
を
強
調
し
た。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019


百四十五

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

五
・
十
七 

適
用
範
囲（

箇
条
1 4）

旧
規
格
で
は
︐
6
.
2
.
2

a)

に
︐

“
適
用
範
囲
は
︐
規
格
の
名
称
の
単
な
る
繰
返
し
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い。

”

と
規
定
し
て
い
た。

 

I
S
O
/

I
E
C 

D
I
R 
2 
に
は
そ
の
規
定
が
な
い
た
め
削
除
す
べ
き
文
章
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︐ 

14
.
1

に
︐

“
…
規
格
の
名
称
の
単
な
る
繰
返
し
と
は
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い。

”

と
︐
推
奨
事
項
と
し
て
規
定
し
た。

旧
規
格
で
は
︐
6
.
2
.
2

e)

に
︐
規
格
を
適
用
す
る
範
囲
に
つ
い
て
は
︐

“
こ
の
規
格
は
︐
…
に
適
用
で
き
る。

”

と
表
記
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た。

し
か
し
︐
今
回
の
改
正
で
︐
文
末
に

“
で
き
る
”

は
用
い
な
い
こ
と
を
規
定
し
た（

 
表
5 
及
び
表

6

 

参
照）

た
め
︐
14
.
5（

第
1

段
落）

に
︐

“
こ
の
規
格

は
︐
…
に
適
用
す
る。

”

︐

“
こ
の
規
格
は
︐
…
に
も
適
用
可
能
で
あ
る。

”

な
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

な
お
︐
こ
の
規
定
は
︐ 

14
.
2 

に
規
定
す
る
︐
適
用
範
囲
に
含
め
て
は

な
ら
な
い
要
求
事
項
な
ど
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
を
︐ 
14
.
5 

の
注
記
で
明
記
し
た。

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
場
合
の
適
用
範
囲
の
注
記
に
つ
い
て
︐
対
応
国
際
規
格
に
追

補（

a
m
e
n
d
m
e
n
t）

な
ど
が
発
行
さ
れ
て
い
る
場
合
は
︐
対
応
の
程
度
の
評
価
に
追

補（

a
m
e
n
d
m
e
n
t）

を
含
め
る
か
否
か
も
重
要
で
あ
る
た
め
︐ 

14
.
5 （

第
3

段
落）

に
︐

“
対
応
国

際
規
格
に
追
補（

a
m
e
n
d
m
e
n
t）

な
ど
が
発
行
さ
れ
て
お
り
︐
こ
れ
も
含
め
た
場
合
に
は
︐
追

補（

a
m
e
n
d
m
e
n
t）

な
ど
の
番
号
及
び
発
行
年
を
付
記
す
る。

”

を
追
加
し
た。

五
・
十
八 

引
用
規
格（

箇
条
1 5）

15
.
1 

に
︐

“
引
用
規
格
の
箇
条
に
は
︐
当
該
規
格
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︐
そ
の
一
部
又
は
全
部
が
当
該

規
格
の
要
求
事
項
を
構
成
す
る 

J
I
S 

並
び
に
国
際
規
格
及
び
こ
れ
に
準
じ
る
規
範
文
書
を
︐
情
報
と
し
て
列
記
す

る。

”

と
規
定
し
た。

 

旧
規
格
で
は
︐ 

6
.
2
.
3 

に
︐

“
そ
の
規
格
の
規
定
の
一
部
を
構
成
す
る
た
め
に
必
要

な
J
I
S
︐
国
際
規
格
又
は
こ
れ
ら
に
準
じ
る
規
範
文
書
を
引
用
規
格
と
し
て
列
記
す
る。

”

と
︐
や
や
曖
昧
な
規
定
と
な
っ
て
い
た
た
め
︐
推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
及
び
可
能
性
・
能
力
事
項
を
構
成
す
る
た
め
に
引

用
・
参
照
し
た
規
格
・
規
範
文
書
な
ど
は
︐
引
用
規
格
の
箇
条
に
列
記
す
る
か
︐  

 参
考
文
献
一
覧
に
列
記
す
る
か
は
︐

個
別
の
判
断
に
よ
っ
て
書
き
分
け
ら
れ
て
い
た。

し
か
し
︐
今
回
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
︐
引
用
規

格
の
箇
条
に
列
記
す
る
規
格
・
規
範
文
書
は
︐
要
求
事
項
を
構
成
す
る
た
め
に
引
用
す
る
も
の
に
限
定
し
た。

そ
れ
に
応

じ
て
︐
推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
な
ど
と
し
て
引
用
す
る
規
格
・
規
範
文
書
は
︐
参
考
文
献
一
覧
に
列
記
す
る
こ
と
を
規
定

し
た（

 

15
.
5
.
3）

。

す
な
わ
ち
︐
引
用
規
格
の
箇
条
に
記
載
し
て
よ
い
の
は
︐
本
体
及
び
附
属
書（

規
定）

で
要

求
事
項
を
構
成
す
る
た
め
に
引
用
し
て
い
る
規
格
・
規
範
文
書
だ
け
で
あ
る。

こ
れ
ら
記
載
の
可
・
不
可
に
つ
い
て
の
比

較
を
︐ 

表
4 

に
示
す。

な
お
︐
附
属
書（

参
考）

で
要
求
事
項
の
表
現
を
用
い
て
参
照
さ
れ
て
い
る
規
格
は
︐   

引
用
規

格
の
箇
条
に
記
載
し
て
は
な
ら
ず
︐
こ
の
こ
と
は
︐ 

20
.
2（

第
3

段
落）

に
︐

“
参
考
の
附
属
書
の
中
で
︐
誤

解
が
生
じ
な
い
限
り
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
の
表
現
を
使
用
し
て
も
よ
い。

た
だ
し
︐
規
格
を
適
用
す

る
場
合
︐   

当
該
附
属
書
は
参
考
要
素
と
み
な
す。

”

と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
も
対
応
し
て
い
る。

表
4 

—

引
用
・
参
照
す
る
規
格
・
規
範
文
書
︐
参
考
文
献
な
ど
が
い
ず
れ
の
記
述
事
項
の
一
部

を   

構
成
し
て
い
る
か
に
よ
る
︐
引
用
規
格
の
箇
条
又
は
参
考
文
献
一
覧
へ
の
列
記
の
可
・
不
可
の
別

引用・参照する規格・規範文書︐参考文献などの

引用規格の箇条又は参考文献一覧への列記の可否

規格の
構成要素
規格の別

要求事項
推奨事項
許容事項

可能性・
能力事項
外部の制約
補足・ 

説明

図・表

引
用
規
格

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
1

〇

△a)

△a)

△a)

×

×

－

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百四十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

引用・参照する規格・規範文書︐参考文献などの

引用規格の箇条又は参考文献一覧への列記の可否

規格の
構成要素
規格の別

要求事項
推奨事項
許容事項

可能性・
能力事項
外部の制約
補足・ 

説明

図・表

J
I
S 

Z 
8
3
0
1
:
2
0
1
9

〇

×

×

×

×

×

－
D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

P
a
r
t

2

△b)

×

×

×

×

×

－
J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
1

×

△a)

△a)

△a)

〇

〇

－

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
9

×

〇

〇

〇

〇

〇

－

参
考
文
献
一
覧

D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

P
a
r
t

2

△b)
〇

〇

〇

〇

〇

－

記
号
説
明 

〇
:

記
載
可

△
:

条
件
付
き
記
載
可

×
:

記
載
不
可

－

:

該
当
な
し

太
字
の
記
号
:

J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
1 

か
ら
J
I
S 

Z 

8
3
0
1
:
2
0
1
9 
へ
の
主
要
な
変
更
事
項

注
記
:

“
D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,

P
a
r
t

2
”

は
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 
2
:
2
0
1
8

を
示
す。

注 a)

い
ず
れ
に
記
載
す
る
か
︐
個
別
に
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た。

注 b)

通
常
︐
要
求
事
項
は
引
用
規
格
と
す
る
が
︐
I
S
O

の
モ
デ
ル
規
格（

R
i
c
e

M
o
d
e
l）

で
は
︐
要
求
事
項
で
あ
っ
て
も

参   

考
文
献
と
し
て
い
る
場
合
が
あ
る（

使
用
す
る
測
定
器
を
規
格
番
号
で
規
定
し
て
い
る
場
合
な
ど）

。

引
用
規
格
の
箇
条
は
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
て
必
須
要
素
と
し
︐
引
用
規
格
が
な
い
場
合
で
も
箇

条
を
設
け
る
こ
と
を
規
定
し
た（

 

15
.
3）

。

こ
れ
は
︐
全
て
の
J
I
S 

で
︐
適
用
範
囲
か
ら
用
語
及
び
定
義
ま
で
の

規
格
の
構
成
要
素
を
合
わ
せ
る
と
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る（

表
2

参
照）

。

引
用
規
格
の
箇
条
の
前
置
き
文
の
定
型
文
は
15
.
5
.
2
.
1 

に
規
定
し
た
が
︐
こ
れ
に
は
︐
引
用
規
格
が
な
い
場
合

に
つ
い
て
も
示
し
た［

 

d)］

。

引
用
規
格
が
あ
る
場
合
の
定
型
文
の
第
1

文
は
︐

“
次
に
掲
げ
る
引
用
規
格
は
︐

こ
の
規
格
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︐
そ
の
一
部
又
は
全
部
が
こ
の
規
格
の
要
求
事
項
を
構
成
し
て
い
る。

”

と
し
た。

こ
れ
に
対
し
︐
旧
規
格
で
は
︐ 

6
.
2
.
3

a)

に
︐
こ
れ
に
対
応
す
る
定
型
文
の
文
末
を

“
…
を
構
成

す
る
”

と
し
︐
要
求
事
項
と
な
る
表
現
形
式
を
用
い
て
い
た。

し
か
し
︐

“
引
用
規
格
の
箇
条
及
び
引
用
規
格
の
一
覧
は
参
考
要
素
で
あ
っ
て
︐
規
格
の
利
用
者
の
利
便
性
の
た
め
に
引
用
規
格
を

列
挙
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る（

 

15
.
2）

”

た
め
︐
文
末
に
要
求
事
項
と
な
る
表
現
形
式
を
用
い
る
の
は
不
適
切
で

あ
る。

そ
の
た
め
︐
文
末
を

“
…
を
構
成
し
て
い
る
”

と
︐
状
態
を
説
明
す
る
表
現
形
式
に
改
め
た。

な
お
︐
第
1

文
に
続
く
西
暦
年
の
付
記
に
関
す
る
定
型
文
に
つ
い
て
は
︐
文
末
を
︐

“
…
を
適
用
す
る
”

及
び

“
…
は
適
用
し
な
い
”

と
し
︐
旧
規
格
の
表
現
形
式
を
残
し
た。

こ
れ
は
︐
要
求
事
項
の
表
現
形
式
を
用
い
な
け
れ
ば
︐
文
章
が
読
み
づ
ら
く
な

り
内
容
を
理
解
し
に
く
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
の
処
置
で
あ
り
︐
第
1

文
の
表
現
で
前
置
き
文
全
体
が
説
明
文
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019


百四十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

対
応
国
際
規
格
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
を
J
I
S 

に
置
き
換
え
る
場
合
︐
旧
規
格
で
は
︐
6
.
2
.
3

c)
に
︐

“
注
記
と
し
て
︐   

対
応
国
際
規
格
の
番
号
及
び
規
格
の
名
称
並
び
に 

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
応
の
程

度
を
記
載
す
る。

”

と
規
定
し
て
い
た。

し
か
し
︐
そ
の
情
報
が
対
応
国
際
規
格
で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
な
の
か
︐
置
き
換
え
た

J
I
S 

に
対
応
す
る
国
際
規
格
の
情
報
な
の
か
が
明
確
で
な
く
︐
混
乱
が
生
じ
て
い
た

。

こ
の
た
め
︐
対
応
国
際
規
格

で
引
用
さ
れ
て
い
る
国
際
規
格
の
情
報
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
よ
う
注
記
の
記
載
を
改
め
︐ 

15
.
5
.

2
.
2 

の
例
2～

例
5 
に
記
載
例
を
示
し
た。

 

さ
ら
に
︐
注
記
へ
の
こ
れ
ら
の
情
報
の
記
載
は
︐

“
引
用
規
格
の
次

に
参
考
情
報
と
し
て
記
載
し
て
も
よ
い
”

と
し
て
︐
必
ず
し
も
記
載
す
る
必
要
は
な
い
規
定
と
し
た。

ま
た
︐
旧
規
格
で
は
︐
6
.
2
.
3

c)

に
︐

“
J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
応
の
程
度
”

を
記
載
す
る

と
規
定
し
て
い
た。

し
か
し
︐
引
用
箇
所
か
規
格
全
体
の
対
応
の
程
度
な
の
か
︐
ま
た
︐
国
際
規
格
の
ど
の
版
と
の
対
応

の
程
度
な
の
か
も
曖
昧
で
あ
る
た
め
︐
対
応
の
程
度
は
記
載
し
な
い
規
定
と
し
た。

引
用
規
格
の
記
載
順
序（

15
.
5
.
2
.
4）
に
つ
い
て
は
︐
通
常
は
︐
旧
規
格
の
6
.
2
.
3

b)

の
規
定
と
同
様
︐
J
I
S
︐
I
S
O 

規
格
︐ 

I
E
C 
規
格
︐
そ
の
他
の
規
範
文
書
の
順
と
す
る
が
︐
対
応
国
際
規
格

が
I
E
C 

規
格
の
J
I
S 

の
場
合
に
は
︐
I
S
O 

規
格
の
前
に 

I
E
C 

規
格
を
記
載
す
る
こ
と
を
新
た
に
規
定
し
た。

五
・
十
九 

用
語
及
び
定
義

（

箇
条
1 6）

16
.
1 

で
︐

“
用
語
及
び
定
義
の
箇
条
は
︐
当
該
規
格
で
用
い
る
用
語
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
定
義
を
規
定
す

る。

”

と
︐  

 当
該
規
格
で
定
義
が
必
要
な
用
語
は
こ
の
箇
条
で
規
定
す
る
こ
と
を
規
定
し
た

。

こ
れ
は
︐

“
こ
の

箇
条
以
外
の
箇
所
で
用
語
を
定
義
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
”

こ
と
を
意
味
す
る。

な
ぜ
な
ら
︐
用
語
及
び
定
義
の
箇
条
は
必
須
要
素
で
あ
り（
次
の
段
落
参
照）

︐

“
こ
の
規
格
に
は
︐
定
義
す
る
用
語
は
な
い
”

［
 

16
.
5
.
3

d)］

と
表
記
し
て
こ
の
箇
条
で
用
語
を
定
義
し
な

い
場
合
に
︐  

 他
の
箇
所
で
用
語
を
定
義
す
る
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る

。

た
だ
し
︐
他
の
箇
所
で
︐
注
又

は
注
記
に
よ
っ
て
用
語
に
係
る
補
足
説
明
を
す
る
こ
と
ま
で
は
制
限
し
て
い
な
い。

用
語
及
び
定
義
の
箇
条
は
︐
必
須
要
素
と
し
︐
用
語
の
定
義
が
な
い
場
合
で
も
箇
条
を
設
け
る
こ
と
を
規
定
し

た（

16
.
3）

。
 

こ
れ
は
︐
引
用
規
格
の
箇
条
と
同
様
︐
全
て
の 

J
I
S 

で
︐
適
用
範
囲
か
ら
用
語
及
び
定
義
ま
で
の

規
格
の
構
成
要
素
を
合
わ
せ
る
と
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る（

 

表
2 

参
照）

。

旧
規
格
で
は
︐
6
.
3
.
1 

に
︐
別
の
規
格
で
定
義
し
て
い
る
用
語
も
適
用
す
る
場
合
の
前
置
き
文
と
し
て
︐

“
こ

の
規
格
で
用
い
る
主
な
用
語
及
び
定
義
は
︐ 

J
I
S

X

X
X
X
X 

に
よ
る
ほ
か
︐
次
に
よ
る。

”

と
規
定
し
て

い
た
が
︐
今
回
︐
16
.
5
.
3

c)

に
︐

”
こ
の
規
格
で
用
い
る
主
な
用
語
及
び
定
義
は
︐
次
に
よ
る
ほ
か
︐

J
I
S

X

X
X
X
X 

に
よ
る。

”

と
の
定
型
文
を
規
定
し
た。

 

こ
れ
は
︐
同
じ
用
語
が
当
該
規
格
と
引
用
す
る

別
の
規
格
に
あ
っ
た
場
合
な
ど
に
は
︐
当
該
規
格
の
用
語
の
定
義
を
優
先
し
て
適
用
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。

16
.
5
.
4 

に
︐
用
語
を
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
準
じ
て
︐
優
先
用
語
︐
代
替
用
語
及
び
推
奨
し
な
い
用

語
の
三
つ
に
区
分
け
し
︐
か
つ
︐
優
先
用
語
以
外
の
用
語
に
つ
い
て
は
︐
次
の
行
に

“
代
替
用
語
”

又
は

“
推
奨
し
な
い
用
語
”

と
表
記
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

旧
規
格
で
は
︐
定
義
文
の
文
末
に
は
句
点
を
付
け
る
こ
と
を
表
記
し
て
い
た
が
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合

わ
せ
て
︐ 

16
.
5
.
5 

に
︐

“
定
義
は
︐
で
き
る
限
り
︐
規
格
中
の
当
該
用
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
な
句
の

形
式
で
記
載
し
︐  

 文
末
に
は
句
点
を
付
け
な
い

。

”

と
規
定
し
た。

ま
た
︐

“
定
義
の
文
中
に
︐
定
義
す
る
当
該

用
語
を
含
め
て
は
な
ら
な
い。

”

︐

”
循
環
定
義
を
し
て
は
な
ら
な
い。

”

な
ど
も
規
定
し
た。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百四十八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

五
・
二
十 

測
定
方
法
及
び
試
験
方
法

（

箇
条
1 8）

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
は
︐

“
試
験
装
置
に
関
す
る
要
求
事
項
は
︐
I
S
O
/

I
E
C 
1
7
0
2
5
:
2
0
1
7（

試
験
及
び
校
正
を
行
う
試
験
所
の
能
力
に
関
す
る
一
般
要
求
事
項）

の 

6
.

5 

に
規
定
さ
れ
た
︐
精
度
及
び
校
正
に
関
す
る
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

。

”

と
の
規
定
が
あ
る。

し
か

し
︐ 

J
I
S 

と
し
て
直
接
︐
I
S
O
/
I
E
C 

1
7
0
2
5 

の
規
定
に
従
う
こ
と
を
規
定
す
る
の
は
過
大
要
求
に
も
な

る
の
で
︐

“
試
験
装
置
に
関
す
る
規
定
は
︐
当
該
装
置
を
用
い
た
試
験
か
ら
得
よ
う
と
す
る
特
性
の
水
準
を
考
慮
し
て
︐
試
験
装
置

の
確
度
︐
等
級
な
ど
を
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

”

と
い
う
規
定
に
と
ど
め
た［

 

18
.
5
.
1（

最
後
の
段

落）
］

。

18
.
5
.
3 

の
題
名
は

“
試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
”

と
し
た
が
︐

“
実
際
の
箇
条
又
は
細
分
箇
条
の

題
名
が
こ
れ
ら
の
項
目
だ
け
を
含
ん
だ
も
の
に
制
限
さ
れ
る
”

と
解
釈
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
︐
本
文
で
︐
題
名
は
︐
必
要
に
応
じ
て
︐

”
試
薬
”

︐

“
物
質
・
材
料
”

︐

“
試
薬
及
び
そ
の
他
の
物
質
・
材
料
”

な
ど
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

旧
規
格
で
は
︐
6
.
3
.
6
.
6 

に
︐

“
製
品
規
格
に
お
い
て
︐
別
の
製
品
の
試
験
に
も
用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

る
試
験
装
置
の
規
定
が
必
要
な
場
合
に
は
︐
そ
の
装
置
を
取
り
扱
う
関
係
組
織
と
調
整
し
︐
試
験
装
置
に
つ
い
て
別
の
規

格
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

”

と
規
定
し
て
い
た。

し
か
し
︐
関
係
組
織
と
調
整
す
る
こ
と
は
事
実
上
︐
不
可
能
な
場
合
も
多
い
の
で
︐  

 今
回
の
改
正

で
は
︐
こ
の
点
に
つ
い
て
は
規
定
か
ら
削
除
し
た（

 

18
.
5
.
7）

。

五
・
二
十
一

 

表
示
︐
包
装
及
び
添
付
文
書

（

箇
条
1 9）

旧
規
格
の
6
.
3
.
8
.
2 

及
び
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
︐
包
装
の
表
示
に
関
す
る
規
定
は
さ
れ
て
い
る
も

の
の
︐
包
装
そ
の
も
の
の
規
定
は
さ
れ
て
い
な
い。

し
か
し
︐
製
品
︐
材
料
な
ど
の
包
装
に
関
す
る
規
定
が
必
要
な
場
合

も
想
定
さ
れ
る
た
め
︐ 

19
.
1 

に
︐

“
製
品
︐
材
料
な
ど
の
包
装
に
つ
い
て
︐
必
要
な
場
合
に
は
︐
規
定
を
設
け

る。

”

と
規
定
し
た。

五
・
二
十
二

 

附
属
書（

箇
条
2 0）

旧
規
格
で
は
︐
5
.
2
.
6
︐
6
.
3
.
9 

及
び
6
.
4
.
1 

に
︐
附
属
書
を
ど
の
よ
う
な
場
合
に
作
成
す
る
か
詳

し
く
は
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
︐
今
回
の
改
正
で
︐ 

20
.
1 

に
︐
そ
の
内
容
を
規
定
し
た。

旧
規
格
で
は
︐
5
.
2
.
6 

に
︐
附
属
書
の
記
載
順
を

“
通
常
︐
本
体
で
引
用
し
て
い
る
順
番
に
記
載
す
る。

”

と
規
定
し
て
い
た
が
︐
そ
の
よ
う
な
対
応
が
難
し
い
例
も
多
い
た
め
︐
こ
の
規
定
を
削
除
し
た。

こ
の
こ
と
は
︐
規
格
の

改
正
で
追
加
す
る
附
属
書
は
︐
本
体
で
引
用
し
て
い
る
順
番
で
は
な
く
後
ろ
に
追
加
し
て
よ
い
こ
と
も
意
味
し
て
い
る。

旧
規
格
に
は
︐
参
考
の
附
属
書
で
要
求
事
項
の
表
現
形
式
を
用
い
て
よ
い
か
︐
明
確
な
規
定
が
な
か
っ
た。

本
体
の
引

用
箇
所
で
附
属
書
自
体
が

“
規
定
”

か

“
参
考
”

か
を
明
確
に
示
せ
ば
問
題
な
い
と
の
判
断
か
ら
︐ 

20
.

2（

第
3

段
落）

に
︐

“
参
考
の
附
属
書
の
中
で
︐
誤
解
が
生
じ
な
い
限
り
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
の
表
現
を
使
用
し
て
も
よ

い。

た
だ
し
︐
規
格
を
適
用
す
る
場
合
︐
当
該
附
属
書
は
参
考
要
素
と
み
な
す。

”

と
明
確
に
規
定
し
た。

附
属
書
の
中
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
︐

“
序
文
︐
適
用
範
囲
︐
引
用
規
格
並
び
に
用
語
及
び
定
義
の
箇
条
は
設
け
な
い
こ
と
︐  

 又
は
設
け
な
い
こ
と
が
望
ま
し

い
こ
と
”

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://www.iso.org/standard/66912.html
https://www.iso.org/standard/66912.html
https://www.iso.org/standard/66912.html


百四十九

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

を
明
記
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

し
か
し
︐
適
用
範
囲
︐
引
用
規
格
並
び
に
用
語
及
び
定
義
の
箇
条

に
つ
い
て
は
︐
そ
れ
ぞ
れ 

14
.
5
︐
15
.
5
.
1 

及
び
16
.
5
.
1 

に
︐

“
こ
れ
ら
の
箇
条
は
︐
一
つ
の
規
格

で
1

か
所
だ
け
と
す
る
”

と
規
定
し
て
い
る。

し
た
が
っ
て
︐
こ
の
附
属
書
の
規
定
に
お
い
て
︐
こ
れ
ら
の
構
成
要
素
を
設
け
な
い
こ
と
を
規
定
す

る
と
二
重
に
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
︐ 

箇
条
20 

で
改
め
て
規
定
は
し
な
か
っ
た
が
︐   

こ
れ
ら
の
箇
条
な
ど
を
設
け

て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。

五
・
二
十
三

 

参
考
文
献
一
覧

（

箇
条
2 1）

15
.
1 

に
︐

“
引
用
規
格
の
箇
条
に
は
︐
要
求
事
項
を
構
成
す
る
た
め
に
引
用
す
る
規
格
・
規
範
文
書
だ
け
を
記
載

す
る
”

と
規
定
し
た（

解
説
の 
5
.

18 
参
照）

た
め
︐
こ
れ
に
対
応
さ
せ
て
︐
21
.
1 

に
︐

“
参
考
文
献
一
覧
に

は
︐
本
文
な
ど
で
推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
︐
可
能
性
・
能
力
事
項
︐
外
部
の
制
約
又
は
補
足
事
項
と
し
て
引
用
・
参
照
し

た
規
格
・
規
範
文
書
︐
参
考
文
献
な
ど
を
リ
ス
ト
と
し
て
記
載
す
る。

”

と
規
定
し
た。

こ
こ
で
︐

“
参
考
文
献
”

の
一
覧
に
記
載
さ
れ
る
規
格
・
規
範
文
書
に
対
し
て

“
参
照
”

だ
け
で
な
く

“
引
用
”

と
も
記
載
し
て
い
る
の
は
︐
推
奨
事
項
︐
許
容
事
項
な
ど
を
含
ん
で
い
る
た
め
で
あ
る。

な
お
︐ 

解
説
表
4 

に
は
︐
こ

の
規
定
の
具
体
的
に
意
味
す
る
内
容
を
︐
旧
規
格
及
び
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

の
場
合
と
比
較
し
て
示
し
て
あ

る。”
参
考
文
献
が
少
な
い
場
合
に
は
︐
参
考
文
献
一
覧
を
設
け
ず
︐
参
照
し
た
箇
所
で
参
考
文
献
の
名
称
を
記
載
し
て
よ

い
”

こ
と
を
︐ 

10
.
3
.
2（

参
照）

で
規
定
し
た。
箇
条
21 

で
規
定
し
な
か
っ
た
の
は
︐
こ
の
規
定
が

“
参
考

文
献
一
覧
”

そ
の
も
の
に
該
当
す
る
規
定
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る。

旧
規
格
で
は
︐
6
.
4
.
2 

に
︐
参
考
文
献
の
記
載
場
所
を

“
附
属
書
が
あ
る
と
き
に
は
︐
そ
の
最
終
ペー

ジ
”

と
し
て
い
た
が
︐ 

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
比
表
の
附
属
書
が
あ
る
場
合
︐
そ
の
前
に
記
載
し
た
方
が
よ
い
と

の
判
断
か
ら
︐
対
比
表
の
附
属
書
の
前
に
記
載
す
る
こ
と
を
規
定
し
た［

 

21
.
5

b)］

。

五
・
二
十
四

 

箇
条
及
び
細
分
箇
条

（

箇
条
2 2）

22
.
3
.
1 

に
︐
箇
条
番
号
は
︐

“
適
用
範
囲
”

を

“
1
”

︐

“
引
用
規
格
”

を

“
2
”

︐
及

び

“
用
語
及
び
定
義
”

を

“
3
”

と
し
て
付
番
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

細
分
箇
条
は
第
5

階
層
ま
で
設
け
て
も
よ
い
が
︐

“
細
分
箇
条
の
階
層
が
多
す
ぎ
る
と
︐
利
用
者
が
規
格
の
構
成
を
理
解
し
に
く
く
な
る
た
め
︐
で
き
る
だ
け
階
層
を
少
な

く
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

”

と
も
規
定
し
た（

 

22
.
3
.
2）

。

ぶ
ら
下
が
り
段
落（

22
.
3
.
3）

に
つ
い
て
︐
旧
規
格
で
は
︐
5
.
2
.
4 

で
︐
ぶ
ら
下
が
り
段
落
を
避
け
る
の
が

望
ま
し
い
こ
と
を
推
奨
事
項
と
し
て
規
定
し
て
い
た
が
︐
こ
の
規
格
で
は
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ

て
︐

“
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
”

と
︐
要
求
事
項
と
し
た。

そ
の
た
め
︐
ぶ
ら
下
が
り
段
落
に
規
定
す
る
内
容
は
︐
細
分
箇
条
を
設
け
る
か
︐
又
は
削
除
若

し
く
は
適
切
な
場
所
に
移
動
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

性
能
な
ど
に
対
応
す
る
試
験
方
法
を
別
の
箇
条
な
ど
で
規
定
し
て
い
る
場
合
︐
性
能
と
試
験
方
法
と
の
関
係
を
明
確
に

す
る
た
め
︐

“
対
応
す
る
試
験
方
法
の
箇
条
︐
細
分
箇
条
な
ど
を
︐
性
能
な
ど
の
箇
条
︐
細
分
箇
条
な
ど
で
引
用
し
て
規
定
す
る
”

こ
と
を
︐ 

22
.
4 

に
明
記
し
た。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百五十

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

五
・
二
十
五

 

細
別（

箇
条
2 3）

旧
規
格
で
は
︐
5
.
2
.
5

a)

に
︐
細
別
に
は

“
次
に
よ
る
”

の
よ
う
な
文
を
前
置
き
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
が
︐
文
脈
な
ど
に
よ
っ
て
細
別
の
記
載
目
的
が
明
確
で
あ
れ
ば
理
解

で
き
る
こ
と
か
ら
︐
こ
の
規
定
を
削
除
し
た。

し
た
が
っ
て
︐
前
置
き
文
は
必
ず
し
も
記
載
す
る
必
要
は
な
い
が
︐
細
別

の

“
全
て
に
よ
る
”

の
か
︐

“
い
ず
れ
か
に
よ
る
”

の
か
︐

“
記
載
順
に
よ
る
”

の
か
な
ど
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
︐
記
載
が
必
要
な
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い。

五
・
二
十
六

 

注
記（

箇
条
2 4）

旧
規
格
で
は
︐
6
.
5
.
1 

に
︐

“
注
記
に
は
︐
要
求
事
項
又
は
規
格
を
利
用
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
情
報
を
含
め

な
い。

”

と
の
規
定
と
と
も
に
︐

“
要
求
事
項
で
は
な
い
規
定
事
項
は
︐
注
記
と
し
て
も
よ
い。

”

と
の
規
定
文
が
あ
っ
た
た
め
︐
推
奨
事
項
︐  

 許
容
事
項
な
ど
の
規
定
を
記
載
し
て
よ
い
の
か
混
乱
が
生
じ
て
い
た

。

一

方
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

で
は
︐

“
不
可
欠
な
情
報
”

と
の
表
現
は
曖
昧
な
た
め
削
除
さ
れ
︐

“
規
格

は
︐
注
記
が
な
く
て
も
利
用
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

”

と
改
訂
さ
れ
た。

こ
れ
は
︐
仮
に
注
記
を
削
除
し
た
場
合
に
︐
当
該
規
格
と
し
て
必
要
な
規
定
が
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︐
す
な
わ
ち
︐

“
注
記
に
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
”

こ
と
を
意
味
し
て
い
る。

し
た
が
っ
て
︐
今
回
の
改
正
で
は
︐ 

24
.
1 

及
び
24
.
5 

に
︐
こ
れ
ら
の
内
容
を
明
確
に
規

定
し
た。

な
お
︐
対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
J
I
S 

で
︐
対
応
す
る
国
際
規
格
の
N
O
T
E

に
明
ら
か
に
要
求
事
項
︐
推

奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
規
定
し
て
い
た
場
合
に
は
︐
こ
れ
ら
の
内
容
は
本
文
に
移
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て

い
る。

五
・
二
十
七

 

例（

箇
条
2 5）

25
.
1 

に
︐

“
規
格
は
︐
例
が
な
く
て
も
利
用
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
”

こ
と
︐
及
び
25
.
5

に
︐

“
例
に
は
︐
要
求
事
項
︐
推
奨
事
項
及
び
許
容
事
項
を
含
め
て
は
な
ら
な
い
”

こ
と
を
︐
新
た
に
規
定
し
た。

こ
れ
ら
は
︐
注
記
の
場
合（

解
説
の 

5
.

26 

参
照）

と
同
様
で
あ
る。

例
の
中
に

“
…
と
は
し
な
い。

”

の
よ
う
に
記
載
す
る
の
は
要
求
事
項
の
表
記
と
な
る
た
め
︐
こ
の
規
格
で
は
︐
こ
の
よ
う
な
場
合
︐

“（

不
適
切
な
例）

”

の
よ
う
に
断
り
を
表
記
し
て
示
し
た（

 

8
.
3 

の
例
2
︐
9
.
2
.
1 

の
例
1 

な
ど
を
参

照）

。

五
・
二
十
八

 

注（

箇
条
2 6）

旧
規
格
で
は
︐
6
.
5
.
2 

に
︐

“
同
じ
箇
所
に
複
数
の
注
を
記
載
す
る
場
合
に
は
︐
初
め
の
も
の
に
は
注
の
文

字
及
び
番
号
を
︐  

 その
後
の
注
に
は
番
号
だ
け
を
記
載
す
る

”

と
規
定
し
て
い
た
が
︐
今
回
の
改
正
で
︐ 

26
.

3（

第
2

段
落）

に
︐
注
の
文
字
は
繰
り
返
し
て（

全
て
に）

表
記
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

こ
れ
は
︐
本
文
の
注
に
限
ら
ず
︐
図

及
び
表
の
場
合
に
も
同
様
で
あ
る。

旧
規
格
で
は
︐
6
.
5
.
2 

に
︐

“
注
の
内
容
が
前
出
の
注
と
同
一
の
場
合
に
は
︐
該
当
箇
所
に
同
一
の
注
番
号
を

付
け
︐
2

度
目
の
注
の
文
章
は
省
略
し
て
も
よ
い。

”

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百五十一

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

と
︐
許
容
事
項
と
し
て
規
定
し
て
い
た。

今
回
の
改
正
で
は
︐
実
情
に
合
わ
せ
て
︐ 

26
.
5 （

第
3

段
落）

に
︐

“
2

度
目
以
降
の
注
の
文
章
は
省
略
す
る
の
が
よ
い。

”

と
︐
推
奨
事
項
と
し
て
規
定
し
た。

五
・
二
十
九

 
式（

箇
条
2 7）

旧
規
格
で
は
︐
I
.
5
.
3 

に
︐

“
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
︐
式
に
番
号
を
付
け
る
”

と
規
定
し
て
い
た
が
︐
こ

の

“
必
要
が
あ
る
場
合
”

が
︐
式
を
引
用
・
参
照
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
か
否
か
明
確
で
な
か
っ
た。

今
回
の
改
正
で
︐ 

27
.
3 

に
︐

“
式

を
引
用
・
参
照
し
な
い
場
合
で
も
︐
必
要
に
応
じ
て
付
番
し
て
も
よ
い。

”

と
規
定
し
た。

す
な
わ
ち
︐
式
を
他
の
部
分
で
引
用
・  

 参
照
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
︐
規
格
中
に
幾
つ
も
の
式
が
あ
っ

た
場
合
︐
そ
の
中
の
重
要
な
式
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て
付
番
し
て
よ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る。

旧
規
格
で
は
︐
式
に
用
い
た
量
記
号
な
ど
の
説
明
を
記
載
す
る
と
き
に
︐
式
の
下
に

“
こ
こ
に
︐
”

と
し
て
量
記
号
の
説
明
を
記
載
し
て
い
た
が
︐
日
本
語
と
し
て

“
こ
こ
で
︐
”

の
方
が
適
切
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
︐
そ
の
よ
う
に
改
め
た［

 

27
.
5
の
例
1 

及
び
例
2 

を
参
照］

。

五
・
三
十 

図（

箇
条
2 8）

図
は
︐
従
来
ど
お
り
J
I
S 

Z 

8
3
1
2 

に
規
定
す
る
線
を
用
い
︐
J
I
S 

Z 

8
3
1
5
-
2 

に
規
定
す
る
投
影
法

を
適
用
し
た
線
画
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る。

こ
の
場
合
︐
投
影
法
と
し
て
第
一
角
法
︐
第
三
角
法
の
い
ず
れ
を
適
用
す
る

か
の
問
題
が
あ
る。

旧
規
格
の
審
議
に
お
い
て
は
︐

“

J
I
S 

で
は
︐
歴
史
的
に
第
三
角
法
を
用
い
て
き
た
が
︐

国
際
規
格
と
の
整
合
を
図
る
た
め
︐
I
S
O
規
格
で
用
い
て
い
る
第
一
角
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
”

と
の
意
見
が
あ
っ
た。

し
か
し
︐
歴
史
的
な
経
緯
を
優
先
さ
せ
て
︐ 

J
I
S 
で
は
引
き
続
き
第
三
角
法
を
用
い
る
こ
と

に
な
っ
た。

た
だ
し
︐
対
応
国
際
規
格
と
の
関
係
な
ど
で
第
一
角
法
を
用
い
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
お
り
︐
こ
の
こ
と

は
J
I
S 

Z 

8
3
1
5
-
2 

で
も
認
め
て
い
る。

な
お
︐
第
三
角
法
と
第
一
角
法
と
で
は
︐
左
右
側
面
図
及
び
上
下
面

図
が
逆
に
表
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る。

旧
規
格
で
は
︐
6
.
6
.
5
.
4 

に
︐

“
簡
単
な
図
の
と
き
は
︐
題
名
を
省
い
て
も
よ
い。

”

と
規
定
し
て
い

た。

今
回
の
改
正
で
は
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
︐
28
.
2 

に
︐

“
図
に
は
︐
題
名
を
付
け
る
こ
と

が
望
ま
し
い。

”

と
︐
推
奨
事
項
と
し
て
規
定
し
︐
簡
単
な
図
で
な
く
て
も
題
名
を
省
く
こ
と
を
容
認
し
た。

図
が
複
数
の
ペー

ジ
に
わ
た
る
場
合
︐
旧
規
格
で
は
︐
6
.
6
.
5
.
8 

に
︐

“
2

ペー

ジ
目
以
降
は
図
の
番
号

及
び
題
名
を
繰
り
返
し
︐
そ
の
後
に（

続
き）

と
記
載
す
る
”

と
規
定
し
て
い
た。

今
回
の
改
正
で
は
︐ 

I
S
O
/

I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
︐ 

28
.
3
.
1（

第
4

段
落）

に
︐

“（

続
き）

の
代
わ
り
に
︐
全
て
の
ペー

ジ
と

の
関
係
を
示
す（

1
/
#）

な
ど
を
付
記
す
る
方
法
で
も
よ
い
”

︐
さ
ら
に
︐

“
図
に
題
名
が
あ
る
場
合
︐
2

ペー

ジ
目
以
降
は
図
の
題
名
を
省
略
し
て
も
よ
い
”

と
規
定
し
た。

図
で
長
さ
及
び
角
度
を
表
す
量
記
号
に
つ
い
て
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
︐

J
I
S

Z

8
0
0
0
-
3 

に
規
定
さ
れ
て
い
る
記
号
を
用
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
な
ど
を
明
記
し
た（

 

28
.
5
.
2）

。
図
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
記
号
を
説
明
す
る
場
合
︐
国
際
規
格
で
は

“
k
e
y
”

と
表
記
し
て
記
号
説
明
を
し
て
い
る
が
︐
旧
規
格
で
は
こ
れ
に
対
応
す
る
記
載
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た。

今
回
の
改
正
で

は
︐
参
照
記
号
の
説
明
は
︐

“
記
号
説
明
”

と
表
記
し
て
︐
そ
の
下
に
示
す
こ
と
を
規
定
し
た（

 

28
.
5
.

3）

。

参
照
記
号
と
そ
の
説
明
と
の
間
は
︐
コ
ロ
ン

“
︓
”

を
用
い
る
︐  

 ス
ペ

ー

ス
を
入
れ
る
な
ど
の
場
合
が
あ

る
が
︐
こ
の
規
格
で
は
︐
表
の
場
合
も
含
め
て
コ
ロ
ン
を
用
い
る
こ
と
で
統
一
し
た。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8315-2%3A1999
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8315-2%3A1999


百五十二

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

で
は
︐
図
・
表
の
注
番
号
を
︐
a
︐
b

…
で
始
ま
る
ラ
テ
ン
文
字
の
上
付
き
小
文
字

だ
け
で
示
す
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
︐
細
別
と
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
︐
こ
の
規
格
で
は
︐  

 注
a)

︐
注

b)

…
の
よ
う
に
上
付
き
片
括
弧
文
字
で
表
す
こ
と
を
規
定
し
て
い
る。

五
・
三
十
一

 
表（
箇
条
2 9）

表
の
題
名（

29
.
2）
に
つ
い
て
︐
図
の
場
合（

解
説
の
5
.

30 

参
照）

と
同
様
︐
簡
単
な
表
に
限
ら
ず
︐
題
名
を
省

く
こ
と
を
容
認
し
た。

表
が
複
数
に
わ
た
る
場
合
の
表
の
番
号
及
び
題
名
の
表
記
に
つ
い
て
は
︐
図
の
場
合（

解
説
の
5
.

30 

参
照）

と
同
様

に
規
定
し
た（

 

29
.
3 

の
第
5

段
落）

。

縦
に
長
い
表
の
場
合
︐
表
を
幾
つ
か
に
切
り
分
け
て
表
示
す
る
場
合
の
記
載
方
法
と
し
て
︐
29
.
5
.
1（

第
2

段
落）

に
︐

“
縦
に
長
い
表
を
途
中
で
切
り
分
け
︐
複
数
列
に
並
べ
て
記
載
す
る
場
合
に
は
︐
列
の
境
を
二
重
線
で
区
切
る。

”

と
規
定
し
た。

表
の
中
で
︐
略
語
又
は
参
照
の
表
示
が
必
要
な
場
合
は
︐
そ
れ
ら
を

“
記
号
説
明
”

と
表
記
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
︐
29
.
5
.
6
に
規
定
し
た。

な
お
︐
表
の
形
式
に
つ
い
て
︐
箇
条
29 

の
中
に
は
規
定
し
て
い
な
い
が
︐
表
A
.
1 

は
︐
大
き
な
項
目
の
中
の
小
項

目
を
け
い（

罫）

線
で
区
切
っ
た
表
示
例
で
あ
り
︐ 

表
B
.
1 

は
︐
小
項
目
を
段
落
又
は
細
別
と
し
た
表
示
例
で
あ

る。

五
・
三
十
二

 

特
許
権
な
ど（

箇
条
3 0）

特
許
権
に
つ
い
て
は
︐
こ
れ
ま
で
の
運
用
と
基
本
的
に
変
更
は
な
い
が
︐
特
許
権
を
伴
う
も
の
か
否
か
に
関
す
る
調

査
︐  

 及
び
特
許
が
あ
る
場
合
の
処
置
に
つ
い
て
明
確
に
規
定
し
た

。

ま
た
︐
特
許
権
な
ど
へ
の
対
応
の
際
に
参
考
と
す

る
資
料
を
︐   

注
記
に
記
載
し
た。

五
・
三
十
三

 

商
標
名
及
び
商
標
の
使
用

（

箇
条
3 1）

”
当
該
規
格
を
適
切
に
適
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
製
品
な
ど
が
一
つ
だ
け
の
場
合
は
︐
そ
の
製
品
な
ど
の
商
標
名

を
用
い
て
も
よ
い。

こ
の
と
き
︐
製
品
名
又
は
商
標
名
に
は
︐
注
を
付
け
て
商
標
名
で
あ
る
旨
を
記
載
す
る。

”

と
規
定
し
︐ 

例

3

 

に
︐
注
の
記
載
例
を
示
し
た（

第
3

段
落）

。

旧
規
格
で
も
︐
6
.
6
.
3 

に
同
様
な
規
定

が
さ
れ
︐
例
と
し
て
記
載
さ
れ
た
注
の
中
に
︐

“
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
る
場
合
は
︐
こ
れ
と
同
等
の
他
の
も
の
を
使
用
し
て
も
よ
い。

”

が
追
記
さ
れ
て
い
た。

し
か
し
︐
本
文
の
注
の
中
に
推
奨
事
項
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
た
め
︐ 

例
3 

か
ら
こ
の
表
記

を
削
除
し
た。

具
体
例
で
記
載
が
必
要
な
場
合
に
は
︐
本
文
の
中
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
る。

五
・
三
十
四

 

著
作
権（

箇
条
3 2）

著
作
権
に
つ
い
て
︐
旧
規
格
で
は
︐
6
.
1
.
3

c)

に
定
型
文
だ
け
を
規
定
し
て
い
た
が
︐
今
回
の
改
正
で
︐

“
J
I
S 

は
︐
著
作
権
法
で
保
護
対
象
と
な
っ
て
い
る
著
作
物
で
あ
る

”

こ
と
︐

“
著
作
権
に
関
す
る
事
項
は
︐

ま
え
が
き
に
記
載
す
る
”

と
す
る
規
定
︐
及
び

“
海
外
規
格
な
ど
を
基
礎
と
す
る
場
合
︐
海
外
規
格
︐
文
献
な
ど
の
一
部
を
記
載
す
る
場
合
の
規
定
事
項
”

を
明
記
し
た。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百五十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

五
・
三
十
五

 

適
合
性
評
価（

箇
条
3 3）

旧
規
格
で
は
︐
6
.
8
.
1 

に
︐

“
製
品
規
格
は
︐
J
I
S 

Q 

9
0
0
1 

な
ど
を
引
用
し
て
そ
の
規
格
で
規
定
す

る
製
品
の
規
格
適
合
性
を
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格
に
依
存
さ
せ
て
は
な
ら
な
い。

”

と
規
定
し
て
い
た。

今
回
の
改
正
で
は
︐

“
製
品
及
び
加
工
技
術
に
関
わ
る
規
格
で
は
︐
例
え
ば
︐

J
I
S 

Q 

9
0
0
1 

を
引
用
し
て
規
定
の
一
部
と
す
る
な
ど
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格
に
依
存
す
る
適
合
性
を
規

定
し
て
は
な
ら
な
い。

”

と
︐
よ
り
分
か
り
や
す
く
規
定
し
た（

第
3

段
落）

。

五
・
三
十
六

 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
︐
信
頼
性
及
び
抜
取
検
査

（

箇
条
3 4）

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
︐
信
頼
性
及
び
抜
取
検
査
に
関
す
る
規
格
を
作
成
す
る
場
合
︐
旧
規
格
で
は
︐
6
.

8
.
1 

に
︐

“

J
I
S 

の
Q

部
門（

管
理
シ
ス
テ
ム
部
門）

及
び
Z

部
門（

そ
の
他
部
門
の
う
ち
工
場
管
理

関
係）

の
関
連
規
格
を
考
慮
す
る
”

と
規
定
し
て
い
た。
今
回
の
改
正
で
︐

“

I
S
O
/

I
E
C 

D
I
R 

1 

I
S
O 

S
U
P
︐
附
属
書
l（

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格
の
提
案）

な
ど
の
規
格
・
規
範
文
書

を
考
慮
す
る。

”

と
の
規
定
を
追
加
し
た。

五
・
三
十
七

 

特
定
分
野
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
内
容
の
扱
い
方

（

箇
条
3 5）

旧
規
格
の
6
.
8
.
2 

に
対
し
︐
今
回
の
改
正
で
︐

“
特
定
分
野
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
規
格
及
び
特
定
分
野
の
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格
を
作
成
す
る
場
合
に
は
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 
D
I
R 

1 

I
S
O 

S
U
P
︐
附
属
書
m［

産
業
分

野
固
有
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
規
格
及
び
産
業
分
野
固
有
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格（

M
S
S）

の
開
発
の
た
め
の
方

針］

を
考
慮
す
る。

”

を
追
加
し
た（

第

1

段
落）

。

五
・
三
十
八

 

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
に
し
て
J
I
S

を
作
成
す
る
場
合
の
特
別
の
補
足
事
項

（

箇
条
3 6）

36
.
2（

許
容
さ
れ
る
編
集
上
の
変
更）

の
c)

に
︐

“
対
応
国
際
規
格
に
対
し
て
発
行
さ
れ
た
追
補
及
び
／
又
は
技
術
的
正
誤
票（

t
e
c
h
n
i
c
a
l

c
o
r
r
i
g
e
n
d
u
m）

の
内
容
を
含
め
て
一
体
と
し
て
編
集
す
る。

”

と
規
定
し
︐
旧
規
格
の 
7
.
1

c)

の
規
定
に
対
し

“（

t
e
c
h
n
i
c
a
l

c
o
r
r
i
g
e
n
d
u
m）

”

の
英
語
表
記
を
追
加
し
た。

そ
の
理
由
は
︐

“
正
誤
票
”

を 

I
E
C 

の
出
版
物
で
あ
る

“
解
釈

票（

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n

s
h
e
e
t）

”

と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る。

な
お
︐
解
釈
票
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
規
定
せ
ず
︐
個
別
に
対
応
す
る
こ
と
に
し
た。

ま
た
︐
許
容
さ
れ
る
編
集
上
の
変
更
と
し
て
︐

“
対
応
国
際
規
格
に
︐
記
載
内
容
又
は
編
集
上
の
明
ら
か
な
不
備
が
認
め
ら
れ
た
と
き
︐
そ
れ
を
修
正
す
る［

 

36
.

2

i)］

”

︐

“
F
o
o
t
n
o
t
e

を
注
と
し
て
記
載
す
る［

36
.
2

j)］

”

及
び

“
一
つ
の
段
落
の
中
に
記
載
し
て
い
る
幾
つ
か
の
情
報
を
︐
分
か
り
や
す
く
細
別
と
し
て
記
載
す
る［

 

36
.
2

k)
］

”

を
︐
追
加
し
て
規
定
し
た。

36
.
4 

に
︐
対
応
国
際
規
格
と
の
差
異
を
設
け
た
箇
所
を
示
す
合
理
的
な
表
記
方
法
と
し
て
︐

“
独
自
に
追
加
し
た

箇
条
・
細
分
箇
条
・
図
・
表
に
つ
い
て
序
文
に
明
記
し
た
と
き
に
は
︐
追
加
し
た
箇
条
な
ど
の
箇
所
に
︐
対
応
国
際
規
格

に
は
な
い
箇
条
な
ど
で
あ
る
こ
と
を
示
す
側
線
又
は
点
線
の
下
線
を
施
す
必
要
は
な
い。

”

と
規
定
し
た。

ま
た
︐
独
自
の
附
属
書
を
追
加
し
た
場
合
の
側
線
又
は
点
線
の
下
線
の
扱
い
に
つ
い
て
は
︐

“
独
自
に
追
加
し
た
附
属
書
で
あ
る
こ
と
を
序
文
で
明
記
し
︐
追
加
し
た
附
属
書
に
は
︐
側
線
又
は
点
線
の
下
線
を
施
さ

な
い
”

と
規
定
し
た（

 

36
.
5）

。

こ
れ
は
︐
序
文
で
独
自
に
追
加
し
た
附
属
書
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
な
い
場
合

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百五十四

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

に
は
︐
附
属
書
全
体
に
側
線
な
ど
を
施
す
こ
と
に
な
る
た
め
︐
こ
れ
を
避
け
る
た
め
の
方
策
と
し
て
︐
序
文
に
は
︐
独
自

に
追
加
し
た
附
属
書
に
つ
い
て
必
ず
明
記
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る。

五
・
三
十
九

 
規
格
の
作
成
者
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

（

附
属
書A）

I
S
O
/
I
E
C 
D
I
R 

2 

に
準
じ
て
︐
規
格
の
作
成
者
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
掲
載
し
た。

チ
ェ
ッ
ク
項

目
は
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 
D
I
R 

2 

に
あ
る
項
目
を
基
本
と
し
︐
J
I
S 

と
し
て
重
要
な
項
目
を
追
加
し
た。

五
・
四
十 

量
及
び
単
位
の
表
記
方
法

（

附
属
書B）

附
属
書
B 

は
︐
今
回
の
改
正
で
新
た
に
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

を
基
に
︐
箇
条
9（

数
値
︐
量
︐
単
位
及
び

記
号）

に
関
連
し
て
︐
量
及
び
単
位
の
表
記
方
法
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る。

番
号
6（

単
位
記
号）

の
例
8 

に
あ
る
リ
ッ
ト
ル
表
記
に
つ
い
て
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

で
は

“
l
”

（

L

の
小
文
字）

だ
け
を
適
切
な
例
と
し
て
い
る
が
︐
我
が
国
で
は
︐

“
l
”

が
数
字
の

“
1
”

（

い
ち）

と
紛
ら
わ
し
い
た
め
︐
通
常
︐

“
L
”

を
用
い
て
い
る。

そ
の
た
め
︐
適
切
な
例
と
し
て

“
L
”

を
追
加
し
た。

番
号
13 

の
不
適
切
な
例
の

“60" "% pm 3" "%

”

は
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

で
は
適
切
な
例
と
し
て
い
る

が
︐

“
57

%

～

63

%
”

を
意
味
す
る
の
か
︐

“
60

%
に
対
す
るpm 3" "%

（

す
な
わ
ち
︐
58
.
2

%～

61
.
8

%）

”

を
意
味
す
る
の
か
曖
昧
で
あ
る
た
め
︐
不
適
切
と
し
た。

五
・
四
十
一

 

国
際
的
に
標
準
化
さ
れ
た
項
目
の
呼
び
方

（

附
属
書C）

こ
の
附
属
書
の
内
容
は
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

で
は

“
規
定
”

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
が
︐
国
内

で
の
適
用
の
実
態
な
ど
を
考
慮
し
て
︐
旧
規
格
の
附
属
書
E 

と
同
様
︐

“
参
考
”

と
し
た。

五
・
四
十
二

 

目
次（

附
属
書D）

目
次
に
つ
い
て
は
︐
旧
規
格
で
は
6
.
1
.
2 

に
規
定
し
て
い
た
が
︐
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 
2 
で
は
削
除
さ
れ

て
い
た
た
め
︐
本
体
に
は
規
定
せ
ず
︐ 

附
属
書
D 

と
し
て
規
定
し
た。

こ
れ
に
合
わ
せ
て
︐
表
2 

の
構
成
要
素
に
も

“
目
次
”

を
追
加
し（

解
説
の 

5
.
9 

の
第
3

段
落
参
照）

︐
附
属
書
D 

に
よ
る
こ
と
を
規
定
し
た。

五
・
四
十
三

 

ま
え
が
き
及
び
序
文
の
記
載
例

（

附
属
書E）

工
業
標
準
化
法
か
ら
産
業
標
準
化
法
に
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
き
︐
ま
え
が
き
及
び
序
文
の
記
載
例
を
改
め
た。

法

律
の
名
称
︐
法
律
の
条
文
の
番
号
︐
調
査
会
の
名
称
な
ど
の
変
更
︐
及
び
認
定
産
業
標
準
作
成
機
関
に
関
す
る
基
準
の
新

設
に
伴
う
ま
え
が
き
の
記
載
例
を
示
し
た。

旧
規
格
で
は
︐
序
文
の
記
載
例
と
し
て
︐
C
.
2 

の

例
7 

に

“
対
応
国
際
規
格
の
な
い
J
I
S 

の
改
正
の
場

合
”

が
あ
っ
た
た
め
︐
対
応
国
際
規
格
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
序
文
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た。

対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
い
な
い
場
合
に
は
︐
序
文
は
選
択
要
素
で
あ
り
︐
今
回
の
改
正
で
は
︐

“
通
常
︐
記
載
し
な
い（

 

13
.
3）

”

と
明
記
し
た
た
め
︐
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
こ
の
例
を
削
除
し
た。

E
.
2（

序
文
の
記
載
例）

の
例
3（

追
補
を
含
め
た
国
際
一
致
規
格
の
場
合）

に
は
︐
I
S
O 

及
び
I
E
C 

で
︐

追
補
を
統
合
し
た
版（

例
え
ば
︐
第
3
.
2

版）

が
発
行
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
序
文
の
記
載
方
法
︐
及
び
統
合
版
は
正
式
版
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百五十五

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

を
説
明
す
る
注
記
の
記
載
例
を
示
し
た。

す
な
わ
ち
︐
統
合
版
は
公
式
な
文
書
と
し
て
の
手
続
が
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
︐
追
補
の
文
書
を
個
々
に
示
す
必
要
が
あ
る。

E
.
2 
の
例
4 

の
場
合
分
け
の
説
明
の
括
弧
書
き
を
︐
当
初
︐

“
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
規
格
で
︐
技
術
的
内

容
の
変
更
が
な
い
場
合（

様
式
な
ど
の
軽
微
な
変
更
が
あ
る
場
合）

”

と
し
て
︐
例
文
を
記
載
し
た。

し
か
し
︐

“
文
章
に
︐
様
式
を
変
更
し
た
こ
と
を
記
載
す
る
必
要
は
な
い
の
か
”

及
び

“
様
式
と
構
成
と
は
意
味
が
異
な
る
の
か
”

と
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

こ
れ
に
対
し
て
︐
こ
の
序
文
の
例
で
は
︐
技
術
的
な
規
定
内
容
の
変
更
は
し
て
い
な
い
が
︐
記

載
順
の
変
更
な
ど
構
成
上
の
修
正
を
加
え
た
場
合
の
例
を
記
載
を
し
た
も
の
で
あ
り
︐
構
成
な
ど
の
技
術
的
変
更
と
は
な

ら
な
い
内
容
ま
で
も
序
文
に
明
記
す
る
必
要
は
な
い
”

︐

“
様
式
と
構
成
と
の
違
い
は
確
か
に
曖
昧
だ
が
︐
括
弧
内
の
様
式
は
構
成
に
改
め
た
方
が
よ
い
”

な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

そ
の
た
め
︐
説
明
の
括
弧
書
き
を

“
対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
た
規
格
で
︐
技
術
的
内
容
の
変
更
が
な
く
構
成
の
変
更
が
あ
る
場
合
”

と
し
た。

36
.
4 

及
び
36
.
5 

の
規
定
を
受
け
て
︐
J
I
S 
独
自
に
追
加
し
た
箇
条
︐
附
属
書
な
ど
に
つ
い
て
︐
序
文
で
記
載

す
る
例
を
︐ 

E
.
2 

の
例
8 

と
し
て
示
し
た。

五
・
四
十
四

 

用
語
規
格
の
作
成
方
法
並
び
に
表
形
式
の
用
語
及
び
定
義
の
表
記
方
法

（

附
属
書F）

表
形
式
の
用
語
規
格
に
対
し
て
も
︐

“
注
記
”

で
は
な
く

“
注
釈
”

（

16
.
5
.
8 

参
照）

を
用
い
る
こ
と

を
︐
F
.
1
.
1 

に
示
す
と
と
も
に 

F
.
2
.
2 

の
例
1 

の
定
義
の
欄
に
例
示
し
た。

表
形
式
の
用
語
の
表
記
方
法
に
つ
い
て
︐
旧
規
格
で
は
︐
D
.
3
.
1 

に
︐
用
語
欄
に

（

優
先）

用
語
︐
略
語
︐
代

用
語
な
ど
を
表
記
す
る
場
合
は
︐
コ
ン
マ
で
区
切
っ
て
記
載
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た。

今
回
の
改
正
で
は
︐ 

16
.

5
.
4 

に
規
定
す
る
用
語
の
区
分
け
及
び
そ
の
記
載
方
法
に
従
い
︐ 

F
.
2
.
3

c)
に
︐
代
替
用
語
又
は
推
奨
し
な

い
用
語
の
記
載
方
法
を
規
定
し
た。

五
・
四
十
五

 

J
I
S

と
対
応
国
際
規
格
と
の
対
比
表
の
様
式
及
び
記
載
方
法

（

附
属
書G）

対
比
表
に
記
載
す
る
項
目
を
︐
旧
規
格
の
附
属
書
F 

に
規
定
さ
れ
て
い
た
項
目
に
対
し
て
見
直
し
︐
項
目
の
欄
を
整
理

し
た。

す
な
わ
ち
︐
旧
規
格
で
は
︐

“（

I）
 

J
I
S 

の
規
定
”

及
び

“（

I
I
I）

国
際
規
格
の
規
定
”

並
び
に

“（

I
V）

J
I
S 

と
国
際
規
格
と
の
技
術
的
差
異
の
箇
条
ご
と
の
評
価
及
び
そ
の
内
容

”

の
欄
に
︐
同

じ
よ
う
な
内
容
を
重
複
記
載
し
て
技
術
的
差
異
を
説
明
す
る
場
合
が
多
く
︐
冗
長
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
︐
こ
れ

ら
を
︐

“
d)

J
I
S 

と
対
応
国
際
規
格
と
の
技
術
的
差
異
の
内
容
及
び
理
由
”

と
し
て
一
つ
の
欄
に
ま
と
め

た。ま
た
︐
原
案
作
成
の
容
易
性
を
考
慮
し
て
︐
対
比
表
の
様
式
を
A
4

横
か
ら
A
4

縦
に
変
更
し
た。

五
・
四
十
六

 

文
章
の
書
き
方
並
び
に
用
字
︐
用
語
︐
記
述
符
号
及
び
数
字

（

附
属
書H）

附
属
書
H 

で
︐
旧
規
格
の
附
属
書
G 

と
大
き
く
異
な
る
の
は
︐
旧
規
格
で
多
く
記
載
さ
れ
て
い
た
用
字
︐
用
語
及
び

外
来
語
表
記
の
事
例
を
ほ
ぼ
削
除
し
︐
内
閣
告
示
な
ど
の
関
連
資
料
の
名
称
の
記
載
に
と
ど
め
た
こ
と
で
あ
る。

こ
れ

は
︐
こ
れ
ら
の
事
例
が
参
考
文
献
に
示
し
た
資
料
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︐
重
複
規
定
と
な
る
こ
と
︐
及
び
旧
規
格

で
は 

J
I
S
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
例
示
を
し
て
い
た
が
︐
こ
の
規
格
に
ど
の
程
度
記
載
す
べ
き
か
の
判
断

が
難
し
い
た
め
の
処
置
で
あ
る。

な
お
︐
規
格
の
表
記
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
事
例
と
し
て
残
し
た
方
が
よ
い
と
判
断
さ
れ

る
内
容
に
つ
い
て
は
︐   

手
引
に
ま
と
め
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百五十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

文
体
に
つ
い
て
︐
対
応
国
際
規
格
が
受
動
態
と
し
て
い
る
場
合
な
ど
︐
受
動
態
で
記
載
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
議

論
さ
れ
︐
能
動
態
に
よ
っ
て
表
記
す
る
こ
と
が
不
自
然
な
場
合
に
は
受
動
態
で
よ
い
こ
と
を
明
記
し
た［

 

H
.
1

b)
］

。漢
字
︐
仮
名
遣
い
な
ど
の
用
字（

H
.
2）

は
︐

“
公
用
文
作
成
の
要
領
”

な
ど
の
公
的
文
書
を
参
照
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
︐  

 各
種
事
例
の
記
載
は
最
小
限
に
と
ど
め
た

。

さ
ら
に
︐
用
語
の
表

記
に
つ
い
て
は
︐

“
公
用
文
作
成
の
要
領
”

に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
重
複
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︐
こ
の
規
格
か
ら
は
削
除
し
た。

送
り
仮
名（

H
.
2
.
4）
に
つ
い
て
は
︐
旧
規
格
で
は
︐
G
.
2
.
3
.
1（

送
り
仮
名
の
付
け
方）

︐
G
.
2
.

3
.
2（

単
独
の
語）

︐
G
.
2
.
3
.
3 （

複
合
の
語）

及
び 

G
.
2
.
3
.
4（

そ
の
他）

で
詳
し
く
規
定
さ
れ

て
い
た。

し
か
し
︐
J
I
S 

Z 

8
3
0
1 

が
参
照
し
て
い
る
文
献
な
ど
で
は
そ
の
用
い
方
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ

る
こ
と
か
ら
︐

“
旧
規
格
に
あ
る
事
例
を
削
除
し
て
は
ど
う
か
”

と
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

一
方
︐

“

J
I
S

と
し
て
は
ど
う
表
記
す
る
か
を
︐
こ
れ
ま
で
の
運
用
も
考
慮
し
て
例
示
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
”

と
の
意
見
も
出
さ
れ
た。

検
討
の
結
果
︐
送
り
仮
名
の
付
け
方
は
内
閣
告
示
に
よ
る
こ
と
だ
け
を
規
定
し
︐
旧
規
格
で
規

定
さ
れ
て
い
た 

G
.
2
.
3
.
2～

G
.
2
.
3
.
4 
の
内
容
は
削
除
し
た。

個
々
の
用
語
の
用
い
方（

H
.
3
.
2）

に
関
し
て
︐
限
定
︐
接
続
な
ど
に
用
い
る
用
語
は
︐
現
状
︐

“
旧
規
格
の
G
.
3
.
3 

に
規
定
し
た
用
語
以
外
は
使
用
で
き
な
い

”

と
判
断
さ
れ
て
お
り
︐
こ
れ
は
︐

“
限

定
︐
接
続
な
ど
に
用
い
る
語
は
︐
次
に
よ
る。

”

と
い
う
前
置
き
文
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た。

そ
こ
で
︐

“
用
語
の
用
い
方
を
前
面
に
出
す
の
で
は
な
く
︐
状
況
・
場
合
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
に
用
語
を
用
い
る
か
を
記
載
す
る
よ

う
に
改
め
る
と
と
も
に
︐
規
定
し
な
い
用
語
は
誤
解
が
な
い
範
囲
で
自
由
に
記
載
で
き
る
よ
う
に
す
る
”

と
す
る
案
が
提
案
さ
れ
た。

そ
れ
に
対
し
て
︐

“
今
ま
で
の
よ
う
に
用
語
を
限
定
し
て
記
載
す
る
方
が
よ
い
か
︐
用
語
の
用
い
方
だ
け
を
説
明
す
る
よ
う
に
し
た
方
が
よ

い
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
”

︐

”
旧
規
格
の
記
載
方
法
を
踏
襲
し
︐
必
要
な
箇
所
を
追
加
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
”

な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

検
討
の
結
果
︐

“（

用
語）

は
︐～

と
い
う
意
味
で
用
い
る
”

︐

“（

用
語）

は
︐～

す
る
場
合
に
用
い
る
”

な
ど
の
表
記
を
行
い
︐
他
の
用
語
の
使
用
を
禁
止
は
し
な
い
が
︐
個
々
の
用
語
に
つ
い
て
は
そ
の
用
い
方
を
明
確
化
し

た。”
な
お
”

︐

“
ま
た
”

及
び

“
た
だ
し
”

の
用
い
方（

H
.
3
.
2
.

9）

に
関
し
て
︐
旧
規
格
で
は
︐
G
.
3
.
3

g)

に
︐
通
常
︐

“
な
お
”

で
始
ま
る
文
の
場
合
に
は
行
を
改
め
︐

“
ま
た
”

又
は

“
た
だ
し
”

を
用
い
る
場
合
に
は
行
を
改
め
な
い
︐
と
規
定
し
て
い
た。

 

こ
れ
に
対
し
︐

“
対
応
国
際
規
格
を
基
礎
と
し
て
国
際

一
致
規
格
を
作
成
す
る
場
合
︐
段
落
内
の
接
続
詞
に

“
な
お
”

を
用
い
る
と
自
動
的
に
段
落
を
改
め
る
こ
と
に
な
り
︐
こ
れ
で
は
構
成
の
変
更
に
な
っ
て
︐
一
致
で
な
く
な
っ
て
し
ま

う
”

と
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

そ
の
た
め
︐

“
な
お
”

で
の
改
行
を
必
須
と
す
る
必
然
性
も
な
く
︐

“
ま
た
”

及
び

“
た
だ
し
”

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
︐
こ
れ
ら
の
接
続
詞
で
始
ま
る
文
を
改
行
す
る
か
否
か
は
︐

“
文
意
及
び
規
格
の
区
分
け
で
あ
る
段
落
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
”

と
規
定
し
た。

”
規
定
”

と

“
指
定
”

と
の
使
い
分
け
が
混
乱
し
て
お
り
︐
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
︐
そ
れ
ぞ
れ
の
使
い
分
け
方
を
規

定
し
た（

 

H
.
3
.
2
.

10）

。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8301%3A2019


百五十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

中
点（

H
.
4
.
2
.
4）

に
つ
い
て
は
︐

“
通
常
︐
中
点
と
及
び
︐
又
は
な
ど
の
接
続
詞
と
を
混
用
し
な
い。

”

と
規
定
し
た。

“
通
常
”

は
不
要
で
な
い
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
が
︐

“
電
気
・
電
子
”

の
よ
う
に
︐
中
点
で
つ
な
い
で
も
一
つ
の
用
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
︐

“
通
常
”

を
入
れ
た
規
定
と
し
た。

ま
た
︐

“
・
”

で
つ
な
い
で
最
後
を

“
な
ど
”

と
し
て
も
よ
い
か
と
の
提
起
が
あ
り
︐
そ
れ
に
対
し
て
︐

“
︐
”

で
区
切
る
よ
り
も

“
・
”

で
区
切
っ
た
方
が
分
か
り
や
す
い
場
合
も
あ
り
︐
問
題
な
い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

し
か
し
︐
中
点
で
つ
な
が
れ
た
用

語
は
一
つ
の
グ
ルー

プ
と
い
う
意
味
合
い
に
も
理
解
さ
れ
る
た
め
︐
こ
れ
を

“
な
ど
”

と
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら
︐

“
中
点
を
用
い
る
場
合
︐
通
常
︐  

 

最
後
の
語
に
︐
な
ど
を
付
け
な

い
”

（

“
な
ど
”

を
用
い
る
場
合
に
は

“
︐
”

で
用
語
を
区
切
る。

）

と
規
定
し
た。

括
弧
の
用
い
方（

H
.
4
.
7）

に
つ
い
て
は
︐
旧
規
格
の
G
.
4
.
7 

に
︐

“
丸
括
弧（

 ）

を
用
い
て
い
る
部

分
を
更
に
括
弧
で
く
く
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
︐
角
括
弧［

 ］

を
用
い
る
”

及
び

“
亀
甲
括
弧〔

 〕

は
用
い
な

い
”

と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
︐
角
括
弧
を
用
い
た
範
囲
を
更
に
く
く
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は

“
亀
甲
括
弧
を
用
い
る
”

と
規
定
し
た。

ま
た
︐
旧
規
格
で
は
︐

“
異
な
る
単
位
系
に
よ
る
数
値
を
併
記
す
る
場
合
に
限
り
︐
波
括
弧｛

 
｝

を
用
い
る
”

と
規
定
し
て
い
た
が
︐
こ
れ

は
︐
S
I

単
位
系
へ
の
移
行
時
の
措
置（

新
旧
単
位
を
併
記）
で
あ
り
︐
移
行
も
完
了
し
て
い
る
た
め
削
除
し
た。

外
来
語
の
表
記（

H
.
6）

に
関
し
て
︐
旧
規
格
の
G
.
6
.
2
.
2 
に
︐

“
英
語
の
語
尾
に
対
応
す
る
長
音
符
号

の
扱
い
”

に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た。

し
か
し
︐
内
閣
告
示
の
外
来
語
の
表
記
で
は
︐
英
語
の
語
末

の
-
e
r

︐
-
o
r

︐
-
a
r

な
ど
の
用
語
は
長
音
符
号
を
付
け
る
と
し
て
い
る
こ
と
︐
同
じ
用
語
で
も
専
門
分
野
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
表
記
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
︐
こ
の
規
定
を
削
除
し
た。
た
だ
し
︐
長
音
符
号
を
省
く
か
否
か
の
判
断
の
一
つ
の
指
標

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
た
め
︐
参
考
と
し
て
︐
旧
規
格
で
表
G
.
3 

と
し
て
規
定
し
て
い
た

“
外
来

語
の
表
記
に
語
尾
の
長
音
符
号
を
省
く
場
合
の
原
則
”

の
表
を
︐ 

表
5 

と
し
て
掲
載
す
る。

表
5 

—

外
来
語
の
表
記
に
語
尾
の
長
音
符
号
を
省
く
場
合
の
原
則（

旧
規
格
の
表
G
.
3）

原則

例

a) 

そ
の
言
葉

が
3

音
以
上

の
場
合
に
は
︐

語
尾
に
長
音
符

号
を
付
け
な
い

。

エ
レ
ベー

タ（

e
l
e
v
a
t
o
r）

b) 

そ
の
言
葉

が
2

音
以
下

の
場
合
に
は
︐

語
尾
に
長
音
符

号
を
付
け
る。

カー
（

c
a
r）

︐
カ
バー

（

c
o
v
e
r）

c) 

複
合
の
語

は
︐
そ
れ
ぞ
れ

の
成
分
語
に
つ

い
て
︐
上
記

a)

又
は
b)

を

適
用
す
る。

モー

タ
カー

（

m
o
r
t
o
r

c
a
r）

d) 

上
記
a)～

c)

に
よ
る
場

合
で
︐
長
音
符

号
を
書
き
表
す

音（

例
1）

︐

は
ね
る
音（

例

2）

︐   

及
び
つ

ま
る
音（

例
3

1 

テー

パ（

t
a
p
e
r）

2 

ダ
ン
パ（

d
a
m
p
e
r）

3 

ニ
ッ
パ（

n
i
p
p
e
r）

4 

シ
ャ
ワー

（

s
h
o
w
e
r）

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百五十八

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

原則

例

）
は
︐
そ
れ
ぞ

れ
1

音
と
認

め
︐
よ
う（
拗

）

音（
 

例
4）

は
1

音
と
認

め
な
い。

五
・
四
十
七

 

追
補（
附
属
書I）

追
補
に
よ
る
改
正
の
考
え
方
・
運
用
に
つ
い
て
︐
実
態
の
運
用
に
即
し
た
内
容
に
改
め
た（

I
.
1 

及
び

I
.

2）

。

旧
規
格
で
は
︐ 

J
.
2

a) 

に
︐

“
一
つ
の
追
補
は
︐
一
つ
の
技
術
的
内
容
の
理
由
に
よ
る
改
正
を
扱

う
”

と
し
て
い
た
が
︐
実
態
を
勘
案
し
て
こ
の
規
定
を
削
除
し
た。

追
補
の
ま
え
が
き
及
び
追
補
の
序
文
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
︐
日
本
工
業
標
準
調
査
会
標
準
部
会
が
平
成
25 

年
2

月

付
け
で
決
定
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
記
載
方
法
を
盛
り
込
ん
だ（

 

I
.
3）

。

五
・
四
十
八

 

J
I
S

の
規
格
票
の
体
裁

（

附
属
書J）

規
格
票
の
体
裁
に
つ
い
て
は
︐
旧
規
格
で
は
︐

“
附
属
書
K（

参
考）

規
格
票
の
体
裁
”

と
し
て
い
た
が
︐
今
回
︐
対
象
を 

J
I
S 

に
限
定
し
︐

“（
規
定）

”

と
し
た。

こ
れ
は
︐
旧
規
格
で
は

“
参

考
”

で
あ
っ
た
が
︐
J
I
S 

で
は
事
実
上
︐

“
規
定
”

と
し
て
扱
っ
て
き
た
実
態
に
合
わ
せ
る
た
め
︐
及
び
今

回
︐
体
裁（

様
式）

の
大
幅
な
変
更
を
行
っ
た
の
で（

次
の
段
落
参
照）
︐ 
J
I
S 

で
は
こ
れ
を
厳
格
に
運
用
し
て
い

く
こ
と
を
意
図
し
た
た
め
で
あ
る。

他
の
規
格
な
ど
で
も
こ
の
様
式
に
準
じ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
︐
規
格
の
作
成
者
の

判
断
に
よ
る
こ
と
に
な
る。

今
回
の
改
正
で
︐
体
裁（

様
式）

の
大
幅
な
変
更
を
行
っ
た。

特
に
︐
段
落
の
上
下
の
行
間
に
適
切
な
ス
ペー

ス
を
設

け
︐   

規
格
の
区
分
け（

 

表
1 

参
照）

を
明
確
に
し
て
判
別
し
や
す
い
様
式
と
し
た。

ま
た
︐
細
分
箇
条
︐
例
︐
注
記
な

ど
の
上
下
の
行
間
に
適
切
な
ス
ペー

ス
を
設
け
た。

こ
れ
ら
は
︐ 

J
I
S 

の
利
用
者
が
読
み
や
す
い
こ
と
︐
対
応
国
際

規
格
を
基
礎
と
す
る 

J
I
S 

で
段
落
な
ど
の
対
比
が
容
易
に
な
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る。

J
.
1
.
4 

に
︐
太
字
で
表
記
す
る
も
の
を
明
確
に
規
定
し
た

。

こ
の
中
で
︐

“
f) 

他
の
箇
所
で
引
用
・
参

照
し
て
表
記
す
る
場
合
の
次
の
項
目
”

の

“

2) 

箇
条
の
文
字
及
び
箇
条
番
号

”

は
︐
こ
れ
ま
で
︐

“
箇

条
x
”

の

“
x
”

は
太
字
と
し
︐

“
箇
条
”

は
標
準
体
と
し
て
い
た
も
の
を
︐

“
箇
条
”

も
太
字
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る。

こ
れ
に
対
し
︐

“

f)

4)

の
図
︐  

 表
︐
注
記
な
ど
に
つ
い
て

は
︐
規
格
の
利
用
者
が
分
か
り
や
す
く
誤
解
の
な
い
よ
う
に
引
用
元
の
表
記
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
太
字
で
表
記
す
る
も
の

で
あ
り
︐
箇
条
x

の
場
合
の
箇
条
は
︐
x

だ
け
で
は
利
用
者
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
説
明
と
し
て
付
け
加
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︐
引
用
元
に
な
い
文
字

を
更
に
太
字
に
す
る
の
は
適
切
で
な
い
”

と
の
意
見
が
出
さ
れ
た。

考
え
方
と
し
て
は
妥
当
で
あ
る
が
︐

“
箇
条
全
体
を
引
用
・
参
照
し
た
場
合
の
箇
条
番
号
が
︐
細
分
箇
条
︐
図
︐
表
な
ど
に
比
べ
て
見
や
す
さ
・
探
し
や
す
さ

の
点
で
劣
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
”

と
の
判
断
か
ら
︐
太
字
に
す
る
こ
と
を
規
定
し
た。

箇
条
及
び
細
分
箇
条
の
本
文
に
対
す
る

“
注
記
”

︐

“
注
釈
”

︐

“
例
”

及
び

“
注
”

の
文
字
の
字
配
り
を
︐
旧
規
格
に
対
し
て
︐
1

文
字
前
と
す
る
よ
う
に
改
め
た（

 

図
J
.
4）

。

六 

懸
案
事
項

今
回
の
改
正
に
当
た
っ
て
懸
案
事
項
と
し
て
残
さ
れ
た
事
項
は
︐
次
の
と
お
り
で
あ
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百五十九

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

旧
規
格
で
は
︐
附
属
書
に

“
製
品
規
格
の
ま
と
め
方
”

及
び

“
解
説
の
ま
と
め
方
”

を
記
載
し
て
い
た
が
︐
今
回
の
改
正
で
は
こ
れ
ら
の
記
載
を
削
除
し
た。

特
に
︐

“
製
品
規
格
の
ま
と
め
方
”

は
原
案
作
成
に
お
い
て
参
考
と
な
る
こ
と
か
ら
掲
載
す
べ
き
と
の
意
見
が
多
く
出
さ
れ
た
が
︐
規
格
の
構
成
︐
規
定
内
容

な
ど
が
旧
規
格
と
最
新
の
I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2
と
で
大
幅
に
異
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
︐
ま
と
め
方
の
審

議
を
す
る
時
間
の
余
裕
が
な
く
︐
改
正
案
に
盛
り
込
む
こ
と
を
断
念
し
た。

次
回
の
改
正
時
に
は
︐
製
品
規
格
の
ま
と
め

方
︐
更
に
は
試
験
方
法
規
格
の
ま
と
め
方
も
含
め
た
内
容
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い。

七 

そ
の
他
の
解
説
事
項

旧
規
格
の
解
説
に
記
載
さ
れ
て
い
た
事
項
で
︐
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
︐
引
き
続
き
︐
次
に
記
載
す

る。

 

な
お
︐
箇
条
︐
産
業
標
準
化
法
の
条
文
な
ど
の
番
号
は
︐
今
回
改
正
さ
れ
た
こ
の
規
格
の
箇
条
︐
法
改
正
後
の
条

文
な
ど
の
番
号
に
対
応
さ
せ
て
い
る。

ま
た
︐
機
関
名
等
も
最
新
の
情
報
に
修
正
し
て
い
る。

a)

国
際
規
格（

3
.
1
.
3）

 

国
際
規
格
と
は
︐
国
際
標
準
化
機
関

（

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
a
t
i
o
n

b
o
d
y）

に
よ
っ
て
審
議
・  

 検
討
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︐
外
務
省

経
済
局
国
際
機
関
第
一
課
編
者
の

“
解
説
W
T
O

協
定
”

に
よ
れ
ば
︐
主
な
国
際
標
準
化
機
関
と
し
て
︐

I
S
O 

及
び
I
E
C 

以
外
に
︐
国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
・
世
界
保
健
機
関
合
同
食
品
規
格
委
員
会
︐
国
際
原
子

力
機
関（

I
A
E
A）

︐
国
際
度
量
衡
局（

B
I
P
M）
︐
国
際
民
間
航
空
機
関（

I
C
A
O）

︐
国
際
海
事
機

関（

I
M
O）

︐  
 

国
際
労
働
機
関

（

I
L
O）

︐
国
際
法
定
計
量
機
関（

O
I

M
L）

︐
国
際
電
気
通
信
連

合（

I
T
U）

︐
世
界
保
健
機
関（

W
H
O）

︐  
 

世
界
気
象
機
関

（

W
M
O）

︐
国
際
航
空
運
送
協

会（

I
A
T
A）

︐
合
成
フ
ァ
イ
バー

標
準
国
際
事
務
局（

I
B
S
M）
︐
国
際
コ
ン
テ
ナ
事
務
局（

I
C
B）

︐

国
際
内
燃
機
関
協
会（

I
C
C
E）

︐
国
際
酪
農
連
盟（

I
D
F）

及
び
世
界
包
装
機
関（

W
P
O）

 

が
記
載
さ

れ
て
い
る。

b)

ま
え
が
き
へ
の
部
編
成
の
記
載（

箇
条
12）

 

ま
え
が
き
へ
の
部
編
成
の
記
載
に
関
連
し
て
︐
強
制
法
規
に
よ
っ
て

部
編
成
と
す
る
場
合
が
あ
る。

 

J
I
S 

は
︐
各
種
法
律
の
技
術
基
準
に
引
用
さ
れ
て
き
て
い
る
が
︐
一
般
的

に
J
I
S 

で
は
︐   強
制
法
規
の
対
象
と
な
る
製
品
の
品
質
全
般
を
規
定
し
て
お
り
︐
強
制
法
規
の
技
術
基
準
と
し

て 

J
I
S 

を
引
用
す
る
と
き
に
引
用
さ
れ
や
す
い
よ
う
に
︐
強
制
法
規
に
関
わ
る
部
分
の
規
定
だ
け
を
別
規
格
と

す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る。

 

こ
の
た
め
︐
部
編
成
と
し
た
場
合
に
は
︐
特
許
権
な
ど
に
関
す
る
事
項
の
後
に
︐

次
の
例
の
よ
う
な
文
章
を
記
載
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る。

当
該 

J
I
S 

が
︐
強
制
法
規
の
基
準
そ
の
も
の

で
あ
る
場
合
及
び
規
制
対
象
製
品
の
部
品
を
規
定
し
て
い
る
場
合
に
も
︐
同
じ
よ
う
な
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る。

例

こ
の
規
格
の
対
象
と
な
る
製
品
は
︐
〇
〇
〇
〇
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
お
り
︐
こ
の
規
格
群
の
J
I
S

X

X
X
X
X
-
X

 

が
規
制
上
の
技
術
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る

。

こ
の
規
格
の
使
用
に
当
た
っ
て

は
︐
規
制
と
の
関
係
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る。

c)

図（

箇
条
28）

及
び
表（

箇
条
29）

2
0
0
0

年
以
前
の
J
I
S 

Z 

8
3
0
1 

で
は
︐
図
及
び
表
を
︐
本

体
︐
附
属
書
及
び
解
説
の
そ
れ
ぞ
れ
の
終
わ
り
に
ま
と
め
て
掲
げ
る
場
合
︐

“
付
図
”

・

“
付
表
”

と
し
て
記
載
す
る
体
裁
が
あ
っ
た。

し
か
し
︐ 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
︐
そ
れ
ぞ
れ
の
終
わ
り
に

記
載
す
る
体
裁
を
と
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
︐
単
に
︐

“
図
”

・

“
表
”

と
し
て
い
る。

d)

細
分
図（

28
.
3
.
2）

 

I
S
O
/
I
E
C 

D
I
R 

2 

に
合
わ
せ
て
細
分
図（

s
u
b
f
i
g
u
r
e）

を
規
定

し
て
い
る
が
︐
細
分
図
は
︐
で
き
る
限
り
使
用
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る。

細
分
図
は
︐
追
加
機
能

で
あ
る
た
め
国
内
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
例
が
な
い
が
︐
例
え
ば
︐
六
角
ボ
ル
ト
ヘ
ッ
ド
の
異
な
る
形
状
図
︐
ね
じ
先

の
異
な
る
形
状
図
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る。

個
々
の
特
定
の
名
称（

例
え
ば
︐
座
付
き
六
角
ボ
ル
ト
ヘ
ッ
ド
︐

デ
ィー

プ
リ
セ
ス
六
角
ボ
ル
ト
ヘ
ッ
ド
な
ど）

が
細
分
図
の
題
名
と
な
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法
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百六十

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

一
つ
の
構
成
部
品
又
は
複
合
部
品
は
単
一
の
部
品
で
あ
り
︐
一
つ
の
図
面
で
表
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る。

す
な
わ

ち
︐

一
つ
の
図
面
で
表
す
こ
と
の
で
き
る
ア
ッ
セ
ン
ブ
リ
図
の
個
々
の
部
品
図
︐
又
は
投
影
図
の
一
つ
一
つ
の
図
な
ど

は
︐   
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
図
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
に
な
る。

八 

規
格
票
の
体
裁

規
格
票
の
体
裁
に
関
わ
る
参
考
事
項
を
︐
次
に
記
載
す
る。

a)

一
般   

規
格
票
の
表
紙
の
呼
び
方
は
︐
図
1 

に
よ
る。

図
1 

—

表
紙
の
呼
び
方

b)

審
議
委
員
会
の
構
成
表 

審
議
委
員
会
の
構
成
表
は
︐
次
に
よ
る。

(

一)

体
裁
は
︐
図
2 

に
よ
る。

(

二)

審
議
専
門
委
員
会
の
構
成
表
は
︐
表
紙
2

の
上
部
に
記
載
す
る。

(

三)

制
定
及
び
内
容
に
関
わ
る
改
正
で
専
門
委
員
会
の
審
議
を
省
略
し
た
場
合
に
は
︐
専
門
委
員
会
の
構
成
表
に
代

え
て
部
会
の
構
成
表
を
記
載
す
る。

な
お
︐
同
意
の
得
ら
れ
た
原
案
作
成
委
員
の
氏
名
︐
所
属
な
ど
の
原
案
作

成
委
員
会
構
成
表
を
解
説
に
必
ず
記
載
す
る。

(

四)

構
成
表
に
は
︐
氏
名
及
び
所
属
を
記
載
す
る。

所
属
は
︐
部
局
又
は
そ
れ
に
準
じ
る
程
度
ま
で
と
す
る。

配
列

の
順
序
は
︐
通
常
︐
委
員
長
・
中
立
者
・
生
産
者
・
使
用
者
・
販
売
者
の
委
員（

臨
時
委
員
を
含
む。

）

︐
専

門
委
員
︐
関
係
者
︐
事
務
局
の
順
と
す
る。

な
お
︐
委
員
長
・
委
員
・
事
務
局
担
当
者
の
氏
名
の
左（

委
員
・
事
務
局
担
当
者
は
最
上
段
の
氏
名
の
左
だ

け）
 

に
は
︐
括
弧
を
付
け
て
︐
そ
れ
ぞ
れ

“（

委
員
長）

”

︐

“（

委
員）

”

︐

“（

関
係

者）

”

︐

“（

事
務
局）

”

な
ど
と
記
載
す
る。

c)

記
事
欄
の
表
記 

記
事
欄
は
︐
表
紙
2

の
下
部
に
記
載
し
︐
次
の
様
式
に
よ
る。

主   

務   

大 

臣6)

×
×
大
臣

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百六十一

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

制
定7)

（

和
暦）

00
.
0
.
0

改
正8)

（

和
暦）

00
.
0
.
0

確
認9)

（

和
暦）

00
.
0
.
0

官   

報   

掲   

載 

日10)
（

和
暦）

00
.
0
.
0

原
案
作
成

協
力
者11)

×
×
×
×

（

〒
000

-
0
0
0
0

×
×
×
×
×
×
×
×

T
E
L

00
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0）

審   

議   

部   

会

日
本
産
業
標
準
調
査
会

×
×
部
会（

部
会
長

×
×

×
×）

12)

審
議
専
門

委
員
会

×
×
専
門
委
員
会（
委
員
会
長

×
×

×
×）

12)

こ
の
規
格
に
つ
い
て
の
意
見
又
は
質
問
は
︐
上
記
原
案
作
成
協
力
者
又
は
経
済
産
業

省
×
×
局
×
×
課13)（

〒
100

-
8
9
0
1

東
京
都
千
代

注 6)

産
業
標
準
化
法
に
よ
る
主
務
大
臣
を
記
載
す
る。

注 7)

制
定
年
月
日
を
記
載
す
る。

注 8)

最
終
の
改
正
年
月
日
を
記
載
す
る。

注 9)

最
終
の
確
認
年
月
日
を
記
載
す
る。

た
だ
し
︐
確
認
後
に
改
正
さ
れ
た
場
合
に
は
︐
こ
の
項
は
記
載
し
な

い。

注

10)

最
新
の
異
動（

確
認
を
含
む。

）

を
公
示
し
た
官
報
の
年
月
日
を
記
載
す
る。

注

11)

主
な
原
案
作
成
協
力
者
名（

団
体
又
は
個
人）

︐
並
び
に
段
落
を
も
っ
て
そ
の
住
所
及
び
電
話
番
号
を
記

載
す   

る。

産
業
標
準
化
法
第
12 

条
︐
第
14 

条
及
び
第
15 

条
に
基
づ
く
申
出
に
よ
る
場
合
は（

第
16 

条
に

お
い   

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む。

）

︐

“
原
案
作
成
協
力
者
”

を

“
原
案
作
成
者
”

と
改
め
て

記
載
す
る。

注

12)

審
議
部
会
又
は
審
議
専
門
委
員
会
の
審
議
を
省
略
し
た
場
合
に
は
︐
こ
の
欄
は
︐
削
除
す
る。

注

13)

こ
れ
は
︐
主
務
大
臣
が
経
済
産
業
大
臣
の
場
合
の
例
示
で
あ
る。

産
業
標
準
化
法
第
12 
条
︐
第
14 

条
及
び 

第
15 

条
に
基
づ
く
申
出
に
よ
る
場
合
は（

第
16 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む。

）
︐

“
経
済
産

業
省
”

の
前
の

“
上
記
原
案
作
成
協
力
者
”

を

“
上
記
原
案
作
成
者
”

と
す
る。

田
区
霞
が
関
1
-
3
-
1

E
-

m
a
i
l
:
q
q
g
c
b
d
@
m
e
t
i
.
g
o
.
j
p

又
は
F
A
X

03
-
3
5
8
0
-
x
x
x
x）

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い。

 

な
お
︐
日
本
産
業
規
格
は
︐
産
業
標
準
化
法
の
規
定
に

よ
っ
て
︐
少
な
く
と
も
5

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
日
本
産
業
標
準
調
査
会
の
審

議
に
付
さ
れ
︐
速
や
か
に
︐
確
認
︐
改
正
又
は
廃
止
さ
れ
ま
す。

d)

ペー

ジ
番
号 

ペー

ジ
番
号
の
付
け
方
は
︐
次
に
よ
る。

(

一)

本
体（

目
次
及
び
ま
え
が
き
を
除
く。

）

・
附
属
書
・
解
説
・
索
引（

あ
る
場
合）

を
通
し
て
︐
一
連
番
号
を

紙
面
の
上
隅（

と
じ
穴
の
反
対
側）

に
付
け
る。

(

二)

目
次
及
び
ま
え
が
き
に
は
︐
こ
れ
ら
を
通
し
た
一
連
番
号
を
︐
ペー

ジ
の
下
部
の
中
央
に

“(

1)

”

︐

“(

2)

”

…
の
よ
う
に
付
け
る。

(

三)

解
説
に
は
︐
1)

の
一
連
番
号
と
は
別
に
︐
下
部
の
中
央
に

“
解
1
”

︐

“
解
2
”

…
の
よ
う
に
付
け
る。

(

四)

索
引（

あ
る
場
合）

に
は
︐
1)

の
一
連
番
号
と
は
別
に
︐
下
部
の
中
央
に

“
索
1
”

︐

“
索
2
”

…
の
よ
う
に
付
け
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百六十二

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

e)
柱［

解
説
定
義
リ
ス
ト 

2 

参
照］

 

柱
は
︐

“
部
門
記
号   

番
号
︓
西
暦
年
”

（

対
応
国
際
規
格
と
一
致
す
る
場

合
は
︐
括
弧
を
付
け
て
対
応
国
際
規
格
番
号
︓
西
暦
年
を
併
記）

を
︐
表
紙
1

及
び
表
紙
4

を
除
き
︐
全
て
の
ペー

ジ
の
紙
面
の
上
隅（

と
じ
穴
の
反
対
側）

の
ペー

ジ
番
号
の
下
に
並
べ
る。

 

な
お
︐
目

次
︐
解
説
及
び
／
又
は
索
引
が
2

ペー

ジ
以
上
あ
る
場
合
に
は
︐
2

ペー

ジ
以
降
の
柱
に

“
部
門
記
号  

 番

号
︓
西
暦
年
”

に
続
け
て
︐
目
次
に
は

“
目
次
”

︐
解
説
に
は

“
解
説
”

及
び
／
又
は
索
引
に
は

“
索
引
”

を
付
記
す
る。

f)

表
紙 

規
格
票
及
び
追
補
の
表
紙

1

及
び
表
紙
4

に
記
載
す
る
事
項
及
び
字
配
り
の
例
を
︐
解
説
図
3～

解
説

図
6 

に
示
す。

な
お
︐
必
要
に
応
じ
て
背
文
字
で
︐
規
格
番
号
及
び
規
格
の
名
称
を
記
載
し
て
も
よ
い。

g)

と
じ
穴
の
寸
法 

と
じ
穴
の
寸
法
は
︐
解
説
図
7 

に
よ
る。

記号説明

注
a)

:

柱
の
例 

  

図
2 

—

審
議
専
門
委
員
会
の
構
成
表
及
び
記
事
欄
の
例

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百六十三

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

図
3 

—

表
紙
1

の
例

確
認
の
場
合
に
は
︐
規
格
の
名
称
の
下
の
規
格
番
号
の
下
に
︐
括
弧
を
付
け
て
“（
2
0
1
9

確
認）

”
の
よ
う
に
確
認
の
西
暦
年
と

“
確
認
”

の
文
字
と
を
記
載
す
る。

注
a)

国
際
一
致
規
格
の
例。

注
b)

産
業
標
準
化
法
第
12 

条
に
基
づ
く
申
出
に
よ
る
場
合
の
例。

団
体
規
格
を
基
に
作
成
し
た
日
本
産
業
規
格

の
場
合
は
︐

“（

A
B
C

0
0
0
1
:
2
0
1
9）

”
の
よ
う
に
団
体
の
略
号
︐
規
格
番
号
及
び
西
暦
年
を
記
載
す
る。

注
c)

改
正
の
場
合
に
は
︐
“

制
定
”

年
月
日（

和
暦）

の
欄
に
最
新
の
改
正
年
月
日
を
記
載
し
︐
“

制

定
”

を
“

改
正
”

と
改
め
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百六十四

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

図
4 

—

表
紙
4

の
例

確
認
の
場
合
に
は
︐
規
格
の
名
称
の
下
の
規
格
番
号
の
下
に
︐
括
弧
を
付
け
て
“（
R
e
a
f
f
i
r
m
e
d

2
0
1
9）

”
の
よ
う
に
“
R
e
a
f
f
i
r
m
e
d
”

の
文
字
と
確
認
の
年（

西
暦
年）
と
を
記
載
す
る。

注
a)

改
正
の
場
合
に
は
︐
“
E
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
”

の
欄
に
最
新
の
改
正
年
月
日
を
記
載

し
︐
“
E
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d

…
”

を
“
R
e
v
i
s
e
d

…
”

と
改
め
る。

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百六十五

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

図
5 

—

追
補
の
表
紙
1

の
例

図
6 

—

追
補
の
表
紙
4

の
例

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百六十六

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

図
7 

—

と
じ
穴
の
寸
法

九 

原
案
作
成
委
員
会
の
構
成
表

原
案
作
成
委
員
会
の
構
成
表
を
︐
次
に
示
す。

JJ II SS
ZZ
88 33 00 11

原案作成委員会

構成表

 
 

氏
名

所
属

（

委員長

）

〇

堤   

正   

臣

国
立
大
学
法
人
東
京
農
工
大
学

（

委員

）

〇

浅   

見   

重   

則

元
一
般
社
団
法
人
軽
金
属
溶
接
協
会

 

〇

伊   

勢   

典   

浩

一
般
社
団
法
人
日
本
鉄
鋼
連
盟（

2
0
1
8

年
3

月
ま
で）

 

〇

中   

峠   

宏

一
般
社
団
法
人
日
本
鉄
鋼
連
盟（

2
0
1
8

年
4

月
か
ら）

 
 

伊   

丹   

時   

雄

公
益
社
団
法
人
日
本
保
安
用
品
協
会

 

〇

井   

上   

博   

史

一
般
社
団
法
人
日
本
電
機
工
業
会

 
 

大   

磯   

義   

和

日
本
ね
じ
研
究
協
会

 

〇

尾   

村   

博   

幸

一
般
社
団
法
人
電
子
情
報
技
術
産
業
協
会

 
 

加   

藤   

有
利
子

一
般
財
団
法
人
電
気
安
全
環
境
研
究
所

 
 

久   

保   

洋
一
郎

一
般
社
団
法
人
日
本
ゴ
ム
工
業
会（

2
0
1
7

年
9

月
ま
で）

 
 

三   

澤   

眞

一
般
社
団
法
人
日
本
ゴ
ム
工
業
会（

2
0
1
7

年
10 

月
か
ら）

日
本
工
業
規
格

J
I
S
Z
8
3
0
1

規
格
票
の
様
式
及
び
作
成
方
法

一



百六十七

著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
︐
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す。

原案作成委員会

構成表

 
 

桑   

名   

寿

一
般
社
団
法
人
日
本
鉄
道
車
輛
工
業
会

 
 

斎   

藤   

英   

明

一
般
財
団
法
人
日
本
船
舶
技
術
研
究
協
会

 
 

髙   
橋   
義   

雄

一
般
社
団
法
人
日
本
電
気
計
測
器
工
業
会

 
 

髙   
橋   
俊   
仁

一
般
社
団
法
人
日
本
福
祉
用
具
・
生
活
支
援
用
具
協
会

 
 

高   

増   
潔

国
立
大
学
法
人
東
京
大
学
大
学
院

 

〇

伊   

達   

眞   
二

日
本
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
業
連
盟

 
 

野   

村   

憲   

二

一
般
社
団
法
人
繊
維
評
価
技
術
協
議
会

 

〇

萩   

原   

敏   

彦

医
療
機
器
安
全
研
究
所

 
 

平   

野   

芳   

行

一
般
社
団
法
人
情
報
処
理
学
会

 
 

堀   

越   

太

公
益
社
団
法
人
自
動
車
技
術
会

 

〇

村   

田   

健   

治

一
般
財
団
法
人
光
産
業
技
術
振
興
協
会

 
 

室   

星   

し
お
り

一
般
財
団
法
人
建
材
試
験
セ
ン
ター

（

関係者

）

 

金   

山   

保   

宏

J
I
S 
登
録
認
証
機
関
協
議
会 

（

一
般
財
団
法
人
日
本
品
質
保
証
機
構）

 
 

武   

田   

尚   

志

経
済
産
業
省
産
業
技
術
環
境
局（
2
0
1
8

年
3

月
ま
で）

 
 

佐
々
木   

淳

経
済
産
業
省
産
業
技
術
環
境
局（
2
0
1
8

年
4

月
か
ら）

 
 

平   

塚   

智   

章

経
済
産
業
省
産
業
技
術
環
境
局（
2
0
1
7

年
6

月
ま
で）

 
 

関   

野   

武   

志

経
済
産
業
省
産
業
技
術
環
境
局（

2
0
1
7

年
7

月
か
ら）

（

事務局

）

 

重   

松   

康   

夫

一
般
財
団
法
人
日
本
規
格
協
会

 
 

田   

村   

由
佳
里

一
般
財
団
法
人
日
本
規
格
協
会

 
 

高   

橋   

和   

敬

一
般
財
団
法
人
日
本
規
格
協
会

 
 

蛭   

間   

功

一
般
財
団
法
人
日
本
規
格
協
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